
会 議 録

第 ‘_ 日

（平成4年6月10日）



〇議事日程第1号

平成4年6月10日（水） 午前10時開会

第1 会議録署名議員の指名について

第2 会期の決定について

第3 報告第 1 号ないし報告第 6 号—---------------------_'_--------—ー・ 報告

報告第1号平成3年度四日市市繰越明許費について

報告第2号財団法人四日市市開発公社の経営状況について

報告第3号 四日市市土地開発公社の経営状況について

報告第4号財団法人四日市市文化振興財団の経営状況について

報告第5号財団法人四日市市都市整備公社の経営状況について

報告第6号財団法人四日市国際交流協会の経営状況について

第4 議案第53号ないし議案第83号 ・------------------------------―ー・ 説明

議案第53号議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分

に関する条例の一部改正について

議案第54号 四日市市国民健康保険条例の一部改正について

議案第55号 四日市市住宅新築資金等貸付けに関する条例の一部

改正について

議案第56号 四日市市消防団員等公務災害補償条例の一部改正に

ついて

疇第57号四日市市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に

関する条例の一部改正について

議案第58号市道路線の廃止について

議案第59号市道路線の認定にっいて

議案第60号工事請負契約の締結について

一身体障害者通所授産施設整備工事一

議案第61号工事請負契約の締結について

一霞ヶ浦競輪場中央広場改築工事一
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議案第62号工事請負契約の締結について ー山手中学校武道場技術教室新築工事

ー西伊倉町市営住宅建替工事償睾江：事）一 （建築工事）一

議案第63号工事請負契約の締結について 議案第76号工事請負契約の締結について

ー北部雨水5号支線管渠布設工事一 ー朝明中学校武道場新築工事償睾口こ事） 償蛮蒻息

議案第64号工事請負契約の締結について 響備）一

ー下水管渠布設工事（北部第6工区）一 議案第77号工事請負契約の締結について

議案第65号工事請負契約の締結について ー港中学校大規模改造工事一

ー下水管渠布設工事（北部第7工区）一 議案第78号工事請負契約の締結について

議案第66号工事請負契約の締結について 一橋北中学校大規模改造工事一

ー白須賀ポンプ場築造工事（下部土木）一 議案第79号委託契約の締結について

議案第67号工事請負契約の締結について 一新富洲原合同ポンプ場建設工事（ポンプ設備）一

ー川島汚水1号幹線管渠布設工事第1工区一 議案第80号委託協定の締結について

議案第68号工事請負契約の締結について 一諏訪公園雨水調整池建設工事

ー川島汚水1号幹線管渠布設工事第2エ区一 （機械・電気設備）一

議案第69号工事請負契約の締結について 議案第81号委託協定の締結について

ー阿瀬知ポンプ場電気設備工事一 一日永浄化センター第3系統土木施設工事一

議案第70号工事請負契約の締結について 議案第82号委託協定の変更について

一雨池ポンプ場遠方監視制御設備工事一 一日永浄化センター第3系統機械・電気設備工事一

議案第71号工事請負契約の締結について 議 83号動産の取得について

一日永浄化センター汚泥焼却炉設備工事一 ー水槽付消防ポンプ自動車一

議案第72号工事請負契約の締結について

ー長太1号幹線築造工事第1エ区一 0本日の会議に付した事件

議案第73号工事請負契約の締結について 疇日程のとおり

ー富田汚水1号幹線管渠布設工事一

議案第74号工事請負契約の締結について 0出席議員 (40名）

ー南消防署庁舎増築工事一 青山弘忠

議案第75号工事請負契約の締結について 小井道夫
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農林水産部長

境部長環

都市計画部長

建設部長

下水道部長

消防長

消防次長

病院事務長

水道事業管理者

水道局次長

鎌 田 悟
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幹

ただいまの出席議員数は、 40名であります。

今定例会の議事説明者は、市長はじめ25名であります。
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感謝状・表彰状の伝達

〇議長（水野幹郎君） 会議に先立ちまして、去る 5月27日、東京の日比

谷公会堂で開催されました第68回全国市議会議長会定期総会において、全

国市議会議長会評議員としての功績に対し、川村幸善君に感謝状が贈呈さ

九また25年以上の在職議員として大島武雄君に表彰状が贈呈されました

ので、ただいまから感謝状及び表彰状の伝達を行います。

お名前を申し上げました諸君は、議場中央にお進みを願います。

〔表彰議員議場中央に進む〕

〇議長 (7.J<g野幹郎君）

0出席事務局職員

事務局長

参事兼議事課長

議事課長補佐

主幹兼議事係長

主 幹

主幹

長谷川昭彦

伊藤千秋

福島和幸

耕士

紀久夫

正

玉

井

水

田

上

谷

感

四日市市川村幸善殿

あなたは全国市議会議長会評議員として会の運営の重責に当たられ、本

会の使命達成に尽くされた功績はまことに顕著なものがありますので、第

68回定期総会に当たり、深甚なる感謝の意を表します。

平成4年5月27日

謝状

全国譴会議麟会長鈴木政

〔感謝状授与〕 （拍手）

〇議長（水野幹郎君）

彰状

昭

午前10時1分開会

〇議長（水野幹郎君） おはようございます。

ただいまから平成4年6月四日市市議会定例会を開会いたします。
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表

四日市市大島武雄殿

あなたは市議会議員として25年の長きにわたり市政の発展に尽くされ、

その功績は特に著しいものがありますので、第68回定期総会に当たり、本

会表彰規程によって特別表彰いたします。

平成4年5月27日
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全国繭義会議長会会長鈴木正之

〔表彰状授与〕 （拍手）

〇議長 (7悶抒幹郎君） これより本日の会議を開きます。

本日の議事については、お手元に配付いたしました議事日程第1号によ

り取り進めますので、よろしくお願いをいたします。

日程第1 会議録署名議員の指名について

〇議長（水野幹郎君） 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。

今定例会の会議録署名議員に、市川悦子君及び宇野長好君を指名いたし

ます。

日程第2 会期の決定について

〇議長（水野幹郎君） 日程第2、会期の決定についてを議題といたしま

す。

おはかりいたします。今定例会の会期は、本日から6月24日までの15日

間といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（水野幹郎君） ご異議なしと認めます。よって、今定例会の会期

は、本日から 6月24日までの15日間と決定いたしました。

日程第3 報告第 1号平成3年度四日市甜眼盛明許費についてないし

報告第6号財団法人四日市国際交流協会の経営状況について

〇議長（水野幹郎君） 日程第3、報告第1号平成3年度四日市市繰越明

許費についてないし報告第6号財団法人四日市国際交流協会の経営状況に

ついての6件について説明を求めます。

市長。
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〔市長⑰口藤寛嗣君）登壇〕

〇市長⑳藤寛嗣君） ただいま上程されました各報告についてご説明申

し上げます。

報告第1号は、平成3年度一般会計予算の繰越計算書でありまして、先

に予算で定められました準用河川米洗川改修事業外9件について、合計2

億 2,794万 4,470円を繰り越したものであります。

報告第2号から報告第6号までは、財団法人四日市市開発公社、四日市

市土地開発公社、財団法人四日市市文化振興財団、財団法人四日市市都市

整備公社及び財団法人四日市国際交流協会の経営状況について、地方自治

法及び同法施行令の規定に基づき報告するものであります。

〇議長 (7悶野幹郎君） 報告はお聞き及びのとおりであります。

ご質疑がありましたらご発言願います。

橋本茂君。

〔橋本茂君登壇〕

0橋本茂君報告第3号四日市市土地開発公社の経営状況についてお尋

ねをいたします。

平成3年度の事業報告書には、ハイテク工業用地の用地取得及び造成工

事が合わせて23億円余の事業として報告されています。この事業の中では、

工事名、山之一色3号井揚水機工事という井戸を掘る工事が行われたと聞

いております。この公共工事をめぐってお聞きをいたします。

まず第1に、この工事を請け負ったのは、東海興業でありまして、ご承

知のように東海興業株式会社は、四日市市議会議員の大谷茂生氏が代表取

締役を務める市の指名業者、水道局の公認業者であるわけですが、新聞報

道によりますと、 4月24日に津地裁四日市支部に自己破産を申請し、事実

上倒産をしたと伝えられております。その東海興業がかかわった公共工事

であります。工事代金は4月中に支払われたと聞いておりますが、工事金

額、発注から完成までの経緯、支払日等々を時間的経過を追って報告をし
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ていただきたい。

第2に、この公共工事に関して東海興業の下請業者が複数で仕事をした

と聞いておりますが、私どもの調査では、いずれにも下請工事代金が一切

支払われておりません。業者の方々は、発注元である土地開発公社にその

支払いを強く求めております。公社としてこの下請被害を救済する立場で

どう対応されているのか、お尋ねをいたします。

〇議長 (7~野幹郎君） 市長公室長。

〔市長公室長（鈴木一美君）登壇〕

〇市長公室長（鈴木一美君） ただいまご質疑をいただいたわけでござい

ますが、報告第3号につきましては、お手元に平成3年度につきましては、

事業報告書及び決算報告書を提出をしておるわけでございます。ただいま、

個々の工事の経過あるいはその内容についてお尋ねがあったわけでござい

ますが、私どもといたしましては、この経営につきまして事務レベルでの

処理につきましては、事務当局が処理をしておる。その処理につきまして

は、円滑に処理をされ、事業が完了したというふうに報告を受けておりま

すので、こ報告申し上げたいと思います。

〇議長 (71<ff幹郎君） 橋本茂君。

0橋本茂君 円滑に工事が済まれたということではないということで、

私があえてこの議場でお聞きをしているわけであります。申し上げました

山之一色3号井揚水機工事の具体的な問題について、簡略にご報告をいた

だきたいと思います。

〇議長 (71<ff幹郎君） 市長公室長。

〇市長公室長（鈴木一美君） 開発公社が施行いたします工事の一件一件

について、それぞれ私どもの方に報告があるというふうなシステムには

なっておりませんので、ご勘弁をちょうだいしたいと思います。こ理解を

賜りたいと思います。

〇議長（水野幹郎君） 橋本茂君。
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〇橋本茂君それでは、理事長でございます加藤助役も出席しておみえ

になりますので、せっかくですから答弁をいただきたいと思っています。

私は、お答えがなかなかないので、簡略に説明をしながら質問に、ぜひお

答えをいただきたいと思っています。

山之一色3号井揚水機工事は、井戸掘り工事として平成3年の12月9日

に入札をされて、エ期を12月の11日から翌4年の3月9日まで行われ、そ

して4年の3月12日に完成検査をして、そして工事は、前金は12月に支払

われておりますけれども、 4年の4月13日に支払われて、総額で 2,163万

円、そのうち63万円は消費税だと伺っておりますが、 2,100万円の工事と

して既に完了をしている。それが先ほどの円満に個々の工事が終わったと

いうことの報告の、私が指摘をしている内容だと伺っているわけですが、

これにかかわった下請業者に支払いがされていないということであります。

業者の方から私どもに訴えがございました。井戸を掘る業者が 2,100万円

のうち 1,700万円で受けている。それから、やぐらを組む業者が 200万円

で請け負って工事をしたけれども、いずれも支払われていないということ

で、下請業者の方は、特にやぐらを組む業者の方など市内の方でありまし

て、私どもに訴えがありました。

〔私語する者あり〕

〇橋本茂君 どういう訴えかというと、市の公共工事だということで、

また、議員をしている社長の東海興業ということで信頼し引き受けたのに、

支払われないのはおかしいと憤慨して言っておえになりました。

〇議長 (7K野幹郎君） 橋本茂君に申し上げます。

本件は地方自治法第 243条の3第2項の規定に基づく、報告事件であり、

議決対象事件ではございません。このため、質疑は報告資料における疑問

点あるいは不明確な点をただす程度にとどめるよう注意いたします。

0橋本茂君わかりました。それじゃ簡潔に質問をします。

そういう点でぜひ、開発公社の責任ある立場の理事長として、建設業法
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の観点から言いましても、これは支払いをきちんとしていかなきゃならぬ

という問題であります。どう対処しようとしているのか、お聞かせ願いた

いと思います。

〇議長（水野幹郎君） 加藤助役。

〇助役傭］藤宣雄君） ただいまご指摘ございました山之一色3号井の請

負契約につきましては、橋本茂議員のおっしゃるとおりでございまして、

昨年の12月11日に契約し、エ期が3月9日、そして支払いをいたしており

ます。元請、下請間については、私ども関知いたしません。

0議長（水野幹郎君） 橋本茂君。

0橋本茂君大変残念な答弁でございまして、市民である下請業者の

方々がこうやって訴えて、わざわざ私が議場で取り上げざるを得ないよう

な事態が依然としてございます。そういう意味でお聞き及びのように、開

発公社が公共工事としてやった問題についての質疑について・・・。

〇議長（水野幹郎君） 橋本茂君に再度申し上げます。

先ほど申し上げたとおりでございますので、ご注意いたします。

0橋本茂君ぜひ善処していただくよう要望して私の質問を終わります。

〔私語する者あり〕

〇議長（水野幹郎君） ご静粛に願います。

他にご質疑もございませんのでこれをもって報告を終了いたします。

日程第4 議案第53号議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は

処分に関する条例の一部改正についてないし議案第83号動産の取得につ

いて

〇議長（水野幹郎君） 日程第4、、議案第53号議会の議決に付すべき契約

及び財産の取得又は処分に関する条例の一部改正についてないし議案第83

号動産の取得についての31件を一括議題といたします。

提案理由の説明を求めます。
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市長。

〔市長⑰廿藤寛嗣君）登壇〕

0市長傭］藤寛嗣君） ただいま上程されました各議案についてご説明申

し上げます。

議案第53号議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例の一部改正につきましては、昭和52年の改正以来今日までの経済事情

の変化と公共事業の事業施行推進の見地等から、議会の議決に付すべきエ

事又は製造の請負契約の予定価格の金額について見直しを図るものであり

ます。なお、契約事務につきましては、今後とも研さんに努め、厳正かつ

的確に執行してまいりたいと存じます。

議案第54号国民健康保険条例の一部改正につきましては、国民健康保険

法施行令等の一部改正に伴い、保険料の賦課総額の算定方法について所要

の改正を行うとともに、保険料の賦課限度額及び保険料の軽減の対象とな

る世帯の所得の判定に係る基準額を引き上げようとするものであります。

議案第55号住宅新築資金等貸付けに関する条例の一部改正につきまして

は、国の住宅新築資金等貸付制度要綱の一部改正に合わせて、住宅新築資

金等の貸付利率を引き上げようとするものであります。

議案第56号消防団員等公務災害補償条例の一部改正につきましては、非

常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、消

防団員等に係る各種補償の算出基礎となる補償基礎額等を引き上げようと

するものであります。

議案第57号非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部

改正につきましては、消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令の一部

改正に伴い、消防団員の退職報償金を引き上げようとするものであります。

議案第58号及び議案第59号は、道路法に基づく市道路線の廃止及び認定

案でありまして、西伊倉町市営住宅の建て替えに伴い2路線を廃止すると

ともに、采女土地区画整理事業及び午起土地区画整理事業により設けられ
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た道路並びに四日市ハイテク工業団地外周道路等17路線を市道として認定

しようとするもので、所在はそれぞれお手元の図に示すとおりであります。

議案第60号から議案第78号までは、いずれも工事請負契約締結議案であ

りまして、身体障害者通所授産施設整備工事、霞ケ浦競輪場中央広場改築

工事、西伊倉町市営住宅建替工事、北部雨水5号支線管渠布設工事外10件

の公共下水道及び都市下水路関係工事、南消防署庁舎増築工事、山手中学

校武道場技術教室新築工事、朝明中学校武道場新築工事、港中学校及び橋

北中学校の各大規模改造工事について、それぞれ指名競争入札により請負

契約を締結しようとするものであります。

議案第79号から議案第81号までは、新富洲原合同ポンプ場建設工事、諏

訪公園雨水調整池建設工事、日永浄化センター第3系統土木施設工事につ

きまして、四日市港管理組合及び日本下水道事業団にその工事施工を委託

しようとするものであります。

議案第82号は、日本下7柘直事業団と委託協定を締結して施工しておりま

す日永浄化センター第3系統機械・電気設備工事について、電気設備工事

の一部を変更することに伴い、 4,090万円の減額変更を行おうとするもの

であります。

議案第83号は、北消防署朝日川越分署に配備いたします水槽付消防ポン

プ自動車を、金額 2,019万 9,450円でもって取得しようとするものであり

ます。

以上が各議案の概要であります。

どうかよろしくご審議いただき、議決賜りますようお願い申し上げます。

〇議長 (7悶抒幹郎君） 提案理由の説明は、お聞き及びのとおりでありま

す。

議事日程に従い、本件に関する審議は留保いたします。

〇議長（水野幹郎君） この際、碧告いたします。専決処分の報告及び監

査結果の報告が参っております。既にお手元に送付いたしておりますので、

ご了承願います。

〇議長（水野幹郎君） 以上で本日の日程は全部終了いたしました。

次回は、 6月15日午前10時から会議を開きます。

なお、今定例会は、時節柄蒸し暑い日が多いと思いますので、会議にお

ける上着の着用はご自由にしていただきたいと存じます。

本日は、これをもって散会いたします。どうもご苦労さまでございまし

た。

午前10時23分散会
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0出席事務局職員

事務局長

参事兼議事課長

議事課長補佐

主幹兼議事係長

主 幹

主 幹

〇議長 (7悶抒幹郎君） おはようございます。

これより本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員数は37名であります。

本日の議事は一般質問であります。

日程第1 一般質問

長谷川昭彦

伊藤千秋

福島和幸

玉田耕士

井上紀久夫

水谷正昭

午前10時1分開議

〇議長 (71<.ff幹郎君） 日程第1、これより一般質問を行います。

順次発言を許します。

瀬川憲庄君。

〔瀬川憲生君登壇〕

〇瀬川憲生君おはようございます。

第1番目のお許しをいただきましたので、通告に従い質問をさせていた

だきます。

し まず最初に、環境問題について4点ほどお尋ねいたします。

全世界の注目の中、プラジルで地球サミットが、将来の世代を含めた人

類の公平を実現する持続可能な開発を基本理念に、各国政府、国民が国境

を越え、地球益の立場からとるべき行動範囲を確認して閉幕いたしました。

リオ宣言に盛り込まれた環境と開発の一体性の保持は興味を引く内容であ
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り、今後の開発行為が経済原則にならないよう、厳しい目で見守っていき

たいと思います。

さて、清風会では、環境問題を重要課題として、視察等を含め、研修を

重ねております。 3月議会での一般質問では、宇野議員が環境基本条例の

制定を提案、要望いたしましたところ、四日市市として検討していくとの

前向きなご回答をいただきました。そして年度が改まり、平成4年度では

どのような形で検討して、制定時期の目標時はいつごろに予定しているの

か、現時点でのお考えをお伺いいたします。環境汚染が進む今日、その保

全、保護のための努力に長い時間をかけている時間的余裕はないと思いま

す。早急に対応を期待いたします。

次に、大気汚染への対応についてお尋ねいたします。

四日市市の大気汚染監視システムは、一般環境監視局が市内に9カ所で、

自動車排気ガス監視局は市内に2カ所設置し、測定データはパーソナルコ

ンピューターを利用して、テレメーターシステムで市の中央監視局に伝送

されます。中央監視局は、伝送されたデータをデータ処理装置で処理して、

その結果をデータ表示するとともに、月報、年報の作成を行うとなってお

ります。また、今年度の予算では、窒素酸化物計1台、オキシダント計1

台、炭化水素計1台、風向風速計1台と計4種類の測定機器を購入して、

環境保全監視施設がより充実されます。

このような充実した監視体制の中で観測された数値が警戒基準値である

環境目標濃度を超えた場合についてですが、特に二酸化窒素に絞ってみま

すと、移動発生源地帯である幹線道路沿いでは、三重県の目標値を超えた

まま数年がたっております。納屋Ij洋校測定局では、観測開始の昭和53年

から目標値を超えたまま汚染状態が続いております。この汚染状態に対す

る改善措置がとられておらず、放置したままになっております。このこと

は昨年の12月議会の一般質問のときにも指摘いたしましたが、窒素酸化物

に対する根本的な対策はなく、県の公害対策審議会の検討待ちとのご答弁
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であったと記憶しております。

しかし、今年度の予算では、大気汚染対策費に 4,995万円が計上されて

おります。そのうち監視測定事業費に、機器購入を含め 4,748万円が使わ

れることになっております。これだけの費用を使いながら、出された結果

のデータを見るだけに終わり、保全対策の効果を上げるための資料となら

ないのでは、何のための監視測定をしているのか事業の意味がわからず、

残念というより費用のむだ遣いではないかと思われます。この対応につい

てのこ所見をお伺いいたします。

続いて、環境教育の推進についてお尋ねいたします。

今年度は、環境問題への理解を深めるため、総合的、体系的な環境教育

について具体的な推進方策を策定するとともに、国連環境開発会議（地球

サミット）の開催にあわせ、県と連携しつつ、環境フェア等各行事を開催

すると 3月議会でいただいた資料に記載されております。先日開催された

「アースイヤー'92アクティヴ三重」は、広い角度から訴えられ、楽しく

学ぶことができたのではないかと評価しております。

しかし、大型イベントも結構ですが、地域社会の住民1人1人が参加で

きて、社会生活の中で学べる催しも必要ではないかと思います。私の住ま

いする川島地区では、 4年前から、水をテーマに家庭の生活雑排水による

河川の汚れを啓発した活動を続けております。住民から募集した標語から、

「呼び戻そうホタル飛び交う鹿化川」という作品を採用して、地区中央を

流れる鹿化川の浄化を呼びかけ、各家庭の生活排水について勉強会や施設

見学等を行い、町ぐるみで環境教育を行っております。

また、三滝台自治会では、 4月29日のみどりの日に、環境まつりと題し

てハイキング大会を開催して、鹿化川の水生生物の汚染状況を調査したり、

丘陵地に生える樹木や雑草などの植物を観察して環境状況を学びました。

継続的な観察用として各戸にアサガオの種が配られ、アサガオを栽培して

育成状況を観察することにより、酸性雨や大気汚染状況を調査することに
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なっております。 N02に絞っての大気汚染度調査では、簡易測定用カプ

セルを 240カ所に設置して24時間の観測をしました。現在、データの整理

中です。

このように自分の住まいする周辺の環境を実際に自分の手や足で調べ、

ありのままの状況を知ることが大事ではないかと思います。環境保護、自

然保護がどれくらい大切なことか、現在の自然環境がどのような状況にあ

るのかを知ることから始めております。これは川島地区や三滝台自治会が

行っている環境教育事業ですが、この事業についてのご所見と、市の考え

ておられる地域社会住民への環境教育方針の具体的なご説明をお願いいた

します。

環境問題の最後に、低公害車について質問をいたします。

大気汚染源で一番始末の悪いのが移動発生源と思います。そこで問題に

なるのが、自動車のあり方ということになります。現代社会では、自動車

が生活の隅々にまで浸透しており、その利便性を全く無視しては、私たち

の生活は成り立ちません。

そこで、自動車の利便性を享受しながら、自動車から生じるような問題

をできる限り少なくすることによって、環境保全型社会を形成していくこ

とが重要と思います。そのため、ガソリンや軽油を燃料とする自動車から、

低公害エネルギーを燃料とする自動車が必要となり、使用目的に応じた自

動車を選択する時代に来ていると思います。

現在、低公害車として、電気自動車、メタノール自動車、天然ガス自動

車、ハイプリッド自動車、ソーラーカーなどがあります。このような自動

車の多様化は、外国では既に実行段階に入っております。

電気自動車を取り上げて、外国の使用状況を見ますと、アメリカでは約

1,000台が使用され、イギリスでは、騒音が少ないことから、朝の牛乳配

達車として約2万 7,000台が使用され、ほかに道路清掃車に約 1,000台、

病院救急車に約 500台など、合わせて約20万 4,000台が使用されておりま
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す。また、フランスでは、ごみ収集車に 3,000台を含め、約 500台の普及

台数と言われております。我が国では、環掬手等において、都市大気汚染

対策等の観点から、積極的な普及啓発等により普及拡大に努めている現状

です。

四日市市では、昨年9月に1台購入して、パトロール車として使用して

おります。約9カ月ほど使用したその実績についてお尋ねいたします。振

動、騒音、走行距離、速度、経済面、耐久性等々詳しくご説明いただけれ

ば幸いに存じます。また、今後の普及の見通しと、今年度予算に低公害車

普及事業費が計上されておりますが、この点についてもあわせてご説明を

お願いいたします。以上で環境問題についての質問を終わります。

次に、千歳地区CAT整備構想の関連事項についてお尋ねいたします。

中部新国際空港は本年度から本格的な調査が開始される運びとなりまし

た。 21世紀初頭には開港して運用されるものと期待されます。空港への海

上アクセス拠点を四日市港へと名のりを上げ、確保するための条件を満た

すべき計画として、千歳地区CAT整備構想が明らかにされました。この

整備が完成しますと、 21世紀にふさわしい都市様相で、四日市のイメージ

アップにつながるものと期待されます。

しかし、前提条件に千歳地区への陸上新交通システムや道路網の整備が

あります。近鉄四日市駅からJR四日市駅と港を結ふ都心道路の確立が不

可欠と思われます。そこで、この路線上で障害になっているJR貨物基地

の移転問題ですが、この問題は、以前から数力所の移転候補地を挙げて検

討しているとのことでした。

最近聞くところによれば、河原田地区に決定したかのような話を耳にし

ておりますので、この貨物基地移転先の問題について、現在どのような状

況にあるか、お伺いいたします。

続いて、広報行政についてお伺いいたします。

ある報道機関の関係者の方から、四日市の行政広報の対応が下手ではな
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いかとの指摘を受けました。そこで、某テレビ会社の過去1年間の四日市

の話題がテレビ電波に乗った記録を調べてみました。ただ1本のみで、そ

れは四日市中央工業高校のサッカー全国優勝の話題でした。しかし、四日

市発の話題はたくさんあったはずですが、そのほとんどが新聞の北勢版で

終わっております。これでは四日市のせっかくの話題が全国に報道されな

いため、イメージアップやPR効果を上げることはできません。

関東地方で、 「行きたくない都市とは」のアンケート調査の結果、第1

位が川崎市で、上位10都市の中に関東地区以外の都市では、名古屋と四日

市が入っておりました。また、四日市に来たことのない方に四日市のイ

メージを聞くと、 「公害」との言葉が返ってきます。これは、視察等で地

方へ行ったときに、だれしもが体験しているものと思われます。このよう

に公害裁判から20年たった今日に至っても、公害イメージは払拭されてお

りません。現実には、その後民間企業や行政の努力により、健康的に発展

して、魅力と活力に満ちた産業と文化のまちづくりに邁進しておりますが、

このことが全く知られておりません。

そこで、 PR効果の上がらない広報行政の問題点を探ってみました。

まず第1点目は、広報を担当する広報広聴係が市民部にあるということ

です。これは、市の重要な政策や構想等を発表すること、さらに、市民の

声を聞き、市政に反映させるためには、市政の中心的役割を果たす市長公

室が担当するのが妥当ではないかと思います。市民部では受け売り的対応

となり、責任ある説明ができないのではないかと思います。

第2点目は、市のスポークスマンはだれかということです。市政の重要

な政策や構想、また意見や所信を発表して、報道関係者からの質問に対し

て適切な説明をもって即答できる人であることが条件であると考えます。

したがって、信頼される広報行政を行うために、上級役職員の中で報道官

を専任して設置されることを提案するものであります。

第3点目は、報道関係者に対して、市の重要施策の発表や大きな行事を
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発表される場合、市長は今以上にもっと積極的に顔を出していただき、み

ずから政策を述べられれば、信頼度も高く、 PR効果が上がるものではな

いかと思います。

以上、問題を3点、提案を含め指摘させていただきます。マスメディア

の時代です。効果的な対応で四日市の内容が全国に知らされることはそう

難しいことではないと思います。このマスメディアの時代にふさわしい広

報行政のあり方について、ご意見をお伺いいたします。

最後に、学校週5日制の対応について、提言を含め、教育委員会のお考

えをお尋ねいたします。

最近のある新聞に、 「学校の週休2日制」との見出しの特集記事が記載

されておりました。読んでみますと、特集の中に、学校週5日制について

のアンケート結果報告でありました。その中で気になる事項は、休みが増

えると困るという事項です。学校週5日制度は、ただ休日が1日増えるだ

けという程度の認識で一般化しているように思われます。また、他市の教

育関係者の方とこの問題を話し合ったときにも、このような内容が指摘さ

れ、制度の趣旨が正しく理解されないまま制度実施に向かっている社会事

情を嘆いておられました。実施を目前に控え、急ぎ社会全体が趣旨を正し

く理解するための啓蒙が必要ではないかと思います。今までは、この制度

の対策を学校問題として、学校教育関係機関中心で進めてきたのではない

かと思われます。しかし、実施されれば、社会や家庭が主体となり、教育

現場となるため、地域社会のすべての人々に制度そのものが正しく理解さ

れることが必要と思われます。このまま制度が実施されれば、混乱を招き、

疇の意味がなくなるのではないかと心配されます。これからは、地域社

会のすべての人々に正しく理解されるべき啓蒙活動を、社会教育関係機関

が総力を挙げて積極的に推進、努力を傾けていただくよう要望いたします。

例えば、各地域の婦人会、老人会、育成会、青年団など、存在するあら

ゆる団体に呼びかけ、子供がいる、いないにかかわらず、社会に住むすべ
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ての人々が理解を深め、社会全体が教育の場となり、住む人々が教育者と

なるべき地域社会づくりが必要と思います。

次に、実施に対応すべき社会環境、家庭環境づくりの教育的対応を考え

てみたいと思います。

ゆとりの教育と一口に言われますが、具体的にどのような教育なのか、

そのために何をすべきかわからず、戸惑いが現実のものとなっております。

そこで、指導要綱として、社会教育的環境の具体例、家庭教育的環境の具

体例など、種々多様な具体例や参考例を記載したマニュアルを作成して各

戸に配布することを提案いたします。地域社会では、発行されたマニュア

ルをテキストに研修会や勉強会を行い、社会や家庭での正しい教育環境づ

くりを学び、戸惑いのない5日制実施への対応に効果を上げるものと考え

られます。

以上の点を含め、学校週5日制実施への教育行政の方針をお伺いいたし

ます。

これで第1回目の質問を終わります。ご答弁の方よろしくお願いいたし

ます。

〇議長（水野幹郎君） 環境部長。

〔環境部長（須原賢治君）登壇〕

0環境部長（須原賢治君） 環境問題についてのご質問がございました中

で、 4点ほどご指摘がございましたので、お答えを申し上げたいと思いま

す。

まず、環境基本条例につきましては、環境を守ることの大切さを認識し、

良好な都市環境の保全、市民の福祉に寄与することを目的とするもので、

その性格は、環境に関する個別の条例や要綱等を総括するものにいたした

いと考えております。

したがいまして、条例は各部局で十分に調整を行うとともに、一つ目と

して、市民の生命と健康を守る視点。二つ目に、快適で住みよい環境づく
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りの視点。三つ目としまして、予見的、総合的な環境行政の確立の視点。

四つ目としまして、住民、企業、行政の連携の強化の視点に立って、年次

計画で策定すべく、本年度を初年度として調査を開始しております地域環

境管理計画や、環境を考える市民会議の設置、環境保全都市宣言等の展開

とあわせ、また、国において検討が行われております環境基本法の制定を

踏まえて、持続可能な社会、自然との共生ができる環境を基本としながら、

おおむね3カ年をめどとして条例の制定を図ってまいりたいと考えており

ます。

なお、この際には、市議会や四日市市環境保全審議会のご議論を初め、

広く市民の皆様の意見をお聞きしてまいりたいと考えておりますので、よ

ろしくお願い申し上げたいと思います。

第2番目にご指摘のありました窒素酸化物による大気汚染につきまして

は、一般環境監視測定局においてもここ数年上昇傾向にあることから、県

とも協議の上、四日市地域における窒素酸化物対策のあり方についてを、

昨年の11月、県の公害対策審議会に諮問をしていただき、現在、市内各所

で測定している環境データの解析を行い、検討をいただいているところで

ございます。

諮問の内容といたしましては、一つ目として、県の環境保全目標値達成

の方途について。二つ目、自動車に係る窒素酸化物大気汚染対策について。

三つ目としまして、窒素酸化物に係る総排出量規制について。この三つに

ついて、移動発生源、固定発生源の両面からの対策を、平成4年度中に取

りまとめるべく検討をいただいておりますが、市といたしましても、資料

の収集、既存データの提供、補足調査等、県とも連携をして対処をしてい

るところでございます。

次に、納屋1j噂牝交付近などの国道23号における窒素酸化物問題を初めと

する環境問題につきましては、現状の国道23号の交通積tから考えて、ー地

方自治体の努力だけでは抜本的な対策は大変困難であると思われます。市
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といたしましては、道路管理者との連携の中で、歩道への植栽による緩衝

部分の設置、右折レーンの設置により、車の流れを円滑化するなどの対策

を講じていただいておりますが、今後とも関係機関とさらに連携を深めて

対処をしてまいりたいと存じます。

次に、大気汚染のうちの窒素酸化物と関連がございますので、一番最後

にご質問のございました電気自動車のことについて触れさせていただきた

いと思います。

ご質問の中にございました窒素酸化物による大気汚染に深いかかわりを

持つ自動車の排出ガス問題につきましては、市民の皆様への啓発をするた

め、昨年の9月に公害パトロール車として電気自動車を導入いたしたとこ

ろでございます。

この平成4年5月末現在での走行データといたしましては、走行距離が

2, 725km、使用電力量が 1,423. 4kw/hで、約8円58銭で1kmを走行できる

ことになります。これを同様のガソリン車と比較いたしますと、ガソリン

1リットル当たり12km走行できるといたしますと、約15％ほど安くなるも

のと思われます。最高速度につきましては、時速70km程度、 1回の充電当

たりの走行距離は60km程度でございます。なお、騒音、振動については、

エンジンがございませんので、当然のことながら、ガソリン車よりは静か

に感じます。これらのデータから、 1回当たりの充電で走行できる距離に

制限があるものの、通常の使用には支障がないものと考えております。

本市における電気自動車の導入が直ちに大気汚染の改善に結びつくもの

ではございませんが、交通公害対策に貢献できる電気自動車の普及を図る

ためには、まず行政機関が先導的に導入し、広く市民に対して啓発を行っ

ていく必要があると考えております。

さらに、啓発だけではなく、実際に普及を図っていくため、本年4月に

四日市市低公害車普及助成要綱を制定いたしました。これは、電気自動車

の購入価格がガソリン車に比べ約3倍している現状から、民間事業者等が
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電気自動車を購入する際に助成金を支出するという制度でございまして、

本年度は2台分、公害健康被害補償予防協会への助成金に市費を上乗せい

たしまして、 1台につき 123万6,000円を助成していくものでございます。

今後も、電気自動車を普及させるため、市民に対する啓発を継続すると

ともに、助成制度を利用した普及にも力を入れてまいります。さらに、市

の公用車としても、短距離走行用の部分で、今後庁内での利用を拡大して

まいりたいと考えておるところでございます。

最後に、地域社会住民の方々への環境教育についてでございますが、ご

発言の水生生物の調査や樹木の観察など、市民1人1人が身の回りにある

自然に目を向け、自然環境や環境保護について理解を持っていただくこと

が、次のステップの環境を考えて行動することにつながることになります

ので、地域におけるこのような取り組みの意義は大変重要であると考えて

おるところでございます。

この視点に立って、現在、市におきましても、動く自然教室や、毎月の

自然観察会等を開催いたしておりますほか、昨年度に引き続きまして、環

境問題の専門家に委託をして、各地区における市民の皆様の勉強会などに

アドバイザーを派遣する計画でございます。

また、本年度におきましては、水質汚濁防止法の政令市としての初年度

でもあることから、環境保全課の職員が各地区に出向きまして、地域に密

着した生活雑排水問題についての啓発を行うべく予定をいたしております。

さらに、環境問題の学識経験者の方々による環境教育推進計画策定懇談会

を発足させ、具体的な四日市市の環境教育の推進方策、推進計画等につい

て策定作業を進めてまいる計画でございますので、よろしくこ理解をお願

い申し上げます。

〇議長（水野幹郎君） 計画推進部長。

〔計画推進部長（馬淵則昭君）登壇〕

0計画推進部長（馬淵則昭君） ご質問の千歳地区CAT整備構想の関連
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H 
事項についてでございますが、四日市港千歳地区におきます中部新国際空

港への海上アクセス拠点の形成、また、臨海部に至ります都市軸の延伸、

あるいはJR四日市駅地域周辺地域の高い開発ポテンシャルを生かした、

また、拠点性を備えた都市機能の整備を図ると、こういったことが21世紀

に向けまして、本市が中部圏の中核都市としてさらに発展していくために

は、必要不可欠であるというふうに確信いたしております。

このためには、具体的な事業といたしまして、まずJR四日市駅周辺に

おいて貨物ヤードの移転を前提としました連続立体交差事業、これを実施

し、それと同時に貨物ヤード跡地を活用しました区画整理事業の面的整備

を実施しながら、，都市軸の形成と高度な都市機能の集積を図っていくとい

うことが必要であるというふうに考えております。これらの事業のうち、

本市としましては、まず最初に取り組まなければならない事業が貨物ヤー

ドの移転事業でございます。

さて、貨物ヤードの移転事業につきましては、四日市市全体の均衡ある

発展というものを十分勘案いたしまして、貨物ヤードを中心とした物流機

能の集積、都市基盤整備による波及効果を最大限に享受し得る地点を選定

すると、こういう観点から、これまで調査に基づきながら、移転先の絞り

込み作業を行ってまいりましたところでございます。

その中で有力な候補地の一つであります河原田地区でございますか、鉄

道や国道23号等の広域交通体系の備わった地域でございます。また、既に

北勢公設卸売市場を初めとしました物流機能が集積しておりますほか、さ

らに食品加工団地の開発整備を進めているところでございます。また、周

辺地区には生産機能が立地しておりまして、貨物ヤードを設置することに

よりまして、今後、北勢地域のみならず、中南勢地域もにらんだ物流生産

の拠点として発展していくことが大いに期待される地域でもございます。

以上のことから、河原田地域を最適地として絞り込みをいたした次第でご

ざいます。
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なお、これまで地元連合自治会を初め、地権者の方々に市の考えをお示

しいたしまして、協力をお願いするとともに、国、県並びにJR貨物等の

関係機関に対しましても、この事業の具体化に向け協議を進めているとこ

ろでございます。

本事業を具体的に実現化していくためには、やはり関連諸事業を円滑に

推進していくということが重要でございますので、引き続き今後とも関係

機関との協議を十分に重ねてまいりたいというふうに考えております。

議員各位におかれましても、この事業の趣旨を十分ご理解いただきまし

て、ご支援、ご協力のほど、よろしくお願い申し上げる次第でございます。

よろしくお願いします。

〇議長（水野幹郎君） 市民部長。

〔市民部長（小畑廣次君）登壇〕

0市民部長（小畑廣次君） 質問の3点目の広報行政についてお答えをい

たしたいと思います。

広報行政の充実につきましては、行政の情報、あるいは政策を的確に市

民に提供するためには、まちづくりを進めていく上で必要不可欠なことで

あります。また、都市間競争に勝ち抜く上で、市の内外に四日市の魅力を

強くアピールすることが、またこれも必要であろうと考えております。

しかしながら、ご指摘のように、他に誇れる都市環境を有しながらも、

いまだ四日市公害のイメージをお持ちの方もあるようでございます。この

ために、市政運営に当たっては、広く四日市を広報活動の中で重点施策と

してとらえているわけでございますので、あらゆる機会を通しまして、広

報よっかいち、あるいは広報ビデオ、テレビ広報、さらにグラフ誌、各パ

ンフレット等で、市民向け、全国向けに市の魅力を強く紹介しているとこ

ろでございます。

全国への情報発信につきましても、中央官庁への対応、国際会議等への

出席、あるいは各学会への後援、情報産業を初めといたします各業界への
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対応等、市長が先頭になって積極的に対応しているところでございます。

例えば、国際環境技術移転研究センターの事業に代表されますように、市

の重要施策につきましては、ふだんから怠ることなく全国へPRをしてい

るところでございます。また、さきに開催をいたしましたオープンバザー

ル四日市は全国的な反響を呼んだところでありまして、四日市の存在価値、

イメージアップのため、日夜努力を続けているところでございます。

さらに、市の重要な政策、行事等の構想などの発表につきましては、毎

週火曜日に市長が定例記者会見を行っており、報道関係への対応をしてい

るところでございます。現段階では、市民部が市の報道官的役割を果たし

ておるところでございますが、今後も市政情報の提供には十分配慮をして

いきたいと考えておりますし、報道関係の所管の移行と報道官の設置等に

つきましても、広報広聴の重要性を加味しながら、市全体の組織機構を検

討する中で考えていきたいと考えておりますので、よろしくお願いをいた

したいと思います。いずれにいたしましても、時代に即応した広報広聴活

動が効果的に展開をするよう今後とも努めてまいりますので、議員各位に

おかれましてもご理解をお願いをいたしたいと思います。

〇議長 (7~抒幹郎君） 教育長。

〔教育長使｝羽武君）登壇〕

〇教育長使羽武君） ご質問の最後の学校週5日制の対応についてお

答えを申し上げたいと存じます。学校週5日制につきましては、既に皆様

ご承知いただいておるように、 9月から第2土曜日を休業日とする学校週

5日制がれ各的に実施されることになりました。．

本市といたしましては、この制度の円滑な実施を図りますために、昨年

の12月に、学校関係者のほか、自治会を初め、四子連、市P連、スポーツ

少年団等の代表の方々にも参画を願いまして、学校5日制実施検討委員会

を設置いたしました。これまでに4回の会合を重ねてまいっているところ

でございます。
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また、検討委員会に、各団体ごとに専門部会と、そのもとにワーキング

グループを設置いたしまして、それぞれの分野で抱えている課題に関する

研究を進めまして、その成果を関係機関に情報提供をしてきておるところ

でございます。

ご指摘の啓発活動につきましては、学校、園におきましては、 PTAの

総会であるとか、地区懇談会を初めとした各種会合の機会に説明をするほ

か、学校通信等の発行によりまして、保護者への啓発を行っているところ

でございます。また、 PTAを初めとした各団体におきましても、それぞ

れの組織を通して、種々の浸透が図られているところでございます。

教育委員会といたしましても、例えば市P連の総会や、子供会育成会を

初めとした各種団体の会合とか研修会といった機会を通しまして、学校週

5日制の趣旨の周知徹底を図っているところでございます。

また、近く「広報よっかいち」におきまして特集を組みまして、全市民

を対象に啓発活動を進めてまいりたいと存じております。

なお、この学校週5日制につきましては、現在、文部省の指定校として、

橋北幼稚園、西橋北小学校、東橋北4噌昧交、橋北中学校を、また、県のモ

デル校として大池中学校が指定を受けているところでございますが、さら

に市といたしましても、独自に三重幼稚園、三重小学校、三重北4洋校、

県小学校を、研究推進校として5日制の先行的試行を実施研究していると

ころでございます。

5月9日には、この県指定校が、他校に先駆けまして、第2土曜日の休・

業を実施いたしたところ．でございますが、その報告によりますと、ちょう

どこの日は萬古まつりの日のこともありまして、親子で萬古まつりに出か

けて楽しく過ごしたとか、友達と遊ぶ機会ができてよかったといったよう

な感想も寄せられておりまして、土曜日の過ごし方につきまして、親子の

間で話し合いがなされ、有意義に過ごしている様子もうかがえました。今

後もこうした試行を重ねることによりまして、 9月の本格実施に向けまし
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て、その成果と課題を十分に分析し、検討してまいりたいと存じていると

ころでございます。

次に、地域や家庭での正しい教育環境づくりについての問題でございま

すが、子供たちにとりまして休日を有意義なものにするためには、まず子

供の発想を大切にしていくことが必要であると考えております。したがい

まして、増えた休業日を、家庭や地域社会の中でどのように活用していく

かは、子供みずからが考え、みずからが行動するという時間や場であって

ほしいと考えているところでございます。

ご提言のマニュアルの作成につきましては、従前から教育委員会におき

まして、 「子育て12章」というものを作成しております。これを3歳児に

なったとき、小学校の1年生に入学したとき、 3年生に進級したとき、中

学校1年生入学時に、それぞれのこういった機会に該当の全家庭へ配布い

たしまして、地域や家庭における正しい教育環境づくりの啓発を図ってき

たところでございます。

いずれにいたしましても、学校週5日制の今後の実施伏況の中で生じて

くる種々の家庭教育につきましても、そういった問題点を把握し、検討を

加え、研究を進めてまいる所存でございますので、よろしくこ酒輿を賜り

たいと存じます。 r、

〇議長 (7~男幹郎君） 瀬川憲生君。

〇瀬川憲生君 ご答弁ありがとうございました。

環境問題につきましては、社会全体がかなり認識され、環境浄化の方向

で進んでおるような状況下でありますけれども、やはり自分のものにとい

うことになると、また別のような感覚がしますので、やはりお互いが自分

の問題だということで意識づけになるような方向で、ひとつ対応をお願い

したいと思います。

それと、千歳地区CAT整備構想につきまして、河原田地区へ貨物基地

がということで、絞り込んでおられるということでお答えいただきました。
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河原田地区としまして、既にいろんな地域状況を把握していただいている

とは思いますけれども、この地域、特にJR周辺は大雨が降ると、浸水地

域で、いまだその排水問題が解決されずに進んできておりますので、この

機会に、当然貨物基地が来れば、その浸水問題も対処しなければ解決しな

いと思いますので、あわせて住民各位の、地域の排水問題も解決をしてい

ただきたい。

それから、河原田地区は、内部川から南側の地域、いわゆる北河原田、

南河原田は、どうも開発がおくれておるような感じがしますので、都心整

備のために河原田へ持ってくるのかというような言葉も聞いておりますが、

決してそうじゃないということで、この機会に、河原田のこの北、南の地

域の活性化につながるような形で、ひとつこの貨物基地問題をあわせて対

処、お願いをしたいと思います。もしこのことにつきまして何か構想を既

にお考えであるようでしたら、ご説明をいただきたいと思います。

それから、広報行政につきましてですが、特にこの問題は、新聞の北勢

版だけで終わって、なかなか東海地区、全国放送に流れないということは、

テレビ会社が四日市の記者クラブにおらないというのは問題だと思います。

東海、中京、 CBC、名古屋テレビの記者の方は、全部県の記者クラプに

おられて、四日市で記者クラプで発表されたことがその方々に流れにくい

という問題があると思いますので、特にこのことは、四日市の記者クラブ

で発表した後、できれば1人飛んでいただいて、県の記者クラプでも資料

を提供していただければ、各テレビ会社、それなりに対応したいというふ

うなご意向の方の意見も聞いておりますので、できればその辺のテクニッ

クといいますか、対応について、お考えがあればひとつ聞かせていただき

たいですし、ぜひこれは実行していただきたいと思います。

それから、学校週5日制につきましては、大きな次元ではかなり理解さ

れておるようですけれども、私の言いたいのは、一般住民の方、下へなか

なか浸透しにくような状況下にあるということでございますので、まだ若
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干時間がございますので、下へ浸透するようなひとつ啓蒙、開発活動で対

処していただきたいと思います。

〇議長 (7悶野幹郎君） 計画推進部長。

0計画推進部長（馬淵則昭君） 貨物基地関連につきましてお答えさせて

いただきます。

貨物ヤードの計画だけでなく、河原田地区全体のまちづくりという視点

から、地域の皆様の声を十分にお聞きしながら、ご指摘の排水問題の対策

も含めまして、地域の活性化のための総合的なプランを策定しまして、そ

の計画に基づいて整備を進めてまいりたいというふうに考えておりますの

で、ひとつよろしくこ理解いただきたいと思います。

〇議長 (7阻野幹郎君） 市民部長。

〇市民部長（小畑廣次君） 2点ほどご質問がございましたので、お答え

をいたします。

私は、市政記者クラブ加入各社も、全国の通信社とは何らかの形で提携

をしておられると思っておりますので、全国ネットヘの対応は図られてい

るものと思っております。

ただ、ご指摘のテレビ局への対応につきましても、今後とも取材活動が

スムーズにできるよう、連絡、情報提供体制に向けてさらに努力を重ねた

いと思います。

もう 1点は、市の重要施策なり、あるいは市域を越えた重要政策につき

ましては、記者発表は県政クラプヘも同時に発表をしておりますし、原稿

を送っており、対応しておりますので、ご理解をお願いいたしたいと思い

ます。

〇議長 (7~抒幹郎君） 暫時休憩をいたします。

午前10時52分休憩

午前11時5分再開
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〇議長 (7阻抒幹郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

藤井浩治君。

醐浩治君登壇〕

0藤井浩治君 それでは、通告に基づきましてご質問申し上げます。

まず最初に、内部地区住宅団地建設に伴う諸問題及び将来的な土地利用

計画についてでございますが、かなり広範多岐に及びますので、要点のみ

ご答弁賜れば幸いに存じます。

内部地区には大規模な住宅開発、環状1号線、北勢バイパス等の道路整

備、さらには南I」屯公工業団地の立地によりまして、 21世紀に向けて大きく

その様相を変えようといたしております。現在、内部地区内で進められて

おります住宅団地は、采女が丘土地区画整理組合が最終入居予定戸数 950

戸、本年4月24日に設立認可されました波木采女土地区画整理組合が同じ

く630戸、さらに采女が丘東隣には、ユカリックス等民間による開発が

600戸ほどを予定いたしております。最終的には、四郷、三重、常磐地区

に次ぐ世帯数 6,200戸、人口2万人の大型地区が誕生いたすことになりま

す。

特に、采女が丘につきましては、鈴鹿市が組合施行いたしております

1,072戸の高岡団地と隣接いたすところでございますし、既に 147世帯の

方が入居されておりまして、各行政部門の対応が急を要する次第でござい

ます。

また、道路網につきましては、環状1号線が、都市計画道路として笹川

団地から采女町地内を通り、河原田地区へ抜けるようそのルート計画がな

されており、四日市市待望の北勢バイパスは、南Ij屯公地内の西部を縦断す

るものとなっております。

これらの計画によりまして種々の問題が生じてまいるものと考えられま

すが、具体的に6点に絞って提起させていただきますので、それらに対す

る行政の考え方、今後の方針についてお聞かせいただきたいと存じます。

ま切窮1点は、道踏附蘭についてでございます。

住宅及び工業団地の開発に伴う交通量の増加によりまして、既設道路の

渋滞の増大、交通事故の多発が懸念されるところであります。特に、三畑

四日市線等の幹線道路沿いには地区市民センター、 4哨牝交、幼稚園等の公

共施設が位謹しておりまして、交通弱者の安全確保の問題が大きくクロー

ズアップされてまいることになります。

そこで、本年度ようやく予算決定されました北勢バイパスの早期着工を

含め、環状1号線の笹川中央通りへの早期接続並びに既設道路の拡幅、側

歩道の整備、信号機設置等の道路整備が早急に望まれるわけでございます。

具体的には、環状1号線につきましては、いまだ内部川橋台工事さえ着手

されておりませんし、後日連合自治会から提出される予定の計画ルートの

見直しにつきましても、交通問題の是正のために格別のこ理照をお願い申

し上げ、今後のこ計画をお尋ねいたします。

また、国、県、その他の道路につきましては、死亡事故多発の国道1号、

特に内部橋近辺の整備、信号機設置、県道の側歩道整備等を関係官庁に強

く働きかけていただき、通り抜け車両の北勢バイパス、環状1号線への新

ルート移行を期待し、住宅地内では安心して歩行のできる交通体系を確立

すべきであろうと考えます。

2点目は、公共交通機関の問題でございます。

通勤通学の手段として、路線バスや鉄道が重要なものとなっております

が、住宅団地や工業団地の立地に伴い、公共交通機関への依存度は今後ま

すます増大するものと考えられます。

現在、近鉄内部線は小古曽町地内で終点となっております。これを延長

していただくことが理想でございますが、昨今の土地事情を考えますと、

かなり不可能に近いと思われますので、せめて路線バスの充実に努めてい

ただきたいと存じます。

幸いにも本年3月、予算議会での市長公室長補足説明におきまして、四
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日市地域総合開発整備構想~定事業等についてという大変長いタイトルの

中で、四日市地域におけるバス路線等公共交通網の体系整備について関係

機関と協議し、検討を行うとありましたので、心強くご期待申し上げると

ころでございます。

3点目は、下水道についてでございます。

内部地区の下水道計画については、内部川以北が単独公共下水道区域、

以南が北勢沿岸流域（南部処理区）関連公共下水道区域となっております

が、これらの計画が実施される時期、見通しについてお尋ねいたします。

また、現在、雨池雨水幹線10号、 11号の2幹線が河原田地区内から小古

曽地内に伸長いたしておりますが、今後の計画として、ぜひ人口増加率の

高い地域への早期整備を強く希望するものであります。

4点目は、住環境整備の最後といたしまして、公園、スポーツ、文化福

祉施設の充実でございます。

完全週休2日制並びに学校5日制の実施に伴い、余暇時間が増大し、潤

いやゆとりを求めて1人1人の生きがいが多様化していく中で、身近にそ

ういった空間づくりが必要となってくることは言うまでもございません。

その空間づくりの一つとして、多目的総合施設の建設について、昨年9月

議会において質問させていただいたわけでございますが、第5次基本計画

も残すところあと2年弱となり、第6次基本計画の策定に入る時期に来て

いると思われますので、あえてこの時期に再度ご質問申し上げる次第でご

ざいます。

多目的総合施設の建設は、種々の検討を要する大きなプロジェクトにな

ることは十分認識いたしておりますが、市全体の施設の配置、人口分布の

観点から申しましても、南部地域に建設させることが妥当であると考えら

れるところでありますので、ぜひともその実現に向けて、第6次の事業計

画の中に、施設に関する調査研究に係る事業を取り入れていただくことを

切望するものであります。
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また、個別的には、人口増加に伴い、公園、屋内外スポーツ施設、児童

館等の福祉施設の見直しにも十分ご酉濾：を願いたいと存じます。

第5点目は、教育施設の整備についてであります。

内部地区には、現在、公立の幼稚園1カ所、 Ij消鉢交2カ所、中学校1カ

所がございます。新たな住宅団地開発の規模から推測しまして、現状の学

校施設、学校区割りで対応でき得るのか。また、学校5日制導入に伴う地

域の受け皿としての社会教育的施設の充実等につきましても、将来的な見

通し、計画についてお尋ねいたします。

地元問題の最後といたしまして、将来的な土地利用計画についてでござ

います。

当地区では、その大部分が市街化調整区域でありますが、大規模な区画

整理事業及び民間の開発による住宅化並びに工業団地の立地による市街化

が進んでおります。今後も既成市街地周辺地域として、民間のミニ開発等

により無秩序なスプロール現象が引き起こされる危惧を感じているところ

でございます。市として、今後当地区の土地利用のあり方についてどのよ

うにご指導、ご計画をなされていかれるのか、お尋ねいたします。

以上、地元問題が長くなりまして、各議員の皆様には大変申しわけなく

存じます。開発の急ピッチな内部地区諸問題につきましては格別のご理解

を賜り、今後もご指導、ご鞭撻のほどを心からお願い申し上げます。

最後は、生活保護の問題でございます。

生活保護制度は、憲法第25条に定める国民の生存権の保障を基本理念と

いたしまして、生活困窮者の保護を行う制度であります。近年、生活保護

率は低下傾向でございますが、これは適正保護の推進、年金制度の改正、

雇用環境の充実等がその要因であると言われております。

本市におきましても、生活保護制度に関する運営基本方針の中で、訪問

調査活動、扶養義務調査活動の充実等、その適正化に努める重点施策が打

ち出されているところでございます。しかしながら、生活保護率の低下の
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要因が雇用環境の充実等市民の生活水準の向上がなされたためと判断され

がちでありますが、現実には、被保護者や、これから保護を受けようとす

る人は、生活保護法による最低限度の生活を保障される権利があるにもか

かわらず、その権利を享受するにみじめな思いをしているのではないで

しょうか。例えば、生活保護を受けるときに、根掘り葉掘り嫌なことを聞

かれたり、嫌みを言われたり、さらには、担当者がかわるごとに同じこと

を話さなければならない。こんなつらい思いをするくらいなら、生活保護

を受けない方がいいというご意見を承ったことがあります。

不正受給の問題が表面化して以来、その不正受給防止が強調されて、生

活実態調査が必要以上に厳しくなり、真摯に保護を希望する人の心を傷つ

け、プライバシーが侵害されているのではないか、懸念されるところであ

ります。市が実態調査等を実施される際に、被保護者の人権侵害を引き起

こさないよう、どのようなこ配慮がなされているのか、お聞かせ願いたい

と存じます。

以上で1回目の質問を終わります。

〇議長（水野幹郎君）， 奥山助役。

〔助役償邑山武助君）登壇〕

〇助役（奥山武助君） 第1項目につきましてご答弁申し上げます。

現在、市におきましては、周辺4町を含めました四日市地域全体の土地

利用構想と交通ネットワーク構想を策定中でございます。内部地区は、楠

町から鈴鹿山麓研究学園都市を経まして、四日市東インターチェンジ、さ

らに霞ケ浦地区へと至る外環状線のルートにも入る極めて重要な地区でご

ざいます。

また、ご質問のように、新規団地計画もメジロ押しでございまして、今

後さらに人口集積が高まることが想定されます。

しかしながら、地域の自然性を生かしながら住環境の充実と地域経済活

性化の核づくりを行おうとする場合、将来を見越しました大きな方向づけ

-42-

をしていくことが重要でございます。

内部地区における拠点開発の方向づけも、四日市地域全体のバランス並

びに発展を十分意識した上で定めていかなければなりません。いずれにい

たしましても、住環境整備の柱となる道路整備、下水道整備、公園整備に

つきましては、具体的には環状1号線の整備推進や、北勢バイパスの整備

促進、また、新規住宅団地も含めた公共下水道整備の推進、さらには南部

丘陵公園や、その他の児童公園の整備などを精力的に行っていかなければ

なりません。

市といたしましても、現在の基本計画で位置づけられております事業に

つきましては、鋭意その充実に努めておるところでございます。しかし、

次期基本計画策定時におきましても、財政状況等も十分踏まえながら、事

業の位置づけをした上で、整備促進に取り組んでまいりたいと考えており

ます。

その他、公共交通機関の整備充実も、今後は住民の福祉向上にとって重

要な課題であり、市といたしましても、高齢化社会の到来に向かい、活力

ある地方都市を目指すためには、市民、特に交通弱者である老人、主婦、

学生、子供たちの生活行動を支える足の確保を今から十分考慮、検討して

いく必要性が高いという認識のもとに、バス会社や鉄道事業者、さらに関

係機関も参画していただきまして、協議会を近々発足させることといたし

ております。

本市が委託いたしております開発構想やまちづくりの方向をバス会社に

も十分認識していただいて、バス会社の運行方針にも十分理解をいただい

て、市民のためのバス路線網確立を目指してまいりたいと考えております。

いずれにいたしましても、 21世紀に向かって四日市地域全体が飛躍発展

していくためには、各地区における住環境整備の充実という最も基本的な

部分での質的向上を図ることが最優先課題であるとともに、あわせて四日

市地域全体の機能分担や機能連携をより促進していくことが重要であり、
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こういった視点から、土地利用の方向づけ等を行ってまいりたいと考えて

おります。

次に、本市南部地区に、公園、文化、スポーツ、福祉等の機能を備えた

総合会館を整備できないかというご指摘でございますが、この点の基本的

な考え方は、昨年の藤井議員の9月議会の質問の中でもお答えさせていた

だいているところでございます。

ご承知のように、南部地区は南部丘陵公園、鈴鹿川多目的運動広場、西

南総合福祉センター等の公共施設が整備されており、南部丘陵公園につき

ましては計画的に整備を行っているところでございます。市民の憩いの場

としてご利用いただいており、したがいまして、それら公共施設をより有

効に活用できるよう順次整備を進めていくとともに、新たな施設につきま

しては、全市的な施設配備のあり方、さらには財政的な観点から多面的に

検討を加えていくことが必要であろうと考えております。

そこで、本市における文化施設の整備につきましては、ご承知のとおり、

文化会館とかあさけプラザ等を初め、現在建設中の博物館・プラネタリウ

ム館など、総合計画に基づき計画的に整備してきておりますが、現状で本

市の文化施設が十分かといいますと、必ずしもそうとは考えておりません。

また、最近の市民の文化やスポーツ等に対するニーズは非常に多様化して

おります。 21世紀の本市の都市づくりを考えるとき、文化施設やスポーツ

施設、さらに福祉施設の整備は極めて重要な課題であると考えております。

そのために、平成3年度と 4年度の2カ年にわたりまして、文化施設等

の調査研究を実施しているところでございます。特に、庁内に文化施設整

備検討委員会を設置いたしまして、本市に不足する施設は何か、また、市

民の求めている施設は何かといった視点で、市民アンケートの実施や先進

地の視察など、いろいろな角度から広範な検討に取り組んでいるところで

ございます。

平成4年度には、市民各界各層の皆さん方のご意見を拝聴しながら、本

-44-

市の文化施設整備のあり方についてさらに検討を進めてまいりたいと考え

ております。したがいまして、こうした観点から、ご指摘の複合的な施設

の整備につきましても、今後さらに調査検討を進めてまいりたいと考えて

おりますので、いま少し時間をいただきたいと存じます。

なお、現在進めている調査等がまとまりましたら、平成6年度からス

タートを予定しております第6次基本計画の中に反映させてまいりたいと

考えておりますので、こ理解を賜りたいと思います。

その他の点につきましては担当者から答弁をいたさせますので、よろし

くお願いいたします。

〇議長（水野幹郎君） 建設部長。

鴫嘩長（西田喜大君）登壇〕

〇建設部長侮i田喜大君） ご質問の道路の問題につきましてお答えいた

します。

まず、環状1号線についてでございますが、采女が丘団地の造成工事に

あわせまして、昭和63年度から事業に着手いたしました。現在、国道1号

までの 650mが完成しておるところでございます。

また、国道1号へのランプ区間につきましては、平成5年度に完成を予

定いたして事業に取り組んでおるところでございます。

波木采女土地区画整理事業にあわせました塩浜波木線の交差点から延長

約 540mにつきましては、平成3年度に事業化をいたしまして、平成6年

度の完成を目途としておるところでございます。

さらに、波木采女団地から南側、内部川の左岸堤防までの約 800mの間

につきましては、区画整理事業の計画が進められておりまして、この事業

にあわせた計画で予定をしておるところでございます。これによりまして、

内部川に橋ができますれば、内部川右岸沿いの県道三畑四日市線と接続す

ることになりまして、采女が丘から千歳町小生線までがつながりまして、

国道1号、また、内陸部の交通渋滞緩和の一端を担うものと考えておると
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ころでございます。

また、環状1号線の内部川以南から県道四日市鈴鹿環状線への接続につ

きましては、この路線が県道のバイパスとしての位置を考え、現在、ルー

ト選択の調整をしておるところでございます。

国道1号の内部橋の拡幅についてでございますが、内部橋北詰め交差点

に右折帯がなく、交通事故等が多発しておるところでございます。市とい

たしましても、かねてから建設省に要望してまいりましたが、現在、概略

設計ができ上がりまして、橋梁などの予備設計に順次入っていただいてお

るところでございます。今後とも早期に整備ができますよう、さらにお願

いをしてまいりたいと考えております。 ． 

また、県道三畑四日市線の歩道の整備についてでございますが、采女地

区の環状1号線並びに県道の付け替えが完了すれば、国道1号から内部農

協の西側までの歩道が完成することになります。その以西の整備につきま

しても、県当局へ強く要望してまいるところでございます。

次に、北勢バイパスについてでございますが、昨年6月議会での事業促

進決議を初め、議員各位の多大なるご尽力並びにこ濃i配を賜りまして、あ

りがとうございました。

おかげさまで、平成4年度から国道1号、 23号のバイパスとして、川越

町南福崎の国道23号から本市采女町の国道1号までの21km区間につきまし

て事業が採択されたところでございます。本年度は、建設省によりまして

調査・測量が実施されますが、実施測量の範囲は、川越町から第2名神自

動車道と併設いたします区間を経まして、富田山城線の交差部までの 6.2

kmが予定されております。今後は、この調査測量のため、地元の関係の方々

に説明をしながら事業を進めてまいるところでございます。

また、事業採択されました21kmを中心といたしまして、甚準点測量もあ

わせて行われる予定でございます。

今後とも円滑な事業の促進に鋭意努力してまいる所存でございますが、

-46-

皆様方のご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。

〇議長（水野幹郎君） 下7柘酋部長。

〔下水道部長（岡田幹夫君）登壇〕

〇下7J<i_衛祁長（岡田幹夫君） ご質問の住環境整備のうち、下水道にかか

わる項目につきましてお答え申し上げます。

ただいまご質問にもございましたとおり、内部川以南の公共下水道につ

きましては、三重県が事業主体となって推進しております北勢沿岸流域下

水道（南部処理区）の関連公共下水道として整備を計画しており、楠町地

先に建設されます南部浄化センターにつきましては、平成7年度末の一部

供用開始に向けて、本年度より本格的に建設工事が進められる予定でござ

います。

幹線管渠につきましては、四日市市の汚水を受け持つ楠幹線が平成2年

度から着手されておりまして、現計画では、平成8年ないし 9年ごろに鈴

鹿川を横断いたしまして、河原田に到達する見込みでございます。この流

域幹線の到達以降の管渠につきましては、市の単独管渠として、先ほどの

流域幹線と整合を図りながら、上流に向け整備推進に努めてまいる所存で

ございます。

また、内部川以北の単独公共下水道区域につきましては、平成3年度よ

り、下流になります日永東二丁目で面整備に着手したところでございまし

て、今後、日永浄化センターの拡張とあわせて、順次ご指摘の内部地区に

向かって整備推進に努めてまいる予定でございます。

次に、雨池都市下水路事業についてでありますが、昭和46年度から本市

の南部地域約 949haの雨水排水を目的として、下流より1職欠幹線水路の整

備と流末ポンプ場の整備を進めているところでございます。

そのうち幹線水路につきましては、事業認可を受けた延長の約45％を整

備し、また、ポンプ場につきましても、口径2,800nmのポンプ2台、 1,650

血 2台、 800nm2台、計6台の設置を終えまして、 2,800Dlllのポンプ1
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台を残すのみとなっておるところでございます。

ご指摘の小古曽地区の排水につきましては、 10号幹線、 11号幹線で対応

するものでございますが、 10号幹線は本年度大治田二丁目及び小古曽東一

丁目で工事を予定いたしておりまして、 11号幹線は現在JR関西線の横断

工事につきまして、 JR側と協議を行っているところでございます。

ご承知のとおり、下水道の整備には多大な事業費と長い年月を要するも

のでありますが、当地区の公共下水道整備並びに浸水解消に向けての幹線

水路の整備等、今後とも鋭意努力を続けてまいる所存でございますので、

よろしくお願い申し上げます。

〇議長（水野幹郎君） 都市計画部長。

〔都市計画部長（山田稔君）登壇〕

〇都市計画部長（山田 稔君） 住環境整備の中で、公園の整備につきま

してと、地元関係の問題で、最後のご質問にありました将来的な土地利用

計画について、この2点につきましてのご質問に対しまして、まとめてご

答弁を申し上げます。

公園の整備につきましてでございますけれども、現在、本市における1

人当たりの公園面積は約7面で、国、県の1人当たりの公園面積を上回っ

ております。しかし、国の公園整備目標である平成12年度における 1人当

たりの公園面積10面を目標に整備を進めてまいりたいと考えております。

なお、本市の大規模な公園緑地等の配置につきましては、中央部に中央

緑地、南部に南部丘陵公園、北部に伊坂ダム周辺緑地など、修景、スポー

ツ、レクリエーションゾーンを配置し、多くの市民の皆様方に活用されて

いるところでございます。

公園の新設には、場所の選定や用地の取得、国庫補助事業への採択等種々

の調整が必要でございます。内部地区での公園の設置につきましては、公

園整備の全体計画の中で検討してまいりたいと考えておりますので、よろ

しくこ理解のほどお願い申し上げます。
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次に、内部地区の将来の土地利用をどのように計画するのかといったご

賃問でございました。

市街化区域内での、いわゆる無秩序なスプロール化の問題につきまして

は、現在のところ虫食い的な宅地化が進行しておる、こういったこともあ

りまして、懸念されている課題でございます。したがいまして、計画的な

市街地が形成されるよう、規制あるいは誘導の手法、例えば、地区計画等

の手法を推進してまいりたいと考えております。

一方、市街化調整区域におきましては、開発指導によって、小規模な開

発につきましては規制しているところでありますが、当地区周辺には大規

模な住宅団地、これからも民間や組合による開発計画があるということも

伺っております。交通利便な地区でもあり、開発条件にも恵まれているた

め、今後とも農林業、それから自然環境との調和を図りつつ、優良な開発

計画につきまして積極的に誘導してまいりたいと、このように考えており

ますので、よろしくご理解を賜りたいと思います。

〇議長（水野幹郎君） 教育長。

〔教育長伎｝羽武君）登壇〕

〇教育長使｝羽武君） 第5点目のご質問の内部地区の土地区画整理事

業等による人口増に伴います教育施設の設備充実についてお答えをいたし

ます。

教育委員会といたしましては、学校施設の計画的な整備等を実施いたし

ますために、年2回、児童生徒数の推計を行っておるところでございます。

これは、各学校の在籍児童•生徒数及び住民基本台帳に基づく 0 歳から 5

歳児の数を基礎にいたしまして、向こう 5カ年間にわたって推計をしてお

るものでございます。

ご発言の開発に伴う社会増をも可能な限り加味しながら行いました最新

の学級規模の推計によりますと、内部4浮校につきましては、現在の18ク

ラスが平成8年に22クラス程度の規模に、内部東Ij噂牝交につきましては、
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現在の12クラスが平成10年に18クラス程度の規模になり、また、内部中学

校につきましては、平成9年に17クラス程度の規模となりまして、それぞ

れのピーク時を迎えるものと予想をしておるところでございます。

これに必要な増築等、教育環境整備を現在も進めているところでござい

ます。したがいまして、今のところ教育委員会といたしましては、小中学

校とも現有施設での対応が可能であると考えておる次第でございます。

なお、この数値は、采女が丘団地につきましては内部小学校区、それか

ら波木采女土地区画整理事業の区域につきましては、内部東小学校区で受

け入れたいということで推計を行ったものでございます。

次に、ご質問の学校5日制に伴う休業日となる土曜日にあって、種々の

事情で家庭で面倒を見ることのできない幼児、児童について、希望する者

につきましては学校の施設を開放し、指導者を配置することにつきまして、

9月本格実施に向けて、目下鋭意検討中でございます。

また、放課後の留守家庭児童を対象に実施されております、いわゆる学

童保育に対する事業補助の適用につきましても、地元の皆さんと今後十分

協議をしてまいる中で充実を図ってまいりたいと思っております。

いずれにいたしましても、当地区におきましては、議員からもご指摘が

ありましたように、今後とも大規模な住宅開発、あるいは区画整理事業等

が行われる可能性、将来性を秘めた地区でございますので、都市計画部等

との連携を密にしながら、ご指摘の趣旨を十分踏まえつつ、今後とも注意

深く見守っていきたいと存じておりますので、よろしくご理解のほどを賜

りたいと存じます。

〇議長（水野幹郎君） 福祉部長。

〔福祉部長ひさト一美君）登壇〕

〇福祉部長（大井一美君） 生活保護につきましてお答え申し上げます。

保護行政は、生活保護法の定めるところによりまして、保護の適用を行っ

ているわけでございます。職員は、血の通った温かい配慮のもとに、生き
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た保護行政を行うよう、常に念頭に置き実施しております。

しかし、実態を把握し、事実に基づいて必要な事項を調査することが制

度実施上基本的要素となっております。プライバシーの問題につきまして

は、地方公務員法第34条に規定されている、地方公務員の職務上知り得た

秘密に関し秘密保持が義務づけられております。

今後なお一層、調査段階におきまして、相手の立場を理解し、よりよき

相談相手となり、協力が得られるよう職員を指導し、研さんに努めてまい

りますので、よろしくこ理解賜りますようお願いいたします。

〇議長 (7悶野幹郎君） 藤井浩治君。

0藤井浩治君 ご答弁ありがとうございました。

多方面にわたる質問で恐縮いたしておるところでございますが、各方面

でそれなりに前向きなご答弁を賜り、感謝申し上げる次第でございます。

個々のご回答に対する感想は差し控えさせていただきますが、将来展望

という質問で、非現実的な点もあり、担当部署によりましては、まだまだ

先のことと位置づけられては不本意でございますので、行政として常に将

来を予測し、速やかに、総合的に対応でき得る体制と認識を持っていてい

ただきたいと存じます。

今後、開発の進捗状況によりましては、自治会、 PTA等の各種団体よ

り具体的なご要望が生じてまいるものと考えられますので、今後とも、本

当に市民の身になって市政の推進にご尽力賜りたいとご要望を申し上げま

す。

また、開発と申しますと、忘れてはならないのが、先ほど瀬川議員も質

問されました環境保護の問題でございます。折からブラジルでは地球サ

ミットが開催され、地球規模で初めての会議が開かれたわけでございます

が、先進国、途上国、それぞれの思惑が交錯し、なかなか意思の統一が難

産だったと聞いております。最終的に、環境保護と経済成長の両立という

点で折り合いがついたそうでございますが、グローバルな意味での環境問
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題の基本といたしまして、ミクロ的なまちづくりに最大の努力が肝要と考

えております。

市民憲章の最初に「自然を愛し緑と水のきれいなまちをつくります」と

うたわれておりますが、いつの時代でも、心と体の安らぐ優しい環境づく

りが、人間にとって不可欠な義務であり、使命だと思います。今後も、開

発と環境保護とのバランスに十分こ在濾いただき、すばらしい四日市を形

成されますよう、皆様のご努力をご期待申し上げます。緑と水の緑水会と

して、強くご希望申し上げます。

次に、生活保護の問題でありますが、生活保護制度の目的は、生活に困

窮するすべての国民が、健康で文化的な生活水準を維持でき得るよう、•最

低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することであり、生活弱者

の最後のよりどころとなっている制度でございます。今後、景気の後退が

予測されます中で、再び保護率の増加が懸念されるところでありますので、

不正受給防止のための厳しい実態調査とのバランスを考慮しながら、本来

の目的である弱者救済の趣旨に沿った、思いやりのある対応、ご酉濾をお

願い申し上げる次第でございます。

以上、すべてご要望にとどめさせていただきますので、理事者の皆様の

ご賢察と実行力をご期待申し上げます。

〇議長（水野幹郎君） 暫時休憩をいたします。

午前11時50分休憩

午後1時1分再開

〇議長 (7悶抒幹郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

石川勝彦君。

〔石川勝彦君登壇〕

0石川勝彦君緑水会の石川勝彦でございます。

お昼下がりのひとときでございますが、しばらくよろしくお願いを申し
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上げたいと思います。

通告に従いまして3点ほどご質問を申し上げます。

まず第1点でございますが、公害裁判終結20年に当たり、環境先端都市

宣言を、そして名実ともに情報発信基地としての飛躍をということでご質

問申し上げます。

昨日、世界百六十数力国の代表が集まり開かれた「地球サミット」が幕

を閉じました。地球にとって大きな前進、成果がありました。しかし、諸

国、特に先進国には、今後、地球環境保全のため、国際政治の流れに大き

な変革があるなど、課題をたくさん残して終わりましたが、環境問題に大

きな関心を持つ私自身、意義ある会議であったとの印象を述べさせていた

だき、本題に入ります。

この提案は純粋に一市民としての思いを吐露するものでありますので、

よろしくお聞き取りくださいますよう、お願い申し上げます。

昭和30年代、コンビナートが本格的稼働するや、硫黄酸化物による大気

汚染がひどくなり、昭和37年、 PH4.2という世界で初めての酸性雨を記

録するなど、汚染は拡大するばかりでございました。しかし、公害防止法、

そして昭和47年、硫黄酸化物総量規制がなされ、さらには 1,000億円のプ

ラントが投入されました。そして今日、ほぼ公害をクリアしましたが、そ

の 1,000億円のプラントは日本の財産と言ってもいいものであると思いま

す。

偉大な決心のもと知恵の結集がなされ、四日市をきれいにするために、

外国のすぐれた技術者を招き、大いなる努力が積み重ねられました。その

間、あの公害訴訟がありました。そして終結してちょうど20年になります。

疇者饂にとって感麟のことと拝察申し上げます。

申すまでもなく、都市や臨海工業地帯の工場に対して大気汚染の共同責

任を問えるかどうかという日本で初めての本格的な公害裁判の判決は、環

境、健康に配慮が及ばず、経済を優先させていた当時の企業、行政のあり
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方にくさびを打つ司法判断が下されました。忘れてはならない四日市の歴

史的一こまでありました。そして20年、その間、かつての昔に比べてよく

なりました。国の定める環境保全目標値0.017ppmを測定地域において下

回っているし、さらには0.OOlppmPJ下であるなど、公害をクリアし、青空

を取り戻しました。そして、今や四日市は新しい方向に向かって進んでお

ります。今日、公害をほぼ克服した代表的な都市の一つとしての位置づけ

がなされております。そして今日、―公害を克服した四日市が最もふさわし

い環境技術移転を広く世界に向けて取り組んでいることは大変すばらしい

ことであります。

しかし、 3月議会で我が緑水会田中武議員の代表質問に対する答弁で、

市長もややPR不足であると発言されましたように、 ICET.TのPR不

足が痛感されるところであります。もうちょっとうまく PRできないもの

か、 PR下手を考えるとき、将来に向けての展望が明らかになっていない

ところに原因があると思います。四日市公害及びそれ以後についての国民

の認識不足、中でも四日市をほとんど知らない人々の中には根強く残って

いるようですが、これもPR不足、 PR下手に起因するのではないかと存

じます。なくするのは無理かもしれませんが、もっともっと心情的に肩身

の狭い思いをしている四日市市民のためにも、努力を惜しんではならない

と思います。もちろん、四日市公害を風化させてはなりません。

今、世界に貢献しつつあるのに、むだでなかったこの20年の足跡を、そ

の幾多の苦労と経験を国の内外に周知させるなど、四日市の大切な任務で

あると思います。過去の四日市への評価を逆手にとって、公害四日市の名

をプラスに転化することが大いに可能と思われますが、いかがでしょうか。

地味ではありますが、 ICETTから海外に向けて、また、国内あらゆ

る関系機関に向けて機関紙を発行するなど、環境技術移転と連動で10年を

総括してみるのはどうでしょうか。四日市しかできないことのように思い

ます。せっかくいろいろなことをやってきたのに、また、やっているのに、
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PRのレベルが低いというほかないと感じます。
今なお公害と四日市を結びつけ云々されているようでは、幾ら環境技術

移転の発信基地とは言っても、首をかしげられるのではないでしょうか。

サッカー、野球で目立っているのに、今の四日市のイメージがわかない、

自噴水があちこちにあり、水もきれいだし、地下水も豊富、萬古焼、よき

港、鈴鹿の山並み等々、宝の持ちぐされではないかとさえ感じます。四日

市は地球のミニチュア版であると言っても過言ではありません。もっと地

球レベルのPRができないものでしょうか。

先日行われた「アースイヤー'92• アクティヴ三重」の語りかけにもあ

りましたが、小さな行動力が結局大きなインパクトを与えることになるし、

また、小さなことの積み重ねが大切です。できることをやりましょうとの

語りかけ、すなわち、足元の環境問題を忘れずに、名実ともに環境先端都

市宣言、あるいは環境保全都市宣言、さらには世界環境優秀都市宣言をし

たいものです。

そして、もうぽつぽつ教科書の書きかえをしたいものです。四日市教育

委員会発行の「のびゆく四日市」小学校3、4年社会科副読本に、 「今で

は水や空気は大分きれいになりました。けれども、公害のために困った人

がいます」等々をいろいろ申し上げましたが、もろもろの都市宣言など、

公害をクリアした、そしてICETTによる国際貢献も実践していること

など、もっと国内外への四日市の存在をPRできないものか、ご見解をお

尋ねいたします。

第2点目でございますが、この春行われた4._4. 4の成功を5. 5. 

5に、そして市制 100周年、そして開港 100周年に向けてということで、

ご質問申し上げます。

この春行われましたオープンバザール四日市、 4. 4. 4は大変な盛り

上がりを見せ、成功裏に終始したことに対して、改めて関係者各位の労を

ねぎらいたいと存じます。ふだんはさめた市民も、 「何やろ」という興味

-55-



を行動に移し、出かけてみたら結構おもしろい、明日も行ってみようとい

う盛り上がりで、 4月4日、 5日2日間、発表の53万人の数字はともかく

として、ほとんどの市民が、そして近くの市町村からも訪れていたことが

認められております。いろいろな団体への呼びかけに呼応し、その参加団

体も非常に多かった。いろいろな課題は残しはしましたが、四日市に活気

がみなぎった、活気が戻ってきた2日間でありました。

さて、 5年後に市制 100周年、 7年後に開港 100周年、そして21世紀へ

と、四日市にとって記念すべき節目としての年を迎え、ビッグプロジェク

トの計画、そして推進と多い中、市民とともにあるオープンバザール四日

市、 4.・ 4. 4のようなイベントを、この経験を生かし、平成5年も続け

られたらと提案する次第であります。平成5年5月5日は子供の日、ゴー

ルデンウイークの後半を子供とともに盛り上げ、視点を変えて四日市に新

しい勢いの芽を引き出すこともいいのではと考えます。

子供の数もここ数年を境に減少傾向にあるとの厚生白書の報告がされて

おります。 1家族の子供の数も 1人か2人になり、学校も都心部ではその

内容が貧弱になりつつあり、子供の活力も見出しにくく、また、引き出し

にくいようになっております。塾通いが当たり前になり、外で、公園で遊

ぶ姿はまれにしか見ない。全国どこへ行っても同じ傾向のようで、四日市

も例外ではありません。

ゴールデンウイークの5月4日、 5日を、子供も大人も霞緑地、中央緑

地の大きなグラウンドに参集して、ともにスポーツ、運動に興ずるという

のはいかがなものでしょうか。また、各小中学校の運動場を中心に、地区

でスポーツイベントを繰り広げられたらとの提案をいたします。育成会を

中心に、サッカー少年団など各スポーツ少年団、また、自治会、婦人会、

老人会、青少協等の諸団体の協力を得て展開すれば、たとえ行政主導であっ

ても、きっと市民が中心になり、参加意欲を燃やしてくれるようなイベン

トにすることが十分可能であると思います。中央緑地で毎年行われている
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こどもまつりを拡大し、それぞれの特徴をより大きくすることもできるで

しょう。無理のない学校対抗をするなど、全市挙げて取り組むことも意義

があることです。

大人に向けても5. 5. 5、子供とともに子供に帰ろうというイベント

はいかがなものでしょうか。全市挙げて親善対抗での取り組みができれば、

市民のコミュニケーションも期待できるのではないでしょうか。 4. 4. 

4の成功を5. 5. 5に、そしてさらに続け、プレ 100周年と市民を中心

にしたイベントは、今後の四日市のためにはどうしてもなくてはなりませ

ん。これらの毎年のイベントが、 5年後等の市制 100周年、開港 100周年

へのステップであり、助走であり、 21世紀の四日市の大切な活力になって

いくことは言うまでもありません。来年は子供中心に、そのステップを考

えてみたらどうか、提案いたします。関係部局の賢明な判断のもと、前向

きなご答弁を期待いたしております。・

次に、博物館の運営上の問題点について、 6つほどご質問申し上げたい

と思います。

来年11月には市民の待望の博物館が開館されます。その準備にはこの上

ない努力が払われていることと推察されますが、この運営上の問題点を6

点ほどお尋ねいたします。

まず、開叫已念事業についてお尋ねいたします。

開催記念事業には、博物館の完成を喜ぶ祝賀的な性格をあわせ、博物館

と市民の初めての出会いの場、言うなればお見合いの場ということであり

ます。第一印象が悪いと、今後の博物館運営に支障が出てくるおそれがあ

ります。一般市民に喜んでもらえる吸引力のあるものにしてほしいと願う

ところであります。博物館には、かたいという印象があるのは私だけでは

ないと思われますが、とかく博物館は学術的なものが優先し、かた苦しい

ところだと思っている市民も多い中で、四日市の博物館は家族そろって楽

しめる施設だという第一印象を与え得る催しにしていく必要があると思わ
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れます。どのような事業を考えておられるか、具体的にお伺いいたしたい

と存じます。

次に、学校教育との関係についてお尋ねいたします。

博物館は、市民対象にすることはもちろんでありますが、中でも小中学

校との連携が大切です。プラネタリウム館については指導主事を2名配置

して学校教育との関連づけをしているようでありますが、博物館について

はそのような配置はなされるのかどうか、博物館の基本理念として、学校

教育の一環として活用できるとありますが、プラネタリウム館ほどの配慮

はされておられないように思われますが、いかがでしょうか。学校教育へ

の位置づけはどのようにされようとしているのか、お伺いいたします。

次に、生涯教育との関係についてお尋ねいたします。

今日、学校教育以上に生涯教育の普及、浸透、そして充実が言われてお

ります。その具体的な展開のために、いろいろな施策がありますが、博物

館もその一端を担わなければならないことは言うまでもありません。それ

には、単に情報を蓄積するだけではなく、それを積極的に提供する施設で

なければなりません。実物資料から直接生の情報が得られる施設という点

では、博物館は市民にとって、生涯学習の場として重要な位置を占めてお

ります。その充実のための位置づけはどのようにされようとしているのか、

お伺いいたします。

次に、博物館の採算性についてお尋ねいたします。

まずここで、身近な博物館である岐阜市立歴史博物館について触れてみ

たいと存じます。 1階の特別展示企画展にウエートを置き、 「魅惑のガラ

ス点」 「グルメ歴史学」 「日本の味覚・すし」 「黄槃・禅と芸術」という

ように企画に力を入れ、常設展は2階にというように、ある程度採算性を

考えての取り組み、人を集める努力がなされているように思われます。

さて、本市博物館の建設のための総事業費は80億円程度になるのではな

いかと聞いております。これだけの大金をつぎ込むのであるから、当然そ
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の採算性についても気になるところであります。採算といいましても、単

に経済面を申し上げているのではありません。例えば文化会館について見

れば、貸館料、自主事業収入などがありますが、経済面だけを見れば大幅

な赤字です。しかし、年間利用者が60万人もあり、市民への還元という観

点から見れば黒字であると思います。同様のことは図書館についても言え

ることで、年間50万冊以上が貸し出されており、収入はゼロでありますが、

十分還元されていると言えます。両施設とも種々の課題を抱えておりはす

るものの、経営状態という点からは、まあまあ市民の納得できる線だと思

われます。文化会館及び図書館は市民にとってより身近なものの、両者に

比べやや特異性のある博物館について、展示事業の展開等による市民への

還元と所要経費との関係をどのように見通しておられるのか、お伺いいた

します。

次に、学芸員のバランスについてお尋ねいたします。

現在の博物館準備室が、開館時の博物館における学芸員の配置状況は、

人文系、すなわち歴史系学芸員が5名とほとんどで、自然系は地質専攻学

芸員1名ということだそうですが、基本理念における性格からすれば、総

合博物館とあります。総合博物館としては、学芸員の内容にバランスを欠

いているように思われます。特に、今後、資料収集、調査研究を進める上

で、歴史的な面よりも、むしろ萬古、陶磁器を中心とした伝統産業及び鈴

鹿山系を視野に入れた自然環境に期待が持てると思うので、陶磁器の専門

家及び動物、昆虫、植物の学芸員等担当者を配置することが必要だと思い

ますが、どのように考えておられるのか、お伺いいたしたいと存じます。

最後に、資料公開システムについてお尋ねいたします。

多様化している情報社会の中にあって、博物館の情報は資料をもとにし

た実証的なものでなければなりませんが、そのためには、常に資料の研究

を続けていなければなりません。しかし、今日の科学技術が著しく進歩す

る社会の中にあって、データの収集、処理、蓄積、検索、提供などをコン
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ピューターを導入することによって、より迅速に、正確に処理できる時代

に到達しております。

すなわち、これからの博物館は、外に向かっての機能の充実を図ること

による市民へのサービスを果たさねばなりません。サービス、公開という

ことは、単に自由に展示を見学できるとか、資料の提供を受けられるとい

うことではなく、市民が主体的にt朝勿館資料について知ることができると

いうことであり、そのためには、博物館がどのような資料を持っているか

を公開し、その活用について最大限の便宜、すなわち、サービスを図ると

いうことだと思います。所有資料の公開についてどのように考え、どのよ

うな方法で行おうとしておられるのか、お伺いいたします。

以上でもって1回目の質問を終わります。

〇議長 (7j(j男幹郎君） 市長。

〔市長 (}]n藤寛嗣君）登壇〕

〇市長⑳藤寛嗣君） ICETTについてお答えを申し上げます。

ご指摘のありましたように、 ICETTはかつて四日市が公害問題で大

変苦しんだ、そしてその結果、固定発生源対策については、産業界、行政、

学会等々一体となってその対策に腐心をしてまいりました結果、今日では、

固定発生源対策については、今日解明できる汚染源対策というのは十分行

われておるというふうに、私も確信をいたしております。

こういった経験を、やはり四日市だけでじっと持っておるのではなくて、

今日、地球環境的に開発というものを持続的にやるために、どうしたらい

いかということが大きな課題になっておるわけでございまして、そういっ

た意味で、四日市の経験が生かされるということであれば大変幸せだなと

いうことを思いまして、このICETTが、産業界あるいは中央官庁等々

のお認めをいただきまして、発足をしたわけでございます。

そこで、今日まで、地味な活動展開になっておりますが、できてまだ2

年目、私はよくやっておるというふうに思っておりまして、既に、研修事
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業として10カ国から64名の研修生、メキシコを初め東南アジア各国、ある

いは遠くはケニア、さらにはハンガリー等々から研修生がやってまいって

おりまして、 64名の研修生が四日市で約40日間にわたって勉強をしても

らって、それなりの効果は、私は発揮できておるというふうに思います。

さらに、国内でそういう研修をやるだけでなしに、外国に出向きまして5

回、約 250名の研修生に対する海外研修もやっておりまして、本年度は7

コース約90名の研修員を国内に受け入れ、同時に4カ国に出向きまして延

べ5回、 250名の研修員の海外研修を実施する予定になっております。

そして、研修を受けられた方々はすべてICETT同窓会として登録を

されておりまして、世界的な環境人材ネットワークづくりに大変貢献でき

るものと期待をいたしておる次第でございます。ただ、まだまだこれから

やらなければならない事業として普及啓発の事業があるわけでありまして、

今年度から年4回機関紙を発行いたしまして、国内外、卒業生のところは

もちろんでございますが、国内外の関係機関等に配布をすることになって

おり、近く創刊号をごらんいただけるものと考えております。 一

また、昨年度は、全国的な組織であります社団法人化学工業会の秋季大

会における特別講演、あるいは、これは私自身が行ったものでございます

が、通産省におきまする産業技術と歴史を語る懇談会という会議が常設を

されております。会長は三菱重工業の飯田会長さんほか、各大手企業の社

長、会長等々が参画をされる会合でありましたが、ここで私も講演をさせ

ていただいて、大変な反響を受けたことは忘れることができないわけでご

ざいます。さらに、 ICETT主催によります国際シンポジウムの開催、

あるいはカナダで行われましたグロープ92への参加等を行っておりますし、

本年度には、モスクワ日本貿易産業見本市への参加、あるいはブラジルで

の国際環境技術博覧会への参加など、積極的なPR活動を行っておるわけ

でございます。

さらに、名古屋にあります国連の地域開発センターとともども環境問題
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 のシンポジウムを行いましたし、その窓口であります外務省の国連局の経

済課地球環境室とも十分連絡をとらせていただきまして、国内外への IC

ETTの認識を深めつつあるというのが今日の実態でございます。

以上のように、諸外国、とりわけ開発途上国に向けての技術移転を推進

するための研修事業、調査事業を行っておりまして、これがICETTの

本来の目的でありまして、国の内外に広く PRをしていくことも重要な課

題だというふうに考えておりますので、今後に向かってさらに一層努力を

してまいりたいと思っております。

さて、公害裁判判決から20年ということでございまして、確かに、私は

あの裁判は忘れることのできない、極めて重要な判決がなされておる。こ

の判決は、今日風化したどころか、なおかつ生きているというふうに考え

ておるわけでございまして、そういった意味で、私は四日市市の市政運営

の責任者として、今日我々が我が国の社会経済体制のもとで、地域の持続

的発展と自然との共生を可能にする方途を見出し、市民の方々と一体と

なって、その実現に向かって努力をしてまいりたいというふうに考えてお

るところでございます。

ただ、そのためにはステップが必要だというふうに思っておりまして、

今日非常に難しい問題が環境問題において発生をいたしておりまして、ま

だ国内的にも解決をされていない、こういうことでありますので、足元か

らやっていくための環境管理計画というものをまず策定をいたしまして、

そして、その上でこれを議会の皆様方、あるいは環境保全審議会の皆様方、

さらには環境問題の市民会議を結成いたしまして、そういった皆様方にご

提示を申し上げ、皆様方のご意見もちょうだいをしながら、それをまとめ

上げてまいりたい。これを平成4年度中にはぜひいたしたいというふうに

考えておりまして、その上で行動計画をまとめて、私は、環境保全都市宣

言に向かって進めてまいりたい。まだ二、三年かかるというふうに考えて

おるところでございます。
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そういった意味合いにおきまして、今後さらに一層の努力をいたします

ことをお誓いを申し上げまして、第1点に対するご答弁とさせていただき

ます。

〇議長（水野幹郎君） 教育長。

〔教育長伊｝羽武君）登壇〕

⑳育長囲羽武君） ただいまのご質問の第1点目に含まれておりま

した、私どもが各Ij哨牝交で使っております「のびゆく四日市」の中の記事

についてでございます。

小学校の社会科副読本「のびゆく四日市」につきましては、平成元年度

に示されました学習指導要領を受けまして、昨年度改訂を行ったところで

ございます。

ご指摘の点につきましては、過去の公害の反省を受け、美しい四日市の

まちづくりのために、市と企業、そして多くの市民の方々の努力によって

公害を克服してきたこと。そして明るい四日市がイメージできるように

なったこと。さらには、今後も四日市の環境を美しく保っていくことの努

カの大切さ、そういったようなものを強調した記事にしてあるのでござい

ます。

ご指摘のICETTにつきましては、原稿の改訂の時期にはやや間に合

わなかった点がございますが、今後の作成を予定しております環境副読本

の中で、ぜひともこれは取り上げてまいりたいと考えておりますので、ご

理解を賜りたいと存じます。

第2点目の5. 5. 5の企画について、さらには従来から行っておりま

す四日市のこどもまつりとの関連についてのご質問でございます。

本市では、毎年5月5日に、青少年の健全育成事業の一つとして、各種

の青少年団体とか、あるいは青少年育成者団体と市及び教育委員会が主催

となりまして、中央緑地公園におきましてこどもまつりを行ってきたとこ

ろでございまして、本年度は22回を迎えたのでございます。この間に子供
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たちを取り巻く環境も、あるいは子供たち自身も変わってまいっておるこ

ともございまして、主催者においても、その評価と同時に、多くの反省も

出ておるところでございます。

そこで、教育委員会といたしましても、来年のこどもまつりの開催につ

きましては、これまでの反省を踏まえる中で、子供を中心に据えた、活力

と夢のある記念的な事業とするために、今後、四子連を初めとした関係諸

団体と協議を進めてまいりたいと存じておりますので、よろしくこ理解を

賜りたいと存じます。

3点目の博物館につきまして、 6点ばかりのご質問をいただいたわけで

ございます。

博物館は、本来的に極めて間口が広く、また奥行きの深いものでありま

して、博物館の理念と目的といたしましては、社会の進展、変化とともに、

またそれも変化していくものだとも考えております。その一方で、地域に

はそれぞれ特性がございますし、四日市としての都市の性格、あるいは市

民性であるとか、文化性、あるいは設置された地理的条件等も考慮したオ

リジナリティーを博物館活動の中で求めていくべきだというふうにも考え

ております。

具体的に今度の博物館では、貴重な文化遺産の保存と活用を図っていく

中で、郷土の歴史や風土と生活環境に関する市民の知識と理解を深め、今

後の市民文化の創造に寄与することを目指しておるのでございます。

その基本テーマといたしましては、伊勢湾と鈴鹿山脈、すなわち、海と

山のあるこの四日市の文化と生活環境というテーマでございますが、した

がいまして、その開館記念の特別展示につきましては、本市の歩みにかか

わりのある文化遺産をもとに、地域に根差し、かつ全国的な規模で展開が

できるテーマを取り上げ、開催することを現在検討をしておるところでご

ざいます。

また、そのテーマにふさわしい開館記念講演会などの開催をするなど、
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プラネタリウム館も含めまして、イベント性のある、従来の博物館とは一

味違う市民の十分楽しめる、そういった内容を企画していきたいというふ

うに考えておるところでございます。 ： 

第2点目の学校教育との関係についてでございますが、ご指摘がござい

ましたように、プラネタリウム館には指導主事を配置いたしました。特に、

小学校の5、6年、それから中学校の1年生の指導要領との関連のある学

習投影について、現在内容の検討を行っているところでございます。

博物館におきましても、常設展示につきましては、小中学生にも十分理

解できる内容を目指しておるところでございまして、また、児童生徒が民

具などの実物資料を自由に触れることによる体験学習の場を設けるなどし

て、博物館の活用につきまして、プラネタリウムも含め、学校教育の一環

として学校との関連を密に考えていきたいと存じているところでございま

す。

次に、第3点の生涯教育との関係でございますが、基本構想の理念の一

つでございます地域に根差した博物館として、市民の生涯学習の場として

市民が積極的に参加し、また、利用できる博物館を目指していく所存でご

ざいます。

そのためには、博物館に対し市民が何を求め、何を要求しているかとい

う意識の把握も重要であろうかと考えております。そういったことをして

いく反面、また、近くにある文化会館、図書館、さらには各地区市民セン

ターとの連携を密にして、その上で、今後博物館の蓄積した資料の活用と

か、あるいは講座室等を利用した生涯学習にも寄与できる自主授業の展開

を図ってまいりたいと存じております。

第4点の博物館の採算性の問題でございますが、博物館には入場料をい

ただくことにしておりますが、その採算につきましては、ご指摘のように、

‘金銭的な黒字を考えるのではなく、いかに多くの市民に利用していただ<

かが重要であるというふうに認識しております。
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展示の具体的な考え方といたしましては、常設展示におきましては、四

日市の過去、現在、未来を見て考察していただくようなものを、また、特

別展示におきましては、容易に見る機会のない、国宝等を含めた貴重なも

のであるとか、あるいは身近なテーマ、あるいは全国的な大きなテーマの

ほか、かたいイメージのない、おもしろい、楽しめる展示をイベント感覚

で企画するなどしながら、親しまれる博物館の顔となるような斬新な感覚

による展示を考えていきたいというふうにも考えております。

これら特別展示につきましては、市民の期待にこたえる内容であるとと

もに、事業としても魅力のある企画展示を行って、 1人でも多くの市民が

楽しめる博物館を目指していきたいというふうにも考えております。

ご質問の第5点の学芸員のバランスについてでございますが、学芸員の

バランスは、ある程度各領域にわたるよう配慮いたしておりますが、十分

とは考えておりません。不足するところにつきましては、館外の専門家、

愛好家等の協力を得られるよう、あるいはボランティア活動による市民学

芸員制度等の活用も得る中で、多面的な調査・研究、あるいは事業活動を

展開いたしまして、運営面でも市民に親しまれる、あるいは市民による市

民のための博物館といったようなものを目指していきたいというふうに考

えているところでございます。

最後に、資料の公開システムでございますが、調査研究施設としての博

物館には、今後膨大な情報とか資料が蓄積されていくものと考えておりま

す。そういった情報の整理等につきましては、 OA機器の活用も考えてお

ります。したがいまして、蓄積された情報等を広く市民に提供してい＜た

めにも、博物館の情報コーナーなどに検索システム等を設置いたしまして、

その利用を考えるとともに、将来的には他の施設とのネットワークの活用

といったようなことについても研究していきたいと存じております。

どうか今後とも博物館の運営に関しまして、議員の皆様方のご協力とご

理解を賜りたいと存ずる次第でございます。
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〇議長け哩預令郎君） 石川勝彦君。

0石川勝彦君 3点にわたりまして、ご答弁ありがとうございました。

まず第1点でございますけれども、申し上げるまでもなぷ公害訴訟終

結20年という節目、そして地球サミットが行われた記念すべき年であると

いうゆえに、また、 ICETTの事業も2年目に入り、この10月にはその

建屋も完成するということで、市民にはもちろんのこと、もっともっと国

民の底辺にまで知らしめていく、それだけの重みのあるものがあるのでは

ないかと思います。

先ほど市長のお話にもありましたけれども、詳しくこ説明いただいたわ

けでございますが、市民には見えてこないという一言に尽きる。市民に対

して宣伝が行き届いているか、 PRが行き届いているかというと、 ICE

TTについてまだ、建物ができていないし、あるいはエリアとしての整備

が十分でないということで、当然かもしれませんけれども、ご苦労がもっ

ともっと市民に伝わってもいいんではないか。あるいは、市長がいろいろ

ご苦労なさっておられますのに、それが伝わってこないという、その辺に

残念なところがございます。

環境に関しては、特にほかの問題は行政が主導でずっととり行われてき

ましたけれども、そのために、響かずに、あるいは伝わらずに、市民も燃

え上がらずにという形で終始してまいりましたけれども、特に環境問題、

この公害都市四日市という名前をクリアするためにも、市民の中からクリ

アする力をつくり出すために、先ほどのお話に、二、三年後に、市民会議

もまとめて、二、三年かかるけれども、環境保全都市宣言をするというお

話でございますけれども、今も言いましたように、この節目というものを

もっともっと大事にしたらどうかなと、そんな思いでございます。

四日市の21世紀に向けての本質的な魅力というのは、市長みずからも十

分ご承知のことでございますし、十分認識の上に立ってもろもろの活動を

しておられ、精力的におやりいただいていることは十分に認めるところで

-67-



,
1
1

ー
旧
•
I
I
.
卜

それにまた、予定をしておると、近く創刊号を出す予定だということでご

ざいますけれども、私たち四日市市民としては、ごみの問題、水の問題に

ついて環境部が一生懸命骨を折っておられ、地域にも根づいておるように

思いますし、八郷地区等におきましてはモデ）菰り区として非常に充実して

おるようでございますけれども、もっともっと大きい問題を、今申し上げ

ているわけでございます。大きい問題に向けて、もっともっとメこれは四

日市しかないわけでございますので、環境におけるテークオフが、どうし

ても早くからのろしを上げる、あるいは大きく、宣言を掲げるというのが

どうなのかどうか、やはりそんな思いでございます。市長の思いと多少の

ずれがございますが、市民として声を強くして、改めて申し上げたいと思

います。

それから、第2問の第2点目でございますけれども、 5. 5. 5の企画

について教育長の方からお話がございましたけれども、 4. 4. 4のその

蓄えられた、そして成功した力を5. 5. 5に、そしてプレ 100周年に向

かって6. 6. 6 、7. 7. 7としつよっな形で取り組んでいって、そし

て、ちょうど1999年が四日市開港 100周年になるわけでございますし、 21

世紀になれば、全国的に、四日市の市民だけじゃなくて、全国的に国民が
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盛り上げていこうという気持ちは、恐らく高齢化社会に向かっていくため

にも、今やらなくちゃいかぬという思いできっと取り組まれるんじゃない

かと思います。

お隣の名古屋市が、規模としては小さいかもしれませんが、平成2年か

ら平成12年まで、ごろ合わせのイベントに取り組んでおられます。自治体

として5. 5. 5という企画に取り組むというのは、まだ詳しいことはわ

かりませんけれども、静岡県の沼津市がこいのぼりフェスティバル、ある

いは浜松市がたこ揚げ祭りをより一層盛り上げよう。あるいはほかにおい

ては緑化事業フェティバルを、季節的に5. 5. 5にあわせてやろうとい
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うようなこともございます。

本市においては、せっかく 4. 4. 4をやったのだから、何らかの取り

組みで、今やられておるこどもまつりを拡大表現するんでなくて、 21世紀

に向かって息の長いイベントを展開していく一つの、平成5年の5月5日

という、 4. 4. 4のその積み重ねをステップとして、 5. 5. 5、そし

て平成6年にはまた違う角度から取り組むということが、市民にとっては、

特に歴史も背景がない四日市にとりましては、そういう力を引き出すイベ

ントというものが必要ではないかと思います。 4. 4. 4を引き出したカ

というものは、 1億円の投資をされた以上のものがあったやに思います。

5. 5. 5に予算を幾ら使ってどうのこうのというんでなくして、やはり

規模の大きいものを期待したいと思います。先ほど教育長が5. 5. 5の

ことについてお話されましたけれども、ここ 5年10年の中で5. 5. 5を

どう取り組むかというような角度からお話を聞かせていただきたかったわ

けでございます。

それから、博物館についてでございますけれども、全国的規模で云々と

いうことで、記念事業に取り組まれるように聞きましたが、四日市をテー

マとした催しでは、市民に対するインパクトに欠けるのではないかと思い

ます。そのようなものは、どちらかといえば常設展ではなくて、順次、今

後いろんな形で企画展でしてもらうということにして、もっともっとス

ケールの大きい、市民を引きつけるような企画でないと、そのときは飛び

つきましても、後だんだんとしりすぼみになっていってしまう、そういう

嫌いも考えられますので、まだ期間は十分にございますので、その点、引

きつけられるような企画をお願いしておきたいと思います。

それから、第2点目の学校教育との関連についてでございますけれども、

プラネタリウムというのは教育の中で十分とらえられるような形になって

おり、当然指導主事もおられるわけでございますけれども、同格の位置づ

けができるような内容であるということを要望しておきたいと思います。
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それから、生涯学習につきましても、今や生涯学習は非常に充実を目指

してきておりますけれども、教育委員会の社会教育課において精力的に取

り組まれている生涯学習、その拠面がもうひとつ博物館に増えるんだとい

うようなところで、開かれた博物館になるように要望しておきたいと思い

ます。

それから、第4点目にご答弁をいただきましたことでございますけれど

も、最初は結構人が入るかもしれませんが、それは珍しさということもあ

るでしょう。しかし、その後は減少する場合が、各都道府県の博物館にお

いて例外なく見られております。それを四日市だけ、そういうことはまず

ないということは恐らく無理でしょうから、やはり新しい博物館の取り組

みが行われる後発の四日市としましては、他市にはあったけれども、うち

にはないんだと、うちはそんなことは考えておらぬというような、自信の

ある、力のある開館、そして1年、 2年、 3年と迎えていっていただきた

ぃ。そのためにも、どうも今の流れとしては、歴史博物館の傾向でござい

ますけれども、総合博物館として進められるように、市民に親しまれる、

偏りのない博物館運営というものを望みたいと思います。本市の一等地に

あります。四日市のど真ん中にあるわけでございますから、市民にとって

決してお荷物にならないように願いたいと存じます。

それから、 5点目に学芸員の調整でございますけれども、四日市には、

ご存じのように何万匹と標本をお持ちのトンボ博士もおられます。この標

本がどこに保存されておるかご承知の方も少ないかと思いますけれども、

せっかくこんなすばらしいものがありながら、トンボの登場を迎えること

のできない博物館、市民としては非常に残念なものがあります。あるいは

この鈴鹿山系というのは、自然の生態系の中で、日本全国の中で特異な存

在である。藤原町に自然館がございますが、あの中では到底消化でき得な

ぃ、展示できないというような状態でありますから、総合博物館として、

もっともっと自然系への取り組みが必要ではないかと、そう思います。子
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供たちもそれを待ち望んでいるのではないかと思います。

四日市の過去、現在、未来ということについて、子供は1回は見るかも

しれませんが、二度と来てくれないのではないかなと、そんな一般的な考

え方で申し上げたいと思います。やはり自然というものの取り組みが、今、

子供たちには全くなくなった状態の中にあって、博物館で自然とのかかわ

りができたら。デパートでトンボの標本を買ったり、セミの標本を買った

りするのが実情でございます。トンボをとることくあるいはセミをとるこ

と、チョウチョウをつかまえること、そういったことの経験がほとんどな

い中で、博物館において、こんなに四日市にも、こんなに三重県に、こん

なに日本にいろんな昆虫がおるんだなということを知っていただくために

も、また、我々も、今は大人でございますけれども、そういうトンボを

追っかけた思い出があるわけでございます。その思い出をたどって古い昔

に戻っていく、そのきっかけになるのが博物館でございます。そういう意

味から、ぜひ総合博物館として、自然系への対応をさらにご検討をいただ

きたいと思います。

それから、最後の質問でございますけれども、資料公開システムでござ

いますが、子供たちは家庭にパソコンを持っております。パソコンとの継

続、あるいは小中学校との教育のオンライン化というものも進められてお

るわけでございますが、教育指導の中において、このオンライン化がどう

しても必要になってくる。新しい博物館というのはそうあらねばならない

と思います。

そういう意味から、目録の作成等、あるいはコンピューターソフトの開

発というものが大変必要になってくると思います。開館してからそれに取

り組むのではなくて、今からそういったものに取り組んでいただく。名実

ともに総合博物館になるように期待して、要望として申し上げたいと思い

ます。

〇議長 (7は男幹郎君） 暫時休憩をいたします。
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午後1時57分休憩

午後2時15分再開

〇議長（水野幹郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

小川政人君。

〔小川政人君登壇〕

0小川政人君政友クラブの小川でございます。昼からの2番バッターと

して、通告に従いまして質問させていただきます。

まず1番目は、全国市長会学校災害賠償補償保険についてお尋ねいたし

ます。

昭和61年7月に起きた富洲原中学校のプール事故当時、 1事故1名につ

き賠償保険てん補限度額 5,000万円の当保険に本市が加入していたとお聞

きいたしております。本市では、富洲原中学校のプール事故による損害賠

償裁判の一審における仮執行宣言つき判決により賠償金を支払っておりま

す。

そこで、本市では保険金を保険会社に請求できると思いますが、いかが

お考えですか。

また、保険てん補限度額 5,000万円に対応する判決による遅延利息も請

求できると思いますが、いかがお考えでしょうか、お尋ねいたします。

また、昨年の保育園児の死亡事故についてもこの保険の支払い対象事故

になると思いますが、いかがでしょうか、お尋ねいたします。

次に、市立の小中学校、幼稚園及び保育園の児童生徒の学校管理下にお

ける災害補償制度についてお尋ねいたします。

民間労働者には労災保険、公務員には公務災害基金という災害補償制度

がありますが、児童生徒には日本体育・学校健康センターの死亡見舞金

1,700万円、後遺障害見舞金1級で 2,290万円、 14級で49万円という低額

補償制度しかありません。学校と親には子供を無事に預かるという暗黙の

-72-

契約関係にあると思われます。親や子供には学校や先生を選ぶことができ

ません。万ーのため、無過失責任を取り入れた充実した補償制度をつくっ

ていただきたいと思います。

毎年6月の第3日曜日の父の日には、四日市生花組合青年部より加藤市

長に花束が贈呈されております。このように市民から父と敬愛される加藤

市長と市民の間で、被告、原告となって裁判で争われることは大変残念な

ことであります。市民は、敬愛する加藤市長の長期政権を期待しているか

もしれませんが、加藤市長と市民との間で賠償問題の訴訟が長期化するこ

とは望んでおりません。ぜひ死亡障害、後遺障害1級 5,000万円ぐらいの

無過失責任補償制度をつくって、先生や保母さんの過失責任が裁判で問わ

れる前に賠償問題が早期解決するようにしたいと思います。

子供が身体障害者になったときに親が一番心配するのは、子供の一生の

生活の問題であります。十分な補償を受けることができれば、損害賠償金

を多く請求するために、学校や先生の過失責任を大きく問うこともなくな

ると思います。行政当局のこ理解あるこ:m見をお伺いいたします。
次に、旧平田紡績の跡地についてお尋ねいたします。

同跡地には地産グループの四日市地産団地が32階建てのマンション3棟

の建築計画をし、条例に基づく説明会を昨秋開催いたしましたが、その後

地元住民との話し合いが進展しているとは思えません。その後、同マン

ション建築計画はどうなっているのでしょうか、お尋ねいたします。

計画どおりのマンションが建築されるとして、北隣の富洲原中学校の日

照の問題や周辺の道路の交通問題について、こ所見をお伺いいたします。

また同跡地に、どれくらいの高さのマンションが建築され、何軒くらい

の戸数ができるのが、学校の環境や道路事情に適正とお考えか、お尋ねい

たします。

また、最近の経済事情や地産会長の事情により、計画が変更されたり、

土地の転売の可能性も考えられると思います。同跡地は準工業地区となっ
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ておりますが、住居地域に用途地域変更を計画しておられますか。また、

市としてどのような開発が望ましいとお考えか、お尋ねいたします。

最後に、県立総合塩浜病院の跡地についてお伺いいたします。

本市では、土地は県の所有のまま、塩浜地区住民の要望に沿って、県と

予算を出し合った土地利用計画を考えておられると思いますが、計画案が

できておればお示しください。

また、その計画の中に、高齢化社会を迎えたお年寄りの健康対策として、

浴室や健康器具を設置するスペースを設けていただきたいと思います。医

療費の減少等効果があ加ま、全市的な展開をしていただきたいと思います。

同跡地の有効利用のために、地元選出の県会議員の方々にもご協力を仰ぎ、

地域市民のため、計画の早期実現を切望いたします。行政当局のご所見を

お伺いいたします。

以上で第1回目の質問を終わります。ご答弁のほどよろしくお願いいた

します。

〇議長（水野幹郎君） 教育長。

〔教育長田羽武君）登壇〕

〇教育長使｝羽武君） ただいまご質問にございました全国市長会の学

校災害賠償保険につきましてご答弁を申し上げます。

ご発言にございましたように、昭和61年7月に富洲原中学校で起きまし

たプール事故につきましては、平成3年10月11日に津地方裁判所四日市支

部におきまして第一審判決がございました。判決は、ただいまご発言がご

ざいましたように、仮執行の宣言がついていたため、法定利息を含めてそ

の合計額を支払っておりますが、現在、双方とも第一審判決に不服として

名古屋高等裁判所へ控訴し、係争中でございます。

当時本市が加入しておりました保険は、全国市長会の学校賠償責任保険

でございまして、本市が学校の設置、管理運営上の瑕疵並びに学校業務遂

行上の過失により法律上の賠償責任を負った場合、ご頁問のとおり、 1事
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故5億円、 1名 5,000万円を限度として費用損害のてん補を受けることが

できるようになっておりました。

ご質問の第1番目につきましては、全国市長会の保険の管理会社へ照会

いたしたところでございますが、第1点目の保険金の請求につきましては＼

損害賠償責任保険普通約款の規定によりまして、損害が確定した日以降に

請求ができるということになっておるわけでございます。今回の場合のよ

うに控訴し、係争が継続している場合は、損害の額も債権も確定しており

ませんので、たとえ仮執行宣言つき判決に基づいて支払われたものであり

ましても、上級審での判決が確定しない限り、それは確定した損害ではな

いため、保険金の支払いはできないということでございました。

第2点目の遅延利息につきましては、損害賠償金に含まれますが、それ

を含めて1人 5,000万円がてん補限度額で、それ以内であれば支払いでき

ると言っておるのでございますが、今回の場合はその上限を超えているの

で、その分については支払いできないということでございました。

第3点目の争訟費用につきましては、被保険者が保険会社の承認を得て

支出した争訟費用、弁護士報酬等に関する費用は、てん補額の 5,000万円

とは別に支払われるということでございます。

ただし，損害賠償金の額がてん補額の限度を超える場合は、別の規定に

よって一定額が支払われるということでございます。

なお、この学校賠償責任保険につきましては、本年4月から四日市市も

1事故10億円、 1人1億円の補償が得られるよう増額加入をいたしておる

ところでございます。

続きまして、ご質問の第2番目でございますが、現在、四日市市立の小

中学校、幼稚園並びに保育園につきましても、すべて日本体育・学校健康

センター法に基づいて設立されました特殊法人である日本体育・学校健康

センターが行っている災害共済給付制度に加入をしておるところでござい

ます。
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学校管理下で発生しましたけが等につきましては、一般的には過失の有

無に関係なく、医療費や、場合によりましては障害見舞金等の支給を受け

ておるのでございます。

この共済によりますと、もし学校管理下で事故が起こり、障害が残った

場合、平成4年4月1日付で増額をされまして、最高で 2,290万円、死亡

の場合は最高で 1,700万円が給付されることになっているのでございます。

なお、この掛金につきましては、一般の小中学校、児童生徒の場合、 1

人 610円となっております。日本体育・学校健康センター法の規定によっ

て、そのうちの 300円を保護者から徴収させていただいて加入をしておる

ところでございます。

ご質問の無過失責任を取り入れた補償制度を導入してはとのことでござ

いますが、現在、この日本体育学校健康保険センターの災害共済給付制度

は、全国の児童生徒を対象にしているということもございまして、これに

まさる保険は今のところ見当たらないようでございます。

また、ご質問のように、本市が単独でつくっていってはということでご

ざいますが、保険料の問題など、なかなか困難な問題があろうかと存じて

おります。したがいまして、当面は市長会や県を通じまして、日本体育・

学校保健センターの災害給付額の一層の充実をお願いしてまいりたいとい

うふうに考えておりますので、こ理解を賜りたいと存ずる次第でございま

す。

〇議長 (7悶抒幹郎君） 都市計画部長。

〔都市計画部長（山田稔君）登壇〕

〇都市計画部長（山田 稔君） 旧平田紡績の跡地につきましてご答弁を

させていただきます。

四日市地産団地の超高層マンションの建設計画につきましては、 32階建

てのマンションを3棟建設する計画で進められておりますが、昨年9月25

日に、本市の中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例
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に基づく地元説明会が開催されましたが、それ以来、建築基準法に基づく

一団地認定や建築確認申請の手続がまだされておりません。

疇側の説明によりますと、バブ）靖原の崩壊に伴う社会経済闇努の変

化、特にマンション需要が低迷している現況から、着工時期について見直

しを行っておるとのことでございます。

次に、日照問題につきましては、建築基準法に基づき、用途地域ごとに

日照時間の規制が設けられており、これに適合するよう審査してまいりま

す。

また、周辺道路の交通問題につきましても、各交差点における交通量調

査をもとに、発生交通を勘案し、地域の皆様方の意向を十分取り入れた道

路の整備計画を指導してまいります。

用途地域の見直しにつきましては、周辺の土地利用状況から判断して、

住居系の用途地域が望ましいのではないかと考えておりますので、こ理解

をいただきますようにお願いいたします。

〇議長（水野幹郎君） 環境部長。

〔環境部長頃則原賢治君）登壇〕

〇環境部長（須原賢治君） 最後にご質問のございました県立総合塩浜病

院の跡地の利用についてお答えを申し上げます。

県立総合塩浜病院の跡地の利用につきましては、これまで再三にわたり

市議会において種々なご提言をいただいておるところでございますし、市

といたしましても、地元の自治会の要望等も踏まえて、現在検討をいたし

てぉるところでございます。

その検討内容といたしましては、今後県と協議をしていくために、事務

的なコンセンサスを得るために取りまとめた一つの資料というようなもの

でございまして、内容につきましては、これまでの議会でもご説明申し上

げておる内容と余り変わっておりませんけれども、簡単にご説明申し上げ

ますと、跡地に求められる役割といたしましては、医療水準の激変を抑え
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る役割と、もう 1点としまして、南部地域における福祉、文化、健康面に

果たず役割がございまして、この二つの役割を想定をいたしました上で、

呼吸器系疾患を中心とした応急診療所のほか、健康増進機能、あるいは福

祉機能、文化コミュニティー機能等々の導入が考えられておるところでご

ざいますが、今後さらに詳細にわたって検討を加えた上で、県、市の協議

によりまして、具体化に向けて取り組んでまいりたい考えでございます。

なお、またご指摘のございました点につきましても、ご趣旨を踏まえま

して、十分県と協議をしてまいりたいというふうに考えておりますので、

よろしくこ理解をお願い申し上げます。

〇議長（水野幹郎君） 小川政人君。

0小川政人君 ご答弁ありがとうございました。

1点目の仮執行判決について、まずお尋ねいたします。

仮執行判決によって保険金を支払うということを、 2社に問い合わせて、

1社は払ってもいいんやないかという返事でした。というのは、仮執行判

決というのは、確定と同じ効力を持っているということですね。供託をす

れは確定が中断しますけれども、供託しない限り、上訴しても確定の効力

が中断することはないということです。破棄判決が出て、初めて確定の効

力がなくなると、そういう考え方からいくと、払ってもいいんやないかと。

もう一つは、既判力という点で、保険会社は多分判決に拘束されるわけ

ですが、仮執行の執行も、保険会社、ひょっとして受ける可能性があるん

やないかと思います。今の段階では市が先に払っておりますから、払わな

くても、仮執行の適用を受けないかもしれませんが、もしお金を持ってな

い人であって、こういう保険に入っているんだということであれば、保険

会社はひょっとすると仮執行の、強制執行の範囲内に入る可能性があると

思います。

また、 2番目の遅延利息につきましては、一部保険金額以内であると払

うということは、ちょっと筋が通らないんやないかと思います。遅延利息
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というのは、民法で言う損害賠償責任額ではないというふうに言っていま

す。ですから、保険会社が全額払わないというんであれば問題はないと思

いますけれども、遅延利息について、保険金額以下の場合は責任を持って

払うということであると、保険会社は確定したときから支払い責任が生じ

るんじゃなくて、事故が起こった時点で保険会社の支払い責任も起きるわ

けです。そうすると、事故が起きたときの支払い責任額は幾らかというと、

それはあくまで 5,000万円であります。ですから、その 5,000万円に対し

て遅延利息が生じてくるんじゃないかと思います。

保険のシステムとしましては、 1年度に皆さんから保険料を集めて、そ

して将来損害が確定したときに保険金を払うわけですけれども、というこ

とは、保険会社は、事故が起きたときに 5,000万円の支払いをする額は、

もう皆さんから集めておるわけです。そうした中でそれが裁判による5%

の利息がついていくとしますと、 5年で 1,250万円ついていきます。そう

すると、 5年たった後に 5,000万円払うということであれば、本来の金は

3,750万円しか払ってないというふうな考え方もできるわけです。

そういった点で何かちょっと不合理な点があります。保険会社は 1,250

万円利益を得たときに、市側は 1,250万円余分に支払っていくという形に

なっていきます。

ですから、この点、再度文書による回答を全国市長会の方に求めたいと

思います。細かい中身の話は結構ですので、やっていただけるんか、やっ

ていただけないんか、それだけお答えいただきたいと思います。

それから、補償制度ですけれども、やはり大変金がかかるというふうに

思いますけれども、どのくらいの財政的なものであれば補償制度を考えて

いただけるのか、その辺だけご答弁いただけたらありがたいと思います。

やはりこうした補償制度等を充実して、四日市の教育はすばらしいんだ

と、ぜひ四日市で子供を育てたいんだというようなことを政策的にやって

いけば、自然と子供たちや若い世代が増えてくるわけですから、高齢化に
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歯どめをかけるためにも、ひとつ教育長頑張ってほしいと思います。

あと、地産マンションの件ですが、別に地産マンション建設計画に反対

をしているわけではございませんが、やはり地元の意向に沿った、地元に

迷惑のかからないような開発計画をぜひご指導いただきたいと思います。

また、塩浜病院の跡地の問題でございますが、ぜひ早急に地元住民の要

望するような施設をつく‘っていただくよう、切にお願いいたします。

〇議長 (7~男幹郎君） 教育長。

〇教育長伎卜羽 武君） ただいま再質問でご要望のございました、市が

支払っておる補償金の早期の支払い等につきまして、ご要望のございまし

たように、私どもの方としても、再度管理会社の方へ請求をし、文書によ

る回答を求めたいというふうに存じておりますので、こ理解を願いたいと

思います。

2番目の市独自における補償につきましては、こういったいわゆる保険

の掛金と補償金額とのかかわり合いとか、そういった専門的なことになり

ますと、今突然のご質問で、私ども早急にちょっと理解が得られませんの

で、今後の研究課題として、こういった問題についての研究をいたしたい

ということでこ理解を願いたいと存じます。

〇議長 (7J<ff幹郎君） 小川政人君。

0小川政人君 どうもありがとうございました。

ぜひその結果も私どもの方にお知らせをいただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。

〔「関連」と呼ぶ者あり〕

〇議長 (7~野幹郎君） 川村幸善君。

〇川村幸善君塩浜病院の跡地問題で、県と市とでこれはやっぱり詰めて

やってもらうということで結構ですけれども、一番大事なことは土地問題、

やはり土地を、県が買えと言うても四日市市が買わないと、この話を詰め

ないことには、これはやっぱり私は進まないと思うんです。やはり県会議
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員さんに行ってもらったときでも、知事公室が窓口になってこれから話を

進めようやないかというような話を聞きましたので、四日市市もやはりあ

くまでも環境部だけに任してやるんか、やはり四日市市を代表してやって

もらうんか、そこのところをはっきりしてもらわないことには、なかなか

早く進まないんじゃないかなということで、まずその土地問題を解決する

のが先と違うかと思いますので。やはりこれは行政全体的な立場から、ま

ず土地問題を解決して、その上でやらないことには、自然のうちにその話

は四日市市の方で買うようになっておるんじゃないかなというようなこと

になると困りますので、早急に土地問題だけは解決していただきたい。こ

れを強く要望したいので、できれば、その後の経過を聞かせていただけれ

ば結構ですし、そうでなかったら、どういう体制でそういうことに対して

は積極的にこれから進めるかということを、一言あったら聞かせていただ

きたいと思います。それだけです。

〇議長 (7阻序幹郎君） 加藤助役。

〇助役 (1J暉罪閲毘り この問題につきましてl本環境部だけじゃなくてヽ

全庁的に取り組んでまいりたいと思いますし、私もその中心になってやっ

ていきたいと思っております。

〇議長 (7J<j野幹郎君） 暫時休憩をいたします。

午後2時42分休憩

午後3時1分再開

〇議長 (7.f<J野幹郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

日置記平君。

〔日置記平君登壇〕

0日置記平君通告に従いまして質問をさせていただきます。

初めに、皆さんにお断りをさせていただきますが、今会議でも、さらに

過去の一般質問につきましても、私の質問いたします財団法人国際環境技
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術移転研究センターにつきましては、それぞれ質問があったところでござ

いまして、重複する点があろうかと思いますが、私はこの国際環境技術移

転研究センターの持つ役割が大変重要であると感じておりまして、あえて

再度私自身が質問をさせていただくところでございます。

世界じゅうが環境問題について、政治及び経済レベルにてこれほどまで

も大きくクローズアップされたことは、過去にかつてないほどであります。

酸性雨はプラジルの森林乱開発から、さらには中国・東ヨーロッパに至る

まで、各地域で自然の変化は地球温暖化傾向をもたらしており、今や企業

は環境を語らずして経営は存続できないところに来ております。

このような時期に国際会議・環境サミットがプラジルにて開催され、県

内からも関係者の多くが出席されましたことは、大変意義深いものでござ

います。この成果に期待するものであります。

サミット前にアメリカのプッシュ政権が、混迷を続けるアメリカの経済

について話をしておられまして、アメリカ自身の経済発展を優先する、環

境政策は次にという発言もあったところでございます。なおさら発展途上

国におきましては、このアメリカの状況以上であると推察するわけであり

ます。ヨーロッパの集団もまた、経済大国日本に対して、大国として応分

の資金援助を求めているところであります。今後の世界的、地球的環境問

題も、日本のとるべき政策とその責任は、まことに重大であります。

環境保護革命が企業を襲う。効率優先、汚染、資源乱獲を反省する会社

だけが生き残るという、こういう用語はまさしくときのものとなってきて

おります。地球環境保護は、これからの産業にとって、 18世紀の産業革命

以来の衝撃となるかもしれない。なぜなら、より安く、より大量にを至上

命令としてきた今までの日本の生産システムを、経営を根底から覆す可能

性があるからであります。単に製造プロセスから公害を出さなければよい

とする脱公害では、もう済まされなくなってきております。原料選び、製

品開発、果てはリサイクルまで、一切の責任を負うことのできる全面的な
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見直しが地球的規模で要求されるわけであります。

無限のコスト削減、効率第一主義が正義とされる幸福な時代は、今終わ

りを告げております。今や地球的環境問題を解決しなければならないとい

う基本的な認識は世界じゅうの国が抱いており、だれも反対はしていない。

しかし、それぞれの国の事情が異なり、その対応は微妙に違っております。

以前、国連の人口会議が開催されましたときに先進国と途上国が激しく

対立をいたしまして、人口増加を抑制すべきだと主張する先進国に対し、

途上国は、世界の秩序の現状維持をねらうものだと反論し、対立が起きて

おりますが、先進国は、人口増が真っすぐ進めばさらに地球環境は悪化す

ると認識しているわけでございます。地球人口は2000年に63億人、さらに

2050年には 100億人になるという見込みを持っており、この勢いでそのま

ま進んでいけば、大変高い生活水準を求めるならば、膨大なエネルギーの

消費となるわけであり、オゾン層の破壊、温暖化、森林破壊等、自然の破

壊は増大する一方でございます。

日本は、こうした国際情勢の中で、何としてでも前向きに対応すること

が必要でございます。それには継続可能な研究開発が必要であり、この分

野で日本が真剣に取り組んでいけば、外的要因のジャパンバッシングもお

さまるものと考えられます。

このような世界的情勢の中にあって、公害で全国区になった四日市から、

過去の貴重な経験と開発された環境対応新技術を国際社会に貢献すべく、

財団法人国際環境技術移転研究センターが開設されましたことは、時を得

たまことにすばらしい事業と歓迎し、将来に大きく期待を寄せるものでご

ざいます。

そこで私は、この通称ICETTに対する質問の本論でございますが、

6点ございまして、まず一つは、 ICETTの経営理念、二つ目に理事構

成、三つ目に経営計画、四つ目に講師及び研究者の構成、五つ目に主な事

業実績、六つ目に資金源についてでございます。以上がICETTに対す

-83-



る質問でございますが、既にもうきょうご回答のあった部分がございます

ので、その点は省いていただいて結構でございます。

私の質問の第2点目、工業系の高等技術専門学校教育についてでござい

ます。

この質問につきましては、昨年私がデビューをさせていただきましたと

きに質問をさせていただいておりまして、継続の質問となるわけでござい

ます。

改めて私は教育が日本の経済界、あるいは世界における日本の役割に極

めて重要な役割を持っているものであると確信をいたしまして、質問を継

続させていただくものでございます。

経済の経緯をたどってみますに、我が国は、農業から繊維、さらに製鉄、

造船、電気、自動車、そして現在、世界に誇るハイテク産業の大国として、

現在その力を発揮しております。これからバイオの時代にいくものと思わ

れますが、日本は今、超大国アメリカを超えて経済大国と成長したわけで

ありますが、戦後日本は、先進国に追いつき、追い越せと死力を尽くして

突っ走ってきた、そのキャッチアップ型資本主義は、今後もこのような姿

でよいかどうか、その反省は十分しなければならないと思うわけです。

多くのエコノミストたちは、日本の90年代GNP年成長率を4％と試算

しております。この4％の数字につきましては、今年度、皆さんもご存じ

のとおり、バプルという一つの問題が大きくなりまして、この数字につい

ては見直しがされるところではございますけれども、そういった日本の抱

える問題をさらに悪化させてはいけないだけに、例えば、労働力にしても、

日本の人口は2010年から減少し始め、 1990年代半ばに生産年齢人口は減り

始め、仮に4％成長が持続されればでありますが、 2000年には 400万人か

ら500万人の労働力が不足することになると計算をされておられます。今、

国内の労働力はアジアの国々から供給を受け、急場をしのいでいるわけで

あります。労働力を確保するためにも、日本に対する国際的批判をなくす
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るためにも、日本の産業基盤である製造業を維持するためにも、私の質問

するイノベーションは絶対必要であると確信をいたします。

そこで私は、一度アメリカに視点を当ててみまして、アメリカの衰退を

生んだ脱工業化、製造業離れの失敗でございますが、脱工業化の時代には

サービス産業の雇用が製造業の雇用を大きく上回り、汚れた重工業のかわ

りに清潔で行き届いたオフィスが経済の主力を担うとされた、このことが

問題であったわけでございます。雇用における脱工業化の時代は終わりを

告げ、近代的技術とロボットで装いを凝らした製造業が復活しなければい

けない時代で、製造業こそ一国の一産業基盤を持った、つまり、四日市に

とってなくてはならないものであり、製造業を失うことは高いサービス業

の高賃金の雇用すらなくすことになると思われます。

そこで、見本となるアメリカの滉伏を分析してみまして、アメリカが世

界市場で優位に立っための最重要課題は何かと現状分析をしてみますに、

第1に民間技術のおくれ、第2に科学技術の普及、例えば、特に日本の場

合もそうですが、アメリカの場合でも中小企業が競争力に対応できる工作

機械を購入できる資金援助をすること。第3に教育分野のおくれを取り戻

すこと。これら多くの問題を取り上げることにより、皆さんにも十分こ理！

解をいただけるものと思いますが、日本の将来は、この失敗例を十分反省

した上で、さらに大きく世界に貢献するモデレータージャパンになるため

にも、たとえ文系の大学を減少させてでも、工業社会に役立つ即戦力にな

る社会人を送ることのできる工業技術専門教育を必要とするわけでありま

す。

こうお話しいたしますことによって、四日市には四日市大学がございま

すけれども、私は決して四日市大学が不必要だと、こう申し上げているわ

けではございませんので、こ理解をいただきたいと思います。

私の言う教育観とは、例えば工業技術専門学校か、あるいはまたは工業

技術短期大学のいずれかを申しております。専門課程につきましては7つ
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ほど私なりに考えてみましたが、四日市は石油化学のまちであり、まず第

1に石油化学。それから、これからもさらに伸びるでありましょうエレク

トロニクス分野。そして、将来に大きな市場を目指すことができると思わ

れております医薬分野と、農業の新製品の開発についてのバイオテクノロ

ジー。それから、高度技術を持ちましてさらに進展しなければならないハ

イテクノロジー。そして、四日市には萬古産業が地場産業として栄えてお

りますが、この分野から、脱陶磁器からニューセラミックスの分野へ。そ

して工作機械、産業機械の分野におきまするメカトロニクス分野。最後に、

ICETTにかかわりますが、環境という、この7つの部門を、私は専門

の課程として選んでみましたわけでございます。

最後になりますが、この専門機関の設置につきまして、いろんな業界の

方々と話をさせていただきましたが、業界の皆様も大変このテーマに対し

て歓迎をしておられるところでございますので、ぜひ関係部長の皆様方の

ご答弁をお願い申し上げたいと存じます。

以上をもちまして、私の第1回の質問を終わらせていただきます。

〇議長（水野幹郎君） 計画推進部長。

〔計画推進部長（馬淵則昭君）登壇〕

〇計画推進部長（馬淵則昭君） ただいまの国際環境技術移転研究センター

につきましてお答えさせていただきます。

こ高承のとおりでございますけれども、 ICETTは、地球環境問題と

いう、緊急かつ重要な課題に対しまして、我が国に蓄積された、すぐれた

環境保全技術を発展途上国等に移転する。こういったことを通じまして、

諸外国における環境破壊の防止、環境改善を通じて、地球環境の保全と世

界経済の発展に寄与することを目的として設立された財団でございます。

ICETTの基本財産につきましては、 60億円を目標額としております。

そのうち30億円につきましては三重県及び四日市市がそれぞれ15億円を出

捐し、残り30億円については民間から寄附をいただくこととなっておりま
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す。三重県及び四日市市の30億円につきましては、平成元年度に5億円、

平成2年度に10億円、平成3年度に15億円ということで、既に出捐済みで

ございます。

民間の30億円につきましても、中部経済連合会を中心とした地元経済界

や、経済団体連合会の全国的な組織の強力なバックアップを得まして、約

200社の企業からJI廊周にご寄附の申し込みをいただいておりまして、ほぼ

目標額は達成できるものと考えております。

ICETTは、研修・指導、研究開発、調査・情報提供、交流・普及啓

発、この4つの柱を中心として事業を実施展開しているわけでございまし

て、これまで研修・指導事業につきましては、大学、企業＜行政機関等か

ら講師を派遣していただきまして、 10カ国から64名の研修生に対する国内

受け入れ研修、また、参加国に出向きまして、延べ5回、約 250名の研修

生に対する海外研修などを実施してきております。

また、研究開発事業といたしましては、通産省の補助事業でありますが、

地球環境保全関係産業技術開発促進事業ということで、民間企業と共同で

3~5テーマの研究開発を実施してきております。また、このほかには、

本市と三重県の共同委託によります地球環境産業技術研究開発事業、こう

いったものを実施してきております。

次に、調査・情報提供事業でございますけれども、これも数力国の発展

途上国を対象にいたしまして、環境保全総合計画調査、また、環境保全技

疇向調査、こういったものを実施してきております。

次に、交流・普及啓発事業でございますけれども、これは国際シンポジ

ウムの開催とか、他団体の会議における講演、外国での国際見本市への参

加、こういったものを積極的に活動を展開しておるところでございます。

今後につきましても、本年秋にセンター施設も完成することでございま

して、この柱とします四つの事業を中心に、環境保全技術移転の国際的な

機関として、さらに事業の拡充に努めることといたしておりますが、特に、
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研究開発事業につきましては、発展途上国の実情に合った適正な環境保全

技術の開発、これを行いまして、技術移転をしていくことが求められてい

るわけでございます。

また、 ICETTの役員及び職員についてでございますけれども、役員

として、会長に中部経済連合会の松永亀三郎会長、副会長に経団連の豊田

章一郎副会長、東海商工会議所連合会の加藤隆一会長、三重県商工会議所

連合会の金丸吉生会長、それと理事長に田川知事、副理事長に加藤市長が

就任しておられます。常勤の専務理事、常務理事を含め、 33名の理事と2

名の幹事から構成されております。職員につきましては、現在のところ三

重県から4名、四日市市から兼務職員を含めまして5名、民間企業から4

名の出向職員、それと、先ほどの常勤の専務理事、常務理事を含めまして、

財団職員7名の計20名の体制ということになっております。

また、民間企業からの出向職員につきましては、現在出向されている方々

は、すべて環境対策技術者でございまして、研究開発及び調査事業におき

ますコーディネーター的役割を担当していただいておるわけでございます。

出向先の企業につきましては、環境保全対策技術のノウハウを持った企業

にお願いをいたしたり、また、それらの企業から積極的に理解をいただい

て、節置を申し出いただいているところもございます。人選につきまして

は、派遣企業にお任せしておるというような実情でございます。

最後になりますが、研究開発事業における民間企業とのかかわりについ

てでございますが、現在ICETTが実施しております研究開発事業は、

主としてCO2の削減を目的とした技術の研究開発でございまして、先ほ

どもお話ししました通産省からの補助金をいただいて実施しておる事業で

ございます。この研究開発事業につきましては、事業の性格上、最新の研

究設備と多くの研究員等の人材が必要でございます。したがいまして、共

通の研究課題を持った企業の参加を得て実施しているということでござい

ます。
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〇議長 (7M野幹郎君） 商工部長。

〔商工部長（米津正夫君）登壇〕

0商工部長（米津正夫君） 2点目の工業系技術高等専門学校開設につき

ましてご答弁を申し上げます。

昨年の6月議会におきましてもご質問をいただいておるわけでございま

すが、これを受けまして、私ども、昨年9月に市内の企業及び三洒地区の

高校3年生を対象といたしまして、専門学校に関する意識調査を実施して

おりますので、若干ご説明を申し上げたいと思います。

まず、学生側の調査結果についてでございますが、昨年の9月時点で、

総数 5,181名のうち 359名、 6.9％の生徒が専門学校への進学希望をいた

しております。その進学理由といたしまして、看護婦、自動車整備士等の

資格取得を目的とする者が49％を占め、企業ですぐに役立つ技術習得等の

就戦を前提としたものは24.8％となっております。また、その専攻科目に

つきましても極めて多岐にわたっておるわけでございまして、電気・電子、

機械、金属、食品・バイオ分野への希望者は27名となっております。

次に、企業側の調査結果についてでございますが、技術者養成の専門学

校の設置につきましては、 374社中73社、 19.5％の企業が必要であり、不

足していると感じており、その教育内容につきましては、生産現場の作業

に直結する技術並びに生産工程に関する技術の習得が 303社中 232社、

76.6%、また、教育機関につきましては、 317社中 176社、 55.5％の企業

が6カ月程度のものを必要としているという回答をいたしております。

以上がアンケート調査の結果でございますが、ご指摘のありましたメカ

トロニクス等の人材の養成につきましては、本市の産業政策上重要な課題

であると考えており、昨年来、労働省所管の公共職業訓練施設である県立

四日市高等技術学校にメカトロニクス等最先端技術分野の科目増設を要望

し、調整を図ってまいりました。

現在、メカトロニクス関係につきましては、県立の津高等技術学校にそ
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のコースが設けられておりますが、平成3年度の定員20名に対しまして生

徒が9名、また平成4年度におきましては生徒が5名という大幅な定員割

れとなっているのが実情でございます。

また、本年3月卒業生をピークといたしまして、それ以後生徒数が減少

すること、並びに専門学校そのものが過当競争に入っていることなどから、

県といたしましては、四日市市内にメカトロニクス分野の科目を増設して

も、定員の確保が難しいと、こういうことで、科目増設につきましては、

国の指導もございまして、津及び四日市高等技術学校の訓練科目での競合

を避け、それぞれの充実を図っていくこととしております。しかしながら、

本市といたしましては、今後とも国、県はもとより、民間の専門学校等の

動向など、十分情報収集に努めてまいりたいというように考えておるとこ

ろでございます。

また一方、企業内における人材育成の重要性から、国におきましては、

職業能力開発促進法に基づいた認定戦業訓練助成制度があるわけでござい

まして、この制度は、中小企業事業主や中小企業団体が県の認定を受け、

職業訓練を実施する場合に、運営費や施設設備に対しまして補助を行うも

ので、現在市内では、四日市建設職業訓練協会などが運営いたします4校

の認定職業訓練校がございます。したがって、今後各業界にこの制度の活

用について指導し、その設立を誘導してまいりたいと考えております。

また、西日野町の三重技能開発センターにおきましては、電気・電子制

御コースや、機械あるいは機械制御コースなどが設けられておるわけでご

ざいまして、これらの訓練に社員を派遣する場合は人件費の一部を補助す

る制度があり、これらの制度の周知に努めることで、当面は技術養成の一

助としていきたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思いま

す。

〇議長 (7虹抒幹郎君） 日置記平君。

0日置記平君 ご答弁どうもありがとうございます。
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まず、 ICETTにかかわる点でございますが、最後に質問させていた

だきました資金源についての60億円の明細はお聞かせをいただいたわけで

ありますが、この問題は、私が一番心配をいたしているところは、とにか

くこのICETTが、今後非常に大きな必要性を感じておりますものにつ

いては先ほどご説明したとおりでありますけれども、市の財政を既にもう

済まされまして、企業の方もほぼ目標に達するというご答弁をいただいた

わけでございますが、ほぼということでありまして、何％かはわかりませ

んが、現在の経済情勢を見まして、大変企業の方々も苦慮されるところで

はないかと思うわけです。

ところで、この基金なんですが、基金はこれ1回で、将来的にはもう必

要がないのかあるのか。ここのところが非常に重要でありまして、特に私

は、このICETTにつきましては、各企業の皆さんが、生産における産

業廃棄物の対応については大変重要なテーマと言っております。各企業を

回らしていただきましたところによりますと、それぞれが環境部を設けて

対応しておりますし、それぞれの中央研究所で、自社の発生する廃棄物の

リサイクルという問題に対して対応しているところでございますけれども、

やはり総合的にICETTがそういった問題に、企業といかにドッキング

して官民一体となった共同開発ができるんだという、企業に対して説明が

つきますと、企業は今後ともそういった施設に対する財源の協力に前向き

になってくれるのではないかと。ただICETTを設立して、一応の基盤

の財源はめどがついたから、それで終わってしまうということになれば、

今後の開発によっては、企業がこの ICETTを必要とするかしないかに

よって、今後の財源の協力度か変わると思うんですが、その辺のところに

ついて、将来的に資金、財源はこれでいいのか、あるいは将来も必要とす

るのか。私は、この世界、特に発展途上国についての教育機関である IC

ETTがさらに拡大していくためには、この基金だけでは済まされないと

いうふうに感ずるわけですが、その辺のところをもう一度、お考えがあれ
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ばお聞かせていただきたいと思います。

それから、専門学校につきましては、昨年の私の質問の後、いろいろと

商工部の方で自己調査をいただいておられるようでありまして、大変あり

がたく思います。

ただ、今のお話、ご報告をもとにお聞きしておりますと、特に調査をし

ていただいた県内の県立の職業訓練校の、私の申し上げるプロセスにつき

ましては、入学希望者数が減少していると、大変その数字が少ないように

思いますし、現実に私も調査の段階で、そのように思います。

ただ、私が申し上げているのは、職業訓練校ではなくて、専門学校、い

わゆる短期大学というか、そういった部類でありますので、中部の、特に

愛知県の専門学校の中で、文系、工業系、すべて入れましてたくさんある

んですが、その中で、特に工業系の10校ほどを調査いたしたところにより

ますと、三重県から、その調査した10数校に対して、入学者数は確実に増

えております。そして、その愛知県内、特に名古屋市内にある専門学校に

入学した子供たち、 2年間の教育を受けて卒業します。三重県にUターン

と申しましょうか、戻ってきてくれる子供たち、それから愛知県で、ある

いは三重県以外の、愛知県その他の地区に就職する子供たちの比率は、 U

ターンをしてくれる子供たちが、今のところ10数％台である。大体四、五

千人の人たちが愛知県の専門学校に行ってくれているわけですが、そのう

ちの10数％しか三重県に戻っていない。この辺のところに産業基盤の弱さ

があるのかなというふうな気持ちがするわけでございます。だからこそ、

仮に 4,000人といたしましても、 10年たちますと 4万人という労働人口が、

木曽川を越えなくて三重県内に就職できれば、産業基盤に対する大きな貢

献ができるということであります。

ですから、簡単に思いますのに、今の子供たちは、大学ということより

も、短大の方を目指す、あるいは専門学校を目指す子供たちの意識の中に、

県の訓練校という一つの名前にとらわれることが大きくあるのではないの
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かなと。格好よさを求めるのかもしれません。この名前をもう少しセンス

のある近代的な名前にして、短期大学の資格のとれる学校を目指していけ

ば、もっと違うんじゃないかなと。調査中にも、ある企業の就職担当の部

長が言っていました。 「実は、私たち、今大変苦慮しています。県の訓練

校を卒業した子たちの対応を、中卒ではないし、高卒ではないし、大卒で

もない。この辺のところをどう扱うかというところに、実は苦慮している

ところでございます」というふうな回答も出ているわけでございますけれ

ども、そういった点を踏まえて、私は今後十二分に検討していただ＜余地

がまだ随分あるというふうに思うわけです。単にご報告によります訓練校

だけですと、確かにそういった実態は否めないというふうに思いますので、

特に私は、第1回の質問でも申し上げましたように、この工業生産という

一つの問題が、日本にとって、日本の将来にとって大変重要であると私は

考えております。特に、この問題につきましては、関係者の皆さんに、三

菱総研の相談役でもあります牧野昇さんが‘「製造業は永遠です」という本

を書いておられますが、この本を読んでいただきますと、私の目的が十分

こ理解をいただけるんじゃないかと思います。私も牧野さんに頼んで、ぜ

ひ1冊市長に差し上げたいと思いますので、市長みずからひとつこの本を

読んでいただきまして、ぜひこのテーマについてご検討をいただきたいと

思います。

今後ともこの学校設立につきましては、確かに意識調査の結果は、そう

いう20％そこそこの必要性のものであったかもしれませんが、現実にはこ

ういうバブ）培蚤済後の不況の中にあって、大手は確かにことし初年度の求

人を大幅にここのところに来て抑えておりますが、中小企業にとってはま

だまだ不足しているというのが現状であります。そういったところをさら

に突き進めていただきまして、このテーマについてご検討を賜りたいと思

います。

以上で私の質問を終わらせていただきます。
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〇議長（水野幹郎君） 市長。

〇市長傭］藤寛嗣君） ICETTの運用に関しまして、資金的な問題に

ついて、若干お答えを申し上げたいと思います。

まず、 ICETTの基金でございますが、先ほど部長からご答弁申し上

げましたように、民間企業の出資はほぼ全額達成できるという見通しがつ

いております。見通しがということは、実は年賦で納めるという企業もご

ざいますので、まだその全部が入ったというわけではないということでご

ざいます。大体3年間ぐらいの間で全部満額ということになるというふう

に思っております。

この基金の、実は、基金は基金として積み立てておきまして、その運用

益によって経常経費を賄っていくという方針でございます。海外からの研

修生の受け入れは、ほとんどがODAの資金ないしは、 ODAばかりでな

くて、例えばインドネシアあたりからは随分研修生が来ておりますが、こ

れらは日本にございますインドネシアフォーラムの方でその資金を持って

おるということでございます。 ICETTの方としては、運営の人件費で

ありますとか、経常経費を負担しておる。海外研修についても、そういっ

た資金をODA、あるいはその他の政府の関係の資金を使ってやっておる

というふうにご承知おきをいただきたい。

なお、研究事業でありますが、これは通産省からの委託研究ということ

になるわけでありまして、 ICETTを通じまして、これは今度企業の方

に委託研究をお願いをいたしておるということでございます。それぼ胆E

省の補助金がございますし、同時に、企業自身の資金を投じて研究をされ

る。問題は、そこで研究成果の所属ということになりますが、これはIC

ETTに一応登録されて、 ICETTの所属ということになりました。そ

れがどこかで活用される場合には、もし活用益が出てくるということにな

りますと、それをどういうふうに企業との間で負担をするかということに

ついては、個々の研究課題によってそれぞれ決められていくと、こういう
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形になるということでございます。

したがって、現状の段階は、運用益が経常経費に投ぜられるわけでござ

いますが、金利が下がってきておりますので、大変厳しい環境にある。国

際環境シンポジウムでありますとか、いろいろなシンポジウムを開催をす

る場合に、そういった運用益を自主事業で使っておるということでござい

ますので、さようご承知おきを賜っておきたいというふうに思っておりま

す。

現在の段階では、大変厳しい環境でありますが、財政的にはそれなりに

うまく運用をやっておりますので、今この基金を増やすという計画はござ

いませんし、今そういうことをやっては、かえって問題が解決しない方向

に向かってしまうというふうに思っておりますので、運用については十分

精査をしながら、間違いのないように扱ってまいりたいというふうに思っ

ておるところでございますので、ご了解をいただきますようにお願いを申

し上げます。

〇議長（水野幹郎君） 本日はこの程度にとどめることにいたします。

次回は明日午前10時から会議を開きます。

本日はこれをもって散会いたします。

午後3時43分散会
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事務局長 長谷川昭彦

参事兼議事課長 伊藤千秋

議事課長補佐 福島和幸

主幹兼議事係長 玉田耕士

主 幹 井上紀久夫

主 幹 水谷正昭

午前10時1分開議

〇議長 (7は野幹郎君） これより本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員数は、 39名であります。

本日の議事は一般質問であります。

日程第1 一般質問

〇議長（水野幹郎君） 日程第1、これより一般質問を昨日に引き続き行

います。

順次発言を許します。

田中俊行君。

〔田中俊行君登壇〕

〇田中俊行君おはようございます。

早速ですが、通告いたしました地元建設業にかかわる諸問題についてと

←いうテーマで質問をいたします。ご存じのとおり、全国の建設業者の数は、

許可を得ているところだけでも約52万、従事者は約 580万人、労働人口の

約 9.4%、GNPに占める建設業の割合は約18.2％と、これだけのデータ

を見ても、全産業に占める建設業の比重は極めて大きいわけであります。

したがいまして、地元建設業、換言すれば市内業者ということになります

が、この地元建設業にかかわる諸問題の動向は、当市の全産業に対してこ

れまた大きな影響を及ぼすと考えられます。そういう意味でも地元建設業
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者の健全な育成はぜひとも必要である、こういう観点から、市の公共工事

の発注について、市当局の基本的な考え方をお尋ねするものであります。

実は、先日、会派の勉強会の一環として、四日市建設業協会の役員10名

ほどと市役所の中で懇談会を持ちました。その中で地元建設業の抱える幾

つかの問題点が浮彫りになったわけですが、もちろん業界の内部努力に

よって解決しなければならない課題もあります。しかしながら、一方で、

発注者である市当局の対応次第で改善される問題も少なからず存在するわ

けであります。例えば、市発注の公共工事における地元建設業者、すなわ

ち市内業者が受注した割合は、 10年前と最近を比較いたしますと、大ざっ

ぱな趨勢として、 70％台から60％台へと10％前後低下しております。理由

といたしまして、大手の市外業者でないと施工できないような大規模工事、

あるいは最新のエ法を必要とするような工事が増えてきたことも考えられ

るわけですが、地元業者でも十分施工可能な工事であっても、大手業者、

または大手と地元のJVという発注形態になっていることもあると思われ

ます。最近の事例を挙げますと、東新町の公営住宅建設工事、霞ケ浦競輪

場第一投票所改築工事、また今議会に上程をされております西伊倉町市営

辱麟エ事、霞ケ躙論場中饂場改築暉等がそれに当たるのではな

いでしょうか。市当局としては、大手業者とのJVによってその技術、ノ

ウハウを地元業者に勉強させるという配慮もあるのでしょうが、どうも地

元業者の技術力、施工能力について、市当局と業者のみずからの評価の間

にかなりのギャップがあるように感じられます。

そこで、まずお尋ねしたいのは、当該工事が地元業者で施工可能かどう

かを判斯する際に、地元業者の技術力、・施工能力をどのような方法で評価

され、またその経年的な能力のアップをどのように把握しておられるかと

いうことであります。もちろん、県の経営事項審査結果に基づくランクづ

けも参考にされるわけでありましょうが、それだけではとらえ切れない面

をどのようにカバーしながら評価されるのか、できる限り具体的にお答え
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をいただきたいと思います。

また、一方で、大手市外業者とのJVという形で指名競争入札を行う場

合の目安となっております予定価格は、建築、土木工事、それぞれいかほ

どの額か、この点についても教えていただきたいと思います。

そもそも公共工事の発注は、ご承知のとおり、公共施設を建設し、また

社会資本を整備することによって、市民の生活、福祉、便益の向上という

直接的な効果のほかに、地元建設産業の活性化、地元の雇用拡大、ひいて

は地元の経済全体への波及効果という二次的な効果も持っているわけであ

ります。そういう意味からも地元業者が受注する機会をできるだけ拡大す

ることが、それらの効果を一層大きくし、市全体の活性化にもつながると

考えるわけでありますが、地元業者の育成という観点から、発注あるいは

指名に関してどのような配慮をされているのか。また、今後はどのような

方針で臨まれるのか、当局のお考えをお尋ねいたします。

次に、発注業務を行う市側の問題について触れたいと思います。

工事発注にかかわる部門においては、設計、積算等の業務に相当の時間

を要し、近年、コンピューターの導入、あるいは設計委託などによって改

善はされているものの、まだまだ残業も多く、一定の能力を有する技術職

員が不足しているのではないか。そのことによって正確な設計、図面の

チェック、正確かつ迅速な積算等に支障を来していることがあるのではな

いか。こう感じるのは私一人ではないと思います。こうした現状であるた

めに、建設業者への指導に問題が生じたり、発注の遅延によって年間を通

じての公共工事発注の平準化ができにくくなったりして、そのしわ寄せが

業者の方に来てしまうというようなことがあってはならないと思いますが、

工事発注にかかわる部門の技術職員の数は現在何人で、ここ数年ではどの

程度増えているのか、まずお伺いしたいと思います。

確かに行政改革は時代の要請でもあり、着実に実行していく必要があり

ますが、だからといって必要な部門に職員を適正に配置することは、決し
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てそれとは矛盾しない大変重要なことだと考えます。営繕課におきまして

は、新規採用職員を受け入れて研修指導するという業務もあり、必然的に

所定の仕事を処理する時間も不足しがちであるやに聞いておりますが、こ

の辺の事情も踏まえた上で、公共工事発注にかかわる技術職員の配置につ

いて、もう一度見直し、検討する必要があると考えますが、いかがお考え

か、伺いたいと思います。

また、職員数の確保だけではなく、最近の施工技術、工法の進歩が格別

目覚ましい現状にかんがみまして、それらに対応する技術職員の資質の向

上も急務になっておりますが、どのような対策をとっておられるのか、お

尋ねしたいと思います。

と同時に、最近の特殊な技術、エ法に対処していくため、いわゆるトー

タルアドバイザー的な専門家を外部から受け入れるお考えはないか、この

点についても見解を伺っておきたいと思います。

以上で第1回目の質問を終わります。

〇議長 (7~野幹郎君） 加藤助役。

〔助役 (}]n藤宣雄君）登壇〕

〇助役⑳0藤宣雄君） 地元建設業にかかわります諸問題についてのご質

問にお答え申し上げます。

発注工事ごとに結成されます共同企業体、すなわち特別共同企業体の結

成につきましては、地元建設業者の健全な育成に資するということから、

共同請負制度を確立し、大規模工事、特殊工事についても受注の機会を与

えるとともに、経営の合理化、技術水準の向上を図ることを目的として結

成いたしておるわけでございますが、現在、市におきましては土木工事で

2億円、それから営繕工事で3億円以上の大規模工事を、一応の目安とし

て共同企業体を結成させておりますが、共同企業体構成員の選定に当たり

ましては、その工事の規模、技術の難易度等十分に考慮して慎重に行って

おり、地元建設業者で可能な工事につきましては、地元だけの共同企業体
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を編成しておるわけでございます。過去におきましては、小・中学校の増

改築等においてはこの方式をとっておるわけでございます。しかしながら、

地元建設業者の中には、従来共同企業体で行っていた規模の工事について

も単独で施工できる能力を持った建設業者が育っており、その技術力、施

工能力を見きわめながら、できる限り地元建設業者への単独発注ができる

ように検討していきたいというふうに考えておるわけでございます。

ご指摘の市発注工事におきます地元建設業者の請負比率が数年前に比べ

て低下しているということでございますが、確かに、平成元年度におきま

して、地元請負比率は64.3％というふうになっております。平成2年度に

おきましては、地元請負比率が54.0％となっておりますが、これは北大谷

斎場改築、博物館・プラネタリウム館建設等、大規模な工事があったため、

結果として地元建設業者の請負比率が下がったものでございまして、平成

3年度では64％というふうになっておるわけでございます。今後におきま

しては、ご指摘ございましたように、できる限り施工可能な工事につきま

しては、地元建設業者だけの選定を配慮していきたいというふうに考えて

おりますので、ご理解を賜りたいと存じます。なお、地元建設業者におか

れましても、経営の合理化、あるいは施工管理等につきまして、一層の努

力をお願いしたいというふうに考えております。

それから、技術職員についてでございますが、この数値を申し上げます

と、土木技術職員につきましては、昭和62年度 144名でございますが、現

在、平成4年度でございますが、 158名と14名増加いたしております。

また、建築技師につきましては、昭和62年度で50名でございましたが、

現在は55名というふうに増員をいたしております。特に職員の配置、ある

いは職員数の適正化ということにつきましては、職員の健康管理、あるい

は安全、術生等十分配慮し、ご指摘の点も踏まえ、今後優秀な職員の確保

に努力いたしたいというふうに考えております。

また、技術職員の研修体制についてでございますが、ご指摘ございまし
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たように技術の進歩、あるいは高度化に対応するため、毎年、全国建設研

修センターあるいは日本下水道事業団などへ職員を派遣して、資質の向上

に努めておるところでございますが、ただいま申し上げましたようにご指

摘の点も踏まえまして、今後優秀な技術職員の確保についてできる限り努

力いたしたいというふうに考えております。

〇議長（水野幹郎君） 田中俊行君。

〇田中俊行君ありがとうございました。

それぞれの質問に対しまして、かなり前向きな答弁をいただいたとは思

いますけれども、ただ、お答えいただいた中で、地元で施工可能かどうか

という判断をする際の判断基準についてお答えがなかったように思います

ので、その点を再度お尋ねしたいということと、単年度につきましては、

特殊な事情で地元の業者の請負比率が下がるというようなことは考えられ

るわけでありますが、昭和56年、 57年、このあたり10年ほど前と比べます

と、趨勢として、トレンドとして70％台から60％台へとダウンしていると

いうようなデータも出ておりますので、、今後できる限り地元の受注機会

の拡大に向けてこ百濾をいただければと思います。

それから、共同企業体を結成する目安となる金額につきまして、土木工

事が2億円、営繕工事が3億円というお答えでありましたが、この金額に

ついては常識的に考えても多少低すぎるような感がいたしますので、これ

も見直していただく必要があると私は考えますが、その辺いかがでござい

ましょうか。

それから、市の技術系職員の数と資質の向上の対策については、ご答弁

のとおり、今後もご努力をお願いしたいと思います。

それから、 1回目の質問の最後に申し上げた、トータルアドバイザー的

な、専門家の外部からの受け入れ、これは企業で言いますと、技術顧問と

いうような立場になると思いますが、こうした専門家の受け入れについて、

これもお答えがなかったように思いますので、もう一度お考えをお聞きし
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たいと思います。

〇議長 (7悶野幹郎君） 加藤助役。

0助役（加藤宣雄君） 答弁漏れもございまして、大変失礼いたしました。

1番目の住宅建設あるいはそれに類するような建築につきまして、今後

地元業者に発注すべきじゃないかというご指摘でございますが、私ども、

今後の市営住宅あるいは学校、そしてまた高度な技術を要しないものにつ

きましては、かなり大幅に、地元の業者に能力があれば、それに移管して

いきたい。地元業者をできるだけ構成メンバーとしてやっていきたいとい

うふうに考えております。

それから、共同企業体への発注の金額の見直しでございますが、これは

過去の経過として2億円、 3億円という基準でございますが、これについ

てもご指摘のように見直しをしていきたいというふうに考えております。

それから、最後のトータルアドバイザーの外部からの受け入れいかんに

ついてということでございます。これにつきましては、私ども、それにふ

さわしい資質のある人間があれば、そのように採用するかどうか検討いた

してまいりたいというふうに考えております。

〇議長（水野幹郎君） 田中俊行君。

〇田中俊行君地元業者の育成ということは、建設業だけにとどまらずに、

すべての地元産業について言えることであります。大事なことであろうか

と思いますが、今回は特にその中でも建設業を取り上げたわけですけれど

も、地元業者のメリットは、 1回目の質問で申し上げたことのほかにもい

ろいろあろうかと思います。例えば、これからの時代とくに要求されてく

る、地域に合った、地域性を有した個性と魅力にあふれた建造物、こうい

うものをつくっていく場合でも、地域の実情に精通した地元業者の方が向

いているようなこともありますし、もちろん助役からもご指摘のあったよ

うに、地元業者はみずからの技術力のアップ、あるいは施工管理能力のアッ

プ、経営合理化、こういったことにこれまで以上に一層の努力をしなけれ
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ばならないと思いますけれども、要は、結局市民のためにそのニーズに

合った、また市全体への経済効果も含めた、さまざまな波及効果がより大

きい、安くて質のいい仕事をしてもらうことが一番童要であると考えるわ

けでございまして、公正、公平という基本的な原則を踏まえながら、病院

とか文化会館あるいは博物館、こういう特殊な建造物は除きますけれども

地元業者で十分施工可能な工事については、できる限り指名の中で、地元

業者の受注機会を拡大するような、そういう方策、配慮をしていただきま

すように、ちょっとしつこいようですけれども、重ねて要望いたしまして

私の質問を終わります。ありがとうございました。

〇議長（水野幹郎君） 加藤助役。

〇助役⑳藤宣雄君） ただいまご指摘の点を踏まえまして、地元業者育

成のために尽力してまいりたいというふうに考えております。

〇議長 (7J<ff幹郎君） 暫時、休憩いたします。

午前10時23分休憩

午前10時35分再開

〇議長（水野幹郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

伊藤正数君。

〔伊藤正数君登壇〕

〇伊藤正数君政友クラブ最後の質問者になりました。よろしくお願いし

ます。

通告した4点について質問いたします。
まず初めに、業務の民間委託について、特に行政経費の低減と業務の効

率化、市民サービスの向上を目標とする私の理念を基礎にお尋ねいたした

いと思います。

質問の要点を一口で申し上げますと、第三次までの行財政改善整備計画

の中では、比較的影が薄いように感じられる業務の委託については、どの
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ように進めていかれるご計画なのか、承りたいのでございます。第二次ま

でのご計画と実績は精力的に推進いただき、十分に評価できる結果を挙げ

ておられますので、心から敬意を表しております。

まず最初に、この民間委託に対する私の意見から申し上げますと、私た

ち市民はだれ言うとなく、地方の時代というかけ声を聞いてまいりました

が、自治体は依然として3割自治、国の税制の抜本的な改革と自治体の固

有財源の引き上げがない限り、永久に3割自治が存続し、苦しい台所に放

置されたまま、個性の乏しい自治体へ転落していくのではないかと憂える

一人でございます。国の行革のこの税制改革は、ただかけ声だけで実績ら

しいものはなく、ただわずかに、豊かな暮らし部会が補助金の一般財源化

の方針を打ち出し、昨年12月、第二次答申に盛り込みました。すなわち補

助金13兆円のうち、振り当てられた3兆円だけがひもつきでなくなるわけ

で、金額の多寡よりここまで政府に踏み切らせた部会の力を評価するべき

であると思います。この部会長は、だれあろう、今日、政界のニューフェー

スとして注目を浴びている日本新党、元熊本県知事の細川護熙行革委員で

ございます。かような発想を貫く国会議員が多数いるならばともかく、現

段階ではこの3兆円は、我が国開闘以来のこと、やはり我が国の自治体は

3割自治の宿命を背負って今後とも歩み続けなければならないと思います。

自治体のこのような財源の中で、住民要望は年々増加し多様化しておりま

すが、事業費は人件費に圧迫されがちで、地方行革マニュアルによります

と、現在の財政システムを前提にして、人件費は20％未満、でき得れば

17.8％が望ましく、福岡県の太宰府市の10.9％が全国で最低、東京都の小

金井市が41.2％で全国最高と報道されております。このような財政事情下、

自治体業務委託の動向は、民間委託してよいものは、ごみ収集に代表され

る現業部門、学校給食のような継続して仕事のない業務、施設管理部門、

公務員が行う必要のない単純業務、及び企業に見習う業務委託の5本が挙

げられております。全国的には、既に望ましい結果を得ている自治体と手
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がけている自治体とで半数以上あり、これら大規模業務を含む委託が促進

されている状況だそうでございます。近くは大津市、山田豊三郎市長は次

のように話しておられます。 「税金を有効に利用し、最小の経費で最大の

効果を上げるには、民間委託、やれるものはどしどしやるべきだ。かと

いって、市の職員をいきなり首にすることはできません。この10年間で

徐々にやってきました。ごみ収集で言えば、新しくできた団地について民

間委託していき、直営の部分は職員をそのまま残して、少しずつ民間委託

の割合を増やしていきました。一方、下水道の普及に伴い、し尿くみ取り

員をごみ収集や臨Pにかわってもらいました。現在ではごみ収集の7割が

民間委託、直営は3割、し尿処理やごみ焼却は 100％民間委託です。最近

の清掃工場は高度な機械設備なので、知識の薄い市職員がやるよりも、専

門の民間の方がよいのです。民間委託には業者の信用、従業員の態度など

で会社を選び、サービス面でも民間の方が創意、工夫があって市民には喜

ばれています。昼間交通量の多い地区では、夜7時から10時ごろをめどに

収集しております」、以上が大津市の事例でございます。

一方、経費の節減では、地方自治経営学会の坂田期雄教授が、 「ごみの

収集コストは、直営でやる場合の半分ですので、同じ税金を2~3倍に生

かして使うことができるわけです。それなのに、いまだにごみ収集を民間

委託できないでいる自治体が存在するのは、反対があるからです。これま

でに民間委託してきた中でも、話し合いで決着がついたケースはほとんど

ありません。首長は、常に見切り発車でやってきています。直営と民間と

では労働時間に大きな開きがあり、労働に対する姿勢や質が違います。一

人当たりの収集量が倍以上も違うのです」と話しております。当四日市市

も、ごみ収集という大規模業務をはじめ、全部または一部を民間委託して

も、法律上支障のない公営企業もございますので、ご答弁にはこれらを含

めたものを承りたいと思います。

さらに、学校給食ですが、いま直ちに民間委託への土壌はできておりま
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せんが、現在の自校調理方式から若干の共同調理場方式に改め、直営を経

て段階的に民間委託を施行し、父母負担と市補助金等の調整が完結した時

点で委託する長期計画について研究していただくよう要望申し上げますと

ともに、私の意見の上に立って行政のお考えを承りたいと思います。

さらに、市民の施設利用で、経費の上積みを伴いますが、図書館利用時

間を改善されたいという市民要望がございます。図書館は現在、日勤する

市民が最も利用したい夜間、祝日は閉館ですから、この部分のみ民間に委

託できないものか。またニーズに対処できないか、承りたいと思います。

ちなみに、先ほどの大津市、人口21万5,000人が、給食の民間委託で市財

政に貢献した額は、 5億3,000万円から2億3,500万円と 2億9,500万円の

節減、また川口市、人口37万9,000人では、 3億6,900万円から 1億8,200

万円と 1億8,700万円の節減が報告されております。現業職員の調整が難

しい点もありますので、全国的には 5.2％が民間委託達成と報告されてお

ります。民間委託が現業部門に偏りましたが、この部門では職員の採用に

ご努力願わなければなりません。特に建設部の各課、農水水産部の耕地課、

下7柘直部、都市計画部等の技術系職員、また消防署など、私も零細ミニ企

業の経営者でございますので、同じ苦杯をなめている一人として、担当部

課のご心配がわかります。市民生活と深いかかわりある現業部門につき、

一段の自助努力をお願いするわけですが、該当部門の職員の現状と今後の

対策についてお伺いいたしたいと思います。

次は、産業廃棄物に関係する事項についてお尋ねいたします。

産業廃棄物と申しますと、反射的にまた桜地区の問題を持ち出してきた

んでないかということになりそうでございますが、今回は全市的な立場か

ら質問いたします。

お尋ねしたい要点は、名古屋市中心の中部工業圏にある四日市市は、時

間、距離的に、また地勢的に、産廃物投棄に格好の田園丘陵都市のようで、

県外からの投棄埋め立てボリュームは大量で、やがては公害発生のおそれ
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なしとしない危惧があり、今、打つべき手を打たないと後世に問題を残す

心配がございますので、県外産業廃棄物持ち込み防止を含む産業廃棄物処

理条例を定めるようお願いしたいと思います。私が承知している範囲では、

たしか一昨年、中野町の樋口溜の産廃物埋め立て跡から白濁の汚水が漏れ

て、古城川を汚染したそうで、廃棄物業者が10年以且径た埋立地の防水工

事をしたように聞いております。桜地区への投棄伏況は十分ご承知のとこ

ろで、その面積はさらに増加いたしております。

また、未確認情報ですが、西部のある地区にも新規の処分場が確保され

る過程にあるやに聞いております。これら産廃物の流れに対してはいろい

ろな意見があり、本県も他県へ持ち出しているから相身互いという中で、

愛媛県では、 「産業廃棄物適正処理指導要綱集」をつくりました。今、手

元にございますが、これによりますと、県外産業廃棄物の処理の原則禁止、

同じく処理の事前協議、同じく実績の報告をうたっております。私はこれ

らの条項も参考に、四日市市産業廃棄物処理条例を定め、県外の廃棄物埋

め立てに歯どめをかけるべき時期と判断し、この意見を堅持するものでご

ざいます。 ＇ 

申すまでもなく、産廃物埋め立て処分の確保は、知事の許認可事項で、

地元である市は、県の要請によって地元意見を回答するにすぎません。こ

の辺に条例の効力に問題があるのではないかとも思うのですが、この点も

含め、条例制定についてのご見解を承りたいと思います。

次に、以前、豊田議員がご提唱、長谷川議員がご質問の産業展示館につ

いて、ご答弁後の推進状況を承りたいと思います。富山県はこの種施設の

先進県のようで、富山市では昭和58年、高岡市では平成3年2月にオープ

ン、両施設とも視察、見学させていただきました。後者は、財団法人富山

県産業創造センター、通称高岡テクノドームと呼び、県内産業の研究開発、

情報交流の拠点として、さまざまな企画に柔軟に対応できる創造の空間、

交流の広場として建設されております。建設に至る経緯は、昭和61年に富
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山県が通産省のリサーチコア整備基本調査の対象地域に選定されたのが始

まりで、 12月に整備構想委員会を設置、 63年9月に通産省から認定、平成

元年7月工事着手、 3年2月完工いたしております。敷地は3万 8,400m2、

建物は 7,080面、一部2階建て、大展示場、主催者室、会議室、屋外展示

物、 850台駐車場等の施設で、 JR高岡駅から5分、北陸自動車道Ij叱クイ

ンターから15分、富山空港から30分の地点にございます。両館見学のまと

めで痛切に感じましたのは、この種の誘致について最も肝要だと思いまし

たことは、自然が共存する十分なスペース、大イベントでは 1,500台以上

の駐車敷地を必要とするそうであります。さらに交通利便は絶対でござい

ます。産業館という箱づくりは、今日では自治体は名人芸の域に達してお

りますが、広場に対する感覚が劣るようで、アメニティガーデンとしての

広さや施設には問題が多いように見受けました。多目的利用価値の高い広

場を構想し、市県民が常設、随時の展示、各種の大小展示館、各種イベン

トに触れ、半月は広場で家族そろって弁当が楽しめる、名実そろった交流

広場でありたいと感じたようなわけでございます。誘致は犬の遠ぼえでな

く、具体的に候補地を上げ、この事業を先導するぐらいの青写真を、東京

製ではなしに、市行政中心の頭脳集団版を試作する積極性と情熱を期待し

ますが、冒頭で質問点は申し上げましたので、これに含めてご見解を承り

たいと思います。

次に、最後の質問になりますが、都市景観条例の制定についてお尋ねい

たします。

本市は、昭和63年5月に、都市景観形成モデル都市制度の第1回モデル

都市として建設省の指定を受け、同年10月には、推進協議会を設置して、

その推進を図ってまいられたと思います。それから既に4年間、いろいろ

ご苦労のあったことと思いますが、もう徐々に条例の制定に向けて踏み

切っていただいてはどうか。ただいまどの程度まで進めていただいている

のか、また、いつごろが条例制定のめどか、まずお尋ねいたしたいと思い
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ます。

形成推進協議会のご提言を拝見しますと、都市景観条例の必要性の中で、

都市景観形成のためには単なる建築物等への景観誘導面だけでなく、公共

事業のあり方、歴史的、文化的景観資源、都市の中の緑や水の保全、育成

なども考慮した総合的な行政が求められるべきで、これらを条例として総

合化、体系化して積極的に進める必要があると提言されており、さらに都

市景観基本計画を定め、その内容を市民に公表するべきであるとも提言す

るとともに、この計画は条例によって設置される都市景観審議会の審議を

経た後、市民に公示されるべきであると提言しております。全国的には既

に37市町村が都市景観条例等を制定しており、近くでは名古屋、浜松、富

山、奈良などの各市が制定して、行政、市民一体の景観形成活動を本格的

に推進いたしております。準備不十分で見切り発車する性格の案件ではご

ざいませんので、十分ご協議いただきたいと思いますが、先に申し上げた

とおり、丸4年を経過していることでもございますので、条例の制定に向

けて促進へのご努力をお願いいたしたいと思います。

なお、これを機会に広報紙について一言。実は、モデル指定当時、これ

はめずらしい行政事項なので、市民の興味、関心から協力へ誘導する社会

心理を大切に掲載されるものと待ちましたが、今日まで一向影が薄い。広

報紙は、編集年度計画により、部局等へ紙面の割り振り、公平な紙面立て

を願っていると思いますが、この行政事項のような場合の取り扱いはどの

ようになさっているのか。都市景観形成モデル指定という市民になじみの

ない文言ですから、 ,PRに一工夫いただき、活字で読むより眺める紙面、

くどい説明より漫画解説のジャーナリズム思考も活用され、柔軟なレイア

ウトを期待いたしたいのでございます。大切な記事が多い場合は、 1ペー、

ジ丸々写真という紙面の硬直化から、記事に充当する柔軟性を、広報紙に

対するお考えを、私の素人意見の誤りを指摘されながら承りたいと思いま

す。
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以上で第1回の質問を終わります。

〇議長（水野幹郎君） 総務部長。

〔総務部長（鵜飼滋君）登壇〕

〇総疇長（鵜飼滋君） 第1点の業務の委託についてお答えを申し上

げます。

ただ、先ほどのご質問の中で、特に、学校給食、あるいはまた図書館に

ついてのご質問もございましたので、その部分につきましては、教育委員

会の方から答弁がございますので、それ以外の部分についてお答えを申し

上げたいと思います。

そこでまず、第三次の行財政改善整備計画についてお尋ねがあったわけ

でございますが、ご承知のとおり、市におきましては、第三次の行財政改

善整備計画につきましては、平成3年度を初年度といたしまして、平成5

年度までの3年間といたしているわけでございまして、これに基づきまし

て、現在、積極的に推進をいたしているわけでございます。そこで、私ど

もがこの第三次の行財政改善整備計画の樹立に当たりまして、先ほど来お

話がございましたように、まず一つは、事務事業の外部委託、そういった

問題をはじめといたしまして、事務事業の見直しでございますとか、ある

いはまた事務処理のOA化、さらにまた組織、機構の簡素、合理化、そう

いった問題について、実は7項目にわたりまして柱を立てているわけでご

ざいます。さらにそれぞれの項目について検討すべき課題を設定をいたし

ておるわけでございまして、この設定をしております課題といたしまして、

116項目にわたって課題の設定をいたしまして、今、申し上げた平成3年

度を初年度として、 5年度までの3年間でそれをやろうと、こういうこと

が市としての基本的な方針でございます。

特に、この事務事業の外部委託についてでございますけれども、この中

でさらに事務事業の外部委託につきましては、 12の業務について検討の対

象といたしましてこれを取り上げているわけでございます。この外部委託
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に対する市の基本的な考え方でございますけれども、先ほど来お話がござ

いましたけれども、一つはこの施策、サービスの水準を保持をしなきゃな

らぬということが、外部委託をするに当たっての基本的な方針であるわけ

でございますし、今日、複雑多様化する住民の需要に対処していくために、

公共性、あるいはまた広域性に留意をしていかなきゃならぬということが

二つ目の基本的な考え方でございます。そうした中で民間や地域の活力を

行政に積極的に取り入れることによって、行政体制の減量化を図っていこ

うということが、外部委託に対する市の基本的な考え方でございます。

そこで、先ほど来お話がございましたけれども、本市におきましては、

既に清掃でございますとか、あるいはまた下水関係の業務をはじめといた

しまして、各種の業務の委託、あるいはまた各種施設の管理委託化を図っ

ておるわけでございます。今後におきましても、今申し上げました各項目

ごとに問題点についての検討を加えまして、委託化の推進を図っていこう

というふうに考えておるところでございますので、その点についてのこ理

解をちょうだいいたしたいと思うわけでございます。

その中で特に清掃関係についてのお話がございました。私どもは、ご承

知のとおり、昭和61年度に公衆便所の清掃事業、さらに62年度から市の関

係施設の管理業務、さらに63年度からはし尿収集業務について、株式会社

生活環境公社に委託を開始をいたしました。その後におきまして、 JI廊氾尺

員不補充を基本にいたしながら、公社側に委託をしてまいりました。平成

3年の4月には、当初計画をいたしましたとおり、委託率が80％に達して

いるわけでございます。なお、今後におきましても、第三次の行財政改善

ー整備計画の中で、先ほど来ご指摘ございましたごみ収集、あるいはまたこ

の処理体制、そういったものについても検討を重ねていく予定をいたして

おります。同時にまた、資源リサイクルのあり方についても積極的に検討

を進めたい、このように思っておるわけでございますので、その点につい

てのこ理解をちょうだいいたしたいと思うわけでございます。
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さらに、次に、技術部門における職員の適正配置についてのお尋ねがご

ざいました。このご質問につきましては、先ほどの田中俊行議員のご質問

にも助役から答弁がありましたとおり、従来から私どもといたしましては、

職員の配置につきましては、常に事務事業に見合った適正な配置に努めて

おるところでございまして、必要な部署については、積極的に、重点的に

職員を配置をしていく、そういうことで今日まで進めておるわけでござい

ます。今後ともそういった方向についてなお一層の努力をしていきたい、

こう考えているわけでございます。

お話のとおり、先ほど来、助役からも答弁ございましたけれども、土木

技術職員につきましては、 62年度と比較をいたしまして平成4年度は14名、

建築技師につきましては5名、いうことで増員を図ってきておりますし、

同時にまたそういった事務事業の増加に見合いまして、例えば、都市計画、

建設、下水等々の関係の一般事務職員につきましても、昭和62年度と比較

をいたしまして、平成4年度におきましては33名の増員を図っておるとこ

ろでございます。したがいまして、市といたしましては、事務事業に見合っ

た適正な人員配置に今後ともなお一層の努力を重ねてまいりたい、こう

思っておるわけでございますので、ご理解をいただきたいと存じます。

〇議長（水野幹郎君） 教育長。

〔教育長伊羽武君）登壇〕

〇教育長伎羽武君） 業務委託につきましての学校給食と図書館に関

するものにつきましてお答えをいたしたいと存じます。

ご承知のように、本市におきましては、小学校40校における給食業務を、

自校直営方式による完全給食という形で実施しておるところでございます。

この学校給食につきましては、昭和60年1月に文部省体育局長の方から、

「学校給食業務の運営の合理化について」という通知がまいっております。

それによりまして、パートタイム職員等の活用であるとか、あるいは共同

調理方式であるとか、あるいは民間委託方式といったような幾つかのそう
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いった形態の中で、地域の実情を踏まえた適切な方法により、合理化を図

るよう通知を受けておるところでございます。本市におきましては、パー

トの活用を図ることによりまして、人件費等の軽減を図り、給食業務の合

理化を進めてきたところでございますが、その結果、他市に比べますと、

かなりの成果があったものというふうにも評価しております。

一方で、現代におきましては、グルメ志向といったようなものが盛んと

なりまして、食生活が豊かになり、また多様化が好まれてまいりました。

児童の食生活もさま変わりをしてきております。そういった中で、子供に

喜ばれる楽しい給食というものが要求される時代になってきたわけでござ

います。本市のように調理室が校内にあれば、調理員と教員とが連携して、

給食に関する指導面、あるいはさまざまな給食の形態を試みるといったよ

うなこともしやすくなる点、そういったような点もあるわけでございます。

また一方では、 4哨牧におきましては、特に児童が、調理員が調理をして

おる姿を直接見ることができるということも、非常に教育的な意義も大き

いものがあると考えてもおります。こういうような点からいたしまして、

本市では現在まで、自校直営による学校給食を実施してまいったわけでご

ざいます。ご質問のセンター方式による学校給食につきましても、教育委

員会といたしましては従前から検討をしてまいったところでございます。

人件費、その他の経費が安くつくといったような点の利点は十分考えられ

るわけでございますが、反面、先に述べたような自校直営方式の幾つかの

利点も損なわれるといったような結果になる場合も考えられるわけでござ

います。したがいまして、現在のところ、本市は今後もこの方式で実施し

ていきたいということを考えているところでございますが、ご指摘をいた

だきました内容につきましても、教育的意義を第一に踏まえながら、今後

もさらに調査、研究を続けてまいりたいというふうに考えておりますので、

何とぞこ酒禦を賜りたいと存じます。

次に、図書館の開館時間の延長、さらには休日の開館という点について
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でございますが、全国の市立図書館の夜間、祝日開館の状況を見てみます

と、平成元年度の調査では、夜間開館、これは午後5時以降も開館をして

いるということでございますが、この夜間開館をしているのは33.2%、そ

れから祝日開館をしておる館は12.4％といったような数字になっており、

これは年々増加の傾向を示しているところでございます。本市におきまし

ては、現在、開館時間は午前9時から午後5時まででございまして、祝日

は閉館としておりますが、ただいまご指摘もございましたように、市民か

らの要望も次第に高まりつつある現状でございますので、現在、これらの

対応について検討を進めているところでございます。

また、ご提言の夜間とか祝日開館の業務委託につきましては、図書館設

置の趣旨から見て、全面委託がはたして可能なのかどうか、あるいは受託

能力のある団体が存在するかどうか、そういった種々の問題を含んでいる

かと思います。これらを十分に今後整備しながら、また全国の動向につい

ても調査、研究しながら検討を続けてまいりたいというふうに存じでおり

ますので、何とぞこ理解を賜りたいと思います。

〇議長（水野幹郎君） 加藤助役。

〔助役 (jJn藤宣雄君）登壇〕

〇助役伽藤宣雄君） 第2点の産業廃棄物の処分についてのご質問にお

答え申し上げます。

ご指摘のとおり、産業廃棄物処理業者、あるいは産業廃棄物処理施設に

対する指導につきましては、市には直接の法的権限がなく、したがいまし

て、指導、監督権限を有する県と連携しながら対応しておるというのが現

状でございます。廃棄物問題につきましては、以前から全国的な社会問題

として各地で種々の問題が生じております。これらトラプルの状況を踏ま

えまして、国におきましては昨年10月に、廃棄物の処理および清掃に関す

る法律の全面改正がなされたところでございます。この改正の柱の一つが

産業廃棄物の管理強化でございまして、廃棄物分類、処理業者の種別の細
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分化、及び処理施設を届け出制から許可制にするなど、規制、指導の強化

が図られておるところでございます。なお、法改正に関しましては、運用

の指針となる政省令がまだ出されておりませんが、県におきましては政省

令の施行をにらみながら、産業廃棄物処理指導要綱の改正作業に入るよう

に聞いておるところでございます。

産業廃棄物をめぐる問題は、産業廃棄物最終処分場を新たに設置する段

階での問題と、それから設置後の管理、運営についての問題でございます。

市といたしましては、この問題につきまして、周辺住民の方々に対する生

活環境の保護と自然環境の保護、この二つの立場から総合的に対応してい

くことが重要であるというふうに考えておるところでございます。したが

いまして、市といたしましては、今後この問題についての条例または指導

要綱の制定ができるよう、その対応に努力いたしてまいりたいというふう

に考えておりますので、こ理解を賜りたいと存じます。

〇議長（水野幹郎君） 市長公室長。

〔市長公室長（鈴木一美君）登壇〕

〇市長公室長（鈴木一美君） （仮称）産業展示館についてご答弁を申し

上げたいと思います。

産業展示館の件に関しましては、先ほどご発言ございましたように、過

去に政友クラプの各議員さんからご質問をちょうだいをしておるところで

ございますが、現在まで産業展示館の個別の調査といたしましては、資料

収集等を重ねてきておるのが現状でございます。まだその資料収集をまと

めて、どういった形のものに産業展示館をイメージするかというところま

で至っておりません。ただ、四日市地域におきましては、将来的に高速道

路等の整備によりまして、非常に重要な拠点にもなってまいりますし、あ

るいは特定重要港湾である四日市港を擁しておるといったようなことから、

内陸型の産業の集積、あるいは全国でも有数な技術水準を有する中堅企業

の集積等もある中で、工業製品でありますとか、あるいは貿易産品を中心
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とした公益性を有する展示施設の立地可能性は、四日市にとって非常にポ

テンシャルを有するものであるというふうには認識しておるところでござ

います。

実際、昨年、全国で第1号承認されました三重ハイテクプラネット21構

想の重点整備地区であります四日市東インターチェンジ周辺の鈴鹿山麓ハ

イブリッドスクエアにおきましても、その中核的施設として、公開展示を

キーワードといたしました「四日市オムニプラザ」 （仮称）でございます

が、こういうものも位置づけられておりますし、当該地を対象として策定

いたしましたスパイラルタウン構想の中でも、 21世紀を指向した複合物流

空間の中心的施設として、展示と情報交流の機能をあわせ持つ産業情報交

流センターを展示施設として位置づけております。しかしながら、これら

はいずれも民間主導の施設として整備されるということでございまして、

具体的な整備手法等につきましては、いまだ十分な検討が進んでいないと

いうのが実情でございます。

また、今日的には新しい施策といたしまして、輸入促進を主眼といたし

まして、通産省が中心となって強力に推進しようとしております輸入促進

地域、フォーリンアクセスゾーンの制度が出てきておりますが、この中で

は輸入支援施設として会議場や研修施設と並んで、常設の輸入品展示施設

が大きく位置づけられております。このフォーリンアクセスゾーンは、 4

年の間に地域整備、施設整備に着手しなければならないという時限制度で

ございまして、国際貿易港を擁する本市としましては、港湾機能の強化に

もつながるものとして、総合保税地域の指定とともに、支援施設への各種

助成は極めて魅力的な制度でございます。ただ、このフォーリンアクセス

ゾーンにつきましては、都道府県で立地可能性調査を行うということにも

なっておりますので、県あるいは物流関係企業等とも緊密な連携をとりな

がら、先ほど申し上げました総合保税地域の指定に向けての努力を積み重

ねていきたい。その中におきまして、この産業展示館のあり方につきまし
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て、これまでは具体的には商工部の方で所管をして資料収集に当たって

おったわけでございますが、先ほどご質問の中でご指摘がございましたよ

うに、単なる展示施設の箱物だけを整備して足りるというふうには考えら

れません。したがいまして、市の今後の発展に資する方向での産業展示館

のあり方、こういったコンセプトをできるだけ早急に取りまとめて、その

設置場所等につきましても、具体的に検討を加えてまいりたい。かつ、財

政的にも、どういった手法でどういった制度を取り入れるのが、有効に建

設に向かっていけるかというふうなことを、できるだけ早期に結論をつけ

ていきたいというふうに考えておりますので、こ理解を賜りたいと思いま

す。

〇議長（水野幹郎君） 都市計画部長。

〔都市計画部長（山田稔君）登壇〕

0都市計画部長（山田 稔君） 最後、 4点目の都市景観形成の推進につ

いて、景観条例の制定のめどについてのご質問にご答弁させていただきま

す，

近年、都市づくりにつきましては、都市基盤の効率的な整備ということ

にとどまらず、市民に安らぎと潤いを与えるアメニティ、快適性を重視し

ました都市環境の整備というものが求められているところでございます。

このようなことから本市におきましても、諏訪新道の街路緑化、近鉄四日

市駅北口のモール化、中央通りの電柱、電線の地中化、国道1号のキャプ

化事業など、さまざまな景観事業にこれまで取り組んできたところでござ

います。ご質問の中にもございましたが、今日、公共事業による景観整備

にとどまらず、民間建築への景観誘導、歴史的、文化的景観資源、あるい

は都市の中の緑や水の保全、育成なども考慮した総合的な行政が求められ

るべきであり、これらの景観条例として総合化、体系化して積極的に進め

る必要があるわけで、平成6年3月には議案を上程させていただき、議員

各位のご審議を仰げるように準備を進めているところでございます。
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なお、条例に基づき景観行政を実施するについては、市民や事業を行う

方々のご協力が不可欠であり、この制度に魂を入れていくのは住民自身で

あり、今しばらくはそういった点での啓発に力点をおきまして、景観に対

する住民意欲の醸成に努めたいと考えております。

また、広報紙の活用につきましてご提案をちょうだいしましてありがと

うございました。これまでにも特集を企画し、啓発に努めてきたところで

ございますが、今後はより一層工夫をこらしまして、景観行政の重要性を

アピールすることにより、住民意識の醸成につなげたいと考えております。

よろしくこ理解をちょうだいいたしたいと思います。

〇議長 (7~男幹郎君） 伊藤正数君。

〇伊藤正数君 ご答弁ありがとうございました。

4点質問させていただきましたが、 1点目は自分の私見で申し上げまし

たが、 2、3、4点目につきましては、政友クラプの意見として申し上げ

たつもりでございますので、私が今から再質問をさせていただきますが、

漏れておる点がありました場合は、関連質問があるということを踏まえて

お聞きをいただきたいなと、このように思います。

まず1点目の業務の民間委託につきましては、今の現状をお聞きしたわ

けではございませんで、今後、民間委託の範囲をどのように広げていくつ

もりかということをお尋ねしたわけでありまして、ただ給食でありますと

かし尿くみ取り、それは他市ではこのようにやっておりますよという例を

取り上げたわけでありますので、今後とも、私の申し上げたいのは、節減

するものは節減をしていただき、増やしていただくものは増やしていただ

きたい、こういう趣旨に立って質問を申し上げたわけでありますので、今

後とも十分研究をしていっていただきたいなと、このように思います。

教育長に1点お尋ねというよりも、後で資料を提出していただきたいと、

こう思いますが、今まで給食で民間委託をしてきて実績を上げてきている。

どのような実績を具体的に上げてきているのか、この場でなくても結構で
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ございますので、後ほど資料をいただきたいな、このように思います。あ

くまでこれ、民間委託を給食とか環境面に絞って申し上げたわけではない

と。

それから、先ほど質問しました中で、公営企業でもこういったことが可

能な部署があるんではないかということをご質問申し上げましたが、それ

に対するご返事がございませんでしたので、この辺はお聞きをいたしたい

なと思います。

それから、図書館の夜間、祝日の時間延長等利用でありますが、これは

前々から言われておったということでありまして、これを民間委託してい

く気がないのかということをお聞きしたわけでありますが、先ほどの教育

長のご答弁は、今までと何ら変わりがないなと、このように私は受けとめ

ましたので、民間委託していく気があるかないかというじゃなしに、民間

委託をした場合はどういうふうになるかということを、今後の研究課題と

していっていただきたい。そのことについて再度、しつこいようでありま

すがご答弁をいただきたいなと、このように思います。

それから、 2点目の産業廃棄物処理条例でありますが、今現在では非常

に難しいということは、わかっておって質問したといったらしかられるか

わかりませんが、あくまでも県の許認叩騨項であることは十分わかってお

りますから、県の指導を待っておって四日市市は対処していくんじゃなし

に、四日市市としてどうしていくのかということをお聞きしたわけであり

ますんで、今後研究課題というんじゃなしに｀そういった点を踏まえてご

答をいただきたいと、このように思います。

なぜかと申し上げますと、地元の現状を申し上げるわけでありませんが、

法に照らして、桜地区の今の滉伏、確かに法的にはいいかもわかりません

が、あのように山積みになっておりますコンクリートの破片、また桜新町

の住宅の西側に山積みになっておりますものが崩れてきた場合、市民の安

紐生を考えるのは市当局にあるんじゃないかなと。崩れてきた場合の責任
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を問われた場合、市として、何と言いますか。 「県の許認可事項であるか

らうちには関係ありません」ということは言えないと思いますから、そう

いった場合の四日市市はどのような対処を考えておられるかということを、

これもお聞きをいたしておきたい。

それから、ご答弁にありましたように、県の動向を見ながら廃棄物処理

条例をつくっていくというようなお考えでありましたが、県の姿勢を見る

んじゃなくして、四日市市はこうしていきたいと、はっきりと姿勢を打ち

出していただきたい、このように思います。

それから、これは最終処分場でありますが、県へ許認可の申請する場合

に、四日市市を通っていきます。そのときに四日市市長は、市長の意見書

をつけられるわけでありますから、その中で反対するものは反対、はっき

りした態度を打ち出していただくとともに、反対なら反対で最後まで努力

をしていただきたいな、このように思います。私としては、鈴鹿山麓研究

学園都市構想の中にある場所でありながら、あのような現状は非常に残念

である、このように思っておりますので、その点を踏まえてもう一度ご答

弁をお願いをいたしたい、このように思います。

3点目の産業展示館につきましては、たしか昭和63年3月、豊田議員が

議場の中で発言されましてから既に4年がたっておりますのと、そのとき

の答弁からだんだん前進ではなく後ろ向きの答弁になってきておる、これ

は私の勝手な判断かもわかりませんが、例えば、 3回目の豊田議員の追跡

質問の中で、 「津に今つくっておるから」、というような発言も出てきて

おります。よそにつくれば四日市はやめか、こういうふうな、これは私の

勝手な考えかわかりませんが、そういうことも出てきますので、今後とも

前向きに一生懸命取り組んでいただきたいな、このように思います。これ

は要望として申し上げておきます。

それから、都市景観条例につきましては、前向きなご答弁ありがとうご

ざいました。ひとつよろしく努力をしていっていただきたい。私たちでで
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きることは、私たちなりに協力をさせていただきますとともに、ただ言え

ますことは、条例をつくっただけではいけませんので、条例をきちっと、

中身を把握しながら、やはり指導していく職員を配置しなけりゃならない

ということと、職員を配置するということは、財政的な裏づけが要るとい

うことになりますから、この辺は要望でありますが、財政部にその点をよ

ろしくお願いをいたしまして、再度、先ほど申し上げた点についてご答弁

をいただきたいなと、このように思います。

〇議長 (7.fQ野幹郎君） 総務部長。

〇総務部長（鵜飼滋君） 第1点目の外部委託の中で、先ほど来ご答弁

申し上げたわけでございますが、私どもは先ほど申し上げたとおり、第三

次の行財政改善整備計画の中で、 12業務についてその検討対象としておる

ということを申し上げたわけでございますが、それは単に清掃関係だけで

はないわけでございまして、具体的に申し上げますと、例えば、下水道部、

あるいはまた水道局、商工部、さらにまた都市計画部等々、要するに行政

全般にわたった外部委託についての検討課題の設定をしておるわけでござ

いまして、したがって、そういったことについて今後、第三次の行財政改

善整備計画の中で積極的に推進していこうということは、基本的な方針で

ございますので、ひとっコ頸召を賜りたいと思います。

〇議長（水野幹郎君） 教育長。

〇教育長伎｝羽武君） 給食の面につきましては、後ほど調査をして提

出さしていただきたいと思います。

図書館の方の業務に、特に夜間業務等につきましては、全国的な趨勢も

ございますので、全面委託ということはかなり無理な点もあるかと思いま

す。現在、それがどの程度、いわゆる正規の職員との混在をする中で、読

書指導等も含めた夜間業務ができるかというのを前向きに検討いたしたい

と思っておりますので、コ頸早を賜りたいと思います。

〇議長 (7悶精令郎君） 加藤助役。
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〇助役 ("}J0藤宣雄君） 産業廃棄物の条例制定についてでございますが、

この産業廃棄物の対応につきまして、現在のままでいいのかというふうな

ことを考えますと、このまま座視しているわけにはいかないというふうに

考えておるわけでございます。県の動向を見るというのではなくて、市独

自に対応を考えていきたいというふうに考えております。現在、庁内で産

疇棄物関係のワーキンググループをつくっておりまして、その中で先ほ

ど申し上げましたように、産業廃棄物処分場が新しく設けられる場合を予

想しての対応と、それから設置されておるもの、これから設置後の対応に

ついて検討を加えておりまして、先ほど申し上げましたようにできるだけ

早い時期に制定をいたしたいというふうに考えております。

〇議長（水野幹郎君） 水道事業管理者。

〇水道事業管理者（栗本春樹君） 1点目の事務改善の問題につきまして、

公営企業についてどうかと、こういうご質問がございました。私どもも先

ほど総務部長が答弁しておりますように、行財政整備計画の中でともに議

論をしているところでございまして、水道局といたしましても、従来いわ

ゆる維持管理センター等がその対象になり得るんではないか、そういう議

論があるところでございますが、現状におきましては大変困難というふう

に判断をいたしておりまして、将来の課題として研究をしていきたいとい

うふうに考えておるところでございます。

〇議長（水野幹郎君） 環境部長。

〇環境部長（須原賢治君） 産業廃棄物の最終処分場の設置に関して、事

業者から事業計画書なり法に基づく届け出が出てくる段階で、現体制の中

でも市が意見を申し述べることができるではないかというご質問でござい

まして、ご指摘のとおりでございますので、今までもそのように意見を申

し上げてきておりますが、今後より適切な意見を、県の方に申し上げてい

きたいというふうに思っておりますので、こ理解をいただきたいと思いま

す。
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〇議長 (7J<ff幹郎君） 市長公室長。

〇市長公室長（鈴木一美君） 産業展示館に関しまして、昭和63年3月か

ら順次後退してるんではないかというふうなご指摘でございますが、決し

てそういうことでございませんで、四日市東インターから港にかけて、そ

の区域での産業展示館をはっきりした形で整備していきたいという意思を

持っておりますので、その意思に基づいて今後検討を進めてまいるという

ことでございますので、こ理解いただきたいと思います。

〔「関連」と呼ぶ者あり〕

〇議長（水野幹郎君） この際、申し上げます。

ほかの方でお願いをしたいと思います。

よろしいか。

暫時、休憩をいたします。

午前11時34分休憩

午後1時2分再開

〇議長 (7J<ff幹郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

土井数馬君。

日馬君登壇〕

〇土井数馬君 それでは、通告に従いまして順次質問させていただきます。

まず第1点目は、オープンバザール四日市に関連しましてですが、平成

4年4月4日という 4並びの絶好の機会を活用しまして、商業都市として

古くから栄えてまいりました、本市の名前の由来である歴史を踏まえまし

て、 「市」をメーンテーマとしましたオープンバザール四日市を開催して

いただいたわけでございます。初日は午後よりあいにくの小雨でしたが、

2日目は天気もよく、三滝通りの桜も満開という絶好の日和に恵まれまし

て、当初の動員目標を大きく上回る、延べ53万人という大変な人出で幕を

閉じたわけでございます。特に、今回は6カ月という短い準備期間と、こ
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ういったイベントが本市にとっても初めてのことであるにもかかわらず、

当初の目的を果たしまして、また、好評を博しながら、期間中大きなトラ

プルもなく終了しましたことは、実行委員会のスタッフ一同の皆様を初め、

ご協力をいただきました皆様のおかげと感謝いたしております。

さて、力如力に終わりましたオープンバザール四日市ですが、このイベ

ントを通じまして、本市にとって日常的にも考えていかなければならない

問題点や、将来に向けてのまちづくりの参考になるような、そんな提案も

出されたように感じております。

一つは、やはり交通の問題ではないでしょうか。特に、主要会場付近の

5日間に及ぶ終日の交通規制はかなりの混乱を生じたように聞いておりま

すし、付近の商店街や住民の皆様には特にご迷惑をかけたように思います

が、その点の対応はいかがだったのか、お聞かせいただきたいと思います。

また、駐車場問題では、市内中心部を初めとして日常的にも不足してい

る痴犬でありますので、中央緑地公園及び霞ケ浦緑地公園駐車場を開放し

まして、そこから会場付近までループバスを運行して駐車場対策をとって

いただきましたが、今後の駐車場対策や、また、交通手段としても利用で

きるのではないかと考えますので、今回のこの対策の効果のほどはいかが

だったのか、お聞かせいただきたいと思います。

さて、今回のオープンバザール四日市は、市民の触れ合いの場としての

当初の目的は十二分に果たされたように思います。しかし、このイベント

が→樹生のお祭りに終わるのではなく、継続的に地域を活性化するための

起靡ljであることを認識しなければいけないと考えます。しかしながら、

これだけのイベントを毎年開催するのは難しいかと思いますので、今回の

イベントで得られたものを生かしていくことが大切ではないかと考えます。

その点についての今後のお考えがあればお聞かせください。

今回のイベントの下地には、四日市の祭りというものと、毎月行われて

おります「なんでも四日の市」的な要素を含んでいるように思います。で
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すから、 「なんでも四日の市」を見直しながら、今回のイベントを継承し

ていくのも一つの方法ではないかと考えます。毎月 1回の市ですから、季

節折々のしゅんの市とか、月がわりに各地域の特産品を目玉にした市にし

ていくことも、今後の地域の活性化と連帯、協調につながるひとつの地域

振興施策ではないかと思いますが、こ所見をお聞かせください。

2点目の障害者福祉に関連しまして質問させていただきます。

高齢化が進む社会の中で、障害者の方の比率が年々高くなってきており

ます。障害者問題は一部の人たちだけの問題ではなく、すべての人にかか

わる大きな課題だと考えます。学校を卒業したら就職をして、自分の力で

生活をしていきたい、そんな当たり前のことが障害者の方には難しい状況

の中で、就職率は極めて低く、多くの人は授産所などへの入所を希望いた

しますが、希望する施設は定員が満杯で入れないというような状況が現状

でございます。また、小規模作業所は、地域に密着し、さまざまな障害の

方を受け入れられるなどの特徴があるものですから、どの作業所も運営資

金面が厳しく、家族への負担が大きくなり、やめていくケースも聞いてお

ります。

しかし、そのまま家にいるようでは、せっかく学校で受けた訓練がだめ

になってしまいます。障害者対策において社会復帰や就業の機会を助長す

ることは、ごく普通の暮らしのリズムを保障することであります。また、

現状において一般就労につくことが難しい重度障害者の方に対しても、福

祉施設において職業的リハビリテーションを行うことにより、一般雇用の

場が確保できると思います。ですから、今後も授産所等の福祉的就労の場

の整備拡充が必要かと考えますが、こ百f見をお聞かせください。

また、小規模作業所や授産所については、健全な運営が図られるように、

補助金の見直しについてもお願いしたいと思うわけです。

そして、それに関連しての問題ですが、現在、各作業所において行われ

ております授産の中で、タオルの箱詰めやゴムのばり取り、あるいは廃品
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回収やアルミ缶集め、野菜づくりなど、多種多様でございます。しかしな

がら、どれもエ賃は安く、月平均 4,000円から 5,000円と聞いております。

この金額では、旅客運賃割引制度等を利用いたしましても、電車やバスで

通っている方は交通費の方が高くなったり、また、昼食代にも足りない場

合が珍しくございません。もちろん、作業所の主な目的は、物をつくる喜

び、生活指導と訓練、そして仲間づくりでありますし、また、指導員や地

域の人、ボランティアの人たちとの触れ合いやレクリエーション、そして

コミュニティーケアの拠点であると私は考えております。

ですから、働くことだけが作業所の目的ではございませんが、作業その

ものも作業所活動の一つの大きな柱と考えております。大人が働いている

のですから、せめてそれにふさわしいエ賃を考えているわけですが、一つ

何十銭、あるいは1円単位の仕事ですから、数をこなさなければなりませ

んが、納期の関係で、本人たちを抜きにして、指導員やボランティア、ま

た、親が慌てて仕上げているのも現実です。

しかし、本人たちは、働くことにより賃金が得られるということで、よ

り勤労意欲がわき、通所をしているわけでございます。昼食代や交通費等

で働いた賃金以上に経費がかかるようでは、勤労意欲も失われるのではな

いでしょうか。働くことがリハビリにもつながるわけですから、そういっ

た勤労意欲を高める上でも、作業日数に応じた作業報奨費、あるいはそう

いった昼食代の補助等も必要かと考えておりますが、ご所見をお聞かせく

ださい。

また、廃品回収やアルミ缶集めについてですが、これは岐阜県中津川市

での例ですが、廃品回収をリサイクル活動として位置づけまして、地域へ

の奉仕的、そして役立つ授産ということで、補助金を出しております。ま

た、野菜づくりにつきましても、北海道の上川郡の精神薄弱者更生施設で、

地域の農業者の方とともに低・無農薬農業を実践いたしまして、農産物の

個別宅配を行うなど、就労先が限られている障害者の方たちの自立に役立
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てております。

ですから、本市におきましても、環境リサイクル問題が市民的な課題と

なっている今、社会的授産という意味でのご支援も考えていただきたいと

思います。

そして野菜づくりにつきましては、土に触れ、そして収穫を喜ぶという

人間の本来の姿であり、リハビリにも非常に役立つと伺っております。本

年度よりふれあい農園整備事業を開始していただいたわけですが、このふ

れあい農園を施設が自由に活用ができるようにご配慮をいただきたいと思

います。そして、作物の栽培、育成に関しましては、農業研究指導所によ

る指導をぜひお願いしたいと考えますが、いかがお考えか、お伺いしたい

と思います。

3点目は、児童福祉についてお尋ねいたします。

我が国の出生数は年々減少の一途をたどっており、このような低出生率

が今後も続きますと、西暦2000年以降の日本の人口の減少は急激となりま

して、当然高齢化は加速すると考えられます。もちろん、人口形態の変化

自体には功罪はございませんが、経済とのかかわりから見ますと、相対的

に需要が減少いたしますし、労働力不足や労働者の高齢化、また、高齢者

扶養負担の増大、そして経済成長率の鈍化などが考えられますので、恐ら

く経済並びに財政全般からしますと、好ましくない結果を招くであろうと

考えられます。

このような出生率の減少にはさまざまな要因があり、一概には申せませ

んが、その原因について厚生省の人口問題研究所の調査によりますと、

「子育てにお金がかかる」 「教育費が高い」 「育児の肉体的、心理的負

担」 「家が狭い」などの理由が挙げられております。未婚化や出生率の低

下が続く背景には、ただいまの原因を含め、結婚したくともしにくい状況、

あるいは子供を産みたくても産みにくい状況があると考えられます。もち

ろん本市におきましても、健康で心のかよう福祉のまちづくりに基づき、
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積極的にそういった環境整備に取り組んでいただき、感謝をしております

が、このように人々の結婚や出産をためらわせている社会経済環境を改善

する政策努力が、広い意味での福祉政策の一環と考えられますが、いかが

お考えか、ご所見をお聞かせください。

本市の児童福祉、特に保育施策についてですが、本市における就学前ま

での児童、いわゆる要保育児童は、出生数の低下を反映してか、年々減少

傾向にございます。特に平成に入りまして、元年度より 2年度は 1.4%、

また、 2年度から3年度にかけましては 2.5％と、昭和60年代の毎年1%

未満の減少率から見ますと、今後も憂慮すべき状態が続くと考えられます。

そんな中で平成3年度を見てみますと、要保育児童数は約1万 8,600名

で、本市の積極的な保育サービスの整備充実のおかげによりまして、約

9,000名力湘ミ育園か幼稚園で保育を受けております。残りの 9,600名以上

の子供が家庭で保育をされております。本年の3月に本市の市職労が市内

の公立保育園の保護者を対象にしたアンケートが出ておりましたが、 「保

育料値上げをやめてほしい」がトップで、以下「入園手続を簡単に」など

となっていました。これは現在保育園を利用している方だけのアンケート

ですが、先ほどの幼稚園にも保育園にも行っていない 9,600人の子供の家

庭の中にも、金銭的な理由で入園をあきらめたケースもあると伺っており

ます。もちろん、本市の保育園や幼稚園の料金が高いのか安いのかは、そ

れぞれの見方や考え方がございますので、一概には申せませんが、社会扶

養の視点から、少なくとも金銭的に子供の保育場所が左右されるようなこ

とがあってはならないと考えますが、この点はいかがお考えか、お聞かせ

ください。

さて、もう 1点ですが、最近の家庭の形の変化、例えば核家族化や少子

化、また、世帯人数の減少などにより、家庭での養育機能が低下しており

まして、親か育児の肉体的、心理的負担を挙げていることは先ほども申し

ましたが、以前は大家族や地域社会の中で得られた子育ての情報が、今は
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得られないために、そういった負担が出てくると思います。ですから、今

後はこういった負担を軽減する役割も保育所には必要だと考えております

ので、今後の保育所はよりオープンなものとして、子育て相談や子育ての

翅愛体制の充実など、地域の母子全体の福祉資源としで活用することが大

切だと思います。

また、今日、これだけの電波や活字による情報が流れておりましても、

悩みや相談は個人的なものが多く、保母さんによる対面コミュニケーショ

ンがー番頼りになると考えられます。しかし、瑯伏の人員を見てみますと、

とてもそこまでの配慮はできそうにございません。ですから、地域の子育

てセンターとするのであれば、保育者の資質向上はもちろんですが、子育

ての悩みや相談の一つ一つにゆとりある対応ができるよう保母定数を増や

すことが必要かと考えますが、この点いかがか、お考えをお伺いしたいと

思います。

4点目の三重県衛生研究所移転とP3実験室設置のその後の経過につい

てお尋ねいたします。

'3月議会におきましても多数の皆様がこの問題に触れられたわけですが、

その後も新聞、テレビ等で、 P3実験施設の安全性の問題だけにとどまら

ず、生物災害、いわゆるバイオハザードの問題等も取り上げられておりま

す。それゆえ、 P3実験施設を伴う衛生研究所移転問題については、市民

の皆様も高い関心を示すとともに、今後の動向を非常に気にかけておりま

す。

バイオハザードは、病原微生物がバイオ研究機関などより漏出すること

により発生する生物災害のことです。相手が細菌ですから目に見えません

し、漏れたりしましても検出が容易でないと、専門家の皆様は指摘してお

ります。これはオーストラリアのバイオハザードの例でございますが、 P

4実験室で排気フィルターのつけ忘れにより、ニューカッスル病ウイルス

が漏出し、研究者が感染したと報告しております。また国内では、昨年1
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月に、筑波の衛生研究所において、実験用の猿に、猿水痘様ヘルペスウイ

ルスによる原因不明の大感染事故が発生しており、ウイルスが空気伝染し

たらしいと同研究所は発表しておりました。

また、衛生研究所におきましては、さまざまな分析を行う際にいろいろ

な試薬品を使用いたしますが、その際にニトロソグアニジンやジアゾメタ

ンという発がん性の高い薬品を使用するとも聞いております。昨年12月に

は、神奈川県の水がめでございます相模川から発がん性の極めて高いトリ

クロロエチレンが検出されており、何十年も前に土壌に溶け込んだ毒物が

地下水にしみ出し、河川に流れ込んだ可能性もあると新聞で言っておりま

す。

以上の例からも、万全を期しましても、人為的なミスや原因不明の事故

を 100％防止することは不可能と考えます。今回の安全性検討委員会にお

きましてはこの点いかがお考えなのか。また、専門家の間でも、同委員会

の安全性における検討の中身を公開してほしいという声が強まっておりま

すし、市民の間でも、委員会を公開してほしい、そういう声があります。

ですから、現時点での委員会の内容と進行ぐあいをお聞きしたいというこ

とと、委員会の公開についてのこ所見をお伺いしたいと思います。

さて、もう 1点ですが、三重大医学部の坂本教授が、三重大学に設置し

ている施設において、 P3レベルの実験に、昨年までの段階では、ランニ

ングコストの関係で、整備されてから今まで一度も稼働していなかった。

そして、もし衛生研究所より申し出があれば、同施設をP3レベルの実験

に利用することは可能であると答えておりました。また、同じく三重大医

学部長の水本教授は、本学部が保有する施設はP3レベルの実験も可能な

ように設計されておりますが、これまで一度もP3レベルの研究に用いた

ことはありませんとも言っております。

以上の学識経験者からの意見を考えますと、 P3施設の必要性さえ問題

になってくると思います。どうしてもP3実験室が必要であるなら、三重
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埓の施設の視察等をさせていただき、 P3レベルの実験に同施設を活用

する方法を、同大学と県と十分協議をいただけるのではないかと考えます。

そういったところからも、わざわざ本市にP3施設を建設する必要もない

と思いますが、この点いかがお考えなのか、ご答弁をいただきたいと思い

ます。

1回目の質問を終わらせていただきます。

〇議長 (7燭幹郎君） 商工部長。

〔商工部長（米津正夫君）登壇〕

〇商工部長（米津正夫君） 1点目のオープンバザール四日市に関連いた

しまして、 3点ほどご質問をいただいたわけでございますが、まず、平成

4年4月4日、 5日の2日間にわたりまして開催いたしましたオープンバ

ザール四日市は、大きなトラブルもなく、成功裏に終了できましたことは、

議会の皆様を初め関係各位、住民の皆様のご理解とご協力のたまものと厚

く御礼を申し上げます。

それでは、ご質問にお答えしたいと思いますが、まず1点目の交通規制

に・よる混乱についてのご質問でございますが、中央会場におきます交通規

制の期間が、準備、後片づけを含めまして5日間の長期にわたったために、

商店街とか銀行、郵便局など日常生活に密着した商業、業務地域であるだ

けに、市民生活にご迷惑をおかけしたものと存じており、ご協力に対しま

して厚くお礼を申し上げたいと存じております。

今回の交通規制に当たりましては、警察当局との密接な打ち合わせに基

づき、地区自治会の会合での説明、交通規制該当地区での個別訪問による

説明、広報紙、回覧文書による啓発、事前の交通規制看板の設置、そして

規制期間中にはガードマン、市職員を各要所に配置するなどの対応を講じ

てまいりましたけれども、初日には、商店街への来店者等で多少混乱を生

じました。今後は、こうしたイベントを実施するに当たりまして、自治会、

商店の方々に対して理解が得られるよう、より一層の啓発に努め、対応し

-135-



てまいる所存でございます。

次に、ループバスの運行の効果についてでございます。

オープンバザールにおきます各出店者の駐車場につきましては、市営駐

車場とか市職員駐車場を初め、付近の事業所、公園等の駐車場約 800台を

確保したところでございます。ご指摘の来場者に対しましては、極力公共

交通機関での利用を呼びかけるとともに、中央緑地、霞ケ浦緑地と会場を

結ぶループバスを各1日50往復運行いたしまして、 2日間で約 5,850人の

利用者があり、周辺における交通渋滞に対する緩和にも役立ったものでは

なかろうかと考えております。

もう 1点の今後の考え方、特に、「なんでも四日の市」に結びつけていっ

てはどうかというご提言をいただいたわけでございますが、ご承知のとお

り、昭和61年から開催いたしております「なんでも四日の市」につきまし

ては、市名に由来する市を開催し、商業活動の活性化を図り、本市のイメー

ジアップを図ることを目的に開催をしておるわけでございまして、一昨年

より諏訪新道を歩行者天国にしてイベントを実施したり、リサイクルバ

ザールを取り入れるなどの工夫を凝らした結果、一般市民の出店も増え、

出店者、来場者ともに増加の傾向にあり、毎月 1万から2万人の市民に親

しまれているところでございます。

今回のオープンバザールを契機といたしまして、今後より一層各種出店

者の増加を図るほか、イベントを計画するなど魅力づくりに努め、本市の

名物市として発展するよう努力をしてまいる所存でございますので、よろ

しくご酒禦のほどお願いをいたします。

〇議長 (7.J<j野幹郎君） 福祉部長。

〔福祉部長け寸ト一美君）登壇〕

〇福祉部長（大井一美君） 2点目の障害者福祉についてお答え申し上げ

ます。

障害者の活動の場といたしましては、小規模授産施設、通所授産、通所
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更生施設、そして障害者福祉センターを整備してきたところであります。

また、本年度におきましては、ご承知のように、千代田町に通所授産施設

の整備に着手しており、これでかなりの数と種類の施設が整備されてきた

と考えております。

障害者の活動の場は、障害者にとっても、保護者にとっても重要なこと

であり、健常者と同じように、どこかに通えるという場が必要で、一定の

リズムを持った生活が望ましく、在宅生活を余儀なくされるという状況は

好ましくないと考えております。今後につきまして、そういった観点で、

ニーズを見ながら活動の場の確保に努めてまいりたいと考えております。

次に、エ賃でありますが、エ賃はやはり作業収入によるのが原則である

と考えております。授産施設が、確かに作業という目的もありますが、現

実には、作業よりもそこに通うことの方が意味を持つという障害者も少な

くありません。したがって、通所する張り合いとか意欲を持っていただ＜

には、金銭的な問題もありますが、むしろ作業のほかにレクリエーション

や野外活動などを取り入れるといった運営も大切な要素ではないかと考え

てぉります。

そういった観点で、今回、安定的な財源と専任指導員の確保により、充

実した施設運営ができるよう、補助制度の改定を行い、総体的に大幅な補

助金の引き上げを行ったところでありますので、こ理解をいただきたいと

思います。

次に、リサイクルの問題でありますが、市内の授産施設におきましても、

空き缶の選別、圧縮作業等資源の再利用につながるものを取り入れるとこ

ろが増えております。

ご指摘のリサイクル事業等資源の有効活用につきましては、金銭補助で

なく、空き缶等が集まりやすくなるよう、何らかの支援ができないか研究

させていただきたいと存じます。

続きまして、ふれあい農園につきましては、障害者の方を中心に、老人、
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児童等が集い、土に親しみ、農作業を通じて相互交流を深めていただくと

ともに、障害者の方の社会参加を促進することを目的として本年度整備す

るものであります。

授産施設として参加していただき、施設の行事として農耕作業を取り入

れていただくことは、農園の一つの有効的な活用方法であり、さきに申し

上げました施設へ通所していただく意欲の一つにもなるのではないかと考

えております。

農園の運営に当たっては、四日市市心身障害者団体連合会と十分協議さ

せていただき、技術的な指導面においては地元の農家組合、農業研究指導

所の協力を得ながら進めてまいりたいと考えているところです。また、今

後につきまして、この運営経過を見ながら検討してまいりたいと考えてお

りますので、ご理解賜りたいと思います。

続きまして、 3番目の児童福祉についてお答えいたします。

21世紀の我が国を担う子供たちが健やかに生まれ育つための環境づくり

を進めることは、高齢化社会と並んで、今や最も重要な課題であります。

もとより問題は行政のみならず、企業、地域、さらには我々国民1人1人

を含めた社会のあり方、心の持ち方に広く、深くかかわる問題であります。

したがいまして、長期的な視点に立って、幅広く、継続的に、着実な論議

を積み重ねていくことが必要であると考えております。

次に、本市における乳幼児及び保育園の入園状況は、ご指摘のとおりで

ありますが、保育に欠ける児童については、可能な限り希望の保育園への

入園措置をとってきております。児童数の減少に伴い逓減傾向にあります

し、保育の内容も、障害児保育、乳児保育等多様な保育ニーズがあります

ので、それらの充実に努めているところであります。

保育料につきましては、所得に応じ、保護者から負担金をいただいてお

りますが、国の定める基準よりも相当低く設定し、保護者負担の軽減を図っ

ているところであります。
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また、事故や病気等不測の事態により納入困難に陥ったケース等につき

ましては、減免措置を含め、必要に応じ個々に対応しておりますので、ご

理解賜りたいと存じます。

続きまして、保育園の子育て相談機能につきましては、高齢化社会が進

展していく中で、地域共同体や近隣の社会的支援の機能も一層後退してい

くと考えられ、保育園は地域の身近な子育ての社会的支援にかかわる社会

資源の一つとして、蓄積した専門知識や設備を活用し、子育てセンターと

して地域住民への養育支援を行う方針のもとに、現在、地域の文化伝承や

老人たちとの交流事業を積極的に推進し、地域に根差した保育園を目指し

ております。

あわせて、多様化する保育ニーズに対応するため、障害児保育等の専門

的研修を段階的に実施しており、ゆとりある保育を行うために、保母の資

質向上、増員にも努めてまいりたいと考えておりますので、よろしくご理

解を賜りたいと存じます。

。議長（水野幹郎君） 環境部長。

〔環境部長（須原賢治君）登壇〕

0環境部長（須原賢治君） 4点目にご質問のございました三重県衛生研

究所の移転とP3実験室設置のその後の経過についてご答弁を申し上げた

いと思います。

ご指摘のございました衛生研究所の立地安全検討委員会というものは、

現在までに3回開催をいたしております。これまでに県から、衛生研究所

移転計画並びにP3施設の構造、取り扱い等について聞き取りをいたしま

したほか、事例として、三重県衛生研究所とか、愛知県衛生研究所などの

視察を行っております。そして、設備面と維持管理面の両面から、施設の

安紺生について、現在まで検討をいたしておるところでございます。

議員の皆様もご承知かと思いますが、 P3施設の基本的な概要について

簡単にご説明申し上げますと、微生物の拡散防止のため、実験室全体を陰
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圧にいたしまして、室内の空気は二重のヘパフィルターを通しますので、

決してそのまま室外に出ない構造となっております。さらに、実験室の中

には、微生物が実験室内に漏れ出さないために、安全キャビネットという

ものが設置されております。それから、排水はもちろんのこと、使用器具、

実験着に至るまで、オートクレーブといいまして、高圧滅菌器でございま

すが、これを使いまして、高圧で圧力をかけて滅菌処理がなされておりま

す。

検討委員会では、これらの設備面のほか、維持管理体制等について、先

進地の事例を参考にしながら、今後とも検討を進め、県が実施するとして

おります県の検討委員会の内容も踏まえまして、安全性について結論を出

していきたいというふうに考えております。

また、この衛生研究所立地安全検討委員会の公開はできないのかという

ことでございますが、当委員会におきましては、専門的な見地から、県の

示す陶器t画の安紺生とか、住民生活環境の安全性の確保の方策等につい
て純科学的に検討をいたしておるものでございますので、各委員の自由な

発言が担保されなければならないと考えております。したがいまして、検

討委員会は公開はいたしておりませんが、委員会で最終にまとめものにつ

いてはお知らせをいたしていきたいというふうに考えておりますので、ご

鴫居を賜りたいと存じます。

次に、 P3実験室は必要なのかというご質問でございますが、県は、衛

生研究所は公衆衛生の各分野で技術的に中心となる専門機関としての役割

を果たすため、 P3実験室が必要不可欠というふうにしております。また、

三重大学は国立教育機関で、衛生研究所とは本来の目的が異なり、使用頻

度も異なると説明をいたしております。

当研究所の桜への立地につきましては、市といたしましては、さきの12

月の議会でも答弁をいたしておりますとおり、衛生研究所立地安全検討委

員会での検討結果を踏まえて結論をまとめたいと考えておりますので、よ
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ろしくこ理解を賜りたいと思います。．

〇議長 (7阻野幹郎君） 土井数馬君。

〇土井数馬君 ご答弁ありがとうございました。

第1点目のオープンバザール四日市に関連しましてですが、ご答弁にあ

りましたように、主要会場付近の交通規制が5日間と長期にわたる交通規

制ですので、付近の商店街や住民の方の、本当にこ理解なくしては今回の

イベントは成功しなかったと思います。ですから、今後の交通規制のあり

方の参考にしていただくとともに、特にご迷惑をおかけしました主会場付

近の皆様へのお礼と言っては何ですけれども、オープンバザールの成功を

記念して、主会場付近の歩道の整備や記念植樹、あるいは花壇の整備等記

念事業として残すことができれば、市民の皆様にとってもよい思い出にな

るのじゃないかと考えますので、ご要望を申しておきます。

駐車場問題に関しましては、ご答弁にありましたように、かなりの効果

があったとのことですから、今後は、日常的にも市内中心部の駐車場不足

や、交通渋滞の緩和にも活用できるのではないかと考えます。そしてその

際には、両公園だけでなく、市立病院等の公共の施設の駐車場等の利用も

可能かと考えますので、もちろんその場合、 2階建てにすることによる駐

輝の倍増計画などもあわせて考えていただければと思いますが、その点

だけご答弁いただきたいと思います。

また、継続的な地域活性化の施策としまして、今回の貴重な経験が継承

されることが大切ではないかと考えますので、どうか「なんでも四日の

市」の見直しをご答弁どおり考えていただきますように、ご要望を申し上

げます。

2点目の障害者福祉についてお答えいただきましたが、今後も検討を重

ねながら施設の整備、拡充にこ努力をいただきますように、よろしくお願

いします。

小規模作業所や授産所の補助金に関しましては、特に本市の場合は、小
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規模作業所や授産所の補助金は、他市と比べましてもかなり高い水準にあ

ることは、もう十分承知しております。しかし、現在の指導員1人当たり

の平均給与は10万から14万円前後のようで、まだまだ決して満足いくよう

なことではないと伺っておりますし、そういったことを念頭に置いていた

だき、これから満足いく補助金に上げていっていただきたいなと思います

が、その点だけご答弁いただきたいと思います。

作業報奨費と昼食代の助成につきましては、エ賃は作業でという原則だ

ということですけれども、全国にも例がないとは思いますが、本市は全国

的にも障害者福祉の先進地でございますから、引き続きご検討いただき、

全国に先駆け、独自の施策を出していただきますように、これはご要望を

申しておきます。

ふれあい農園につきましては、授産に限らず、ご答弁にもありましたけ

れども、収穫祭りなどのレクリエーションの参加などを含めまして、ソフ

トの整備もあわせてお願いしておきます。

農業研究指導所による指導ですが、施設によりましては近隣の民家の、

あるいは農家の方のご好意により、独自で畑などをつくりまして、授産に

使っている施設もございますので、そういったところへもぜひご指導をい

ただきますようにお願いをしておきます。

また、福祉施設の地域的な守備範囲を考えましたときに、利用対象者が、

ふれあい農園のように老人や障害者の方が利用されるという観点からしま

しても、それらの方々の生活の行動範囲から利便性にかんがみての整備拡

充をお願いをしておきます。

3点目の児童福祉についてですが、結婚や出産をためらわせている社会

経済環境を改善するということは、子育てや教育コストの軽減、労働時間

の短縮による仕事と家庭生活のバランスの回復、また、女性の社会進出と

出産、子育ての両立支援、そして住宅、公園などの住環境の整備など、女

性の社会参加を前提にしたゆとりある生活の実現を手助けする総合的な政
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策を進めることが必要かと考えますので、今後も時代に即応いたしました

政策の推進をご要望を申し上げます。

保育施策についてですが、本市におきましては、多様化する保育ニーズ

に積極的に取り組んでいただき、本当に心強く思っております。しかし、

そういった本市の積極的な対応にもかかわらず、要保育児童数が年々減少

していく中、毎年半数以上の子供たちは保育園にも幼稚園にも入らず、家

庭で保育をしていただいているわけです。ですから、保育園にも幼稚園に

も入園させない理由を調査することにより、今後の保育施策の方向性が見

出せるのではないかと考えます。

これは秋田県の例ですけれども、大森町の第3子以降保育料全額無料、

同じく秋田県の飯田川町の5歳児の幼稚園、保育園全額無料、これなどは

人口流出と児童減少に対する保育施策の一つだと考えますので、こういっ

た思い切った方法もぜひ考えていただきたいと思います。もちろん、金銭

的な理由だけで入れないということがあってはいけないのですが、それ以

外にもさまざまな理由が考えられますので、家庭にいるこの 9,600名の子

供たちが、今後の社会経済環境を改善する一つのかぎを握っているという

ことも考えられますので、ぜひ一度、ただいま申し上げましたように、調

査をお願いしたいと思いますが、この点だけご答弁いただきたいと思いま

す。

保育所を地域の子育てセンターとして位置づけることに関しましては、

本市の保育所のこれまでの事業実績や保育内容等から見ましても、今後の

多様な育児相談等の対面コミュニケーションも十分可能かと思いますので、

ゆとりある対応と、ゆとりある保育をするためにも、資質向上は、ご答弁

にありましたように、もちろんだと思いますが、やはり保母職員の増員を

ぜひお願いしたいと思いますが、これは要望にとどめておきます。

また、地域の方がだれでもその子育て相談に利用できますように、でき

れば「子育てよろず相談所」というような看板などをかけていただくのも
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一つの方法かなと思いますので、これも要望にとどめておきます。

さて、 4点目の三重県衛生研究所移転とP3実験室設置のその後の経過

についてですが、検討委員会においても、県の示す内容も踏まえて、安全

性の結論を出していただくわけですが、具体的にはいつごろになるのか。

また、独自のこ判断も必要かと考えますが、この点だけご答弁いただきた

いと思います。

検討委員会は公開しないということですが、市長の3月議会の議案説明

の際にも、市政の運営に当たり、できる限り的確な情報を市民に提供する

とともに、自主的な市民の参加も得て、円滑に推進し、充実してまいりた

い、このようなお話がございました。ですから、先ほどの答弁の、結果だ

け公表するのではなくて、一つ一つの問題についての経過説明等がぜひ市

民に公開されますように、ご要望申し上げておきます。

さて、三重大学内の実験施設につきましては、大学と衛生研究所と使用

目的や頻度が違うということですが、本市といたしましても、ぜひ協議に

加わっていただいて、施設の有効利用の方法を一緒に検討いただきますよ

うに要望しておきます。

以上、よろしくご答弁願います。

〇議長（水野幹郎君） 都市計画部長。

0鱈計画部長（山田稔君） 中心市街地の外縁部、中央緑地とか霞ケ

漏嗅市躙院等に駐車場の基地を設けまして、そこからループバスを

運行させたらどうか、こういったご質問に対しましてご答弁をさせていた

だきます。

駐膨易の不足は全国的な傾向でございます。このような状況から、駐車

場法の改勁行われまして、昨年、平成3年11月1日から施行されている

ところでございますが、改正の主な内容といたしましては、国及び地方公

共団体に駐車場整備の努力義務が課せられたことと、整備地区内におきま

して、駐車場整備計画を策定せなければならないことでございます。した
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がって、本市におきましても、本年度中に駐車施設全般についての整備目

標や整備の基本方針を内容といたします駐車施設整備に関する基本計画を

策定しまして、市中心商業地の駐車場対策として、駐車場整備地区及び駐

車場整備計画を策定する予定でございます。

ご提言の趣旨につきましては、現在のところ、国道1号の地下駐車場、

中央通りの地下駐車場、駅西で農協の駐車場が計画されておりまして、合

計約 1,000台程度の収容の計画もございますので、今後、駐車場問題を検

討していく中での一つの考え方として受けとめさせていただきたいと存じ

ます。

〇議長（水野幹郎君） 福祉部長。

〇福祉部長は労-号庭君） 小規模授産施設の補助金、特に指導員の人件

費につきましてですが、他市の状況等を調査して参考にしてまいりたい。

続きまして、保育施策につきまして、今後未就園児等に対する意向調査

等につきまして、何らかの方法で取り組んでまいりたいと思いますので、

よろしくお願いします。

〇議長（7虹抒幹郎君） 環境部長。

0環境部長（須原賢治君） 検討委員会の結論はいつごろ出されるのかと

いう 1点についてお答えを申し上げたいと思います。

先ほども申し上げましたとおり、県は、今後、安全性等について県独自

の検討委員会というものを設置する予定であるというふうに伺っておりま

す。メンバーとかその内容についてはまだ詳しく聞いておりませんけれど

も、その検討委員会の中で、今後、立地についての調査、予測、評価とい

うようなものを実施するというふうに伺っておりますので、四日市の検討

委員会としても、それらの内容を踏まえまして結論を出してまいりたいと

いうふうに考えておりますので、出す時期につきましては、現在のところ

いつということをはっり申し上げるわけにいきませんが、ひとつこ理解を

賜りたいと思います。
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〇議長（水野幹郎君） 土井数馬君。

〇土井数馬君第1点目のオープンバザール四日市についてですが、本市

の今後のまちづくりに貴重な提言を与えてくれた今回のイベントと考えて

おります。

特に、今ご答弁ありましたように、駐車場問題を初めとする交通問題は、

ー朝ータに解決する問題ではないと思いますが、有効な土地利用と都市機

能の充実、そして生活環境の整備という点からも、順次整備いただきます

ようにお願いをしておきます。

2点目の障害者福祉につきましては、指導員の待遇改善も含めまして、

実情に即した補助金制度の見直しを常に心がけていただくようにご要望申

し上げておきます。

国連障害者の10年の最終年ということで、本市におきましても本年度予

算に記念講演会や実態調査費等がついたわけでございますけれども、これ

を機に、四日市の障害者福祉元年として新たにスタートを切っていただき

たいということを重ねてお願いしておきます。

3点目の児童福祉につきましては、調査していただくのであれば、調査

そのものが市民の皆様の声だ、そういった意識を持っていただきまして、

市政に反映していただきますように、よろしくお願い申し上げます。

広い意味で、女性が働くことにより利益を受けるのは社会というふうに

考えておりますし、また、子供が立派に育つことは未来社会が利益を得る

ものであると思っております。今後は、女性の社会参加を前提としました

ゆとりある生活の実現を手助けする、そんな総合的な政策を進めていただ

きますように、重ねてお願いを申しておきます。

4点目の県衛生研究所移転とP3実験室設置についてご答弁をいただい

たわけですが、いつになるか具体的な日はわからないということなんです

が、先ほども申し上げましたように、市民はその状況状況をいつも聞いて-

おきたい、そういった声が高く上がってきておりますもんですから、結果
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だけでなしに、常にその途中途中の経過を説明をしていただきたい、公表

をしていただきたいと、そんなふうに考えております。

公害裁判判決満20年、き＼のうの石川議員の発言にもございましたが、こ

の20年という機を決して歴史的な経験として忘れないようにしていただき

まして、本市がバイオ時代の環境保全の範を示されますようにご提言を申

し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございま

した。

〇議長（水野幹郎君） 暫時休憩をいたします。

午後1時54分休憩

午後2時12分再開

〇議長（水野幹郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

久保博正君。

玖保博正君登壇〕

〇久保博正君通告に従って質問申し上げます。

まず最初に、三重県環境保全事業団の産廃処分場についてでございます。

東西の冷戦が終わりまして、これで平和がやってくると喜んだのは私一

人だけではなかったと思うのですが、やはり冷戦は大きな傷跡を残してお

りました。一つは、主に西側陣営の経済活動による環境汚染が地球的規模

で広がっておりました。もう一つは、社会主義体制の崩壊に伴い、これま

での力による抑圧がなくなり、民族の独立運動と主導権争いから、国内紛

争が各地で発生しております。

ブラジルのリオデジャネイロで開催されました地球サミットは、地球は

我々の家であることを高らかにうたい上げまして、まずまずの成功をおさ

めることができたと存じます。しかし、先進国は環境汚染の先進国でもあ

り、動植物を絶滅に追いやった結果、人類の滅亡を招きかねないところへ

来ていることにやっと気づき、その緒についたところでございます。
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南米チリの極めて南極に近い都市では、羊の半数以上がオゾンホールか

ら降り注ぐ紫外線によって失明、あるいは何らかの目の異常が発生してお

りまして、また、人々はサングラスなしでは外出もできないという事例も

出てきております。このほか、炭酸ガスによる地球温暖化も深刻だと言わ

れますし、世界各地で何百年ぶりのと言われるような集中豪雨や、その反

対に、異常な砂漠化が報告されております。

今、世界の期待は日本に向けられておりますけれども、皮肉にも宮沢総

理は、国際貢献のもう一方のPKO法案を審議する国会のため地球サミッ

トに出席できず、サミット出席者からひんしゅくを買ってしまいました。

さらに、ビデオ放映も拒否されてしまいました。実はこのビデオで、本市

が四日市公害を克服した経緯が述べられまして、その実績をもって発展途

上国に技術移転をするというくだりがあったようでございます。本市が四

日市公害を克服したことを世界じゅうに周知徹底できる貴重なチャンスを

失ったことは、まことに残念でなりません。

ともかく、こうした時代を迎えまして、今さらながら、国際環境技術移

転研究センターを誘致された加藤市長の先見性に敬意を表するとともに、

その責任の重さを改めて痛感するものでございます。

さて、その国際環境技術移転研究センターから少し離れたところに市の

南部埋立処分場がありますが、先日そこへ行く用がございまして、誤って

西隣の三重県環境保全事業団の産廃処分場に入ってしまいました。大変大

きな規模のもので、全面にゴムシートが敷かれているのを見て、感心して

帰ってまいりました。ところがその後、中曽根元総理の山荘があることで

知られております東京都の西多摩郡日の出町の産廃処分場で、ゴムシート

が破れまして、環境汚染が進んでいることが報じられ、また、全国的にも

同様の事態が発生しているようでございます。このゴムシートが破損しな

い保証がない以上、より強固な、例えばゴムシートの上からコンクリート

で固めるといった構造に改善する必要があろうかと思いますが、今後の対
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策についてお尋ね申し上げます。

本市の水道が地下水源に依存する特殊性から、伊藤正数議員と土井議員

からも質問がありましたように、この地域は全市的な問題として取り組み

が必要でございます。かつて高野興業が進出する際、反対の意思表示をし

たことがございますが、あの時点で水源保護条例で網をかぶせておけばと

悔やまれてなりません。放置しておけば有害物質であふれ、確実に地下水

は汚染されます。一たん汚染されれば、 5年、 10年で消えるものではなく、

100年、 200年後にその禍根を残すことは避けなければならないと考えま

すが、いかがでしょうかお尋ね申し上げます。

次に、拠点都市の指定についてお尋ねいたします。

去る 5月27日に「地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置に

関する法律」という、大変長たらしい法律が実は成立いたしました。略し

て拠点都市法と言われるようであります。従来の公共投資は、薄く広く、

全国にばらまく方式がとられてまいりましたが、これでは大変投資効率が

悪いと言われまして、これを集中投資で社会資本の整備を図ろうとするも

．ののようでございます。この法律は、建設、通産、自治、郵政、農水、国

土の6省庁力ば；同で実施しようとするものですが、国際公約した、今後10

年間で 430兆円を公共投資するということも手伝って、思いがけない方向

へ進んだものと存じます。

ともかくこの指定を受けると、都市の基盤整備が一気に進み、道路、住

宅、公共下水、あるいは調整区域の有効利用といった本市が抱えておりま

す諸問題が短期間に整備される可能性は持っているようでございます。し

かも、ことし2月に示された四日市港海上アクセス拠点整備構想も大変現

実性を帯びてまいります。この構想が拠点都市法の情報に基づいて練られ

たものかどうかは別にいたしまして、大変タイムリーなものであったこと

は間違いありません。また、この指定には複数の市町村が条件になるよう

ですが、総務委員会で広域行政を進めたこともありまして、条件は十分な
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ように存じます。この拠点都市法に対する市長のこ河t見を承りたいと存じ

ます。

最後に、ノーマライゼーションについてお尋ね申し上げます。

集英社の「イミダス」という本がございますが、それによりますと、ノー

マライゼーションというのは、児童、母子、老人、障害者といったハンディ

キャップを持った人々も含めた社会という考え方であり、そのために、生

活関連施設や社会関係を援助する政策や制度を確立することが社会福祉で

ある、このように書かれてございます。

一昨年、教育民生委員会でノーマライゼーションを閉会中の勉強に取り

上げましたところ、当時の片岡助役名で各部局に対し、ノーマライゼーショ

ンを具体化するように通達が出されたことはご承知のとおりでございます。

一方、障害者の社会参加が叫ばれておりますけれども、スポーツもその

一つであろうと思います。

障害を持つ人のできるスポーツは大変限定されております。老人、婦人、

子供、そして障害を持つ人もできるスポーツに、グラウンドゴルフがある

ようでございますが、本市でも徐々にファンが増えているとのことで、大

変喜ばしいと存じます。このグラウンドゴルフをもう一歩改良してできた

ランタッチボールというものがございます。略してランボールと言います

が、現在、名古屋ランボール普及協会の会長をされている鈴木義夫という

方が発案したものです。

鈴木さんはシングルのゴルフプレーヤーで、ゴルフのすばらしさをすべ

ての人に味わわせたいとの思いから、特に老人、婦人、子供、さらに障害

を持つ人にでもプレーできるものをということから発想したそうでござい

ます。老人に親しまれておりますスポーツにゲートボールがありますが、

みずからやってみて、他人の球を打ち出す方式がゴルフとは全く異質なも

ので、これになじめず、そこで考え出したものがランボールというわけで

ございます。これがマスコミに報道されまして、全国的に普及しつつある
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ようで、名古屋ではグラウンドゴルフより奥が深いというふうに喜ばれま

して、各区に愛好家のグループが誕生しているようでございます。

ランボールといいますのは、パットゴルフとビリヤードをミックスした

ような形のス点ーツで、ゴルフと同様に長短のコースを回ります。専用の

パットで、自分の持ち球であるカラーボールを打って、カップの手前30cm

に置かれた白い球に当て、その白い球をカップに入れるもので、そこまで

の打数を競うスポーツでございます。

コースは約10mのショートホールが二つと、約50mのロングホールが二

っ、約30mのミドルホールが五つというふうになっております。用地の広

さに応じて増減は可能なようでございます。コースの幅は約5m程度で済

みますので、全体の用地は河川敷程度で済むのではないかと思います。

ともかく選択肢を多く用意することは必要でございますし、グラウンド

ゴルフをする人、またゲートボールをする人、ランボールをする人と、そ

れぞれ多様性は望ましいことでございます。

現在、河原田地区の河川敷にグラウンドゴルフ用のコースが用意されて

おりますが、余り離れているために、ゴルフのショットの練習に占領され

ているというふうに聞いております。これが中央緑地や霞ケ浦緑地、ある

いは三滝川の改修に伴い利用できる用地が確保できれば、より大勢の方が

参加できるのではないかと思いますが、いかがでしょうか、お尋ねいたし

ます。

最後に、障害者の移動に関して、 Aさんという人の例を挙げながらお尋

ねいたします。

Aさんは松本にお住まいですが、筋ジストロフィーという難病と闘って

おられます。市立四日市病院へ通院するにもボランティアの世話になるわ

けでございますけれども、車いすごと収容できるリフトのついた車しか役

に立ちません。その通院の際、急ブレーキがかけられまして、車内で転倒

して、足の指を骨折するというアクシデントに見舞われました。それ以来、
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ボランティアの人は怖がって世話をしてくれなくなったそうでございます。

ここにボランティアの限界を見たような思いでございます。

揺では、タクシーなら 1区間分の料金で行ける距離ですけれども、リ

フトつきの車を頼みますと、往復で約 8,000円かかるんだそうでございま

す。この車は当初タクシー会社に委託されておりましたけれども、利用客

が少なくて、採算に合わないことから、現在ではフットワークという会社

に変更、委託されておるようでございます。

そこで、こうした難病と闘っている人や寝たきりの方が移動する際、自

由に低料金で利用できる制度が必要になるのではないかと思いますが、い

かがでしょうか。

もう 1点は、先ほど述べました、ボランティアの限界についてでござい

ます。

ボランティアの活動をより確実なものにする方法を確立すべきときを迎

えたような気がいたします。過去3度にわたって要望してまいりましたが、

こうした事例を見るにつけ、福祉公社の必要性を痛感いたします。

私が提案しましたのは、市の福祉基金と協力企業、あるいは団体、そし

て当事者の三者で構成するというものでございましたけれども、最近、国

の方で、国、県、市の三者でという構想を示してきてぉるょうであります。

いずれにしましても、ボランティアあるいはホームヘルパーが市民の身近

な存在であるためには、民間のノウハウにゆだねることがベストであると

思うのですが、いかがでしょうか、お尋ねいたします。

以上で1回目の質問を終わります。

〇議長（水野幹郎君） 環境部長。

〔疇部長（多顛賢治君）登壇〕

0環境部長（須原賢治君） 第1点目の三重県環境保全事業団による産業

廃棄物処理場に関するご質問にお答えを申し上げたいと思います。

ご指摘の東京都西多摩郡日の出町地内の埋立処分場からプラスチックの
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可塑剤というものが下流域に漏れ出てきたことにつきましては、現在、東

京都において原因を調査しているとのことでございますが、ごみの中にま

ざっております突起物が遮水シートを突き破り、その箇所から漏れ出した

のではないかというふうに、今、考えられておるところでございます。

ご指摘の財団法人三重県環境保全事業団の小山処分場におきましては、

遮水シートの破損防止のために、突起物が遮水シートに直接当たらないよ

うにということで、石こう系の汚泥を2~3mの厚さに当てた上で廃棄物

の埋め立てを行っております。ご指摘のコンクリートで固めるのと同等の

効果が期待でき、遮水シートの破損の可能性というのはないのではないか

というふうに考えておるところでございます。

また、同事業団の産業廃棄物の受け入れ許可に当たりましては、事業団

の職員が事前に排出事業所へ出向きまして、廃棄物を無作為に抜き出して、

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定められた項目はもちろんのこと、

それ以外の項目につきましても、溶出試験でありますとか、成分含有量の

分析を実施した上で、法の基準よりもさらに厳しい事業団独自の基準を設

定いたしまして、廃棄物の受け入れ許可をしておるというふうになってお

ります。

この基準を超える廃棄物につきましては、学識経験者とか、廃棄物専門

家等で構成する埋立廃棄物審査会というのを事業団そのものが持っており

まして、そこにおいて審議をする等、周辺地域の生活環境保全に十分配慮

されているものと考えておりますので、こ理解をいただきたいと思います。

〇議長 (7悶野幹郎君） 市長。

〔市長⑳藤寛嗣君）登壇〕

〇市長傭l藤寛嗣君） ご質問の第2点の拠点都市の指定についてお答え

を申し上げます。

先ほどお話がありましたように、この国会で法案が成立をいたしました、

略して私は拠点都市法と呼ばさせていただきますが、この拠点都市法には、
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実は2本の柱がございまして、 6省庁の共管ではありますが、通産省が提

唱している業務機能の再配置と、建設省が提唱をしております都市基盤の

整備の2本柱があるわけであります。

まず、業務機能の再配置についてでありますが、ご承知のように、四日

市地域は特定重要港湾四日市港や、全国でも有数の工業集積を擁している

点、さらに近鉄四日市駅周辺に代表されます商業集積など、中部圏の西の

枢要な拠点としての基盤が既にでき上がっておるとともに、鈴鹿の山並み

から伊勢湾に至る豊かな自然にも恵まれておりまして、業務拠点地区形成

には適した都市ではないかというふうに考えております。

次に、都市基盤の整備についてでありますが、国の公共投資基本計画と

いうのがありまして、 430兆円の重点配分をするということになっており

まして、これは建設省が強力に推進をしているものでございます。重点配

分の額がどの程度かということについてはまだ明確になっておりませんが、

四日市地域のように高速道路のインターチェンジが6カ所、あるいはジャ

ンクションが将来2カ所も設置されるというような高速交通体系網の充実

する地域におきましては、ィンターチェンジヘのアクセス道路整備が、緊

急かつ重要な政策課題でございます。これを強力に推進していく上で、拠

点都市地域として指定を受けることには強く期待をいたしたいというふう

に考えております。

しかし、この指定はあくまでも知事ということになっております。した

がって、既に3月24日には知事ご本人に対しまして強く陳情をいたしたと

ころでございます。

なお、今後のスケジュールでありますが、拠点都市法は近く施行をされ

るということになっておりますが、最もポイントであります基本方針とい

うものは、現在まだ明らかにされておりません。しかしながら、 9月には

出される予定だというふうにお聞きをいたしております。この基本方針が

出されますと、知事が関係各省庁等と協議をしながら、地方拠点都市地域
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を指定をすることになるわけでございます。

したがいまして、本市としては、今後重点陳情事項の中に取り入れてお

りまして、知事等初め関係方面に対して強力に陳情をしてまいりたいとい

うふうに考えておるところでございますが、この地域指定を受けるという

ことは、実はこの地域というのは広域市町村圏、市並びにその周辺の町も

含めたことでございますので、共同で陳情いたしたいというふうに思って

おるところでございます。

ただ、この広域行政につきましては、指定の有無にかかわるというわけ

ではございませんで、さらに先へ向かって積極的かつ着実な地域整備の推

進を図ってまいりたいというふうに考えておる次第でございますので、ま

た陳情等について議会の皆様方にもお願いを申し上げますので、よろしく

お願いをいたします。

〇議長 (7阻野幹郎君） 水道事業管理者。

〔水道事業管理者偶材項閲拝t)登壇〕

〇水道事業・・理者（栗本春樹君） 第1点目の産廃処理場に関連をいたし

まして、水源保護条例を検討すべきではないかというご意見をちょうだい

いたしましたので、お答えをいたします。

この問題につきましては、既にご承知のとおり、事例といたしまして、

津市が昭和63年2月に独自に水源保護条例を制定しております。しかし、

この条例が制定されましても、津市が市域を越えて規制対象事業所を、直

接津市が規制するということはできないことは当然でございますが、津市

から水道分水をしております久居市、あるいは美里村もこれに同一歩調を

とりまして、条例化したことによりまして、津市は久居市と、それから美

里村に対して水質を汚濁しないよう要請することができるようにした、こ

ういう事例があるわけでございます。

つまり、加彰K源の保護あるいは水質の保全というものにつきましては、

当然にこのように関係する河川流域の関係市町村による広域的な相互協力
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によらなければ、その実効性は余り望めないということでございます。

また、水道法の規定では、水道事業者は、いかなる水源から取水するも

のでありましょうとも、必要なら浄水施設を設置をして、その供給する水

を常に水質基準に適合させるなど、安全性を確保する責務があるわけでご

ざいますが、本市の水の場合は浄水施設を必要としない良質なものであり

ますことは大変ありがたいことでございます。

また、取水する水の水質保全につきましては、公害対策基本法、それか

ら水質汚濁防止法等に基づきまして、汚濁防止に関する必要な措置につき

まして、関係行政機関に対して要請を行うことができると、こういう規定

になっているものでございます。

そしてまた一方、本市では、そういう法の規定にかかわらず、平素から

水源環境の変化には重大な関心を持っているところでございまして、水道

事業の見地から、単に水源の周辺だけではなくして、水源上流の産業廃棄

物処理施設のある周辺の河川につきましても、水質調査を実施するなど、

厳重なチェックを行っておりますが、現在まで、各河川とも特に異常は認

められておりません。

なお、水源の安全性確保の問題に対する国の考え方についてでございま

すけれども、国は、環境基準、あるいは排出基準等々諸法令の定めるとこ

ろによりまして、水源の確保がされているということになります。しかし

ながら、良好な水を確保するというこ．とは、全国レベルで見ましても、そ

れぞれの地域事情によって異なるものでありまして、私も単に法によって

一律に担保できる問題でもないというふうに思っておりますし、また、こ

の問題につきましては、今、国会におきましても、これはこの平成4年3

月11日の予算委員会第4分会の会議録、これを取り寄せて拝見をさせてい

ただいたわけでございますが、その中でもいろいろと議論されておるとこ

ろでございます。要は、安全な7柘彰k源の確保も、基本的には環境行政を

中心といたしまして、総合的に取り組むことが妥当であるというふうに判
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断されておるところでございます。

そして今、国におきましても水道の水質基準の見直し作業が進められて

おりますし、また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の政省令も検討さ

れている段階でありまして、近々その成案が出てまいりますので、これら

の検討結果も踏まえ、さらには、午前中加藤助役の方から伊藤正数議員の

ご質問に対するご答弁がございましたように、現在、関係部局職員により

ましてその辺の検討がされておるところでございますので、水道局もこれ

に参画をいたしまして、総合的な環境行政への取り組みの中で対処してま

いりたいというふうに思っておるところでございますので、よろしくご理

解をちょうだいいたしたいと思います。

〇議長 (7は男幹郎君） 教育長。

〔教育長伊｝羽武君）登壇〕

〇教育長伎院l武君） ただいまご質問のございましたノーマライゼー

ションに伴うスボーツに関してお答えをいたしたいと思います。

現在、スポーツ課が所管しておりますスポーツ施設につきましては、障

害を持った方も多く利用をいただいておるところでございますが、すべて

の施設が利用しやすいようになっているかという点になりますと、まだま

だ十分とは言えない点もございますので、今後の改修にあわせまして、

ノーマライゼーションという視点を考慮して改善をいたしてまいりたいと

存じておりますので、よろしくお願いしたいと存じます。

また、先ほどは久保議員からはランボールという、全く私ども初めて耳

にするスポーツをご紹介いただいたわけでございます。

従来市といたしましては、老人、あるいは障害者にも親しんでいただけ

るであろうというグラウンドゴルフであるとか、あるいはインディアカと

いったような軽スポーツの振興普及に力を注いでまいりました。最近では、

グラウンドゴルフの大会等にも多くの老人とか、あるいは障害を持った

方々にも多く参加をしていただけるようになってまいったところでござい
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ます。

先ほどお聞きしましたランボールにつきましては、先ほ邑洋しくこ喘！明

をいただいたわけでございますが、例えばスポーツ課の職員もまだやって

みたこともないという、全く新しいスポーツでございます。早速に、一度

経験をして、研究をしていきたいというふうに思っておりますが、久保議

員からもお持ちいただいた道具等もお見せいただいたわけでございますが、

将来そういった障害を持った方、あるいは老人の方々にも楽しんでいただ

けるようなスポーツの一つになるのではないかというふうにも思っており

ますので、今後十分研究を進めてまいりたいと思いますので、こ理解を賜

りたいと存じます。

〇議長（7阻野幹郎君） 福祉部長。

〔福祉部長けさト一美君）登壇〕

〇福祉部長（大井一美君） ノーマライゼーションの移動の確保について

お答えします。

障害者の社会参加の機会の増大や行動範囲の拡大に伴って、障害者の移

動におけるハンディの軽減を図ることは極めて重要な課題であります。

本市におきましても、社会参加促進の観点から、タクシー料金の助成事

業を初め、障害者が自分で自動車を運転する場合の燃料費補助、あるいは

自動車改造費の補助事業等を実施しているところであります。

また、移動手段確保の観点からは、障害者団体によるリフトバス運行事

業への助成のほか、デイサービス利用者や施設への通所者について、送迎

用にリフトバスを運行しているところであります。

しかしながら、ノーマライゼーションの理念からいえば、障害者も同じ

ように一般の公共交通機関が利用できるようになることが望ましいと思わ

れます。いずれにいたしましても、既存の制度や先進的な取り組みを行っ

ている他都市の状況等をよく研究させていただき、.. こく存じます。

また、福祉施策の充実のための福祉公社の必要性でありますが、過去の
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議会でも答弁させていただきましたように、武蔵野市の福祉公社の場合は

有償在宅サービスを実施しておりますが、これは担保物件の価格を限度に、

資産貸付制度を利用できる対象者に限られ、底辺拡大における福祉施策の

あり方を考えますと、当市において取り組むことは困難ではないかと考え

ております。

さきの社会福祉8法の改正により、社会福祉協議会は社会福祉を目的と

する事業を企画し、実施するよう努めなければならないと、その位置づけ

が明確にされ、市町村社協は在宅サービス等、公的福祉サービスの運営主

体として責任の度合いも増加しました。このような状況の中でさらに多様

化する福祉ニーズに対応するため、市社会福祉協議会では組織改革を実施

したところであります。今後も公社的機能を盛り込んだ事業の取り組みを

初め、諸事業の推進に当たるべく、社会福祉協議会の充実に向けて努力し

てまいりたいと考えておりますので、よろしくこ理解をお願いします。

〇議長 (7~野幹郎君） 久保博正君。

〇久保博正君 ご答弁ありがとうございました。

先ほどの、まず三重県環境保全事業団の場合でありますけれども、大変

底も広くて、横も大きいんですね。そうしますと、横の方はどうするんだ

ろうと。こういうふうに素人的に判断するわけであります。したがいまし

て、物を敷いてあるから大丈夫だ、横は、じゃ敷いてあるんだろうかとい

うようなこともございますし、やはり大変厳しい状況にあるんではなかろ

うかなと、こういうふうには存じます。

ただ、水源保護条例というのは大変難しいということはよくわかります。

けれども、水質管理をしているから大丈夫だというようなことではどうな

のかなと。出てきたら、もう既に遅いわけでありまして、これから何十年

も恐らく地下水に浸透するだろうと、こういうふうに思います。

特に、四日市の場合は地下水というものが、本当に貴重な市民の財産で

ございます。これを守っていくというためにも、あそこは山本前々議長が
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申されましたけれども、あそこは水がめなんだと、これは私の脳裏にぐっ

と焼きついておるわけでありますけれども、本当にそこを管理していく。

そして、そこにはそういう危険なものは入れ込ませない。これが四日市市

の果たすべき大きな役割ではなかろうかなと、こういうふうに思うわけで

す。ほうっておけば恐らく、 P3もさることながら、高野興業のような産

廃処理場も、さらにまた次から次へと来るだろうと、こういうふうに思い

ます。

先ほど加藤助役の方からもあったわけでありますけれども、産廃条例と

いうのを何かつくろうということでありますけれども、これ本当に果たし

てできるんだろうか。例えば、私が前に高野興業のときに訴えましたとき、

県の方へ行きましたら、実は日比谷公園のすぐ横に産廃処理場をつくりた

いといっても、これは必ず許可しなければならぬ、そういう法律なんだと、

こういうふうに言っておりまして、国の方がかわらない限り、どうしても

無理だというようなことでございました。したがって、四日市としてやれ

るぎりぎりの線は、水源条例というようなもので網をかぶせる以外にはで

きないんではないかと、こういうふうに思ったわけでございます。この辺

ひとつ、先ほど申されましたような産廃条例が本当に可能ならば、これほ

どありがたいことはないなと、こういうふうに存じます。

それから、拠点都市法の方でありますけれども、実はきょうの新聞によ

りますと、高速道路を建設する場合に、地元の方で負担をしていただこう

と、こういうような話が急に持ち上がってきたようであります。借金の必

要な、例えば第2名神自動車道ですと10兆円要ると。それを30年まで先へ

償還を延ばしながら、その間の利息は市の方で、あるいは地元で負担して

いただこう。あるいは先行投資で土地を確保していただこうと、こういう

ような、大変地元へ、地方自治体へ負担がどっとかかってくるような、そ

ういう考え方がどうも表へ出てきて、これを早速来年度から実施しようと

いうような意向もあるやに見受けられるわけであります。そういうことか
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ら考えましても、本当に高速道路がこれからどんどんと四日市へ入ってく

るわけであります。特に第2名神自動車道なんかをとりましても、その10

兆円の何割を負担しなければならぬのかと思いますと、大変気が重いこと

だと思います。

しかしながら、これと絡んで拠点都市法がもし導入され得るならば、ま

たこれ違った形での対応ができるんではないかなと、こういうふうに存じ

ますので、ひとつ今後この拠点都市法、また高速道路の建設の地元負担と

いうようなことから考えましても、ぜひ指定に入れるようにこ~努力のほど

をお願いを申し上げたいと思います。

それからもう 1点は、ノーマライゼーションにつきまして、これは前も

私申し上げたと思うんですが、私が申し上げた福祉公社と武蔵野市の言う

福祉公社とは、全く異質のものでございまして、しっかり勉強してもらい

たいなと、こういうふうに思います。

私が申し上げたのと、武蔵野市がやる形のものは、これは全く異質のも

ので、こんなものを私は四日市でやろうなんていうことは、ゆめゆめ考え

たことはございません。もっと本当に市民に密着したような形でこの福祉

公社が生きればと、こういうふうに考えておるところであります。

社会福祉協議会の方が組織変更したということでございまして、しばら

く見守りたいなとは思いますが、本当に市民が、特にハンディを抱える

方々が、どれほど、もっと身近なフォローを期待しているかということを

よくよくお考えの上、ご対応をお願いを申し上げたいと思うわけでありま

す。

例えば、福祉部が抱えておられるホームヘルパー、あるいは社会福祉協

議会の方が持っておられるホームヘルパー、なぜ別々になるんだと。これ

を1本にしてもっと効率的に、あるいは各地区市民センターに配置されて

というようなことも考えますと、やはりこれからもっと機能的なあり方と

いうものが問われるときに来ているんではないかなと、こういうふうに存

-161-



じます。

さらにまた、先ほど申しましたような、タクシーの補助とか燃費の補助

は、それは私も知っておるわけですけれども、ただそういうふうに、我々

が普通なら 600円ぐらいでタクシーで行けるところが 8,000円かかる。こ

の負担はどうするんだと、これはあなたは筋ジストロフィーという大きな

難病と闘っているんだから、あなたで持ちなさいというのでは、余りに冷

たいんではないか。ここのところを何とか手当てをしていただければあり

がたいがなと、こういう考え方で申し上げたわけでございます。

ひとつ今後、今ここではご答弁要りませんが、ご検討のほどをお願い申

し上げまして、私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございまし

た。

〇議長（水野幹郎君） 暫時休憩をいたします。

午後2時51分休憩

午後3時9分再開

〇議長（水野幹郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

大島武雄君

吠島武雄君登壇〕

0大島武雄君 きょうの最後になりまして、お疲れのところと思いますが、

しばらくおつき合いのほどをお願い申し上げます。

過日、皆様の温かいご支援を賜り、議員25年の表彰を賜りまして、本当

に喜んでおるわけでございます。ありがとうございました。高いところか

らではございますが、厚く御礼申し上げます。

通告いたしております順に従いましてお伺いしたいのでございますが、

発言予定の最後の、新たなFCC装置のことにつきましては割愛させてい

ただきたいと思いますので、ご了承のほどお願い申し上げます。

第1問は健康づくりの問題でございます。多くの方々がいろいろな角度
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から取り組んでおられますことは、まず健康が最も大切であるとのことか

ら始まっているものと考えております。

ご承知のように、日本国憲法の第25条には、すべて国民は健康で文化的

な最低限度の生活を営む権利を有するとございます。当四日市市におきま

しても、この精神に基づきまして、いろいろな角度でこ~努力を賜っており

ますことに敬意を表するものでございます。

人は皆生涯健康でありたいと願っておられますことを、 4月の広報に、

「健康は小さな努力の積み重ね」の中に掲載されておりました。幾ら立派

ですばらしい方針や対策を提案されましても、個人が健康であるためには、

努力が大切でございます。みずからの努力や医師の治療を受けましても、

治らない病気もございましょうが、先ほども述べましたように、みずから

が健康づくりや、健康管理に努力をする必要がございますので、その上に

、立って、なお行政といたしましてその施策が不可欠ではないかと存じます

ので、若干お伺いいたします。

一つには、健康を保ち病を防ぐためには、日ごろの予防対策が必要でご

ざいます。例えば、過去にも提案させていただきましたが、家庭薬草の推

進については、どのような薬草が望まれるのか、育て方や活用方法等不明

の点もございますが、市の健康を守るための予防対策としてどのようにお

考えか、お伺いしたいのでございます。

例えば、アロエなどは皆様もよくご承知のとおりでございます。もちろ

ん、大麻、あるいは危険なものや、あるいは害のおそれのあるものについ

ては禁止されるべきでございます。例えば春の薬草としましては、イカリ

草など、食欲不振や低血圧症によく、茎は動脈硬化症の予防に、夏の薬草

では、アマチャは糖尿病には砂糖の代用に飲む。オオバコは利尿作用が高

く、腎臓病や便秘によく、秋の薬草は、クサボテでは不眠や貧血症に、セ

ンプリは食欲増進、胃の薬として、冬には、ヤマユリは打ち身や小さなや

けどなんか、あるいはまた、ムラサキは外傷薬として効果があるようでご
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ざいます。以上はごく一例のものでございますが、多くの薬草があること

はご承知のとおりでございます。

病は早期発見、早期治療と申されますように、医師にかかる前に、まず

家庭で応急手当てをして、また、日常の常備としで活用してはどうかと考

えるものでございます。

二つには、何といいましても、日ごろの食生活が大切でございます。減

塩とバランスのとれた食事、それに1日約30種類以上の食品が食卓にとよ

＜耳にいたします。私は、加えまして、納豆は高たんぱくで、低脂肪、そ

れにネギなどを加えて食べることや、イワシもマイワシ、カタクチ、ウル

メイワシなどがございますように、野菜は薬草だと申されますように、十

分野菜も食卓に心がける必要がございます。

三つには、適当な運動やレクリエーションが大切ではないかと考えます。

屋内に、また屋外に、または山や海などもあり、幅広い問題でございます

が、今日では休日も増えつつありますし、施設の充実も含めて、市民のニー

ズに合ったお取り組みを希望するものでございます。

例といたしまして、幸いにも本市ではプロサッカーの試合が可能な施設

づくりを計画していただいておりますようでございますが、市民の多くの

方々からは大変喜ばれている一つでございます。その声の一つといたしま

して、観覧席を3万人から5万人程度と言う方もいらっしゃれば、あるい

はまた10万人ぐらいは欲しいんじゃないかと言う人もいらっしゃいます。

計画の中に十分これらの意を含めてお考えいただければありがたいと考え

るものでございます。

四つには、目の体操について促進されることも大切でございます。

ご承知のように、中国では小学生のときより、学校教育の一つといたし

ましても取り組んでおられます。目の体操は、第1節から第4節までとなっ

ておりますが、私は、中国を訪問させていただき、目の悪い方や眼鏡をか

けておられる方は珍しいくらい、中国の皆さんは眼鏡を利用されておりま
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せんでした。したがいまして、このようなよいものは学び、もっとPRす

る必要があると思いますので、目の体操につきましてのお考えをお願いし

ます。

五つには、このほか多くの対策や制度がございますが、私は市民の1人

といたしまして、健康で21世紀を迎えたいと願っている 1人でございます。

同僚の益田議員も提案をされましたように、この市民の願いを実現させる

にも、 （仮称）四日市市健康都市宣言の提案をするものでございます。過

日、 「アクティプ三重・環境保全宣言」が発表されました。大変喜んだ一

人でございます。

以上数点申し上げましたが、それぞれにつきまして、そのこ所見をお伺

いいたします。

第2問につきましては、 （仮称）四日市樹医制度の創設につきましてお

伺いいたします。

過日、地球サミットが盛大に開催されまして、全世界の注目となってお

ります環境問題に取り組まれましたことは、歴史上大きな1ページとして

残ることでありましょう。優しい地球を守ろうという活動、あるいはまた、

ヵ強＜エネルギッシュな地球、すべての生物を幸せにするかけがえのない

地球を大切にと取り組んでおられました。そして、地球を苦しめ破壊する

ようなことは許されないというような意味のことも掲げております。

私は、近年、酸性雨による被害の心配をいたしており、質問させていた

だきましたが、特にそのような被害は現在のところ見受けられないという

ようなお答えをいただいたのでございます。しかし、日本の各地にはその

被害も出ておりますが、コンクリートにかかわる被害のみならず、草木、

あるいはまた草木には被害はないように見受けられますが、それは草木が

生きる力があるからで、見えないのではないでしょうか。私は、近い将来、

樹木も枯れていく、あるいは、特に今日では家の生け垣などとして植えら

れております花や低木なども枯れているところが見受けられます。これは
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管理面や、あるいは育て方の問題もございましょう。

このようなことのないように、枯れるまでには何とか相談できる樹医制

度が創設されておりますと、こういうものを相談して、手入れや、あるい

はまた枯れるまでのその対応ができるものと考えるものでございます。緑

化推進に努力されております本市といたしましては、ぜひお取り組み願い

たいものでございます。出雲市では大変好評であるとのことでございます

ので、こ所見をお伺いいたします。

第3問につきましては、四日市商業活性化対策、 （仮称）青年あきない

塾でございます。

昨年11月にはアムスクエアが竣工されまして、四日市の商業が一歩進ん

だのではないかと思ったのでございます。この開店時にはすばらしい来客

で大変喜ばれ、新設商店も、あるいはまた既設の商店も、ともによかった

との声を聞いたのでございます。私は、時々商店街にも、アムスクエアの

中にも、店内にも、来客等の状況はどうだろうかと思いながら歩いており

ます。最近では、当初予定され、考えられておりましたような来客数より

少ないのではないかと思うときもございます。

したがいまして、このままでは商業の町として栄えてきました、その姿

が寂しささえ感じられ、もちろん、おのおのの商業者といたしましては、

それぞれ創意工夫がなされておられるのが当然と思いますが、当市といた

しましてさらなる商業の繁栄と活性化で21世紀を迎える、すばらしい町四

日市、住みたくなる町四日市を築いていただくために、私は、学者や豊か

な先輩の経験者をお迎えしまして、計画的に講習会や学習会や、あるいは

実地訓練等を含めまして、青年層の養成を計画してはどうかと存じます。

私は、それを（仮称）四日市青年あきない塾として行政が努力されてはど

うかと考えるものでございます。西宮市におきましては、大変好評を得て

いると言われておりますので、この点につきましてもご所見をお伺いいた

します。
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第4問は、農業問題につきましてお伺いいたします。

圃場整備につきましてお伺いしたいのでございますが、また改めてお伺

いしたいと思います。

日本人の主食はお米が代表的なものでございますが、しかし、近年にお

きましては、和食より洋食を好まれます方も増えてきております。本市で

は、農業に携わっておられます戸数は、平成2年度の調査によりますと

6,276戸、そのうち専業としては384戸、兼業でも第1種兼業農家が292戸、

第2種兼業農家が5,600戸であり、耕地面積では4,276ha、そのうち田は

3,087ha、畑は461ha、果樹園は728haとなっております。

農家では一段と高齢化が進み、農業も大変であると言われております。

さらに、農機具に多額の投資がされ、農業経営も困難となってきておるよ

うに言われております。農家では若者が少なく、結婚したくても、結婚相

手は農家への希望者も少ないことも悩みの一つであると聞いております。

このままでは、近い将来農業に従事されます方が減少して大変な問題にな

りかねないのではないでしょうか。後継者難の原因の一つには、年間を通

しての安定的な収入の問題が考えられるようでございます。中には、野菜

と果樹を重点的に行っておられます農家の方々もいらっしゃいますが、私

は、主食の米のことを考えた場合には、もっと改善しなければならないこ

とも多くあるのではないかと存じます。

市と農協との話し合いの中で、例えばカントリーエレベーターの設置も、

ライスセンターの処理も合理的にお取り組み願った方が、とりあえず一歩

進んだ改善策の一つではないかと存じますが、こ~見をお伺いいたします。

第5問につきましては、地元の問題でございます。

ご承知のように、塩浜地域の問題につきましては、田中武議員ともども

種々提案し、防災に、繁栄等につきまして発言してまいっております。幸

いにいたしまして、皆様のこ理解とご協力によりまして、順次改善の方向

に進みつつございます。
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なお、当地区では、新しい時代を迎えるにふさわしい勢いが不足してい

る面もあろうかと存じますが、住民の皆様方は熱心にいろんな取り組みで

頑張っております。

私は、近鉄塩浜駅西の広場整備及びエスカレーターの設置につきまして

は、再三お願いしてまいったところでございますが、近鉄の診療所が移転

された後、引き続きエスカレーターの工事も行うと聞いたことがございま

すが、しかし、ご承知のように、近鉄の診療豆iの移転は既に完了いたして

おります。したがいまして、いつごろこのエスカレーター、あるいはまた

西広場の整備ができるのか、お伺いしたいのでございます。あわせまして、

県立総合塩浜病院も平成6年度に移転されると聞いておるわけでございま

すが、駅西からの四日市西部地域を含めましたバス運行状況も計画されて

おりましたら、あわせてお答え願いたいと存じます。

最後になりましたが、加藤市長に、地元の塩浜地域をどのように改善な

さるおつもりか、お考えをお伺いいたします。地元の方々におきましては、

このことが非常に大きな関心ともなっておりますので、よろしくお願い申

し上げまして、第1回目の質問を終わります。

〇議長（水野幹郎君） 環境部長。

〔環境部長（須原賢治君）登壇〕

〇環境部長（須原賢治君） 市民の健康づくりについて、 4点ほどご質問

ございました。 3番目の運動施設と健康づくりにつきましては教育委員会

の方から答弁させていただくということで、そのほかのものについて、環

境部としてのご答弁を申し上げたいと思います。

市民の健康づくりにつきましては、市民1人1人が自分の健康は自分で

守るという認識を持っていただくことを基本といたしまして、それを疾病

予防とか健康増進の観点から支援するために、健康診査や健康教育、また

は訪問指導など、各種の保健事業を推進をいたしているところであります。

平成2年の8月には保健センターを開設いたしまして、医師とか保健婦を
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初めとする専門スタッフの充実を図っておりまして、今後とも乳幼児から

高齢者に至る総合的な保健事業を、福祉や医療との連携を図りながら、積

極的に展開をしてまいりたいというふうに考えております。

そこで、まず第1点にご指摘の薬草でございますが、薬草につきまして

は、貴重なご提言をいただいたわけでございますが、確かに市民の薬草に

対する関心というものは高まっておることは存じておりますが、その効能

とか栽培方法などにつきましては、現在既に農業研究指導所において見本

園が設置をされておりまして、市民園芸教室などを通じて市民への普及が

図られておるところでございます。

なお、保健行政といたしましても、農林部局と十分連携をして、市民の

疇フェスティバル等の機会を利用しまして、普及を図っていきたいとい

うふうに思っておりますので、こ理解をいただきたいと思います。

2点目にございました食生活対策につきましても、成人病予防の観点か

ら、大変重要であると認識しておりまして、保健行政として栄養士を配置

し、先ほども申し上げましたが、乳幼児についての栄養指導事業とともに、

成人についても、地区市民センターにおける栄養教室でありますとか、保

健センターにおける病態別の食生活講座などを実施しておりまして、また、

学校保健などにおいても、保護者への啓発に努めておるところでございま

す。今後とも一層積極的に取り組んでまいりたいと考えておるところでご

ざいます。

それから4点目に近視についてのご質問がございました。

近視につきましては、医師会の先生方の指導のもとに、学校等において、

日常生活のあり方の啓発ということや、早期治療の指導に努めておるとこ

ろでございますが、ご提言のございました目の体操につきましては、一時

J 幾つかの学校で行われたというふうに聞いておるところでございますが、

科学的な効果が見られにくいということで、現在は下火になっておるよう

でございます。
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最後に、健康都市宣言をしてはどうかというご質問でございますが、ご

承知のとおり、本市といたしましては、 21世紀を展望した四日市市総合計

画基本構想におきまして、目標とする都市像の第1に「健康で心のかよう

福祉のまちづくり」を掲げておるところでございます。

市といたしましては、これを具体的に推進するため、平成3年度を初年

度とする5カ年間の保健計画を策定いたしておりまして、これに基づきま

して、市民1人1人の自主的な健康増進に取り組む意識の啓発を基本に置

きながら、疾病の早期発見、早期治療を目的とする各種検診の受診率の向

上を初めとする保健施策の積極的な推進に努めてまいりたいと思いますの

で、こ酒禦をいただきたいと思います。

〇議長（水野幹郎君） 教育長。

〔教育長伊｝羽武君）登壇〕

〇教育長伎鹿l武君） 健康づくりについての第3番目にございました、

地域住民が健康づくりのために手軽に利用できる運動施設についてでござ

いますが、お説のとおり、近年の社会生活の変化に伴いまして、体力づく

りや晦賠阻寺に対する市民の関心も非常に高くなってまいってぉります。

市民の健康づくりに対応するための身近な施設といたしましては、市内

61小中学校の体育施設を住民に開放いたしまして、学校開放事業として地

域住民に利用していただいているところでございます。しかし、さらにこ

れらの利用促進を図るため、環境整備に今後とも努力をしてまいりたいと

存じております。

また、 1/j哨牧区1運動広場という目標のもとで、運動広場整備事業補

助要綱というものも定めておりまして、地域広場の整備に補助をしておる

ところでございます。現在、 15カ所に設置されておりますが、なおこの事

業につきましても、今後啓発努力をしてまいりたいと思いますので、よろ

しくこ理禦を賜りたいと存じます。 ， 

〇議長 (7は野幹郎君） 都市計画部長。
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〔都市計画部長（山田稔君）登壇〕

〇都市計画部長（山田 稔君） 2点目の四日市樹医制度につきましてお

答えをさせていただきます。

ご質問の緑の相談を受ける樹木のお医者さんの制度でございますが、市

民の皆様の緑に関する相談につきましては、市民相談の一環として、緑の

相談日を毎月第1、第3水曜日に設けまして、市民の相談に応じていると

ころでございます。また、県地区の農業研究指導所におきましては、毎月

1回市民園芸教室を開設し、樹木、草花の栽培育成、管理の指導を行って

いるところでございます。今後とも引き続き市民の皆様に緑の相談日等を

十分活用していただくよう、市の広報等でPRを行ってまいりたいと考え

ております。

一方、本市には、三重県から委嘱を受けた緑の相談員が1名配属されて

おり、市民の相談に応じておりますが、将来は緑に経験のある人を、市の

緑の相談員に委嘱する方法も検討してまいりたいと考えております。

また、樹木の健康を守るために、市独自に緑の保全に取り組み、市域に

生育する巨木、名木の類の生態分布調査を、平成2年度より 4年度計画で

進めておるところでございます。

〇議長 (71<.ff幹郎君） 商工部長。

〔商工部長（米津正夫君）登壇〕

〇商工部長（米津正夫君） 3点目の四日市商業活性化対策、いわゆる青

年のあきない塾につきましてご答弁を申し上げます。

昨年の11月に駅西アムスクエアがオープンし、商圏の広域化は確保され

たわけでございますが、消費の多様化、高度化等、消費購買動向の変化に

よりまして、小売業の環境は、以前のように店をつくれば売れるという環

~]→境ではなくなっておるわけでございます。したがいまして、小売商業者の

販売ノウハウ等ソフト面での内容を充実した魅力的な店舗でなければ、消

費者の支持を得ることができないという厳しい現実がございます。
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最近では、商業は単に買い物の場だけではなく、町の魅力や文化の一端

を担う暮らしの広場として大きく期待されている側面もあるわけでござい

ます。このため、小売商業者においては、以前に増して自己努力が必要で

あるという認識のもとに、熱心に研究がなされておるわけでございますが、

市といたしましても、平成2年度から継続的に商業活性化講演会を実施し、

経営者の資質向上を図ってきたところであります。

また、本年度から、ご指摘にありましたように、特に若手の経営者を対

象といたしまして、より実効が上がるべく、小人数に絞った連続講座「ネ

オあきんど塾」を開講することといたしております。これは、従来座学中

心の抽象論が多かった商業向けの研修会を、より踏み込んで、売れる商品

陳列の実習を中心とした実践的な研修を実施するものであります。特に今

回は、店舗の装飾、陳列等の具体的な技術習得と消費者の意識変化を踏ま

えた店舗責任者の意識改革を目的として、商品のゾーニングとかディスプ

レイ、店内レイアウトなど基本的事項と、消費者の購買意識の変化の現状

の習得をねらいとしております。現状店舗のチェックから、現場改善指導

及び成果発表まで6回の連続講座で、受講生も10人から15人と絞っており

ます。

今後も次代の本市商業の中核となる若手経営者の資質向上のため、諸施

策を実施してまいる所存でございますので、こ理解をいただきたいと思い

ます。

〇議長 (7悶野幹郎君） 農林水産部長。

濃林水産部長（鎌田悟君）登壇〕

〇農林水産部長（鎌田 悟君） ご質問の4番目の農業問題についてお答

えを申し上げます。

本市の農業は、米を中心といたしまして、お茶、野菜、畜産等多様な農

業が行われておりますが、農業を取り巻く状況は、ご承知のように、後継

者の減少化あるいは不足に加えまして、農業従事者の高齢化あるいは兼業
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化の一層の進展等によりまして、経営状況は一段とその厳しさを増してき

ておるわけでございますが、このような中で、先般、新聞紙上で発表され

ましたように、農林水産省におきましては、 21世紀に向けた新しい食糧、

麟、飼麟の方向を示しました、いわゆる新しい農政ビジョンを公表

いたしたところでございますが、この中で、大規模経営体の育成による生

産性の向上とコストの低減化の方向が示されたところでございます。

今後、これについての具体的な方策が国から示されてくるところでござ

いますが、本市におきましても、農業経営の確立を図るためには、経営規

模の拡大と生産コストの低減を図り、産業として自立できる体質の強い農

業を推進することが必要であると、こう考えておるところでございます。

その一つの方法として、集落を単位とした集落ぐるみの取り組みにより、

農業機械、あるいは施設への過剰投資を抑えるとともに、コストの低減を

図ろうとする集落農業が注目されておるところでございまして、本市にお

きましても、県地区を初めとして、その推進を図っているところでござい

ます。

さらに、これらの推進とあわせまして、土地基盤の整備、あるいは農業

近代化施設の整備にも努めておるところでございますが、ご質問のござい

ました大型のカントリーエレベーター、あるいはライスセンターにつきま

しては、現在市内では、農協の施設でございますが、 3カ所において稼働

しておる状況にございまして、市内の米の生産量の60％の処理をできる能

力を保有しておる状況でございます。

今後、経営規模の拡大を進める中で、これの利用増加が見込まれますの

で、さらに施設の充実を図る必要があろうかと考えておるところでござい

ます。本年度、平成4年度でございますが、新しく地区指定を受けました

農業、農村活性化農業構造改善事業で、 1カ所増設をいたしまして、処理

能力の拡大を図ろうと計画をしているところでございます。

今後も農協等関係機関との一層の連携を図りながら、低コスト農業の推
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進に努めまして、｀農業所得の向上と農業経営の安定を図ってまいりたいと

考えておりますので、よろしくこ理解を賜りたいと存じます。

〇議長 (7阻野幹郎君） 建設部長。

疇部長（西田喜大君）登壇〕

0串娃眼洒田喜大君） 近鉄塩浜駅西の整備にっきましてお答えいた

します。

塩浜駅西口広場の整備でございますが、平成元年度より事業に着手いた

しまして、用地取得、移転工事を進めてまいりました。

現在、地元の皆様に親しまれる広場をつくるために、地域の皆様のご意

見をいただきながら、実施設計の作業を進めておるところでございます。

工事は、本年度に着手いたしまして、平成5年度には供用開始を予定して

おります。工事中は何かとご迷惑をおかけいたしますが、ご協力いただき

ますようにお願いいたします。

また、西口のエスカレーターの設置でございますが、東西連絡橋を通行

する皆様にできる限り支障のないように工事を進める必要がございます。

広場の工事に引き続きまして、現在の階段を移設いたしまして；平成6年

度に完成を予定しておるところでございます。よろしくこ理解を賜ります

ようお願いいたします。

〇議長 (7~男幹郎君） 市長。

〔市長⑰廿藤寛嗣君）登壇〕

〇市長⑳藤寛嗣君） 最後に、塩浜については市長はどう考えているの

かというご質問でありますが、私は古くからの住民でありまして、行政に

携わる身としては、我田引水をやってはいかぬというふうに思っておりま

して、すべてを地区選出の議員、あるいは役員の方々にお任せを申し上げ

ておるというのが私の心境でございます。

ただ、今日塩浜地区全体を眺めてみますと、若干応勇問題で、非常に未

整備の地区ではないだろうかなと、鈴鹿山ろくから海岸まで、ずっと 1本
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外環状的な道路を楠まで通しまして、今度は楠の方から湾口へ向かって、

もう 1本南北の道路をつくっていくべきではないだろうかなというような

ことを考えております。

ただ、県立総合塩浜病院の跡地の活用の問題がありますので、これは塩

浜地区ということだけではなしに、四日市全体のことを考えまして、ここ

がいい活用の場になればというふうに思っておるところでございまして、

今後、そういった面におきまして、議員の皆様方とご相談を申し上げなが

ら、県の方に働きかけをやってまいりたいと、かように考えておるところ

でございますので、この上ともご支援をちょうだいいたしますようにお願

いを申し上げまして、答弁とさせていただきます。

〇議長 (7悶野幹郎君） 大島武雄君。

0大島武雄君 いろいろお答えいただきまして、ありがとうございました。

第1点の健康づくりにつきましては、三重県、四日市の健康状態の中で、

特に私が気になりました幾つかの病名といいますか、それが気になりまし

たので、このことを取り上げたわけでございまして、何とか市民全体が健

康で21世紀を迎えたいというのが願いで申し上げているわけでございます

ので、お含みいただきたいと思います。

例えば、慢性肝疾患、この病で亡くなられた方々は、平成2年度の調査

でいきますと、定性死亡率というんでしょうか、 10万人単位のことでござ

いますが、県の平均は4.55、四日市は 5.5とかなり多いわけでございます

し、あるいはまた糖尿病の場合におきましても、県下の平均が3.07、四日

市市民が 3.8というようなこと。あるいはまた、悪性の新生物の関係でい

きますと、 10万人単位でございますが、県が 71,-68で、四日市が78.9とい

うようなことになっております。その中でも、塩浜では 117.3、河原田が

→ 108. 7と、こういう高い数字になっておりますので、何とかこれは、地域

別にこれは病の大小あるかもしれませんが、何とか市民が健康を保って元

気に新しい時代を迎えたいというのが願いで、先ほどのようなことを質問
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させていただいたわけでございますので、どうか十分先ほどの私の質問も

こ理解いただきながら、健康に取り組んでいただくようぜひともお願いし

たいと、こういうふうに思います。

それから、都市宣言につきましては、先ほど申し上げましたように、や

はり四日市が長い間、昨日からの質問にもございましたように、公害の余

り好ましくないイメージがいまだにまだ全国的に残っているわけでござい

まして、これを何とか払拭したいというようなことから、こういう宣言を

していただいて、全庁挙げてこの健康問題に取り組んで、すばらしい四日

市になったなというようなことが全国の方釘こ浸透できるような、そうい

う対策をお願いしたい、こういうことからお願いしているわけでございま

す。ただ現在行われていることだけで報告をいただいたわけでございます

が、非常に残念な答えの内容になったように私は受け取っているわけでご

ざいまして、これから、やはりお答えいただく場合は、現在から一歩、ど

うしていったらいいかということを含めてお答えいただければ非常にあり

がたい、このように思う次第でございます。

それから、 2番目の樹医制度でございますが、これから考えられること

は、やはり酸性雨等によりまして、特に高い地域での草木などが枯れ始め

るようなことも耳にしているわけでございますので、特に出雲市などにお

きましては、いろいろ何人かの協力をいただきまして、調査をされておら

れまして、その中でいきますと、やはり多いのが5月、 6月ぐらいに一番

いろんな相談が多いということから、その対策の取り組みについて、今一

生懸命にやっていらっしゃるようでございますので、参考までに申し上げ

させていただきたいと思います。

塩浜につきましては、先ほど市長からもお話がございましたように、塩

浜の市長ではございませんが、地元に住んでいるということからちょっと

お伺いしたわけでございまして、市長の、これはやはり地元に対する熱意

というものを、地元の市民は非常に望んでいるということをお含みいただ
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きまして、これからいろいろございましょうが、ひとつ頑張っていただけ

ればありがたい、このように思っておりますので、よろしくお願いします。

あとのことにつきましては、先ほどお答えいただきましたので、どうか

市民のニーズにこたえられますように、ひとつ頑張ってこ酉濾いただけれ

ばありがたいと、このように思いますので、よろしくお願いします。

以上をもちまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうご

ざいました。

〇議長（水野幹郎君） 本日はこの程度にとどめることにいたします。

次回は、明日午前10時から会議を開きます。

本日は、これをもって散会いたします。

午後3時52分散会
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長

長
次

育

育

教

教
丹羽 武

服部美次

代表監査委員 樋尾 裕

0出席事務局職員

事務局長

参事兼議事課長

議事課長補佐

主幹兼議事係長

主 幹

主幹

長谷川昭彦

伊藤千秋

福島和幸

玉田耕士

井上紀久夫

水谷正昭

午前10時2分開議

〇副議長（堀内弘士君） おはようございます。

水野議長に代わりまして議長の職務を行いますので、よろしくお願いを

ぃたします。

これより本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員数は、 36名であります。

本日の議事については、お手元に配付いたしました議事日程第4号によ

り取り進めますので、よろしくお願いをいたします。

日程第1 一般質問

〇副議長（堀内弘士君） 日程第1、これより一般質問を昨日に引き続き

行います。

順次発言を許します。
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中森慎二君。

〔中森惧二君登壇〕

0中森慎二君おはようございます。

新風クラプの中森でございます。

議長からお許しをいただきましたので、通告に従いまして順次質問をさ

せていただきます。

まず1点目といたしましては、ごみ処理に関する諸問題についてお伺い

をいたします。

這消費、使い捨て鰍により、清掃工場の能力を超えるごみの急増、

また埋立処分場の確保困難などが全国的な傾向にあり、ごみの処理につき

ましては、全国のどの自治体もが抱える大きな問題として提起をされてお

ります。本市におきましても、年間に発生するごみの量は、他の都市と同

様に年々増加の一途をたどっておりまして、最近5年間の人口の伸びが

4.5％であったのに対し、ごみの発生量は約13％もの増加をいたしており

ます。ちなみに平成2年度のごみの量は、年間で約13万 9,000tとなって

おります。こういった状況の中、本市におきましてはごみ10％減量キャ

ンペーンの展開、リサイクル事業の調査研究、および該当リサイクル事業

への補助、ごみ問題会議の設置等、ごみ減量化に向けて積極的な対策を実

施、ご努力をいただいております。平成2年度1年間に発生したごみの量

約13万 9,000tのうち、 53.5％に当たります7万 4,300 tが焼却処分をさ

れる一般ごみでありますけれども、昭和61年の5万 4,200tに対して37%

もの増加をいたしております。ごみの全体の増加量がここ 5年間で13％増

であることを考えたときに、焼却ごみ量の37％増という数値は、いかにご

み全体の増加量の中、焼却処分されるごみの量が大きく伸びていることが

わかります。また、その中で特筆すべき点は、焼却処分される 7万 4,300

tのうち、市の手によって収集されるごみの量が65%、4万 8,300tに対

して、清掃工場の方へ直接搬入されるごみの量が35%、2万 6,000tと
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なっているわけですが、市による収集量がこの5年間で12％の増に対しま

して、直接持ち込まれるごみの量は234％もの大幅な増加になっておりま

す。北部清掃工場におけるごみの処理量の大幅な増加には、この直接搬入

されるごみの増加が大きく起因をしていると思われます。また、北部清掃

工場で焼却処分されたごみの約15％は、焼却灰として、新たな埋め立てご

みとして、南部埋立処分場で処理をされているわけでありまして、ちなみ

に平成2年度の実績で1万800tが焼却灰として埋立処分をされておりま

す。このようなことからも、ごみのもとを断つごみの減量化は大変重要な

鵬だと考えます。

そこでお尋ねをいたします。これら直接搬入されるごみについては、絶

対量のみならず、分別収集が徹底をされておらず、中身についても問題が

あると考えます。例えば、空き缶など、焼却できないごみが多く含まれ、

北部清掃工場の維持管理にも大きな影響を与えていると考えますが、それ

ら直接搬入ごみの減量、および分別についての対策についてこ所見をお伺

いいたします。

次に、北部清掃工場は、現在、各150tの処理能力を持つ1から3号炉

が設置をされておりますが、 1、2号炉は建設後17年を経過しており、老

朽化しているため、現状では3号炉を主とした運転を続けております。今

後、ごみ質の変化、あるいはごみの増加によりさらに炉に対して必要以上

に負荷をかけることとなり、将来に対して不安要因を抱えての運転である

と考えますが、北部清掃工場の改修計画、廃熱利用を含めた将来計画につ

いてお伺いをいたします。

次に、一般家庭より排出をされます一般ごみの中には、生ごみといわれ

る台所の調理したときなどのごみや食べ残しなどが含まれるわけですけれ

ども、ある調査によりますと、家族4名の平均的な台所からは、 1日約500

gの生ごみが出ると言われております。これは1年間180kgになります。

これを本市9万世帯に当てはめてみますと、大変大ざっぱな算出ではあり
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ますけれども、 1年間で1万6,200tということになります。この量は先

ほど申し上げました、市によって収集をされる一般ごみ量4万 8,300tに

対して、 34％と大きなウエートを占めていることとなります。これは本市

の焼却一般ごみの中において少なくとも20,...,,30%、数量にしまして1万t

から1万5,000 tは生ごみが含まれていると予測をされます。ちなみに、

ごみを処理する経費は本市におきましては、収集部門あるいは焼却部門も

含めましてt当たり 2万3,000円かかっておりますので、仮にこの生ごみ

1万5,000tを処理するには、 3億4,500万円という膨大な経費が現実に費

やされておるわけであります。

そこで、一般家庭から排出をされる生ごみを、コンポストと呼ばれてい

る生ごみ処理容器により自家処理をしてごみの減量化を図り、生ごみの一

部でも焼却処分せず、堆肥化ということを行えば、資源のリサイクルにも

マッチし、生ごみの減量化にも通じる方策ではないかと考えます。コンポ

スト処理化といいますのは、ごみの中の有機成分を土壌微生物による好気

性分解作用で堆肥化して、土壌改良や肥料として再利用する方法でありま

して、容器といたしましては、ポリエステル製の底のないドラム缶を想像

していただければいいかと思います。このコンポストと呼ばれている生ご

み処理容器を、市民の方々が購入する際の経費の一部を補助する制度、あ

るいは本体を貸しつける制度などを、本市においても採用していくべきだ

と考えますが、こ所見をお伺いいたします。

次に、このコンポストの設置場所でありますけれども、一般家庭に設置

をすることは先ほどお話をしたとおりでありますが、二つ目としまして、

市内のIj哨牝交に設置をしてはどうかと考えます。ご存じのとおり、市内の

＇小学校におきましては、学校給食が実施をされておりますが、市内の 650

食から980食、大規模な給食を実施しております10校について、食べ残し

残、またその処理について調査をいたしました。学校給食の基本理念

からいたしまして、食べ残し残飯が出ないことは、一番望ましいわけであ
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りますけれども、現実としては、毎日平均1校当たり10kgの食べ残し残飯

が出ているということでありました。またその処理方法でありますけれど

も、 10校中の9校が市のごみ収集により処理をしている。また、 1校が畜

産業者の方に回収を依頼しているということでありました。また、一方で、

給食職員の方々も、生ごみを少しでも出さないということの中でこ~力を

いただいておりまして、調理面ではもちろんのこと、野菜の切れ端などは

まとめて、学校で飼育をしていますウサギあるいは鳥などのえさとしで活

用をいただいております。こういったことも現場でお伺いをしてまいりま

した。その他、調査をしていない残り30校におきましても、市のごみ収集

により処理しているのが実情ではないかと考えます。仮に、市内40校の小

学校の平均食べ残し残飯量を5kgと仮定をいたしますと、年間の給食実施

日数が約200日余りでありますので、年間40tの生ごみが学校から発生を

していることとなります。こうしたことから畜産業者の方に回収を依頼し

ている学校は別としましても、食べ残し残飯をコンポストにより処理をし

て、堆肥として学校などで活用してはどうかと考えますが、こ所見をお伺

いいたします。

三つ目といたしましては、市内14カ所で整備をされております市民菜園

に、少し大型のコンポストを配備してはどうかと考えます。平成3年9月

現在、市内には農業委員会所管の菜園5カ所、農林水産課所管の菜園9カ

所が整備をされております。合計649区画、面積約5,500坪、利用者は386

名にものぼります。市民菜園は、作物を育てることを通じて高齢者の健康

や生きがい、あるいは新鮮で安全な野菜の供給、家族や隣人との触れ合い

の場の提供など、さまざまな効用を持っていると言われております。有機

栽培が増加をしている中、それぞれの家庭で出た生ごみを菜園に持ち寄っ

ていただき、堆肥としてみずからの畑の肥料としで活用していただいたら

どうかと考えますが、こ所見をお伺いいたします。

四つ目といたしましては、市内23地区市民センターヘコンポストを配置
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してはどうかと考えます。皆様方ご存じのとおり、地区市民センターは、

各地区の市民の皆様方と肌で接し、いろいろな行政サービスを提供させて

いただく第一線の窓口機関であります。またかつ、地域の文化活動の拠点

でもあると考えるわけでありますが、地区市民センターから出るごみの量

はわずかであるというふうに思いますが、行政がみずから積極的に取り組

む姿勢は大変重要であると考えます。また、コンポスト自体をご存じない

市民の方々でも、地区市民センターヘ行けば、実物をご自身の目で確かめ

ていただくこともできるわけでありまして、市民の方々へのごみに関する

啓発のきっかけとして、コンポスト制度の拡大をしていく発信基地的な役

割も含め、設置していただいてはどうかと考えますが、ご所見をお伺いい

たします。

次に、大きなテーマの2番、中学生、高校生の国際交流につきまして、

3点ほどお尋ねをいたします。

日本とアメリカ合衆国における自動車、 IC、カメラ、農産物等々の貿

易摩擦問題を取り上げたニュースは毎日のように報道されておりますけれ

ども、その一方で、姉妹都市提携をベースにした国際交流は着実に進めら

れていると思います。姉妹都市提携は、アイゼンハワー元合衆国大統領が

第二次世界大戦後に提唱いたしました、 「国境を越えて人と人との友情を

育てよう」、この趣旨を踏まえて、規模や性格の似ている二つの都市の市

民が、人種や国境を越えた友情によって固く結ばれ、文化や経済の交流を

通じて相互の理解を深め、国際衆財善と国際平和に役立てようと、世界の諸

都市の間で結ばれるようになりました。日本では、昭和33年12月、長崎市

がアメリカ合衆国ミネソタ州セントポール市との間に姉妹都市提携を締結

して以来、今日まで数多くの自治体で進められてきました。都市の性格に

応じて、経済、文化、産業、教育など、種々の分野にわたって情報交換を

行ったり、視察団、学生などの相互派遣、文化の交流、文通など、さまざ

まな企画を実施しております。次代を担う児童や学生、青年層の国際的視
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野の拡大と感覚を養う上において大変意義深いものであると考えます。

本市においても昭和38年10月、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロング

ビーチ市との間において姉妹都市提携が成立をして以来、ことし29年目を

迎え、来年30周年という大きな節目の年を迎えることとなりました。昭和

38年10月、本市議会臨時会において姉妹都市提携議案が議決をされたわけ

でありますが、当時この議決に参画をされた議員の方々も、現職としては、

本日おみえになります喜多野議員、大島議員お二人でありまして、議会の

中を通じても大きな時代の流れとともに、 30周年を迎えようとする交流の

歴史の重みを感じずにはいられません。また、その間、両都市の橋渡しと

してご尽力をいただきました数多くの関係者の方々に対して、心から敬意

を表したいと思います。さて、そこで来年姉妹都市提携30周年という大き

な節目の年を迎えるに当たり、四日市市として、またロングビーチ市との

間において、どのような構想をもとに意義ある記念事業を計画されている

のか、お尋ねいたします。

次に、今日まで進められてきましたさまざまな交流事業の中、昭和40年

より高校生と教師を対象とした交換学生派遣制度が実施をされてきました。

この事業は、それぞれの市が隔年に学生2名、教師1名を約1カ月程度そ

れぞれ派遣し、交流を進めてきたものであります。昭和40年第1回の派遣

より平成3年で14回を数え、本市より派遣された学生は28名に上ります。

彼らの人生経験の中、幅広い国際感覚を養う上で大きな成果があったとい

うふうに思います。

このように27年間もの長きにわたり実施されてきている交換学生派遣事

業は、全国的に見ましても大変数少なく、今後とも継承されていくことを

強く望むところでありますが、この交換学生派遣制度の中身について、派

遣される学生の人数の問題、派遣期間、現地での滞在方法、現地での受け

入れ体制、あるいは派遣される学生の選抜方法など、現状にマッチしない

部分もあるのではないかと考えます。この事業をよりよくする見地から、
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それらの現状と今後改善していかなければならないとお考えの点につきま

して、こ所見をお伺いいたします。

次に、最後になりますが、先ほどの質問とも関連をいたしますが、中学

生を対象にした海外使節派遣事業についてお尋ねをいたします。

現在、四日市の中学校を対象に、英語教育の向上を目的とし、県より派

遣の英語指導助手1名、またロングビーチ市のご協力のもと、四日市市独

自で、四日市市英語指導員5名の方にご指導をいただいております。その

内容は、英語指導のほか、課外活動への参加協力、英語コンテストの審査、

あるいは市内の小学校、幼稚園への訪問など、国際理解教育の推進に向け

ご協力をいただいておるところであります。中学校の教育現場において、

他の都市とは比較しましても、大変恵まれた環境にあるということを考え

るところでありますが、来るべき21世紀に向かって、諸外国との交流と親

善はますます深まっていくものと確信をいたします。こういった状況に対

応するため、中学生を対象とした早い時期から積極的に外国の方々と接し、

またみずからの目で国情を見てみることは、国際感覚を養う上において大

変意義深いものであると考えます。三重県内におきましても、鈴鹿市、尾

鷲市、津市などで同様の事業が5年余り前から実施をされまして、大きな

疇を上げられております。ぜひ本市におきましても、中学生を対象にし

た海外使節派遣事業の実施に向けお取り組みをいただきたいと考えますが、

ご所見をお伺いいたします。

以上で1回目の質問を終わります。

〇副議長（堀内弘士君） 環境部長。

〔環境部長復源賢治君）登壇〕

〇環境部長（須原賢治君） ごみ処理に関する諸問題についてご答弁を申

し上げたいと思います。

ただいま市内のごみの発生量につきまして、詳しい数字をお示しいただ

きましたが、ご指摘のとおり、ごみにつきましては、年々増加をいたして
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おりまして、その対策が急がれておるところでございます。少し現状を申

し上げさせていただきますと、北部清掃工場へ直接搬入される事業所のご

みにつきましては、 5年間で倍増をいたしております。しかし、その反面、

南部埋立処分場に直接搬入される事業所のごみ量が逆に半減をいたしてお

ります。これは平成元年度以来、ごみの分別の指導の強化を行ってまいり

ました結果、それまで埋め立てごみの中に混入をいたしておりました、本

来焼却すべき廃棄物が、清掃工場の方へ正しく搬入されるようになったも

のと判断をいたしております。とは言いますものの、事業所ごみが全体と

して増加傾向にあり、これに対処していく必要がありますので、平成3年

度には、 「ごみ10％減量キャンペーン」の一環といたしまして、約500社

に対しまして、事務所から出る紙ごみのリサイクルの推進をお願いをいた

しました。また、今年度におきましては、昨年10月の廃棄物の処理及び清

掃に関する法律の改正に伴って、事業者に対しまして、ごみ減量に関する

計画書の提出を求める「事業所ごみスリムアクション計画事業」を実施し、

ごみの減量化と資源リサイクルの推進を図るとともに、分別の徹底指導を

行ってまいりたいと考えております。

次に、北部清掃工場の整備についてご指摘がございましたけれども、現

在、 1、2号炉が建設後19年を経過いたしまして、老朽化しておりますの

で、今後、平成2年度に作成いたしました「四日市市一般廃棄物処理基本

計画」の内容を踏まえまして、総合計画の第六次基本計画策定の中で、改

修等について検討をしてまいりたいというふうに考えております。なお、

この施設整備に際しましては、地球規模での環境汚染とその保全がクロー

ズアップされておる中にあって、ごみ焼却の余熱の積極的な利用を図って

いく方向であわせて検討をさせていただきたいと考えておりますので、ご

理解を賜りたいと思います。

続きまして、ご指摘のありましたコンポスト、要するに生ごみ堆肥化容

器のことでございますが、設置に対する補助及び貸付制度の導入につきま
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しては、平成2年度及び平成3年度におきまして試験的に、市政モニター

20名と四日市市消費者協会の会員20名の合計40名の方にコンポストを実際

に使用していただき、ごみ減量とコンポストの使用状況を調査いたしたと

ころでございます。その結果によりますと、一般ごみの排出量は2分の1

から3分の1に減少することは事実でございますが、設置につきましては、

少数の方からではございますけれども、幾つかの問題点が出されておりま

す。その一つとしましては、コンポストを設置して堆肥として使用するこ

とができるのは、当然のことながら、庭や畑がある家庭だけに限られると

いうことがまず1点。 2番目としましては、使用の仕方によって、気温の

高い夏場にはコンポストにウジ虫が発生したり、悪臭のために使用者や付

近の方に逆に不快感を与えることがあるのではないかということ。 3点目

としましては、上質の堆肥をつくるためには時々土や石灰を混ぜて撹拌を

するなど、若干の手間をかける必要があるということで、これを怠ります

と使用できるような堆肥とはならないというような問題点が指摘されてお

るのは事実でございます。

しかしながら、コンポストによるごみの減量効果は確かに高いものがご

ざいますので、今後ともその使用方法について十分に研究し、家庭ごみの

減量と資源化策としてのコンポストの購入補助、あるいはご指摘のござい

ました市民菜園への設置、並びに地区市民センターでの市民啓発のための

コンポストの設置について、続けて検討してまいりたいと考えております

ので、こ理解を賜りたいと思います。

〇副議長（堀内弘士君） 教育長。

〔教育長び｝羽武君）登壇〕

〇教育長伎｝羽 武君） ただいまのご質問の中で、 1J噂吃とへもコンポス

トを設置してはというご意見につきまして、ご答弁を申し上げたいと存じ

ます。

ご承知のように、本市では小学校の給食につきまして、バランスのとれ
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た給食、あるいは楽しい給食といったものを目指して、そのための献立の

工夫とか、あるいは多様な給食の実施形態を取り入れて、児童の喜ぶ給食

に向けての努力を行っておるところでございます。しかしながら、それで

もなお残飯とか残滓がゼロというわけにはまいっておりません。ご提言の

ように残滓あるいは残飯につきましては、子供自身にもそういった状況を

とらえさせる中で、栄養のバランスのとれたそういった食べ物の大切さと

か、あるいは給食を支えている人たちの苦労が理解できるよう、教育も行っ

ているところでございます。しかし、やむを得ずできた残飯とか残滓につ

きましても、先ほどご発言もございましたように、例えば、学校で飼育し

ている動物のえさに利用するなどして、少しでも再利用することも教えて

いきたいというふうにも考えております。

ご指摘のコンポストにつきましては、先ほ邑即寛部長の方からの説明に

もありましたように、まだまだ問題が多く残っておるように存じますので、

そういった研究も含め、今後の一つの方法として研究を続けてまいりたい

と存じますので、こ理解を賜りたいと存じます。

〇副議長（堀内弘士君） 市長公室長。

〔市長公室長（鈴木一美君）登壇〕

〇市長公室長（鈴木一美君） ご質問の中・高校生の国際交流に関連いた

しまして、 2点についてご答弁を申し上げたいと思います。

まず、ご質問の第1点でございますが、ロングビーチ市との都市提携30

周年記念事業を来年迎えるに当たりまして、どういった考え方でというお

尋ねがございました。若干これまでの経緯を含めてご答弁を申し上げたい

と思いますが、既にご発言のございましたように、 1963年の10月に姉妹都

市提携をいたしまして以来、公式訪問団の相互訪問、あるいは学生、教師

の相互派遣、英語指導員の招致、加えまして萬古展の開催でありますとか

写真展の開催、大学間の交流、スポーツ交流などをこれまで行ってきたと

ころでございます。これまでの記念時での例でございますが、 1983年の20
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周年記念といたしましては、ロングビーチ市の当時のクラーク市長ご一行

をお招きしまして、本市における記念植樹あるいはロングビーチ公園、ロ

ングビーチ通り、霞ケ浦の緑地内でございますが、これらの命名行事等を

行いました。また25周年に当たります1988年には、ちょうどロングビーチ

市が市制を施行されてから 100周年という記念すべき年と同時期に重なり

まして、ロングビーチ市側のご要望もございまして、その当時は市民訪米

団を派遣をいたしたわけでございます。 211名の市民の方々の訪問をいた

だいております。この中で萬古焼等の地場産業や、あるいは茶道、華道、

邦楽、獅子舞など、日本の文化や歴史を紹介する「四日市フェア」を開催

したほか、四日市ガーデンに記念としての鳥居等も贈呈をしてきたところ

でございます。来年はちょうど30周年になるわけでございますが、これを

記念事業として行うその主体を、ロングビーチ側でやるか、四日市側で受

けるかということにつきまして、基本的にまだ詰めてもないわけでござい

ますが、ロングビーチ市の事情といたしましては、特にこの姉妹都市提携

の事業は、ロングビーチ市の都市提携委員会とロングビーチ市の市当局が

当たられるわけでございますが、特にボランティア的なこの都市提携委員

会の方が主体になられるということがございますので、この辺の詰めにつ

きましては、なお時間がかかるのかなというふうに思っておりますが、で

きるだけ早く具体的な協議を進行させていきたいというふうに考えており

ますので、ご理解を賜りたいと思います。

第2点のご質問でございますが、交換学生の制度につきまして、姉妹都

市提携を行いました2年後の1965年に第1回の派遣をいたしております。

高校生の男女各1名と中学教師あるいは高校教師1名を、合計3名でござ

いますが、こういった3名の1年置きの相互派遣ということで実施をして

おりまして、既に28年たったわけでございます。本年はロングビーチ市の

方から教師と学生2名を受け入れることになっております。この中で、本

市における派遣のあり方でございますが、派遣者の選抜方法といたしまし
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ては、中学校及岱烏等学校の学校長に推薦を依頼いたしまして、筆記試験

あるいは面接等を行っで決定をしてきております。これま芍こ派遣をいた

しました学校別で申し上げますと、四日市高校、四日市商業高校、四日市

南、暁中学高校、四日市西、海星、メリノール、四日市工業高校と、市内

の高校からそれぞれ学生の派遣を行っております。男女各1名ずつで14名

ずつが向こうに行っておるわけでございます。また、教師の派遣につきま

しては、中学校の教諭が男子5名女子2名、高校の教諭が男子が6名女子

1名というのがこれまでの経過でございます。これに対します学生につき

ましては、それぞれご推薦をいただくということで、特に顕著な人数の増

加はないわけでございますが、ロングビーチ市の方から派遣されてまいり

ます交換学生等の滞在につきまして、ホームステイをお願いをするわけで

ございますが、このホームステイ家庭としてご応募；いただく数は年々増え

てきておるわけでございます。約1カ月間の滞在期間を3期に分けまして、

一人の生徒あるいは教師が3軒のおうちに3回ずつお願いをする、いわゆ

る1カ月間で9軒のご家庭がホームステイのご協力をいただくということ

でこれまできておるわけでございます。今までそれぞれ14回ずつを迎えて

おるわけでございますが、特にこの派遣の人数でありますとか、期間であ

りますとかにつきまして、ロングビーチ市側におきましても顕著な問題点

としては提起をされておりません。現在のところ、こういった形で進める

のが妥当なのかなというふうに感じておるところでございますが、今後に

おいて必要があれば両市で協議をして、見直しもしていきたいというふう

に考えております。先ほども申し上げましたように、ロングビーチ市側に

おきますこういった交換事業の主体が、都市提携委員会というボランティ

アということもございますので、若干協議その他につきましては、時間が

かかる場合も予想されるということではございますが、今後とも時代の

ニーズに合った国際交流事業として推進してまいりたいと考えております

ので、こ理解を賜りたいと思います。
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〇副議長（堀内弘士君） 教育長。

〔教育長伊｝羽武君）登壇〕

〇教育長伎鹿l武君） 第2点目の、四日市においても中学校生徒を海

外へ派遣する事業を行ってはどうかというご質問につきましてお答え申し

上げたいと存じます。

本市の中学校におきましては、先ほどから話も出ておりますように、姉

妹都市のロングビーチ市などのお世話をいただく中で、県の派遣も含めて

7名の英語指導員による英語指導を行っておるところでございますが、こ

れを通しまして国際理解教育の充実に努め、一定の成果を上げているとこ

ろでございます。したがいまして、今のところはこのロングビーチに高校

生を那直している事鄭凝＼に、市内の中学生の学校代表を海外に派遣する

ということは考えておりませんが、しかし、青少年が外国の子供たちと一

緒に競技や演奏の交歓会を催したり、互いの心の交流を図ったりといった

ようなことにより、また直接外国の実情に触れるといったようなことは、

まことに有意義なことというふうに考えているところでございます。した

がいまして、中学生による文化やあるいはスポーツの国際交流の可能性に

つきまして、研究をしているところでございます。しかしながら、国際的

なそういった交歓会ということになりますと、お互いの教育システムの違

ぃ、あるいは国情の違いもございまして、こういった派遣につきましては

なお時間をかけて検討を進めてまいりたいと存じているところでございま

す。

また、議員ご指摘の趣旨を踏まえまして、青少年の国際交流のために、

文化とかあるいはスポーツを含めた組織の整備をしたり、あるいは民間諸

団体の育成も含めて、こういった派遣が可能になるような方向につきまし

て、今後も研究に取り組んでまいりたいと存じておりますので、こ理解を

賜りたいと存じます。

〇副議長（堀内弘士君） 中森惧二君。
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0中森慎二君 ご答弁ありがとうございました。

1点目のごみ処理に関する諸問題の部分でありますけれども、例の北部

清掃工場への直接搬入ごみの減量化等につきましては、市内の500社に対

する計画書の提出等、積極的に取り組んでいただいておるということをお

聞きいたしまして、その成果のほどを期待いたしておる次第であります。

その中で私も北部清掃工場へ実際にお邪魔をして、ピットの中も見せてい

ただきましたけれども、直接搬入ごみの大きな問題というのは、市の職員

の方あるいは清掃車が直接収集をしておりませんので、ポリ袋の中身がな

かなか確認をしづらい。そのためにいろんなものが混入をしやすいという

部分があるのではないかというふうに思います。そういった意味で直接持

ち込まれる車両の中身のチェック体制といいますか、そういった部分につ

いて今後ともこ研究いただきたい、このように思います。

それから、 2点目の北部清掃工場の将来改修計画についてでありますけ

れども、ご答弁の中では、第六次の基本計画の中に織り込んでいきたいと

いうふうなお考えであるわけですけれども、特に廃熱利用という部分に関

しましては、いろんな部分での活用方法があろうかというふうに思います。

また、垂坂というあの地区は、四日市東インター周辺整備計画の中でも一

つ大きな位置づけを占める部分ではないかと思います。そういった地区の

開発での一つのポイント地点としてお考えをいただきたいという部分があ

りますし、また市民のアンケート調査の中で、 「四日市の中でどういった

施設がほしいですか」という質問に対して、「植物園というものがほしい」

という意見がたくさんの意見として提起をされておりました。一方では、

こういった廃熱をそういった部分に活用するということもあろうかとは思

うんですけれども、 1点だけお伺いしたいのは、廃熱利用としてどのよう

なことを、構想でも結構でございますが、お考えなのか、その部分だけお

伺いをしたいと思います。

それから、一般家庭のコンポストの設置に関する部分でありますけれど
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も、ご答弁によりますと、平成2年、 3年度で40名の方にテスト的に使っ

ていただいて、種々の問題もあるということでありましたんですが、全国

的な採用の分をちょっとご紹介をさせていただきますと、全国で数多くの

都市で現実に事業化をされております。横浜、札幌、仙台、所沢、吹田、

神戸、和泉、生駒市等々、たくさんの自治体で実際に取り組みをされてお

ります。三重県におきましても、桑名市が本年度から採用をされました。

埼玉県の所沢市の例を少し紹介をさせていただきますと、人口が約28万

人、世帯数が10万世帯でありますので、ほぼ四日市と同格の都市でありま

すけれども、昭和61年度から事業化をいたしまして7年目に入っておりま

す。当初5年間の期限つきでスタートしたということであったわけですけ

れども、スタートした61年には 2,600世帯からの申し込みがありました。

そして現在では 5,500世帯、全世帯の 5.2％の方にご活用をいただいてお

る。そして5年間の時限的なものであったわけですが、毎年 500世帯から

の申し込みが続いておるということで、現在も継続事業として進められて

おります。年間の事業費としては 150万円から 200万円、ほんのわずかな

予算でこういった効果を期待できるという部分があるのではないかと思い

ます。

もう一方、特色としましては、市とメーカー、コンポストのメーカーで

すけれども、と直接価格協定を行いまして、容器の価格を低減したりしま

して、市民の負担を減らしているということであります。また、補助金の

事務手続を簡素化をしたり、申し込みがあれば容器を直接メーカーから各

お宅の方へ宅配をするようなサービス、またコンポスト自体が耐用年数等

で傷んだときには、粗大ごみ化したものをメーカーが回収をしてまた資源

として再利用を図る。こういったようにきめ細かな考え方の中で事業化を

されてる都市もあります。ちなみに、この容器の価格といいますのは、 1

個当たり 7,000円から 1万円程度、非常に安いものであります。各都市と

も3,000円から 4,000円の補助をしておるわけでありますけれども、桑名
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市におきましてはこの4年度から事業化されましたが、当初予算60万円、

150個でスタートしたわけですが、 4月、 5月の2カ月間で既に230世帯か

ら申し込みがあり、当初の予想を2カ月で大幅にオーバーをしてしまった。

このように市民の皆さん方の関心も非常に高い制度ではないかというふう

に思います。ごみの減量化というものはかけ声だけではなくて、やれると

ころから少しずつでも取り組んでいく姿勢、これは大変重要ではないかと

いうふうに思います。

また、それぞれの問題点の中で、堆肥の利用の問題ということも出てお

りましたんですが、そういったことも市の方で積極的に取り組んで、じゃ、

どういう活用ができるのか。あるいは例えば、市民の皆さん方の家庭でで

きた堆肥を市の専用の回収車で集めて、大規模にどっかのところで利用す

る方策、そういった、どうすればこれを採用できるのかといった見地に立っ

た姿勢というものが今、望まれているのではないかというふうに思います。

そういった意味で、この点につきまして大変恐縮でありますが、市長の方

からご意見をいただきたい、このように思います。

次に、小学校へのコンポストの設置についてでありますけれども、これ

は単にごみを処理するということではなくて、子供たちの手で、給食がこ

んなにも残っているんだ、また生ごみからこんな堆肥ができるんだという

ことを学んでもらう。また、その堆肥をどのように活用したらいいのかと、

そこまで子供たちの中で考えさせることも非常に大きな意義があるという

ふうに考えます。 Ij浮校の副読本「伸びゆく四日市」のごみの部分の中に、

ちょっとご紹介させていただきたいんですが、こういう部分があります。

「お母さんのお話」というところですけれども、 「お母さんが子供のころ

は、今ほどごみの種類や量も多くありませんでした。しかし、一軒一軒家

ごとにごみの始末をしなければならないので苦労をしました。燃えるごみ

はたまると家の庭で燃やしたり、たき火のかわりにしました。野菜くずな

どは穴に埋めたり、腐らして肥料にして使ったりしました。」というよう
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な紹介もされております。こういった副読本の中で紹介をされているよう

な部分、やはり自分たちの手で実際にやってみる意義も非常に大きいんで

はないかというふうに思うわけでありまして、今後の研究という部分では

なくて、やれるところから、清掃管理課だけが苦労をしている部分ではな

くて、全庁挙げていろんな部分でできるところから取り組んでいく姿勢、

これが非常に大事ではないかというふうに思います。これは要望にとどめ

させていただきます。

もう一つ、給食室にお邪魔した中で、給食職員の方が廃油を使ってせっ

けんをつくっておみえになりました、お話を聞きまして、中部東小学校の

方へお邪魔をしてきましたけれども、職務のかたわら、少しでもリサイク

ルに協力をしようということで、そういった部分でこ努力をいただいてお

る職員の方々もおみえになります。そういったこともご紹介をしていただ

く部分があれば、 PTA活動等を通じてご紹介をしていただければありが

たいなというふうに考えております。

それから、中・高校生の国際交流についてでありますけれども、まず30

周年の記念事業についてでありますが、今のところ特段具体的な部分はな

いということでありますけれども、 30年という交流の重みというものをど

ういうふうにとらえていくのかということでありますが、来年秋というこ

とになりますので、時間的な余裕もあると思いますけれども、向こうから

の投げかけがあるまで待つということではなくて、四日市としてこういう

ふうにしていきたいんだという部分をPRしていくことが非常に大切だと

思いますので、ぜひとも夢のある記念事業に向けてこ~努力いただきますこ

とを、要望としてお願いをしたいと思います。

それから高校生を対象にした交換学生制度の現状と問題につきましてで

すが、これは長い間やってきていただいたわけでありまして、昭和40年の

借l度でありますので、もう既に二十数年たっております。当時高校生がア

メリカ合衆国に行くということは、夢のような話ではなかったかと思いま
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す。その当時でありますので、 2名という派遣の枠というのは、それが精

いっぱいだったんではないかという部分もわかるわけでありますけれども、

今の時代の中で一人でも多くの生徒に経験をさせるという部分からも、今

1カ月という期間でありますけれども、期間を縮小して、あるいは人数を

増やしていく、こういったような考え方も一部にはあるんではないかと思

うんです。そういったことで、この部分というのは四日市市だけで決めて

いける部分でもないわけでありますけれども、四日市独自としての問題点

として提起をしていただいて、今のニーズに合った部分に改善をぜひとも

していただきたい、このように思います。これは要望にとどめます。

それから、中学生の派遣事業でありますけれども、ちょっと鈴鹿市の例

をご紹介させていただきますと、鈴鹿市は昭和63年から中学生を海外へ派

遣する事業を始めております。実際に海外で見聞を広めてもらう、交流を

することが、青少年の豊かな国際感覚を育てるということで進められてお

りますけれども、規模としましては、各中学校から2名、引率者4名を含

めまして、大体総勢22名で実施をされておりまして、夏休み中の7日間、
派遣先は、アメリカ合衆国オハイオ州ベルフォンテン市、これは鈴鹿市の

姉妹都市でありますけれども、選考方法としては、学校長の推薦によって

おります。現実的には、生徒会活動などを積極的に取り組んでいる生徒か

ら選ばれておるようでありますけれども、その中からこのような報告書が

あるんですが、少しこれを紹介させていただきたいと思います。女子の生

徒なんですが、 「日本では経験できない貴重な体験をすることができまし

た。この体験によって、アメリカ人の物の考え方、暮らしぶりなどがわか

り、国際的な視野を広げることができました。それに自分の英語力の未熟

さを感じました。学校の文法も大事だけれど、自分の言いたいことをきち

んと伝えられる英語はもっと必要だと思いました。今、私たちの学校に県

派遣の英語指導員スチュワートさんが来られています。私はこの好機を大

いに利用しようと思って、毎日話しに行ったり、手紙を書いたりしていま
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す。少しずつだけどスチュワートさんのおっしゃることがわかるように

なってきました。私の英語も理解してもらえるようになってきました。も

う一度アメリカの地を踏んで、ダニエルと英語で話がしたい。それが今、

一番の目標です。」このようにたくさんの生徒の手記がつづられているん

ですけれども、ともかく行ってもらう、見てもらうという意味の大きさと

いうもの、また中学生の時代だからこそその意味も大きいんではないかと

思います。昭和61年のある議員の方の質問の答弁にも、教育長の方から、

同種の問題が質問されておるんですけれども、 「大変貴重な意見と承り、

今後検討してまいりたいと思います。」昭和61年からずっとご検討してい

ただいとるようなんですけれども、この部分で、ともかくスポーツ交流、

文化でも結構だと思うんですが、中学校という枠、一つの枠の中で派遣で

きるようなこと、少しでも前向きに、具体的に取り組んでいただけるよう

に、これ、要望にとどめますが、お願いをして質問を終わります。

〇副議長（堀内弘士君） 市長。

〇市長伽藤寛嗣君） コンポストの問題についてお答えいたします。

現実に四日市では、消費者協会の方々、あるいは市政モニターの方々に

利用をしていただいて、ほぼ結果は出ているというふうに思っております

ので、今後これをどう広げていくか。あるいは広げていかないのがいいの

か、いくのがいいのか、そういうようなことを十分調査をいたしまして、

できれば前向きに取り組んでいきたいというふうに思っておりますので、

ご了解を賜りたいと思います。

〇副議長（堀内弘士君） 環境部長。

0環境部長（須原賢治君） 清掃工場の廃熱利用についての構想でどんな

ものがあるかというご質問だったと思うんですが、かつての議会の議事録

の中で私、見たんですけれども、たしか、こういうことやったらどうだと

いうご発言があったというふうに思っておりますけれども、今はそれは忘

れておりますので、他市の例等も見まして、私が今考えられるものとしま
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しては、先ほどご指摘のございました植物園、それに伴う野菜等の栽培に

利用するというのが最適であろうというふうに思いますし、そのほか、エ

場そのものの施設の電気を賄う発電への利用とか、あるいは健康増進のた

めの温水プールであるとか、あるいは地域の暖房というような大きな構想

も含めて思いつくものがありますが、これらにつきましては、これから第

六次基本計画に向けて十分に検討をしてまいりたいと思いますので、よろ

しくお願い申し上げたいと思います。

〇副議長（堀内弘士君） 中森慎二君。

0中森恨二君 ご答弁ありがとうございました。

市長、ぜひともコンポストの問題につきましては、前向きの拡大をして

いく方向でご検討いただくようにひとつお願いいたします。

質問を終わります。ありがとうございました。

〔「関連」と呼ぶ者あり〕

〇副議長（堀内弘士君） 谷口廣睦君。

〇谷口廣睦君今の中森議員の質問の中で、ごみ処理の問題については、

市長が前向きな答弁をされたのでこれ以上質問をすることはございません

が、いずれにいたしましても、教育長にお伺いいたしますが、交換学生あ

るいは海外派遣、こういった問題については、私は常々言っておるように、

やはり政治は夢である。こういった一つの夢の中から、加藤市長が余り派

手さを好む人ではないけれども、それなりの夢を市民に与えてほしい、い

うことは絶えず私も申し上げてきておるところでございますが、やはり子

供にも一つの夢を与えるということからいけば、今、中森議員が細かく言

いましたけれども、来年の30周年に向かっで海外派遣、あるいは交換学生

の問題等々、まあ、そういうことをやるつもりはないけれども、研究はし

ますということになると、恐らく10年ぐらい先まで考えておるということ

になる。それでは困るということで、少なくとも来年の今ごろまでには、

咀交の校長会等ぐらいでは、議会でもこういう問題が出てきておる、子供
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にも夢を与えたいということで、何とか実現の方向に向けていくためには

どういう問題があるであろうかといった討議の場をぜひ設けてもらいたい、

このように思いますが、教育長いかがですか。

〇副議長（堀内弘士君） 教育長。

〇教育長伎｝羽武君） 中学生の海外派遣につきましては、その意義に

つきましては私も十知睛鞍しておりますし、私自身も、ちょっと離れる

かもわかりませんが、高等学校の校長している時代に2回、吹奏楽のクラ

プ員を 100名ばかり連れて出ております。そういった効果の大きさは、私

も十分承知しておるわけでございます。したがいまして、中学生となりま

すと、こういった派遣につきまして、できればそういったクラプのことと

か、スポーツのこととか、そういうのに関連したことはできないかという

ようなことで、これは昨年もロングビーチの英語指導員の選考に行ったと

きに、向こうのシステムとかそういうのも調査しておるのでございますが、

今直ちにこれを派遣事業にもっていけるかどうかという計画ができるかと

なると、まだ多くの問題があるように報告を聞いておりますので、そう

いったような意味でなお検討をさせていただきたいと、こういうことです。

〇副議長（堀内弘士君） 谷口議員、よろしいですか。

暫時、休憩をいたします。

午前11時0分休憩

午前11時12分再開

〇副議長（堀内弘士君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

-佐藤晃久君。

〔佐藤晃久君登壇〕

〇佐藤晃久君通告に従いまして質問をさせていただきます。

橋北地区のまちづくりについてでございます。

今、橋北地区の連合自治会はじめ、社会福祉協議会、地域社会福祉推進
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委員会のメンバーの皆さんで、橋北地区の那伏と今後の橋北地区のまちづ

くりについてどうあるべきか、論議をいたしています。橋北地区の硯伏は、

高齢者の人口率は17.5％で、四日市では高齢化の一番高い地区でございま

す。また、障害者、一人暮らし老人も多い地域でございます。橋北地区で

は、まちづくりに対して多くの事業と福祉の事業指定がされている今日の

状況でございます。その第1点は、区画整理事業では、協議会から推進委

員会に切りかえて進められています。第2の萬古焼の里事業は、修景工事

が行われています。第3は、三滝川ふるさとの川モデル事業が4分会に分

かれて事業が進められております。また、新開橋の改良工事に伴う高浜昌

栄線の拡幅を、今後どう進めていくのかでございます。三滝橋の改良工事

は、仮橋をつけ＂、修景施設の整備、建物の移転の事業が進められています。

第4、公共下水道は、各町で今、水洗化の工事と午起ポンプ場の浸水防止

の工事が進められています。第5は、午起土地区画整理事業では、東橋北

地区住環境整備に関する移転事業及び緑地整備事業が今日進められていま

す。第6では、東橋北小学校改築工事が前年度に引き続いて進められてい

ます。今年度からは、橋北中学校の大規模工事が進められようといたして

います。また、三滝公園内では、相撲場、クラプハウスの建設が行われよ

うといたしています。

福祉の関係では、要援護老人地域ケア推進モデル事業と、寝たきり老人

ゼロ作戦の二つ重点事業地区に橋北地区が指定になりました。ハードの面、

ソフトの面で具体的にどう進められようとしているのか、お伺いをいたし

たいと存じます。

第9は学校の5日制の導入で、橋北中学校、西橋北小学校、東橋北小学

校、橋北幼稚園、 3校1園が文部省のモデル指定になり、今、地区で論議

をいたしていますが、この問題をどう進めていこうとしているのか、お伺

いをいたしたいと存じます。

今、報告しましたように、一連の事業を考えますと、何といっても弱者
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の方々、老人、障害者、子供、住民の立場に立った政策を進めていただき

たいと思うわけでございます。事業を進めるに当たって、各部、各課の横

の連携を密にして事業を進めていくべきだと思いますが、いかがでしょう

か。

次には、地区市民センターの活動の現状と今後のあり方でございます。

四日市では、地区市民センターを拠点として、小学校4校区で市民セン

ター活動がされている地区は3地区あります。また、小学校2校区で市民

センター活動をしている地区は8地区あります。あとは小学校区一つで地

区市民センター活動してる地区は12地区あります。それぞれの地区で地区

活動、生涯学習活動を行っています。私の地元、橋北地区では、西橋北小

学校、東橋北小学校の2校で地区市民センターが、地域活動と生涯学習活

動を行っています。住民と行政、住民相互の出会いの場、及び住民の積極

的な地域活動の場としての地域行政を推進する拠点とする地区市民セン

ターの役割は、次のような機能になっています。 1は地域施策の形成機能、

2は広報広聴機能、 3は市民活動機能、 4は社会教育機能、 5は窓口市民

相談機能、 6は地域福祉援助機能となっています。市民センターの事業分

担を見ますと、館長は地区市民センターの総括をする。副館長は、館長を

補佐して、特に地域社会づくりに力点を置く。また、窓口業務の支援を行

うとなっております。また、地域主任の範囲ですが、地域社会づくりの担

当ということで、地域社会づくりの業務の中で地域振興、社会教育を掌握

をする。同推協、婦人会、老人会等の指導、助言、 3には生涯学習、この

時代に対応した社会教育事業、 4には、住民一人一人が豊かで明る＜生き

るために、趣味、生活、技術講座、対象別から見た課題の学習、高齢者の

学習等々があります。 5には、地区広報、センターだよりの発行、 6には、

センターの庶務、 7には、ハード面の補助というふうになっております。

地域社会づくりの指導員の関係では、ボランティア、 PTA、健推協、子

供会指導助言、団体事務、ボランティアの発掘、障害者団体の対応、また

-205-



校区別の担当で見ますと、ハードの面は館長が取りまとめ、校区単位で補

助者を設定、福祉関係の担当者以外では、副館長があたる。公民館の関係

の担当者会議は、地域主任が行っています。地域社会づくりのための役割

は幅が広いのと、社会教育の果たす役割が大きいのと、社会教育業務と地

域振興の業務との共通の分野が多いために、効果的な業務が進むように体

制を考えるべきだと思いますが、いかがでしょうか。

市民センターの整備にあわせて、本庁における地域社会づくりの体制の

確立をすべきだと思いますが、いかがでしょうか。

地域社会づくりは単にセンターを所管とする市民部、教育委員会の問題

ではなく、全庁的に取り組むべきであろうかと思いますが、いかがでしょ

うか。

臨教審の答申でも示されたように、生涯学習、社会整備は、地域社会づ

くりの推進には密接な関係があり、これも全庁的な対応が必要と思われま

すが、いかがでしょうか。

地域社会づくりに向けた地域社会づくりの担当者の業務は、幅広いと思

います。センターがこれからの業務を主体的に進めていくためには、地域

社会づくりの範囲は、小学校の数に応じた地域社会づくりの担当者を配置

すべきだと思いますが、いかがでしょう。

市民センターの職員の身分についてでございます。センター職員は、昭

和59年10月から全員が併任となって、市長部局また教育委員会、両方の任

務を有しており、センター業務が一体的に推進できるように配慮されてい

ますが、一般行政担当職員、また社会教育担当職員という意識があると思

います。センターの一体的な運営に支障があるかと思われます。センター

のすべての職員が市長からの発令のもとで、教育委員会の併任によって、

市長部局、教育委員会の身分を持つように、職員定数条例等の整備が必要

だと思いますが、いかがでしょう。

また、橋北地区市民センター、＇私どもの地元の橋北地区市民センターの
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施設内での問題点でございます。第1点は、図書室がないということでご

ざいます。そして駐車場が狭い。 2校区の諸団体で会議をすると、会議室

が狭い。 2階の会議室で高齢者、障害者が会議をするのに、上がり下がり

できない実態になっております。また、倉庫が手狭になっています。橋北

地区市民センターができたときの地区活動と比べて、生涯学習と地区活動

が広がっている今日、利用がしにくくなっています。見直す時期に来てい

るのではないかと思いますが、いかがでしょう。

地区市民センターを拠点としたIj哨昧交の建て替えに伴う有効な土地利用

で、複合施設の関係でございます。地区市民センターを拠点として、地域

の幅広い学習要求や必要課題に取り組むための支援活動として、各種の学

習会の提供や地域の団体活動が展開されています。さらには、学習の場の

拡大を図るため、学校開放もされて、独自の計画のもとに施策が進められ

ています。 30年代から50年代における主な公民館活動は、勤労青少年教育、

婦人、高齢者の教育、芸術、文化振興などといった、いわゆる対象別の学

級講座が中心であったと思います。そして今日、地区市民センターの活動

において、地域をどう認識をし、学習へどうつないでいくのかが問われて

10年経過をしたと言われています。そこで、生涯学習時代を迎えた現在、

地区市民センター活動の現状や施設の実態を掌握をし、これからの新しい

時代に向けて、地区市民センター活動とほかの施設の活用をいかに進めて

いくかでございます。

そこでお伺いをいたしますが、私は橋北地区全体のまちづくりを、土地

の有効利用で施設の建て替えをしたらどうかと思います。橋北地区全体で

まちづくりを考える場合に、橋北中学校1校、西橋北小学校、東橋北小学

校、幼稚園1園、保育園2園あります。それと児童館もありますが、そこ

で西橋北小咀交も建て替えの時期に来ておると思います。すぐ隣に保育園

があります。この小学校と保育園と、老人人口が高いという中で、老人の

在宅サービスセンターを入れた、土地の有効利用ができる複合施設が考え
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られないかどうか。また、地区市民センターと隣にある児童館をあわせて

複合施設として、生涯学習の場として広く有効に使えると思います。今で

は最初に申し上げましたように、地区市民センターの駐車場のスペースも

小さい。外へ広げる土地もなく、このように二つの施設を複合的に考える

と、もっと土地の有効利用ができるのではないかと思います。今日の土地

の高騰の中では、このような複合施設を考えられないかというふうに思い

ます。いかがでしょうか。

最後になりますが、橋北中学校の隣にある幼稚園の建て替えと橋北中学

校の武道館の建設は、いつごろに考えているのか、お伺いをいたしたいと

思います。

以上、第1回目の質問を終わります。

〇副議長（堀内弘士君） 福祉部長。

〔福祉部長け寸F一美君）登壇〕

〇福祉部長（大井一美君） 要援護老人地域ケア推進モデル事業について

お答えします。

在宅福祉の充実のためには、各サービスの拡充とともに、このサービス

とニーズを結びつけるシステムづくりが重要であると考えております。こ

のような観点から、今年度は地区の高齢化率の高い橋北地区を、地域ケア

推進モデル事業にお願いし取り組んでおります。この事業では、要援護老

人の実態を正確に把握し、迅速かつ適切なサービスの適用を目指してまい

りたいと考えております。

さらに、住民みずからの福祉活動も重要でありますので、地区社協をは

じめとする地域団体の方々と協力、連携を図りながら、問題解決の取り組

みをともに進めてまいりたいと考えております。よろしくご理解賜りたい

と思います。

続きまして、寝たきり老人ゼロ作戦についてお答え申し上げます。

国の進める高齢者保健福祉推進10か年戦略、ゴールドプランに沿って事
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業を進めるとともに、本市の老人保健福祉計画を策定すべく、環境部、福

祉部が中心となって、今後調整、協議してまいりたいと、そのように考え

ております。前提となる基本的な考えとしましては、老人福祉計画と老人

保健計画の一体化を図るべく進めてまいりたいと思っておりますので、よ

ろしくお願いします。この事業につきましては、平成4年度中に実態把握、

5年度前期に策定を行い、 6年度実施の方向で進めてまいりたいと思いま

すので、よろしくこ理解を賜りたく思います。

〇副議長（堀内弘士君） 市民部長。

〔市民部長（小畑廣次君）登壇〕

〇市民部長（小畑廣次君） ご質問が7点ほどにわたっているわけであり

ますが、まちづくりのプロセスは、一昨日の藤井議員の内部地区のまちづ

くりの質問の中で、奥山助役の方から基本的に答えておるところでござい

まして、それを基本にして、私たちはまちづくりをやっていかなければな

らないと思っているところでございます。

まず第1点目の、館長以下の仕事の中身の問題と、あるいは併任をどう

考えるのか、定数条例とのかかわりでございますが、この地区市民セン

ターは、昭和63年に体制ができたわけでありますが、 53年度から現在の地

区市民センターに移行する試行を約10年かけて摸索をし、いろいろな角度

から皆さんのお知恵も借りながら行ってきたわけでございます。併任発令

につきましては、異なる法律、市の独自の事業、それから社会教育を中心

とした教育事業、これを受け持っているところでございまして、両事業は

市行政にとって重要なところでございますし、そういう面から併任発令を

し、言えば横のつながりを密にしながら縦の連絡をとって、具体的に、合

理的に配置をしてきた考えでございます。例えば、職員の配置にしまして

は、ご承知のように地域社会づくり推進のためには地域主任を配置をして

きておりまして、 4浮校が複数に存在している地区につきましては、人口

あるいは地区の面積、あるいは都市の形態にかかわらず、調整機能を高め
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るために複数の地域主任を配置をしてきているところでございます。した

がいまして、橋北もそれを適用し、現在、社会づくりを推進するために、

主任と主幹を配置をして事に当たっているところでございます。

さらに、この地域づくりの問題でございますが、横の連絡をとれという

ことでございますが、私たちは社会ふれあい事業、あるいはまた自治会、

婦人会、さらに老人クラプ、あるいは社会福祉協議会といった横断的な活

動の中で、どの事業がどのメニューに行政分野でかかわっているのかとい

うことを十分把握する中で、地元の住民の理解と協力を得て事業がスムー

ズに進行するように、館長を中心にして連絡調整をとっているところでご

ざいます。したがいまして、本庁における地域社会づくりの体制につきま

しては、特に地域振興課と社会教育課が事務分野の二つの両輪で連絡調整

を行いながら、例えば、橋北地区を例にとりますと-昨年度はふれあい農

園ということで、公園緑地裸あるいは農林水産課を、あるいは福祉課と、

この三者で協議をし、現在、ふれあい農園を運営をしてきておるところで

ございます。

さらにまた、 「街角花いっぱい運動」ということで、これは公園緑地課

にもお願いをし、協力をして具体的に取り組んできているところでござい

ますので、こ理解をお願いをいたしたいと思います。

次に、橋北地区の公共施設の計画的、複合的な整備でございますが、ご

指摘のように、確かに橋北地区市民センターにつきましては、駐車場も狭

いということは事実でございますし、私たちもこのことについては非常に

苦慮しているところでございますが、今、第六次基本計画の中でどうやっ

ていくのかということを議論をしながら、次に複合的な施設をつくってい

く、このことについても、地域住民の方々の利便性なり、あるいはまたま

ちづくりの中での公共用地の有効利用などを考慮いたしまして、児童館を

はじめとする地区市民センターの改築などには、今後、橋北地区全体の整

備計画の中で検討をしてまいりたい、かように考えているところでござい
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ますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。

〇副議長（堀内弘士君） 教育長。

〔教育長伊｝羽武君）登壇〕

〇教育長囲羽武君） ご質問の中にございました西橋北小学校の建て

替えについてでございますが、教育委員会といたしましては、先ほどから

もご答弁申し上げておるように、昭和30年代前半に建設された校舎につき

ましては、老朽度の高いものから順次計画的に改築を実施しておるところ

でございます。したがいまして、西橋北小学校につきましても、改築の時

期に来ていることは十分承知しておるところでございますが、先ほどから

のご質問にも、あるいは答弁の中にもございましたように、学校の複合化

については、将来の学校としては、学校の機能を果たす中でいかに地域社

会活動の機能を取り入れていくかというのも、現在の大きな課題となって

おるところでございます。したがいまして、橋北地区全体の公共施設の配

置を含めた面的な整備をされていく中で、総合的に調査、研究してまいり

たいというふうに考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。

なお、橋北幼稚園の建て替えの時期とか、あるいは橋北中学校の武道場

等の建設につきまして、いつごろかというご質問でもございましたが、橋

北幼稚園は、現在、橋北中学校の敷地内に設置されておりまして、昭和31

年に建てられた木造園舎でございます。ちなみに、本市では木造園舎とし

て現在残っておるのは、橋北幼稚園が最後ということになっております。

また、中学校の武道場の整備についてでございますが、平成4年度末で

もって、あと港中学、西笹川中学、それからこの橋北中学校の3校のみと

なってまいったのでございます。そこで、教育委員会といたしましても、

一刻も早くこれらの教育施設の整備、充実を図りまして、施設面での学校

格差が解消されるよう、必要な改築を実施したいと考えておるのでござい

ます。しかしながら、何分にもこれらが延び延びになっておることにつき

ましては、用地の手当て等の問題がネックになっているという背景もござ
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いまして、この間の事情につきましてはご了承を賜りたいと存じますし、

またご質問の橋北幼稚園の改造、あるいは武道場の建設の時期につきまし

てでございますが、橋北地区における区画整理事業を中心とした面的整備

と密接につながっている懸案事項でございますので、今後とも関係部局並

びに地区住民の皆様を交えた中で検討をしてまいりたいと考えておるので、

ご理解を賜りたいと存じます。

なお、本年度につきましては、橋北中学校の大規模改造の実施を予定し

ております。工事に際しましてはいろいろとご迷惑をおかけすることにな

ると思いますが、 PTAはじめ地区の皆さんのご協力をお願いしたいと存

ずる次第でございます。

次に、ご質問の学校5日制につきまして、橋北地区の諸学校がいろいろ

な文部省指定になっておるわけでございます。これにつきましては、本年

の3月、県教育委員会から、四日市においても、 9月から実施される学校

週5日制の本格的実施に向けて、＇社会の変化に対応した新しい学校のあり

方について、文部省が実施する調査協力校というものも引き受けてほしい

という依頼もございました。そういった中で、各校長等の意見、学校の体

制等もお聞きしておる中で、橋北地区においては、かねてから自治会をは

じめ、地域ぐるみで学校週5日制を受けとめて取り組んでいけるだけの可

能性がある、そういった心構え等もお聞きいたしまして、橋北地区の幼稚

園、小・中学校に打診いたしましたところ、意欲的に引き受けていただけ

たというようなことで、文部省指定を受けた次第でございます。その後、

橋北地区におきましては、 4月に自治会とか、あるいは子供会育成会、あ

るいはPTA、学校等で、いわゆる橋北地区における学校5日制連絡会議

というものも結成をしていただき、定期的に話し合いもされておりまして、

学校週5日制の円滑な推進に向けて積極的に取り組んでいただいておると

ころでございます。この試行につきましても、 5月9日の第2土曜、それ

から先日の6月13日の第2土曜の2回試行をされたのでございます。昨日
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の答弁でもお答えいたしましたように、この2回の試行につきましては、

譴同士遊ぶ時間ができたとか、あるい出諏の行事に参加できてよかっ

たとか、｀といったようなこと等も含めまして、一応lI願周に試行がされたと

いうふうに把握しておるわけでございます。今後、先ほどもございました

ようにどうしたらいいのかということでございますが、この5日制のたび

に申し上げておりますように、学校週5日制があるから、そのために地域

で特にいろいろな行事を組んだりというようなことは、余り考えていただ

かなくてよいと言いますか、いわゆる従来から行われている地域でのいろ

いろなボランティアを含めた活動等を、仮に、従来日曜日に行われておっ

たのであるならば、それを土曜日のこの休業日に振り替えてもらってして

いただくとか、といったようなことで、いわゆる地域が無理をしてこの5

日制のためにいろんな行事を組んでいただくことでなしに、そういった形

で子供たちが自分の意思で参加できるような、そういう行事等も考えてほ

しいということでございます。いずれにいたしましても、子供自身みずか

らが考え、あるいはみずから行動するという、そういう機会をこの機会に

つくりたいということを目的としてることが第1でございます。そういっ

た中で先ほども申し上げましたように、地域活動への参加、スポーツでの

参加、あるいはボランティアでのそういった行事等がうまく組み入れてい

ただけるならば、そういったようなことへの参加によって、地域での子供

自身の体験、あるいは家庭での話し合い、そういったような事で子供自身

がみずからが行動する力をつけていければということを願っているような

ことでございます。そういったようなことで、この橋北地区におきまして

は、幼稚園から中学校まで全部が参加していただいておるこの体験といい

ますか、試行の成果につきましては、今後とも四日市における5日制の貴

重な資料にしていこうというふうに思っておりますので、今後ともひとつ

ご協力をお願いしたいと思います。

〇副議長（堀内弘士君） 佐藤晃久君。
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〇佐藤晃久君 ご答弁ありがとうございました。

確かにまちづくりというのは範囲が広いかというふうに思いますが、そ

の中で第1点目ですが、地区市民センターの関係です。確かに先ほども市

民部長の方から言われましたが、時間の関係もありますから、私はちょっ

と調べたんですけれども、 23地区市民センターの中で、先ほども人口なり、

まちづくりを含めて配置されておるということで答弁がありましたが、橋

北地区だけでなしに、今後やっぱり全体的に見直してもらいたいというの

もありますが、橋北地区では今、館長以下7名みえます。今、これはちょっ

と資料が古いですけれども、 8,052名の人口です。水沢、保々、いろんな

地区がありますけれども、 1校区、 2校区、 4校区、こういう校区の中で、

4校区の中で市民センターというのが今まで指導員を配置されたというの

は聞いておりますけれども、橋北地区の実態をちょっと報告させていただ

きますと、西橋北、東橋北で自治会が二つに分かれております。ほかの婦

人会を含めて、社会福祉協議会、婦人会、それぞれ同じように2回会議を

行うわけです。そうなりますと、個々の窓口業務、公民館業務、地域振興

業務という中にあって、窓口業務というのがこの橋北市民センターでは2

名になっております。そうなりますと、これでずっといきますと。館長は

総括ということですから、地域主任と主事とで二人です。副館長も確かに

いろんな行事に回りますけれども、先ほども言いましたようにこういう実

態になっておるんです。黒板も行事予定で真っ黒に、ほかの地域もそうだ

と思いますが、橋北はそういう形です。それですから私が言いたいのは、

見直しいただきたいというのもあるわけです。 1校区の例をとりますと、

保々地区でいきますと、 1校区で1市民センター、これで7名みえます。

水沢地区市民センターが1校区で7名みえます。確かにこの中には嘱託と

いうのが、この資料は平成3年のですからずれとるかわかりませんが、 7

名です。そういう中で一番人口的に大きい四郷地区市民センター、これが

2万6,187名、これは4校区で12名みえます。これで窓口業務といわれる
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のが5名、その他に嘱託)しかし、私がわかりませんのは、嘱託というこ

とやらいろんなことありますけれども、こういう点の人員配置を、私個人

で考えますとどうも合わん。これから一遍この辺考えていただきたいとい

うことです。時間がありませんから。

次には、地域づくりの指導員の関係です。これ、今、週28時間から35時

間にかわりました。その中で先ほども言いましたように、この指導員の位

置づけです。またそうなりますと、それは確かに4時にお帰りになったり、

いろんな中で、地域の事情によって出てきますけれども、現実、諸団体の

会合やそういうところだけ顔出せられない。それでも1人区になっておる

わけです。そういう中で、やはりこの二つに、くどいようですけれども、

指導員の一遍位置づけ、後で出していただきたい。ということです。時間

がありませんから。

それと校区の関係は言いましたから、学校の5日制の関係です。確かに

いろんな説明もありましたけれども、事故をやった場合に、地域含めて、

先ほど学校開放の関係も出ましたけれども、そういう中で事故やった場合、

点どうする。どうするかというのは、保険を掛けてもらいたい。そうい

う考え方があるのか、お聞かせ願いたいということでございます。

私が言いたいのは、最後になりましたけれども、発想の転換、こういう

の出しますと、おまえも発想の転換したらどうやということ言われるかわ

かりませんが、要は、今までの法令なり、条例、慣習なり、こういう範囲

の中で考えるだけでは、的確な対応ができんではないかということに私は

思うわけです。それですから、発想の転換を、行政マンから政策マンに転

換をしていく。確かに、市長さんも言われてみえると思いますけれども、

そういう点が今後第六次基本計画に向けて、やはりこれを指導なり、取り

入れていただきたいということと、先ほどの答弁をいただいて、私の質問

を終わります。

〇副議長（堀内弘士君） 教育長。
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0教育長囲羽武君） 学校週5日制における土曜日の子供の活動中に

おける保険についてでございますが、これは各市町村の教育委員会も心配

いたしまして、県の市町村協議会の中で、県に対して、例えば、先日もご

ざいました学校健康センターの方で受けてくれるのかどうかというような

こと等の研究、並びにこの補償のあり方について、県の教育委員会ともど

も、今後の課題として9月までに詰めていきたいということでございます

ので、こ理解願いたいと思います。

〇副議長（堀内弘士君） 佐藤議員、よろしいですか。

暫時、休憩いたします。

午前11時55分休憩

午後1時1分再開

〇議長 (7阻男幹郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

伊藤正巳君。

〔伊藤正巳君登壇〕

〇伊藤正巳君通告に従いまして質問をさせていただきます。

エイズの症状は、感染しても六、七割の人は無症状で経過をしていき、

発病する人でも2年から5年後と言われております。その症状は、微熱、

体重域少、リンパ腺のはれなどがあらわれて免疫機能が失われ、細菌やウ

イルス、かびなどがとりつき、抵抗力がなくなり死亡していくと言われて

おります。そのエイズは1981年にアメリカで発見をされて以来、全世界に

急速に拡大をし流行をしております。 WHOによれば、五つの大陸、 164

カ国で48万4,000人のエイズ患者がいると報告をされております。しかし、

実態は、成人で約100万人、子供で50万人の患者がいるとも推定をされて

おります。今日のエイズの蔓延は世界的な脅威となっており、重大な社会

問題ともなっているところであります。日本では、 1985年に初めてエイズ

患者が確認をされ、以来、厚生省サーベイランス委員会によって、患者及

-216-

び感染者の発生状況が把握されることになりました。その報告によれば、

本年4月末現在、我が国では473人の患者とHIV、エイズウイルス感染

者2,077人となっています。三重県においては、さきの県議会で知事の答

弁にもございましたが、患者はいないようでございますが、感染者は7人

おるそうでございます。その内訳は、男性が1名、女性が6名となってお

り、男性を除いて女性はすべて外国人女性と公表されています。いったん

発病すれば、 3年で4人のうち 3人までが死亡するという恐ろしい病気で

あることは、既にご承知のとおりであります。ある統計によれば、このま

まの状態で進んでいくfょらば、今世紀末には約1億人ものエイズ患者が生
まれ、命を落とすとさえ言われております。特に世界の中で、日本を含む

東南アジアにその数が多いとされております。

さて、我が国では、最初にエイズ患者が確認をされた当初、一部マスコ

ミによる無責任な報道のため、いわゆるエイズパニックが巻き起こり、患

者及び感染者の存在がわかったときには差別され、あるいはまた社会から

隠蔽させられる結果ともなりました。また、エイズは男性同性愛者、ホモ

の病気だとか、普通の生活をしていればうつらないなどの事実誤認は、検

査を受けること自体を敬遠させたため、国内の蔓延を助長することにも

なったと思われます。異性間性交渉による感染が増加傾向にあります。こ

の問題が一部の人だけのものでないことが社会に浸透しつつある今、市民

の大きな不安と心配となっております。正しい知識は、最大の予防でもあ

ります。予防に関する正しい知識の普及のための啓発、啓蒙活動が重要か

つ急務ではないでしょうか。

そこで、市当局に次のことをお尋ねをいたしたいと思います。

一つは、エイズに対し、保健衛生の立場としてどのような考えをお持ち

でしょうか。

それから、正しい知識と予防のための市独自の広報活動の現状と今後の

計画をお聞かせいただきたいと思います。
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それから、三つ目ですが、これはエイズの感染者あるいは患者というの

は公表されない、そういう規則になっておりますが、今、滉伏では県に窓

口がございます。四日市の場合は、四日市の保健所がなっておるわけです

が、相談窓口を市役所のどこかにつくっていただくなり、あるいは「エイ

ズ11 0番」のような電話相談を受ける、そういう施設づくりといいます

か、受け皿をつくっていただきたいというふうに思いますが、いかがでしょ

うか。

それから、大きな二つ目としては、昨年の3月に「四日市市保健計画」

という冊子が出されました。これによりますと、 21世紀を展望した保健事

業の推進に対応していくために策定したということになっておりますが、

その中で予防対策事業の中でも具体的には1行も触れられておりません。

次回に発行の際は、県業務となっているだけではなしに、組み入れていた

だきたいというふうに思います。

以上、 1回目の質問を終わります。

〇議長（水野幹郎君） 環境部長。

〔環境部長（須原賢治君）登壇〕

0環境部長（須原賢治君） エイズに関するご質問がございましたが、ま

ずエイズの概要でございますけれども、エイズの蔓延は世界的に深刻な状

況にあり、特にアジア地域においては急増傾向にあることはご承知のとお

りでございます。我が国におきましては、諸外国に比べると感染者が少数

にとどまっておりますが、最近におきましては、感染者の急増、異性間性

的行為が同性愛を抜いて主たる感染経路となるなど、感染の状況は新たな

局面を迎えつつあるわけでございます。先ほども議員の方から数字がご紹

介ございましたけれども、繰り返しますが、全国における現在の患者数は

473人ということですし、感染者は2,077人というふうになっております。

特に平成3年の患者数は238人となり、前年の2.5倍と過去最高になってお

ります。三重県の状況についてもご報告がございましたように、平成4年
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4月末現在、患者は出ておりませんが感染者は7人ということでございま

す。

ここで、皆さんご承知かと思いますが、エイズについて概略簡単にご説

明をさせていただきます。エイズというのは、日本名で、後天性免疫不全

症候群という名前になっておりまして、さまざまな病原菌の侵入から私た

ちの体を守っております免疫機能、いわゆる抵抗力が破壊されてしまう恐

ろしい病気であります。しかし、一般的な日常生活を送っていれば極めて

うつりにくい病気であり、十分予防可能な病気であると言われております。

また、先ほどもご指摘ございましたが、エイズにかかった場合には六、七

割の人は無症状で経過をいたしますが、発病する人でも2年から5年の潜

伏期間を経て発病し、微熱とか体重減少とか、リンパ腺のはれ等があらわ

れるということでございます。症状の程度によって三つのタイプがあるわ

けでございますが、ここでそれを詳しく申し上げるつもりはございません

が、要するに無症状でおもてへ出てこない、いわゆる保有者、キャリアと

いうことと、もう一つは、エイズ関連の症候群としまして、先ほど申し上

げたような微熱とかの熱が続く患者と、それから真性のエイズ患者という

ことになっておるわけでございます。このような状況に対処をいたします

ために、国におきましては、エイズ問題総合対策大綱を改正し、エイズに

関する正しい知識の一層の普及、匿名検査体制の整備を推進いたしまして、

受け入れ臨寮機関の確保のための方策を検討することなどを決定をいたし

ております。

三重県においては、エイズ対策実施要領に基づき、県の保健予防課と県

下11の保健所に相談窓口を開設し、エイズ抗体検査、それから衛生教育、

及び広報活動を行っており、エイズに関する正しい知識の普及、啓発強化、

相談、検査体制の充実に力を入れておるところでございます。

ご指摘のございました市独自の普及、啓発活動につきましては、エイズ

対策の基本は、市民がエイズに関する正しい知識を持つこととともに、そ
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れを行動に移すことにあることから、少し古いわけでございますが、昭和

62年にペンシルバニア大学の医学部の浅倉稔生教授を招いて、エイズに関

する講演会を開催いたしましたほか、四日市市献血推進の日の事業として、

各自治会向けのお知らせにエイズ問題を取り上げるなど、正しい知識の普

及、啓発を行ってきたところでございますが、今後も広報紙等を通じまし

て、さらに啓発に努めてまいりたいというふうに考えております。

また、啓発推進のための組織、及びエイズ対策を市の保健計画に入れて

はどうかというご意見もいただきましたが、エイズ対策は治療方法が確立

されていないことや、プライバシーと人権の保護の問題等々から、従来国、

県のレベルで取り組みがなされてきているところでございまして、今後と

も市といたしましては、国、県の対策に協力する形で対処をしてまいりた

いというふうに考えておりますので、こ理解をお願いします。

なお、相談窓口とか、電話の相談というようなこともご指摘いただきま

したので、その辺につきましてはこれから研究をさせていただきたいとい

うふうに思います。

〇議長 (7阻野幹郎君） 伊藤正巳君。

〇伊藤正巳君 まず、答弁のあり方について若干ご指摘をしたいと思うん

ですが、今、答弁の能書きの部分は、ほとんど私と同じ資料を見てつくら

れたというふうに思うんですが、時間の関係があるわけですから、今後要

点のみお答えをいただきたいというふうに思います。

それで、ここに三重県が行った1万人のアンケートの調査結果が出てお

ります。 1万人の調査結果によりますと、まず何でエイズのことを知った

かという情報源の問題ですが、ほとんどがテレビ、ラジオ、新聞、雑誌、

週刊誌、こういうことであります。そしてエイズについて、感染の可能性

についてはどうだというふうに尋ねてある設問事項があるんですが、エイ

ズにかかった人と性行為をすることによってエイズはかかりますという方

が98%、ほとんど 100％そういうふうに答えてみえるんです。が一方、エ
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イズにかかった人を刺した蚊に刺されるということでエイズにかかるとい

う方も半数近くおみえになるんです。それから、今度は、予防方法として

はどうかと、これについても一番多いのが、性交渉のときにコンドームを

使用すると、こういう方が77％あるわけです。また反面、公衆浴場ですが、

おふろへ行ったりプールなどに行かないようにする、あるいは生ものを食

べないようにすると、こういう極めてエイズとはかかわりのない回答もた

くさんあります。じゃ、これから対策はどのようなものが必要だと思いま

すかという問いには、まず何と言いましても、薬のいわゆる開発を望んで

おるというのは、これは84％ございます。もう一つ80％の方が、私が今、

問題にしておりますエイズに対する正しい知識の普及と啓発活動をしてほ

しいと、こういうふうにアンケートでは出ております。全体的には、この

アンケート調査では、エイズに対する不安はどうか、感染に対する不安は

どうかという質問には、半分には足りませんが、約38％の方が不安を持っ

ておる、あるいはある程度の不安を持っているというふうに答えているわ

けです。今、ご答弁ございましたが、この1月から6月の9日までで四日

市の保健所に検査に来られた方は、総数で85人の方がおみえになるんです。

女性が13人、男性が72人。これはどういう理由でおみえになったかといい

ますと、男性の多くは海外旅行をした後で検査に来るということを、担当

者から聞かしていただきました。しかし、エイズは検査をしてもすぐその

場であらわれるということじゃなしに、 3週間後に大体血液検査の結果が

わかる。こういうことですが、いずれにしましても、男性の場合にかかわ

らず、女性の場合でも海外旅行、あるいはその他で自分の行動によって検

査に来ると。多くの方がおみえになるんです。

それから、相談窓口を設けておりますが、相談窓口は大体1日平均で一

人ぐらいが相談におみえになるそうです。これは今、環境部長がおっ

しゃったように、プライバシーを守る立場から、住所とか名前とか、職業

とかは一切聞きませんが、相談におみえになるそうでございます。そうい
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う意味からいきますと、今、本市がとっておりますこの種の問題は、全く

県行政任せであるわけです。厚生省、県の問題もございますから、四日市

で対策協議会をつくれとか、そういうことは今、申し上げることではござ

いませんが、市独自でできる問題は幾つかあると思うんです。広報紙に載

せたりということもございますでしょうが、やはり市独自でそういうパン

フレットをつくって各自治会に回すとか、ということをぜひお願いをして

おきたいというふうに思いますし、相談窓口につきましては、これは電話

による相談は、顔も住所も名前もわかりませんから、ぜひこれも予防課の

どこかに、市独自でこういう相談もやってますと。そして親切に、ここの

四日市なら四日市の保健pへ行きなさいとか、あるいは指定をされており

ます公立の病院の方へ行きなさいと、こういうふうなことを指示ができる

ような体制をとっていただきたいというふうに要望をしておきたいという

ふうに思います。

それから、関連をしますが、教育長にお尋ねをいたしますが、教育長は

かつて県教育委員会で性教育のパイオニア的存在で、エキスパートであっ

たというふうに伺っております。このエイズ問題も含めて、今、 4浮校、

中学校でどのような性教育の現状といいますか、どういうふうな取り組み

がされておるのかということと、今後これらの教育についての計画といい

ますか、あり方、希望的観測でもいいわけですが、ありましたら教えてい

ただきたい。といいますのは、私もテレビでいろいろ拝見しておりますと、

外国の性教育のビデオが飛ぶように売れるとか、あるいはそれに類似した

ようなビデオが日本でも出されるとか、こう聞いたり見たりいたします。

かなり鮮明な、いわゆる具体的なビデオもあるようでございますが、家庭

でその一部が放映をされたりするわけでございます。そういう意味で時期

はやや遅いかもわかりませんが、現状と今後のことについてお尋ねをした

いと思います。よろしくお願いしたいと思います。

〇議長 (71<J野幹郎君） 教育長。
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〇教育長伎｝羽武君） ただいま性教育のことに関してのご質問があっ

たわけですが、まとまったご返事ができるかどうかわかりませんが、ご承

知のように本年度から実施されるようになりましたJj洋校の新教育課程の

中におきましては、特に5年、 6年次におきまして、正式に性教育と銘

打っていい内容での教育を実施することになっております。ただし、時間

は年間通じて5時間程度でございますので、はたしてどの程度までいける

かはわかりませんが、今日の性教育に対する考え方というのは従前とは変

わってまいりまして、例えば、 1j洋校の1年生のころであると、排せつ、

排便をきちっとしましょうという、そういう身体に関する、あるいは健康

に関する教育をしていくこと、これも大きくとらえて性教育の方へ続いて

いく、そこから始まってきております。小学校5年、 6年のときにおける

性教育というと、一次性徴の段階で、いわゆる男女の身体的な違い等を正

しく知るという程度で終わっておると思います。しかし、それだけにしま

しても、今まで日本人というのはどちらかというと、性、いわゆるセック

スのことをまじめに取り上げるとかえって非常に抵抗があったのが日本人

ではなかったかと思います。そういったような点で、こういう性交に関す

る問題というのは、あまり一般的には取り上げられなかったという、今、

先生たちも、議員の皆さん方もそうじゃないかと思いますが、やはりこれ

についてはかなり、こういうところで話するというのも抵抗感ずるような

習慣ございましたが、そういったようなことををこれからはもっとまとも

に見つめていこうという姿勢にあることは確かでございます。

そして中学校の1年生になりまして、保健体育の中の10時間を使いまし

て、ここでは二次性徴に関するものを取り扱っていきます。したがいまし

て、月経の問題、あるいは男子であれば射精、夢精といったようなことか

ら、性交に至る間の正しいそういった姿というものを取り上げていくよう

になろうかと思います。ただし、こういった1J洋校から性教育が入るとい

うので、昨年あたり、テレビ等で一部のところでやっておったんだと思い
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ますが、かなり先行した報道がなされておったように思います。あれから

取り扱っておる教材も、まともに性交を取り上げたりというようなことが、

Ij浮校の研究授業等で出ておりましたけれども、実際は、あれはむしろ識

者が言っておるんですが、ちょっと先走りすぎた報道だと、実際はそういっ

たようなことでないといったようなことで、もう少し緩やかな形で、 Ij洋：

校の段階から中学校、さらにこれは高等学校における保健体育も引き続い

て行っていきますので、そういった長い目で見ていく教育で、最終的に高

等学校出る段階では完成度といいますか、あらゆる面を取り上げていこう

としておるようでございます。

なお、来年度から中学校の教育課程が、教科書が新しく、教育課程の改

正とともに採用されて、今、審査中でございますが、見本本として届いて

おる保健体育の教科書をちょっとばらばらっとですが、まだその程度で見

た程度ですが、今お尋ねのエイズも取り上げておるわけで、エイズの怖さ

も一面言うとともに、先ほどご心配になられたように、例えばふろに入っ

てもうつるのかとか、あるいはせきしておる人の近くにおるとどうかとか、

便器も同じもの使ったらいかんとか、いろいろ今まででもあったような、

そういうようなことではうつらないという、いわゆる誤解をまねくことの

ないような内容を述べておるわけでございまして、そういった点でもエイ

ズだけは取り上げておりませんけれども、性教育の中の一つの部分として、

それから、まだ中学生ですので具体的には言っておりませんが、みだりに

多くの人との性交をしないことというような表現になっておるかと思いま

すが、そういったようなことでの教育はしてぉるようでございます。

〇議長（水野幹郎君） 伊藤正巳君。

〇伊藤正巳君 どうもありがとうございました。

鴫部長の紐の中で一つだけ、四日市の保健計画の中の問題が漏れて

おるように思いますし、今、 1万人のアンケート結果でいろいろ申し上げ

ました。その辺のことも含めて本音の部分をお聞かせいただきたいと思う
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んですが、環境部長によろしくお願いしたいと思います。

0謝畏 (7燭幹郎君） 環境部長。

0瑯寛部長（須原賢治君） その保健計画に現在入ってないということは

事実でございまして、これにつきましては先ほど申し上げましたように、

治療法というか、そういうものが確立されていないということとか、プラ

イバシーとかという問題で、市独自で今は考えておりませんので、従来の

とおり、国、県のレベルに合わせながらということで、今後ともやってま

いりたいということでございます。何しろ初めて勉強しておるところでご

ざいますので、少し研究をさせていただきたいと思います。お許しをいた

だきたいと思います。

〇議長 (7阻野幹郎君） 伊藤正巳君。

〇伊藤正巳君四日市の市民の皆さんの中にも、特に理髪店を経営されて

みえる方は、年に1回か2回、保健所の方でそういう講習会がございます。

私が知っておる喫茶店の話なんですが、外国人の男女にかかわらずおみえ

になる店の経営者が、外国人が非常に多いということで、私たち、日本人

といいますか、私たちのお客さんが減ったと。なぜかといいますと、彼ら

がおるからエイズの問題で、つがれるコップのお水、その辺のところが非

常に問題やということでお客さんが減ってきたと、こういうお話も実はあ

るんです。だから、今、教育長おっしゃいましたように、幾つかに分けま

して、感染するもの、しないもの、予防をせなきゃならぬということにつ

いて、ぜひ、そういう意味では啓発活動を、これはあらゆる機会を通して

お願いをしたいというふうに思っております。今後とも、私どもも勉強を

させていただきますが、ぜひそういう意味で、保健の方で、感染の病気に

対する新たな問題として取り組みをいただきますようなことを要望いたし

まして、質問を終わります。ありがとうございました。

〇議長 (7阻野幹郎君） 暫時、休憩をいたします。

午後1時29分休憩
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午後1時46分再開

〇議長（水野幹郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます

水野和子君。

〔水野和子君登壇〕

07悶明0子君通告に従いまして発言をさせていただきます。

畜産振興、とりわけ農家の育成と環境問題を中心として質問をさせてい

ただきます。

少し前の話ですが、横浜で行われた「よこはま農業フォーラム」で、横

浜の農家に生まれ育った女優の五大路子さんが、パネラーの一人として出

ておられました。五大路子さんは、劇団の先輩から、 「芸という字はなぜ

草冠がつくのか知ってるかい」と聞かれたときの話をされました。草深い

田舎の農業の中から生まれたのが、お神楽とかおはやしとかいった日本伝

統芸であり、ともに命の糧をつくるすばらしい仕事というのが、草冠の意

味だそうです。これはとてもいいお話だと思いました。

ご存じのように、日本の農業が一変して歪められていったのは1960年の

日米安保条約の改定です。成立した翌日に貿易と為替の自由化大綱が決め

られて、二、三年のうちに農産物の9割が自由化され、その翌年に農業基

本法ができました。生産面では、農産物の輸入自由化を前提にした選択拡

大政策と、農地の集中と大規模経営の育成を目指す構造改革の二つが柱に

されました。外国の農産物の輸入自由化が政府の手で推し進められた結果、

日本の食糧自給率は世界でも最低の水準になってしまいました。現在の農

業をめぐるいろいろな問題は、農産物の輸入自由化という大きな路線の中

で出てきたことだと考えます。また、私たち消費者にとっても、このこと

が安全な食べ物が少なくなった出発点だと思います。先日の新聞では、ア

メリカから日本に輸入された豚肉の一部に、食品法で残留が禁じられてい

るテトラサイクリン系の抗生物質が含まれていたことがわかり、厚生省は
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当分の間、水際での検査体制を強化するようにしたということでございま

す。このテトラサイクリンは、日本でも使用されておりますが、出荷前に

は使用を避けて体内に残留しないようにしている抗生物質です。外国の輸

入豚肉からは、合成抗菌剤も検出されたことがありますが、これは家畜の

飼料が原因だとされています。家畜の病気予防や成長の促進を目的に、飼

料に添加されている抗生物質や抗菌剤、ホルモン剤などは、蓄積され、濃

縮されて私たちの食品に入ってくるわけです。例えば、抗菌剤に汚染され

た肉を食べると、病気になったとき抗生物質が効かなくなるおそれがある

と指摘されております。日本国内の牛、豚、鶏など、家畜の飼料用のトウ

モロコシやコウリャンは、ほぼ 100％が輸入によって賄われています。飼

料に関する国内法規を見ますと、国内で供給される飼料については、混合

比の尊重などが飼料安全法で規制されて、動物医薬品についても厳しく規

制されています。しかし、輸入される飼料とか原料自体には、残留農薬に

しても基準がないのですから規制はありません。飼料の生産国でも、飼料

用作物は他の農産物と比べて生産時の農薬の使用についても、収穫後の農

薬散布についても、制限が緩い国が多いようです。それだけに私たち市民

は、輸入食品の安全性に高い関心を持っております。この輸入飼料につい

て、残留農薬をはじめ、添加物などの厳重なチェックが必要でございます。

四日市ではどのようにされているのか、お尋ねしたいと思います。

次に、畜産農家の環境問題についてお尋ねをいたします。

農林水産課の担当の方は、月に1、2回畜産農家を回り、いろいろご指

導に当たっておられ、そのご努力によって一定の改善はなされたと思いま

す。しかし、牛舎や豚舎や鶏舎の近くの住民の方からは、夏になるとハエ

が多いとか、風向きによっては悪臭がひどい、窓も明けておられないとい

う苦情が絶えません。私のお邪魔いたしました乳牛農家では、人里離れた

ところへ行っても、またその周辺に家が建っていく。ふん尿や排水の問題

が解決されない限り、どこへ行っても同じだ。借金していろいろ改造して
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解決しても、借金を返すめども立たない。個人で解決する範囲を越えてい

るといって嘆いておられました。また、養豚農家の方は、やはり悪臭公害

や排水問題で真剣にどこかへ引っ越そうと考えたそうでございます。けれ

ど、住みなれたところを離れがたいということで、市の指導を受けて改善

されることになりました。しかし、多額の資金が必要です。これから借金

の返済が大変だと言ってみえました。借金をしても改善のできるところは

いいわけでございます。四日市全体の畜産農家の悪臭や汚水処理の問題に

ついて、どのように取り組みがなされているのか、お尋ねしたいと思いま

す。 9

また、畜産農家の方々が安心して豚や牛の飼育ができるように、一定の

土地を確保し、土地の利用を規制して、グリーンベルトなどをつくって、

一般住宅との距離を保つなどできないかと思います。

以上の質問で第1回目を終わらせていただきます。

〇議長 (7但野幹郎君） 農林水産部長。

濃林水産部長（鎌田悟君）登壇〕

〇農林水産部長（鎌田 悟君） ただいま畜産振興の関連につきましてご

質問を賜りましたので、お答えを申し上げます。

ご質問の中にございましたように、国際化、自由化の波の中で、 30年前

には100を超える農水産物の輸入制限品目があったわけでございますが、

それ以後逐次時代の流れの中で輸入の自由化が図られてまいりまして、現

在では輸入制限品目は米を含めて13品目になっておる状況でございます。

昨年の4月には、牛肉の輸入につきましても輸入が自由化されたところで

ございまして、 1年が経過いたしまして、その影響が畜産業全般にわたり

ましてあらわれてきておるところでございます。また、本市におきまして

は、近年、環境問題あるいは経営面の不安定性等によりまして、養豚農家

あるいは酪農家の転廃業が相当数出てまいっております。趨勢といたしま

しては、飼養頭数も減少傾向にあるわけでございまして、畜産を取り巻く
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楠はまことに厳しいものがあると言えるかと考えております。このよう

な状況の中でございますが、畜産の振興につきまして諸施策を講じてきて

おるところでございます。肉用牛の経営につきましては、戸数が横ばいに

もかかわらず、 1戸当たりの飼養頭数は約 160頭と増加を見ております。

規模拡大が進んでおるという状況にあるかと思います。これにつきまして

は、肥育素牛の一層の安定確保を図るため、繁殖肥育一貫経営の推進や、

肉牛の肥育預託事業によりまして、元牛の導入を促す等、市が講じてまい

りました生産振興策の成果が出てきておるものと考えておるところでござ

います。

また、酪農につきましては、消費者の求める新鮮で安全、かつ品質の高

い牛乳の生産を図るため、優良乳牛の育成、改良にも努めておりますほか、

酪農ヘルパー制度を活用いたしまして、後継者の技術向上を図るとともに、

円滑な就農を促進するなど、魅力ある酪農経営を推進してまいりたいと考

えておるところでございます。

また、養豚につきましても同様に、消費者のニーズに合った高品質肉の

生産振興と銘柄化の定着を推進しているところでございまして、三重ク

リーンポーク、あるいは鈴鹿高原豚等の銘柄につきましては、関係者から

高い評価も得ているところでございます。

ご質問ございました家畜飼料の安全性についてでございますが、有害な

飼料等の使用が原因となる有害な畜産物の生産を防止すると、こういう目

的において飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律、短縮して

「飼料安箔さ法」と申しておりますが、これが我が国では制定されておりま

して、その基準、規格に適合しない飼料等の製造販売、使用、あるいは輸

入につきましては、一切禁止されておるところでございまして、国内産、

外国産を問わず、国の肥飼料検査所におきまして、これらの監視、指導、

あるいは立入検査が実施されておるところでございます。この中で残留農

薬や添加薬品等の検出、検査等もなされておるところでございます。その
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安全性の確保は、こういう形の中で図られておるところでございます。し

たがいまして、市販の飼料につきましては、これら国のチェックを受けて

おるということから、市においては改めて残留薬品等のチェック等につい

てはいたしておりません。しかしながら、農畜産物についての消費者ニー

ズとして、安全性指向が高まっておるところでもございますので、これら

を十分踏まえて家畜保健衛生所等、関係機関と連携をとりながら、飼料の

添加物等の使用につきましても、農家の指導を行ってきておるところでご

ざいます。また、安全性の高い飼料の確保をするという観点から、自給飼

料につきましても、一層の生産拡大に努力してまいりたい、こう考えてお

るところでございます。

次に、環境問題でございますが、これは古くて新しい問題でございまし

て、畜産農家自身も長年努力してまいっておるところでございますが、近

年、農村地域におきましても混住化が進展する中で、畜産経営の存続発展

及び畜産物の安定的な生産と供給を図っていくためにも、家畜ふん尿処理

問題を解決することが、重要かつ緊急な課題であると認識しておるところ

でございます。市といたしましては、これについて従来からの巡回、及び

啓発活動によりまして、家畜ふん尿の土壌還元処理を指導してまいってお

るところでございます。これは地力の維持増大を図るための有機質肥料の

資源として、お茶農家、園芸農家、あるいは耕種農家との連携によりまし

て、唄訛等有効利用が図られているところでございますが、直接環境整

備にもつながることでもありますので、今後ともこれの資源としての利用

を促してまいりたいと考えております。

また畜舎周辺環境の改善につきましては、本年度新たに土壌性の微生物

を利用いたしました家畜ふん尿処理についての新しい技術の実証事業を実

施いたしまして、においの解消、あるいは低減化を図るための対策を講じ

ようとしておるところでございますが、これにつきましては相当の効果が

期待されるものでございますので、その実証効果を踏まえまして、関係農
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家への普及推進を図ってまいりたいと考えておるところでございます。

次に、お話ございました環境保全策として、一定の土地を利用規制して

グリーンベルト地帯をつくるというご提言でございますが、これからの畜

産経営にかかわる環境対策といたしましては、望ましい姿かと存じますが、

市内の土地利用の現在の状況から見ますときに、その用地の確保をはじめ

といたしまして多くの問題点があるわけでございまして、なかなか困難性

があろうかと考えられます。したがいまして、現実的な対処といたしまし

ては、現在の経営状況の中でいかにして地域と調和した畜産経営環境をつ

くり出すか、こういうことが重要でございますので、畜産農家の理解と協

力をいただきながら、処理施設等の整備とあわせて、周辺環境整備にも一

層の努力を図ってまいりたいと存じておる次第でございます。こ理解を賜

りたいと存じます。

〇議長（水野幹郎君） 水野和子君。

〇水野和子君 ご答弁ありがとうございました。

飼料の安全性については国の基準があると言われましたので、市でも国

と一緒のような基準で厳しくチェックをしていただきたいと思います。

今、本当にスーパーヘ行って見回しますと、ほとんど近所でとれるよう

なカボチャやらでも、カリフォルニア産とか、いろいろなところの野菜が

並んでおります。それはやはり腐ったり、虫がついたりしないために、収

穫後に農薬が振りかけられているということで、本当に子供たちの健康が

私たちとしては大変気になるところでございます。ぜひとも日本でとれた、

そして食卓の向こうに畑の見える野菜物を私たちは食べたいと思っており

ます。また、肉にしてもしかり、牧場で放し飼いになった元気な牛肉が食

べたい、そんな思いがいたすわけでございます。

また、環境問題でございますけれども、聞くところによりますと、県地

区に新しく土壌の還元処理をつくっていただくそうでございます。そして

その還元された水を豚が飲むと病気をしない、ほかの土壌へ行っても病気
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をしないということを聞きました。そしてそれが度会郡玉城町の方でその

方法でやられているわけですけれども、その水を売っておられるそうです。

その設備ができないところは、その水をもらって豚に飲ますとかいうふう

なことをされているというふうに聞いておりますけれども、もう少しその

あたりを詳しく教えていただきたいと思います。

それから、土地の利用問題につきましても、やはり私がお邪魔した乳牛

農家では、本当に狭うございました。 30頭ほど牛がおったんでございます

けれども、牛を運動させるところも狭くなってきていると言っておられま

した。もっと広いところで牛を十分に運動させたい、そんな思いでいっぱ

いですというふうに言われたんでございますけれども、今の経営状態、本

当に牛肉が輸入自由化がされて、そして農家がだんだん減っていく中で頑

張っておられる乳牛農家の方に、もっと温かい援助をしていただきたいと

思いますけれども、そこら辺ももう一度ご答弁いただきたいと思います。

〇議長（水野幹郎君） 農林水産部長。

〇農林水産部長（鎌田 悟君） 土壌菌による畜産農家周辺の環境の改善

を図ろうという施策でございますが、これは本年度新しく実施しようとい

う計画で既に取り組んでおるところでございますが、自然環境下において

存在いたします土壌菌の消臭効果等につきまして、体験的、経験的に効果

があるという点を着目をしましたのがそもそもの始まりでございますが、

これをシステム化することによって畜産経営の環境改善に役立てようとい

うのがねらいでございます。特殊な土壌菌でございますけれども、その菌

の含まれたペレットをとりあえず当初水槽に入れまして、これを家畜の飲

料水として利用すると。そうした中で土壌菌が尿だめの方に蓄積される中

で繁殖をいたしまして、繁殖する中でフェノール系の分泌物を出すわけで

ございますが、これが尿から発生をいたしますアンモニアあるいはアセト

アルデヒド等、いわゆる悪臭の元を断つという効果があると、こういうこ

とをシステム化して消臭効果を図っていこうというのが、今度取り組んで

-232-

おる中身でございます。現に三重県におきましても、南勢の方で1カ所こ

の方法を取り入れて経営に活用してみえる農家がございますし、三重県の

農業技術センターにおきましても、本年度からこれを実施をすべく試験に

入るということも伺っておるところでございます。

それから、施策的な面でございますけれども、私ども今までにおきまし

ても、やはり畜産経営には相当の投資も必要でございますし、改善を図る

につきましても、当然それなりの資力の投資が必要でございます。これに

つきましては、経営近代化資金あるいは経営拡大資金等の資金のご活用を

いだたく中で、利子補給等をさせていただいて、それなりのご援助をさせ

ていだだく中で経営の拡大を図ってきていただいておるというのが実情で

ございます。

なお、先ほど申し落としましたけれども、今回、畜舎周辺の悪臭対策と

して実施いたします新しい技術の実証事業につきましても、臭気低減化施

設の利用組合という組織の中で実施していくわけでございまして、効果が

あるという結果の確認の上、改めて何らかの手法でこれの利用を進めてま

いりたい、こういうふうに考えておりますので、こ理解を賜りたいと思い

ます。

〇議長 (7悶野幹郎君） 水野和子君。

〇水野和子君ありがとうございました。

借金をしてすると、やはり返済せんならんわけですね。悪臭対策だけで

収益が上がるとは、ちょっと思えないわけです。やはり抜本的に乳牛農家

か養豚農家を育成、保護していくためには、ある程度の資金は援助をして

いかなければならないのではないかと思います。その点ぜひ、私が農家を

お尋ねしておりましたら、 「加藤市長は、随分農業に対しての思いやりが

ある」というふうに農家の方が言われました。その加藤市長に、また皆さ

んの温かいご援助で、この方たちが本当に畜産をしていてよかったと言わ

れるような行政にしていただくように要望をいたしまして、私の質問を終
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わらせていただきます。

〇議長 (7~抒幹郎君） 暫時、休憩いたします。

午後2時12分休憩

午後2時28分再開

〇議長（水野幹郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

佐野光信君。

〔佐野光信君登壇〕

〇佐野光信君通告に基づき質問をいたします。

第1点目は、環境問題についてであります。

先日はプラジルで地球サミットが開かれて、 「環境と開発に関するリオ

宣言」と、実行指針である「アジェンダ21」が採択されました。今日ほど

全地球的規模で環境問題が大きく取り上げられている時期はありません。

しかし、環境破壊は先進国の開発によってもたらされているものであり、

先進諸国の責任は重大であります。四日市におきましても、ことしは公害

裁判の判決が下されて20周年目に当たります。公害裁判は、コンビナート

企業が責任逃れをする中で、公害患者の方が命をかけて裁判に訴え、市民

運動の大きな高まりの中で、画期的な米本判決が下されました。そしてそ

の判決は、加害企業のみでなく、行政も厳しく裁かれました。ところが、

のど元過ぎれば熱さ忘れるの例えではありませんが、判決後20年たった今

日、 5年前には公害指定地域の解除も行われ、公害が風化したと言われて

いますが、はたしてそうでしょうか。私も公害患者や市民運動の高まりの

中で、発生源対策をとらせ、一定の改善を行ってきたことは評価するもの

であります。それと同時に、ことしは第12回の日本環境会議が四日市で7

月の24日、 25日にかけて開かれることになっておりますし、国際環境技術

移転研究センターが動き出している今日、改めて足元の四日市公害の問題

について見直す必要があるのではないかと思います。
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ことしの3月、橋本茂議員の代表質問の中で、二酸化窒素の濃度が横ば

いであること、そして磯津局、三浜局の測定ポイントが県の環境基準目標

値を大きく越えていることを指摘しました。市長は、 「三重県公害対策審

議会で、窒素酸化物大気汚染対策のあり方を審議しているので、平成4年

度中に取りまとめが行われると聞いているので、それ待ちで対応する」と

の答弁でした。しかし、磯津局での二酸化窒素濃度が県の環境基準目標値

の0.02P PMを突破したのは昭和62年からであり、既に5年を経過してい

ますが、県の調査待ちでなく、市独自でも調査し、原因を追求し対策をと

るべきだと思いますが、どう対応されようとしてるのか、お尋ねをいたし

ます。

昭和62年2月に公害健康被害補償法の指定地域解除について、市長意見

を内閣総理大臣に提出し、 63年3月より公害健康被害の補償等に関する法

律が施行され、患者の新規認定制度がなくなりました。そのときの理由が、

国保加入者全員を対象とした慢性閉塞性呼吸器疾患の新規発生率を、汚染

物質の濃度によって市の東部と市の西部に区分して調査したが、統計学的

な有意差は認められなかったとのことでしたが、調査対象地域とその他地

域との線引きに問題があったのではないでしょうか。一本の線で引いたか

ら、線の中と外で濃度が変わるものでしょうか。この線引きした濃度の数

値はどれだけの濃度であったのか、お尋ねをしたいと思います。

あるいは正確に有意差がない。この数値を出すからには、各地区ごとの

発生者数を明らかにして比較するとか、四日市の中だけで比較して有意差

がないとするのではなく、大気汚染のないところと比較していかなければ、

正確に実態が把握できないのではないでしょうか、お尋ねをします。

二酸化窒素の濃度が横ばいの状況の中で、それぞれの企業が排出基準内

であれば問題なしとするのではなく、米本判決にもあるように、最高の技

術で公害防止対策を行い、二酸化窒素の濃度を下げさせるべきだと思いま

すが、どのように考えているのか、お尋ねをいたします。

-235-



また、四日市のコンビナートで排煙脱硝装置をつけている企業とそうで

ない企業を明らかにしていただきたいと思います。今回の地球サミットの

「リオ宣言」の中でも、環境関連情報の公開が言われていますが、各企業

の燃料使用量、ばい煙排出量、 SOx、NOxの排出量、排煙脱硫装置や

脱硝装置の資料等は公開すべきだと思いますが、どのように考えてるのか、

お尋ねをしたいと思います。

二つには、市内の緑化を一層進める問題であります。

基本構想の中でも、快適で潤いのある生活のまちづくりを掲げています

し、緑化の問題には力を入れて取り組んでいますが、実態はそうなってい

ません。内陸部の開発や住宅開発を行うとき、山を削り谷を埋めて造成し

ますが、もっと自然の形態を残した開発ができないものでしょうか。鈴鹿

山麓リサーチパークも先日見ましたら、以前の形態とは全く変わっていま

した。さらに今度、四日市インターチェンジ周辺にハイプリッドスクエア

を計画し、そこにスパイラルタウンをつくるということですが、山を削り

はげ山にして宅地開発するのではなく、自然の地形を残し、緑を残した開

発にすべきだと思いますが、どのように対処されようとするのか、お尋ね

をいたします。

また、市街地域中心でスクラップアンドビルドで新たなビルか建てられ

ていますが、今まで一戸建ちがあったところには庭があり、樹木も植えて

ありましたが、新たにビルが建ちますと、木の1本もない殺風景なものに

なっていますが、新たに新築ヽ改築するときに、樹木の1本も植えるよう

にすることはできないものでしょうか。樹木の1本でもあれば、大分町並

みも緑が残るのではないでしょうか、お尋ねをしたいと思います。

緑化を進めていく上でゴルフ場業者に特段の協力を求めていく問題につ

いて、かねてより要求してまいりましたが、どう取り組んでいるのか、お

尋ねをいたします。

三つ目は、県の衛生研究所の移転問題であります。昨日も質問がありま
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したが、重複しないように質問したいと思います。

一つには、安全性の問題についてであります。県の検討会の内容も踏ま

え緒論を出すとのことでしたが、検討会が安全と結論出したら、どう市の

検討委員会は結論を出すのでしょうか。 99.99％安全だが、残りの0.01%

が安全でない場合、市長はどうされるのか、お尋ねしたいと思います。

二つ目には、四日市の検討委員会にもっと外部の科学者など入れること

を考えていないのか、お尋ねをしたいと思います。

三つ目には、他の都道府県にある衛生研究所は、その多くは県庁所在地

であり、県庁から研究所までの時間がそうかかりませんが、今度の場合、

津から四日市、そういう点についてどう考えているのか、お尋ねをしたい

と思います。

それと同時に、県の衛生研究所が鈴鹿山麓研究学園都市にふさわしい施

設なのかどうか、この点についてもお尋ねをしたいと思います。

第2点目は、公園整備についてであります。

公園整備について、一人当たりの公園面積がどれだけあるとか、広さの

問題も大事なことであります。それと同時に、本当にその公園が市民に日

常的に利用されているのかという問題も大事ではないでしょうか。そこで

お尋ねをしますが、一つには、市民公園の整備計画についてでございます。

来年、博物館・プラネタリウム館がオープンしますが、その時期に合わせ

て市民公園を整備すべきだと思いますが、どんな計画で進められようとし

てるのか、お尋ねをいたします。市民公園の前提条件として、松坂屋の前

庭とならないこと、あるいは文化施設にふさわしく、水のあるものとすべ

きであります。

次に、笹川東公園の再整備についてお尋ねをします。

笹川東公園は整備されて20年たちますが、樹木も大きく育ってまいりま

した。もっと使いやすい公園、あるいは地域活動にふさわしいものにして

いこうということで、地域住民がセンターや公園緑地課の協力も得ながら、

-237-



検討委員会をつくって検討し、再整備の図面をつくるなど取り組まれてい

ますが、どのように地元要求にこたえようとしてるのか、お尋ねをいたし

ます。

三つには、児童公園のあり方についてでございます。

先日、四郷地区連合自治会の役員の皆さんと懇談する機会がありました。

そこで出された意見は、最近、児童公園で子供たちが遊ばずに、老人たち

が遊んでいる。そういう点で老人も使えるような公園施設整備をしていた

だけないか、こういう意見が出ました。私もそういう点で気をつけており

ましたならば、新正の付近の児童公園は草ぼうぼうで、全くだれも遊んで

いない、こういう状況でありました。そこで、児童公園の中でも利用され

ている公園もありますが、児童だけにこだわらず、視点を変えて、市民が

もっと利用しやすい公園整備を行うべきだと思います。いかがお考えなの

か、お尋ねをいたします。

それと同時に、公園が草ぼうぼうであったり、毛虫がいっぱいいたりと

かで利用しにくいところもありますので、維持管理を十分行うべきであり

ます。もっと維持管理を行い、名実ともに公園としての役割を果たすべき

でありますが、どう考えているのか、お尋ねをいたします。

また。，公園等において樹木を増やすべきでありますし、実のなる木も植

えて小鳥も来るようにしたらいかがでしょうか。南部丘陵公園や、今、整

備が進められている、四郷風致地区の公園、並びに旧四郷の歴史的建造物

をめぐる「ふるさとの道」整備が行われていますが、今後の利用度を高め

るためにも駐車場増設が必要かと思いますが、どのように考えてるのか、

お尋ねしたいと思います。

〇議長 (7~野幹郎君） 環境部長。

〔環境部長復則原賢治君）登壇〕

0環境部長（須原賢治君） 第1番目にお尋ねのございました窒素酸化物

濃度の問題と、 3点目にご質問のありました、県の衛生研究所の問題の二
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つについて、私の方からご答弁を申し上げさせていただきます。

窒素酸化物の問題でございますが、ここ数年、ご指摘のように窒素酸化

物詢変は、横ばいないし上昇傾向にあることから、先ほどもご質問の中で

ご指摘のございましたように、県とも協議の上、昨年の11月、四日市地域

における窒素酸化物の対策のあり方についてということで、県の公害対策

審議会に諮問をしていただき、磯津局等の測定局のデータについても、解

析を現在していただいておるところでございますが、市といたしましても、

資料の収集でありますとかデータの提供、あるいは解析、補足調査等、県

とも連携をしながら対処をいたしておるところでございます。また、企業

における窒素酸化物対策は、以前は、低NOxバーナーの設置とか、燃料

方法の改善等が主流で、排煙脱硝装置は新しい技術でありましたために、

安定した状態で連続運転ができない等の支障がございました。それで普及

がおくれておったわけでございますが、しかし、最近では大幅に技術の向

丘ゞいたしましたことにょり、市内の石油化学コンビナート工場でも徐々

にその脱硝装置が設置をされてきております。今後とも県とも協調しなが

ら、排煙脱硝装置の設置も含めて、窒素酸化物の削減に取り組むよう、各

企業に指導をしてまいりたいと考えておるところでございます。

次に、気管支ぜんそく等の呼吸器系疾患の発生状況の調査でございます

が、本市におきましてはご承知のとおり、国民健康保険の診療報酬請求書

を用いて実施をいたしておるところでございます。呼吸器系疾患の発症因

子は大気汚染だけでなくて、イエダニとか、カビとか、ほこりというよう

なもので発症することも考えられておりますので、本市の場合は環境監視

によりまして、全市的に人の健康に望ましい基準である環境基準を達成し

ている中で、市内を工場と、工場に比較的近い海岸部と、それ以外の地域

とに分けて比較、検討をしておりますが、両者の間には先ほどもご質問ご

ざいましたように、統計学的な有意差は見い出されていないところでござ

います。
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なお、呼吸器系疾患の発生状況について、四日市だけじゃなくて、他の

地域と比較、調査をしてはどうかというお尋ねもございましたが、他の市

町村では本市のような呼吸器疾患の調査というのはなされておりませんの

で、比較することはできないというふうに判断いたしますので、よろしく

ご理捐迷朱；願い申し上げたいと思います。

次に、県の衛生研究所の問題についてでございますが、衛生研究所の立

地安全検討委員会では、市民の皆さんの生活の安全性を確保するという見

地から、専門家の先生にご参加をいただいて、純粋に、科学的に安全性に

ついて検討をいたしておるところでございまして、昨日の土井議員のご質

問で答弁をさせていただいたのと同様でございます。検討委員会としまし

ては、 P3施設等の設備、維持管理に関しての安全性を、専門的、科学的
に検討するために、この分野での権威でございます本市環境保全審議会の

会長の吉田三重大学名誉教授と、大阪大学微生物病研究所長も務められま

した高橋名誉教授をはじめ、関係7部長で構成しているものでございます
ので、こ理解を賜りたいと思います。

それから、もう 1点、 P3施設が研究所と離れたところにある。例えば、
三重大学のP3施設をというようなご意見だったかと思いますが、これに
つきましては、やはりそういう施設が必要であれば、研究所と一体のもの

でなければ安全性とか管理面で問題があろうかと思いますので、そういう

ふうに離れておることにつきましては、大いに問題があろうかというふう

に思います。

次に、衛生研究所が四日市の桜地区に立地することについてどうかとい

うご質問でございますが、これは三重県の方は、一つとしましては、産・

官・学の連携に基づく高度な研究機能の形成が可能であること、二つ目に

は、国際的交流が活発になること、三つ目には、情報ネットワークシステ

ムの強化が図れること、四つ目には、快適な研究環境の実現ができること、

等々の理由から、研究機関の集積される鈴鹿山麓研究学園都市への移転が
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最善であるというふうに言っておるわけでございますが、本市といたしま

しては、何回も申し上げておりますように、衛生研究所の立地につきまし

ては、昨日もご答弁申し上げましたとおり、衛生研究所立地安全検討委員

会での検討結果を踏まえて結論をまとめたいというふうに考えております

ので、こ頂禦をお願いしたいと思います。

〇議長 (7J<ff幹郎君） 都市計画部長。

〔都市計画部長（山田稔君）登壇〕

〇都市計画部長（山田 稔君） 環境問題の中から、市内の緑化を一層進

めるためにと、それから公園整備につきましてのご質問に対するご答弁を

申し上げます。

まず1点目でございますけれども、都市の緑は私たちの生活に欠くこと
のできない貴重な存在になっておるわけでございまして、特に大気の浄化

作用や環境緩和作用、都市防災作用、景観美等、私たちの生活にゆとりと

安らぎを与えてくれます。こうした役目のほかに、良好な都市景観をつく

ることにも、また安全な暮らしも守ってくれるわけでございます。それで

1点目の、スパイラルタウン構想に基づく四日市東インターチェンジ周辺
の開発につきましてでございますけれども、貴重な自然景観を十分尊重し、

生かしていくという視点に立ちまして、例えば、長倉神社を中心とした良

好な自然や、富田山國漿の南側の里山景観、それから住宅地における斜面

の緑地など、すべての公園緑地を含めて730haの開発面積があるわけでご
ざいますけれども、それの約30％程度緑を保全するように計画をしておる
わけでございます。今後はこのようなあるべき姿としての整備をするよう、

また民間開発の指導もこれから行ってまいりたいと考えております。

次に、建設行政における緑の取り組みにつきましてでございますけれど

も、総合設計制度、こういった制度や建築協定など、いわゆるまちづくり

の手法の活用を積極的に進めておるところでございますけれども、これら

の制度の中では、緑化の推進にも大きなメニューになっております。今後
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さらに多くの活用がなされるように指導してまいる考えでございます。

それから次に、平成3年度に創設しました緑化基金により、今後、民有

地の緑化にも積極的に取り組んでいくわけでございますけれども、発足し

てまだ1年少ししかたっておりませんけれども、ー市民各層から大変なご協

力をちょうだいしておるわけでございます。その中にゴルフ場からのご協

カのお話もあるということを、こ報告させていただいておきます。こういっ

た基金でもって、いわゆる基金の三本柱の一つでございますけれども、「ふ

やせ緑化」ということで、街角の緑化、それから地域緑化、生け垣化事業、

こういった事業に助成をさせていただいて、一戸一戸の家庭の緑化を、啓

発もあわせて推進してまいりたい、このように考えております。

次に、公園整備につきましてでございます。まず、四日市市民公園でご

ざいますが、本市の中心市街地に位置する公園として、市民の憩いの場と

しての機能はもちろんでございますけれども、アムスクエア、地場産業振

興センター、平成5年11月に開館予定の博物館・プラネタリウム館等、周

辺の施設との回遊性にも配慮し、連携がとれた施設として整備していく考

えであります。具体的には、中央部にレクリエーション、休養、多様なイ

ベントなど、多機能なあらゆる状況に対応できる自由度の高いオープンス

ペースとしての広場を配置しまして、周辺部及び中央通り寄りは、緑のゾー

ンとしてのアメニティあふれる空間を創造していく計画であります。また、

モニュメントの設置につきましても検討いたしており、近くにあります諏

訪公園や鵜の森公園とは、また違った趣の公園にしていきたいと考えてお

ります。

笹川東公園の再整備につきましてでございますが、この公園は、昭和44

年度に完成しました南部丘陵土地区画整理事業で整備しました12公園のう

ちの一つでございます。完成してから既に20年を経過しており、時の経過

とともに公園の利用者の形態に変化が生じております。平成2年4月に地

元の自治会から、再整備に関する要望並びに整備案が提出されております。
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市といたしましても、今後地域の住民のニーズに合った公園のあり方につ

いては検討しなければならないと考えておりますが、当面、公園の活用に

つきましては、地区の公園として積極的に利用していただくとともに、愛

護につきましてもご協力をお願いしてまいりたいと考えております。

次に、児童公園のあり方につきましてでございます。高齢化により児童

公園が必ずしも児童専用になっていないのみならず、子供の姿を見かけな

いといった状況も見受けられるわけです。このような点につきましては全

国的な傾向でございまして、国におきましては、都市公園法の見直しを含

めて、新しい公園のあり方について検討を開始しているところであります。

本市につきましても、地域に密着した公園、特に児童公園のあり方につき

ましては、地域の皆様の要望等を聞きながら、安全でだれしもが楽しめる、

いわゆる世代間の交流の場として、また親しまれ、愛される公園として整

備を進めてまいりたいと考えております。もちろん維持管理につきまして

も、十分配意して進めていきたいと存じておりますので、ご理解を賜りた

いと思います。

0麒 (7燭幹疇） 佐翻諾。

〇佐野光信君答弁いただいたわけですけれども、まだまだ不十分だと思

うんですが、一つは、有意差がない点。その線引きの内と外の濃度が一体

幾らだったのか。例えば、指定地域と指定地域でない濃度のところで線引

きます。国道1号を引いてね、国道1号の東と西で濃度がどれだけ違うの

か。大気汚染の状況がどう違うのか。国道1号から東は大気汚染がひどい

けれども、西は線引いたからきれいな空気ですよということにはならない

んです。それで有意差というのは統計学上であって、あくまでもその濃度

のところでどれだけ慢性気管支ぜんそくが発生してるか、この数というの

は出てないんですね。線引きした上で比較してるだけであって。じゃ、例

えば、この濃度のところまでのゾーンではどれだけだ。その次の段階の濃

度まではどれだけの患者が発生してるんだ。その次はどうだ。極端なこと
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を言えば、塩浜と水沢の山の中とを比較してどうですかということを、私

は言いたいわけなんです。それで有意差ということにはならないわけです

ね。ですから本来なら四日市という同じどんぶりばちの中で比較して有意

差がないとか、そんなことにならないですね。有意差出てくるはずがない

んですよ。もっと正確に比較するなら、本当に公害のないところと四日市

と比較して、それだけ空気のきれいなとこと、これだけ大気汚染されてる

けれども、気管支ぜんそくの発生率は一緒ですよと、こういうデータが出

て初めて、有意差がないというのが言えるわけじゃないでしょうか。そう

いう点でほかのところと比較、検討しようがない。それは仕方ないと思い

ますが、しかし、本当にやる気あったら、少々の金出してでも、三重大学

に頼んで、例えば、津と比較してどうかとか、以前の公害対策課、よく松

本が好きでしたけれどね、松本のきれいな空気のところとどうなんだと、

こういう比較をしていただきたいと思うんですよ。四日市の中で線引きし

たって、その線の内と外でそんなに大気汚染の差があるわけじゃないんで

すよね。それでもって有意差がないとか、そういう比較の仕方はぜひ改め

ていただきたいと思います。

いただいた新規発生状況、 62年、 63年の指定地域が解除されるまでの間、

そうたいして毎年の患者発生数というのは変わらないんですよ、内であろ

うと外であろうと。ということは、今日の公害が、確かに亜硫酸ガスとい

うのは一つの大きな原因ですけれども、二酸化窒素を含めた複合的な汚染

になってきてる。それ抜きに、ただ単体の大気汚染の物質だけで比較をし

て、公害患者が市になくなった。統計上はいなくなるでしょう。しかし、

実際には発生してるんです。ですからぜひそれはもう一度資料的にも、各

地区ごとに、保々地区でどうだと、水沢でどうだと。国民健康保険のデー

タを出していただいて、それと同時に、本当にきれいな公害のないところ

と、大気汚染のないところと比較していただいて、本当に四日市には公害

患者が発生しないんだと、この具体的数字を、データを明らかにしていた
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だきたいと。やっぱり市長としては、市民の命と健康を守る、こういう点

ではこれを行う必要性があると思うんです。ぜひその点について答弁をい

ただきたいと思うわけです。

それから、県の衛生研究所の問題ですけれども、私が質問した中でまだ

お答えいただいてないのは、たしかに県は鈴鹿山麓へ持ってきた方が便利

だと、それは県の都合です。しかし、四日市として、この衛生研究所、こ

れがあの地域に来ること自体が本当にふさわしいのかどうか。これからも

いろんなことがあります。それと、安全性の問題です。安全性というのは、

県で検討委員会を設置してますけれども、確かに安全性なんですよね。

だって、どこでも県庁所在地の、県庁からわずかなところへ全部設置して

るんです、 27。しかし、いざ事故が起こったときにあの地域で適切なのか

どうか。これはまさに市長の政冶的判断です。ですから県が安全性を出し

てくることは、目に見えてるんです。あと、市長は、しかし四日市に、あ

の地域にこの施設が本当に適切なのかどうか、これからのいろんなことも

考えた上で。あるいは、もしいざ事故が起こったときに、あの地域にある

三重用水の菰野調整池。事故というのはね、思いもつかないところから事

故というんですよね。予想できたものは事故じゃないんですよ。それは保

安をさぽっていただけなんです。ですからそういう事故が起こったときに、

飲み水の問題、 28万市民の飲料水を守る、こういう点でも守れるのかどう

か、こういう点はきちっと判断をして、最後は市長の政治的判断を下すべ

きだと思うわけですが、市長の答弁をお願いしたいと思うわけでございま

す。＂

それから、公園の問題でございますが、市民公園、いろいろ言われてる

んですけれども、過去、三滝川の伏流水を流してとか、いろんな声もあっ

たはずでございますが、そこら辺が一体どうなってきてるのかと。やはり

あの最後に残された市の中心部の公園です。ちまちまとした計画であって

は、これ、末代までの名折れになりますし、表玄関にふさわしくない公園

-245-



にしてはならないと思うんです。確かに、時期的には急ぎます。その内容

については、もっとね、コンペ方式を含めていろんな意見を取り上げて取

り組んでいってはどうでしょう。いつも四日市の施設というのは、最近で

は少し改善されましたが、できたときにはもう間に合わない、そういう施

設だ、これが今までの定評でございました。あの公園もできたけれども、

使い勝手が悪かった、プラネタリウムや博物館の前庭としてはあんまり文

化性もない庭だったと、こんなことが言われないような公園にぜひしてい

ただきたいと思うんですが、その点についてお答えいただきたいと思いま

す。

〇議長（水野幹郎君） 環境部長。

〇環境部長（須原賢治君） 呼吸器系疾患の発生の際についてのお尋ねだ

と思うんですが、市内を海岸部と山間部の二つに仕切る、その仕切り方に

問題があるというご指摘がまずあったと思いますが、一応私も申し上げま

したとおり、全市的に観測局ができておるわけでございまして、全市的に

人の健康に望ましい基準である環境基準を達成しているという中で調査を

しておりますから、線引きの仕方が間違っておるというふうには思ってお

りませんけれども、ただ、他市との調査につきましては、先ほども申し上

げましたように、他市ではそういう調査をやっていないのですから、現時

点において比較、検討の材料は全くないということでございます。例え、

もしそれがあったとしても、答弁の中でも申し上げましたとおり、呼吸器

系疾患というのは大気汚染だけで起こるものではなくて、いろんな要因で

発生をしておることから考えますと、地域が相当離れておれば自然的な条

件も違いますし、社会的な条件も違います。したがいまして、発症の因子

がいろいろ違ってくるわけでございますので、もしデータがあったとして

も、その辺を比較するというのはかなり難しい問題ではなかろうかという

ふうに判断をいたしておるところでございます。

なお、同じ市内で線引きの問題につきましては、私も研究はさせていた
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だきますけれども、もう少し小さいエリアで、例えば、地区単位の比較は

できないかということでございますが、いずれにいたしましても、地区単

位でやりますと、地区別のデータというのは、もとのサンプ）頃肋ゞ非常に

少なくなってくる関係で、統計上の資料にはなりにくいんではないかとい

うふうに判断をいたしておりますけれども、これについては少し研究をさ

せていただきたい、こういうふうに思いますのでこ理解をいただきたいと

思います。

〇議長 (7悶野幹郎君） 計画推進部長。

0計画推進部長（馬淵則昭君） 衛生研究所の件についてでございますけ

れども、鈴鹿山麓研究学園都市への移転立地と、この点につきましては、

先ほど環境部長の方からもご答弁しましたけれども、県の方では他の研究

施設と相まって、近代科学の頭脳集積が進むということから、当学園都市

において人材育成、あるいは国際交流を図ることができると、こういった

ことによりまして、学園都市としての研究開発機能に厚みがますというこ

とになるのでないかというようなことから、こういった政策で県の方では

出しております。しかし、本市といたしましては、何としましてもやはり

衛生研究所の立地ということにつきましては、まずもって住民の方々の生

活環境の安全性を確実に担保するということが最重要なことでございまし

て、目下その視点に立って、衛生研究所立地安全検討委員会、ここで検討

を重ねているさなかでございます。この結論を踏まえまして、立地につい

ての結論をまとめていきたいというふうに考えておりますので、ご理解い

ただきたいと思います。

〇議長（水野幹郎君） 都市計画部長。

〇都市計画部長（山田 稔君） 市民公園の整備につきましてお答えさせ

ていただきます。

この公園は、都市景観形成の上から申し上げても大変重要な位置を占め

る公園として位置づけておるわけでございます。したがいまして、この公
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園の整備につきましては、いろんなご意見を皆さんからちょうだいしてお

りますけれども、佐野議員のご意見も十分参考にさせていただきながら、

今後の設計に取り組んでいきたいと、このように考えております。

〇議長（水野幹郎君） 佐野光信君。

0佐野光信君ぜひとも市民公園については、本当にできたときによかっ

たと言えるような公園にするために、予算も大幅につけていただく、この

ことを要望しておきたいと思います。

それと、環境部長が、どんぶりの中だけで比較して、有意差があるとか

ないとか、そういう比較じゃなくて、本当にそういう地理的な要因があれ

ばあったで出てくればいいんですよ、その数値が。何もそれを否定してい

ないんですから。ですからそれはいろんな要因があって、気管支ぜんそく

の患者の発生状況は違うと思いますが、しかし、公害患者の皆さんやそう

いった人から見るならば、本当にきれいな空気のところと、一体四日市み

たいな大気汚染のところとどう違うんだと、これは素朴な疑問としても、

意見としても出てくるのがあたりまえではないでしょうか。ですから必要

に応じて予算もつけて、調査をお願いするとか、そういうこともできるん

ですよね。ぜひともそれは実現をしていただきたいと思うんです。

それから、排煙脱硝装置ですけれども、残念ながら四日市の主要工場で

この排煙脱硝装置を整備してるのは5社だけなんですね。あとはつけてな

いんです。そういう点で、その他の企業について、基準値さえクリアして

ればいいということではなくて、やっぱり市民の健康と命を守る、最高の

技術でもってきれいな空気にしていくと、こういう立場で、ぜひつけてな

い残りの多くの会社について、企業について要求をしていただきたい。

それと同時に、先ほどもちょっとリオ宣言の中にも言いましたけれども、

この10項目の中でいろいろな情報公開の問題まであわせて取り上げてるわ

けですね。ちょっと紹介いたしますとね、 「リオ宣言の10項目の中に、環

境問題はそれぞれのレベルで、関心のあるすべての市民力惨加することに
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より、最も適切に扱われる。国内レベルでは、各個人が有害物質や地域社

会における活動の情報を含め、公共機関が有している環境関連情報を適正

に入手し、そして意思決定過程に参加する機会を有しなくてはならない」、

こういうふうに情報公開の問題についても述べているわけでございます。

ところが、残念ながらこの問題について情報公開求めても、企業の燃料使

用量でありますとか、あるいは排出量、 NOx、SOxの量、こういった

ものが明らかにされないんですね。しかも、その企業がどこまでの目標値

を達成してるのかと。やっぱりそれでは本当に市民が、企業が努力してる

な、こういう姿全然見えないわけですね。ぜひそこら辺は、情報公開もあ

りますので、あるいはこのリオ宣言でも言っておるように、いろんなデー

タを発表していただきたいと思うんですが、いかがでしょうか、市長にお

尋ねしたいと思います。

〇議長（水野幹郎君） 環境部長。

〇環境部長（須凋謂も台君） 脱硝装置がつけてある企業につきましては5

社ということですが、一応私はまだ正確にはつかんでおりませんが、 7社

と聞いておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

それから、各工場ごとの数値につきましては、多分私の方で工場ごとの

数値を持っておるということにはならないと思いますので、それぞれのエ

場のデータについては、工場で調べる以外に方法がないと思います。それ

の公開等につきましては、ちょっと私、今、ご答弁申し上げられませんの

で、よろしくお願いしたいと思います。

〇議長 (7悶野幹郎君） 佐野光信君。

〇佐野光信君今、脱硝装置にかかわった、あるいはいろんな公害にかか

るデータは公表もしていただきたい、このことを要望しておきたいと思い

ます。

最後に衛生研究所の問題でございますが、やはり 100％安全だ、こうい

うことが確認されない限り、絶対あの地域に設置させない、こういう決意
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で市長、臨んでいただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。

〇議長（水野幹郎君） 市長。

〇市長⑮藤寛嗣君） お答えをいたします。

これは今、ただいまの段階では、四日市におきましても委員会をつくっ

ていただいて、ご検討をいただいておる段階でございます。したがって、

最初から検討の目標を出すということは、私はできないというふうに思っ

ております。検討していただいた結果は、これは手続の問題になりますが、

環境保全審議会に報告をされて、そこでこ議論をいただいたものを持って

議会の方におはかりを申し上げると、こういうJI厠茅になろうかと思います

ので、今の段階で私から結論を申し上げるわけにはいかないというふうに

ご承知おきを賜りたいと思います。

〇議長（水野幹郎君） 時間がわずかしかございませんので。・

佐野光信君。

〇佐野光信君今、結論出せというのは、 100％安全でなかったら断るの

かどうかというのをお尋ねしてるんですね。何も今すぐ結論出せとは言っ

てないですよ。そういう場合があったら、市長はどうですかというのをお

尋ねしておるんですから、 100％安全でなかったら断るというお答えして

いただいたらどうですか。

〇議長 (7悶野幹郎君） 時間が参りましたので、佐野光信君の一般質問は

この程度にとどめさせていただきます。

これをもって一般質問を終了いたします。

日程第2 議案第53号ないし議案第83号

〇議長 (7悶野幹郎君） 日程第2、議案第53号議会の議決に付すべき契約

及び財産の取得又は処分に関する条例の一部改正についてないし議案第83

号動産の取得についての31件を一括議題といたします。

これより質疑に入ります。
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発言を許します。

佐野光信君。

〔佐野光信君登壇〕

〇佐野光信君議案第53号についてお尋ねをいたします。

第1点目は、地方自治法第96条にかかわっておる議決事件という形でこ

の金額が定められて議会へかけられるわけでございますが、この趣旨との

関連について、金額を上げることについてお尋ねします。

第2点目には、契約金額を上げることによってどう改善されるのか、お

尋ねをいたします。

第3点目は、金額を上げなくても、事務の合理化等、あるいは臨時会を

開くなどすれば対応できるのではないかとお尋ねをしたいと思います。

〇議長 (7阻野幹郎君） 総務部長。

〔総疇長（鵜飼滋君）登卯

〇総務部長（鵜飼滋君） 議案第53号についてのご質疑にお答えを申し

上げます。

市といたしましては、今回上程をさせていただきました議決金額の引き

上げにつきましては、さきに市長の提案説明の中で申し上げておりますよ

うに、昭和52年の改正以来今日まで、経済事情の変化あるいはまた公共事

業の事務執行の推進の見地等総合的に勘案をいたしまして、今回提案をさ

せていただいたということでこ理解を賜りたいと思うわけでございます。

なお、詳細につきましては、委員会においてご説明申し上げますとともに、

ご審議を賜ってまいりたいと、こう考えておるわけでございますのでよろ

しくこ理照をいただきたいと思います。

〇議長（水野幹郎君） これをもって質疑を終結いたします。

本件をお手元に配付いたしました付託議案一覧表のとおり、それぞれ所

管fの常任委員会に付託をいたします。
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日程第3 議案第84号工事請負契約の締結について及び議案第85号

工事請負契約の締結について

〇議長 (7阻野幹郎君） 日程第3、議案第84号工事請負契約の締結につい

て及び議案第85号工事請負契約の締結についての2件を一括議題といたし

ます。

提案理由の説明を求めます。

市長。

〔市長〇］口藤寛嗣君）登壇〕

〇市長傭］藤寛嗣君） ただいま上程されました各議案についてご説明申

し上げます。

議案第84号及び議案第85号は、いずれも工事請負契約締結議案でありま

して、雨池8号幹線水路築造工事及び富田汚水3号幹線管渠布設工事につ

いて、それぞれ指名競争入札により請負契約を締結しようとするものであ

ります。どうかよろしくご審議いただき、議決賜りますようお願い申し上

げます。

〇議長（水野幹郎君） 提案理由の説明は、お聞き及びのとおりでござい

ます。

ご質疑がありましたらご発言を願います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長 (7.l<J抒幹郎君） 別段ご質疑もありませんので、質疑を終結いたし

ます。

本件を総務委員会に付託いたします。

なお、各常任委員会は、明日午後1時から開会されますので、念のため

申し上げます。

〇議長（水野幹郎君） 次に、今定例会において受理いたしました請願は、

お手元の文書表のとおりであります。本件を産業公営企業委員会に付託い

-252-

たします。

陳情につきましては、提出がございませんでした。

〇議長（水野幹郎君） 以上で本日の日程は全部終了いたしました。

次回は、 6月24日午後2時から会議を開きます。

本日は、これをもって散会いたします。

午後3時24分散会
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服部美次

代表監査委員 樋尾 裕
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玉田耕士

井上紀久夫

水谷正昭

午後2時1分開議

〇議長 (7J<ff幹郎君） 、

これより本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員数は39名であります。

本日の議事については、お手元に配付をいたしました議事日程第5号に

より取り進めますので、よろしくお願いをいたします。

日程第1 議案第53号ないし議案第85号

〇議長 (7阻野幹郎君） 日程第1、議案第53号議会の議決に付すべき契約

及び財産の取得又は処分に関する条例の一部改正についてないし議案第85

号工事請負契約の締結についての33件を一括議題といたします。本件に対

する委員長の報告を求めます。

まず、総務委員長にお願いをいたします。
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豊田忠正君。

〔総務委員長（豊田忠正君）登壇〕

〇総務委員長儒田忠正君） 総務委員会に付託されました関係議案につ

きまして、当委員会の審査の経過と結果をご報告いたします。

まず、議案第53号議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に

関する条例の一部改正については、議会の議決に付すべき工事または製造

の請負契約の予定価格の金額を、現行の「9,000万円以上」から「1億5,0 

00万円以上」に引き上げようとするものでありますが、本件は、地方自治

法で保障されている行政に対する議会のチェック機能にかかわる極めて重

要な問題であるだけに、審査に当たっては、初めに条例改正に至った背景

等についても詳細な説明を求めるなど、慎重に審査を行ったのであります。

理事者からは、 「昭和52年7月の地方自治法施行令改正を受けて、同年

10月に本条例が改正されて以来、議会の議決に付すべき工事または製造の

請負契約の予定価格の金額は9,000万円以上に据え置かれているが、改正

後15年近い年月が経過して、消費者物価や工事費が50％程度アップしてい

ること、同格都市の中にも議決金額を引き上げた都市が相当数に上ること、

また週休2日制の普及に伴って工事発注の平準化がこれまで以上に望まれ

ていることなどを総合的に勘案した結果、今回、物価上昇に見合った金額

の引き上げを行おうとするものである」との説明がありました。

これに対して、一部委員から、条例改正の主たる目的が工事の早期発注

であれば、事務の改善や発注サイクルの見直し、さらには臨時議会を開会

して議決を求めるなどの方法で対処すべきであるとの反対意見があったほ

か、本条例改正後においては、これまで議会の議決が必要であった工事・

製造の請負契約の概要を委員会に報告すべきであるとの意見が出されたと

ころでありますが、当委員会といたしましては、我が国経済が依然として

低迷を続けている中で、景気を好転させるための手段として、公共工事の

前倒し発注が強く叫ばれていること、また労働事情も厳しさを増しており、
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工事の早期発注によるJI廊周な進捗がより一層望まれていることから、今回

の改正は時宜を得た措置であると判断し、今後、厳正な契約事務の執行に

努めていくよう強く要望した上で、これを了といたしました。

議案第56号四日市市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について及

び議案第57号四日市市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条

例の一部改正についての2議案につきましては、他都市の事例も参考にし

ながら、引き続き非常勤消防団員の処遇改善に努めていくべきであるとの

意見がありました。

議案第60号から議案第78号、議案第84号及び議案第85号は、いずれもエ

事請負契約締結議案でありますが、地元業者を保護、育成していく観点か

ら、工事の施工業者の指名に当たっては、可能な限り地元業者を優先した

指名を行っていくべきであるとの意見がありました。

議 83号動産の取得については、北消防署朝日川越分署に配備する水

槽付消防ポンプ自動車を取得しようとするものであり、別段異議はありま

せんでした。

以上の経過により、当委員会に付託されました関係議案につきましては、

いずれも原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。

これをもって総務委員会の審査報告といたします。

〇議長 (7j(j野幹郎君） 次に、教育民生委員長にお願いをいたします。

田中俊行君。

〔教育民生委員長（田中俊行君）登壇〕

0教育民生委員長（田中俊行君） 教育民生委員会に付託されました議案

第54号四日市市国民健康保険条例の一部改正につきまして、当委員会の審

査の経過と結果をご報告申し上げます。

本件は、国民健康保険法施行令等の一部改正に伴い、保険料の賦課総額

の算定方法について所要の改正を行うとともに、保険料の賦課限度額及び

保険料の軽減の対象となる世帯の所得の判定に係る基準額を引き上げよう
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とするものであり、一部委員から、保険料賦課限度額の引き上げについて

反対意見がありましたが、賛成多数により原案のとおり可決すべきものと

決した次第であります。

簡単ではありますが、これをもちまして教育民生委員会の審査報告とい

たします。

〇議長 (71<]男幹郎君） 次に、建設委員長にお願いをいたします。

野崎洋君。

暉委員長（野崎洋君）登壇〕

〇建設委員長（野崎洋君） 建設委員会に付託されました関係議案につ

きまして、当委員会の審査の経過と結果をご報告申し上げます。

議案第55号四日市市住宅新築資金等貸付けに関する条例の一部改正につ

いては、国の住宅新築資金貸付制度要綱の一部改正にあわせて、住宅新築

資金等の貸付利率を引き上げようとするものであり、別段異議はありませ

んでした。

議案第58号市道路線の廃止について、議案第59号市道路線の認定につい

て、議案第79号ないし議案第81号委託契約、委託協定の締結について及び

議 82号委託協定の変更についての6議案につきましては、別段異議は

ありませんでした。

以上の経過により、当委員会に付託されました関係議案につきましては、

いずれも原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。

簡単でございますが、これをもちまして建設委員会の審査報告といたし

ます。

〇議長（水野幹郎君） 委員長の報告はお聞き及びのとおりであります。

ご質疑がありましたら、ご発言願います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長 (7は野幹郎君） 別段ご質疑もありませんので、質疑を終結いたし

ます。
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これより討論に入ります。

発言を許します。

橋本茂君。

〔橋本茂君登壇〕

0橋本茂君私は、日本共産党四日市市議団を代表いたしまして、今議

会に提案された33議案のうち、議案第53号、 54号、 55号の3議案について

反対討論を行うものであります。

まず、議案第53号議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に

関する条例の一部改正についてであります。

地方自治法では、第96条において重要な契約については議会の議決が必

要だとされており、請負契約に関しては9,000万円以上の契約に関し議会

の審議とチェックを求めているところであります。

今回それをあえて1億5,000万円まで引き上げるという理由の一つに経

済事情の変化が挙げられておりますが、全国どこでも同様の経済事情が推

移、変化しておって、四日市市のみが特殊な事態ではないので、妥当性を

欠きます。 9,000万円という規定は全国の多くの都市で、また、県内の13

市のすべてで法の一つの基準として守られているところですから、将来、

自治省による全国的な改定の時期まで待つという慎重な態度がとられてし

かるべきであり、再考を求めるものであります。

さらに、引き上げの理由に公共事業の事業施行推進も挙げられておりま

すが、この点では、今回の提案のきっかけ、背景に、本年2月に市議会に

対し示された三重県建設業協会四日市支部による「金額を2億円に」とい

う引き上げの要望書が色濃く影響していることを指摘しなければなりませ

ん。

その要望書の中では、大型工事の発注が年度後半に行われ、円滑な施工

を阻害することを大きな理由として金額の引き上げが要望されております

が、その指摘を受け入れ、ただすとすれば、議会の側というよりも、むし
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ろ市当局、行政の側の対応が問題になります。早期発注を可能にするため

には、関係部門の事務の真の合理化、 OA化等による業務改善を進めるこ

とがまず大事ですし、そこから発注サイクルの抜本的改革ができるばずで

あります。

その成果をもって議会の側に関して触れるならば、速やかな審議を促進

する点で、臨時議会を適時開いていけば、現行の9,000万円以上の規定で

十分消化できる、対応できると判断をいたします。

こうした点を踏まえず、安易に金額の引き上げだけでは、問題の抜本的

な改革にはなりません。

今回の引き上げは議会の審議権を狭め、チェック機能を低下させること

につながり、私どもは強く反対を申し上げるものであります。

なお、総務委員会の審査の中で、少なからぬ委員の諸氏が、今回の引き

上げに関して、 9,000万円以上1億5,000万円までの契約内容は議会に報告

すべきだと指摘したことは当然であります。県議会でも、議会ごとに報告

を求めていることは、大いに参考にすべきであります。

加えて私どもは、議会の審議とチェック機能を正当に発揮する点で、

3,000万円以上の契約内容について議会ごとに報告、公表を義務づけるべ

きだとかねてから主張してきたところでありますが、この場からその実施

を強く求めるものであります。

次に、議案第54号四日市市国民健康保険条例の一部改定、すなわち、保

険料の最高限度額を現行の44万円から46万円に引き上げることについてで

あります。

畔 6月議会で、私は、当時の最高醐変額42万円を44万円に引き上げる

際にも反対討論を申し上げたばかりでありますが、 2年連続しての引き上

げは断じて認められません。

今日の国保制度の危機は、歴代の自民党政府による医療保険制度の改悪、

すなわち、国の国庫負担率を45％から38.5％へと大幅に削減をして、自治
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体と市民にその負担を強いてきたことに大きく起因をいたしておりますが、

それだけに市長は、市民の医療と健康を守る立場を堅持して、市の一般会

計から国保財政への繰り入れを増やし、加入市民の負担軽減を図ねばなり

ません。国保会計へのしかるべき繰り入れによって、最高限度額は44万円

のままに据え置くことを、市民の切実な声や生活実態に機敏にこたえる市

長の英断として強く求めるものであります。

続いて、議案第55号住宅新築新等の貸付利率を現行の 2.8％から 3.5%

に引き上げる点についてであります。

過去にも、昭和62年9月議会において、当時の貸付利率2％を 2.8％に

引き上げる際、私どもは反対の立場を表明をいたしましたが、この貸付制

度自体の趣旨からしまして、制度の財源となる起債の利子と貸付金利は国

が全面的に措置することが当然であります。それを自治体と関係住民に財

政負担を大きく強いることに拡大する措置は反対であります。

あわせて、従来から幾度も指摘をしていることでございますが、多額の

こげつきを速やかに清算させることと、この制度を同和地区住民に限定せ

ず、一般施策に移行させることなど、懸案の課題に市長が正面から真剣に

取り組むよう、強く指摘をするものであります。

最後に、取り上げました3議案は、大手企業の要請には何をおいてもこ

たえる市政、市民の暮らしを直撃する国保料の引き上げは容赦なく断行す

る市政、同和行政には不公正な形で特別手厚い市政という表現ができるほ

ど、加藤市政の立場を端的にあらわす議案であるため、市民本位の市政推

進を目指す私どもの立場からは、断固として容認できないことを重ねて強

調いたしまして、私の反対討論を終わります。

〇議長 (7~野幹郎君） これをもって討論を終結いたします。
これより採決に入ります。

まず、議案第53号議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に

関する条例の一部改正について、議案第54号四日市市国民健康保険条例の
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嘩臨について、議饂55号四日職住宅齢等貸付けに関する鱈の

一部改正についての3件を一括して起立により採決をいたします。

本件に対する委員長の報告は可決であります。

本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

讚成者起立〕

〇議長（水野幹郎君） 起立多数であります。よって、本件は可決されま

した。

次に、ただいま採決いたしました議案を除いた30件を一括採決いたしま

す。

本件に対する委員長の報告は可決であります。

本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（水野幹郎君） ご異議なしと認めます。よって、本件は可決され

ました。

日程第2 発議第7号農業委員会委員の推薦について

0麒 (7燭幹郎君） 日程第2、発議第7号農業委員会委員の推薦につ

いてを議題といたします。

本件は、久保博正君及び藤井浩治君の一身上に関する事件でありますの

で、地方自治法第117条の規定により両君の退場を求めます。

玖保博正君、藤井浩治君退場〕

〇議長 (7.l<ff幹郎君） 本件は、農業委員会等に関する法律第12条第2項

の規定に基づき、農業委員会委員を2名推薦しようとするものであります。

お諮りいたします。本件は原案のとおり決することにご異議ありません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長 (7J<ff幹郎君） ご異議なしと認めます。よってく本件は可決され
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ました。

玖保博正君、藤井浩治君入場〕

日程第3 委員会報告第3号請願の審査結果について

〇議長（水野幹郎君） 日程第3、委員会報告第3号請願の審査結果につ

いてを議題といたします。

委員会の審査報告に対しご質疑がありましたら、ご発言願います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（水野幹郎君） 別段ご質疑もありませんので、質疑を終結いたし

ます。

これより本件を採決いたします。

本件は委員会報告のとおり決することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（水野幹郎君） ご異議なしと認めます。よって、本件は委員会報

告のとおり決しました。

日程第4 発議第8号四日市市議会特別委員会の設置について

〇議長 (7悶野幹郎君） 日程第4、発議第8号四日市市議会特別委員会の

設置についてを議題といたします。

お諮りいたします。本市議会に県立総合塩浜病院跡地利用に関する調査

研究のため、 13名の委員をもって構成する県立総合塩浜病院跡地対策特別

委員会を設置することにいたしたいと思います。

なお、本委員会は閉会中も調査研究ができるものとし、かつ調査研究の

終了するまで存続することにいたしたいと思います。これにご異議ありま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長 (7阻野幹郎君） ご異議なしと認めます。よって、そのように決し
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ました。

この際、本特別委員会の委員の選任を行います。

お諮りいたします。委員会条例第6条の規定によって県立総合塩浜病院

跡憚特別委員会委員に、青山弘忠君、伊藤正数君、宇野長好君、大島

武雄君、川村幸善君、 1j淋洞牧字i、佐野光信君、田中武君、谷口廣睦君、

野崎洋君、長谷川昭雄君、毛利道哉君、森真寿朗君、以上のとおり指名

したいと思います。これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（水野幹郎君） ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名い

たしました諸君を県立総合塩浜病院跡地対策特別委員会委員に選任するこ

とに決しました。

この際、県立総合塩浜病院跡地対策特別委員会は、正副委員長互選のた

め、第1委員会室において委員会を開催されるようお願いいたします。

ぅ 暫時休憩をいたします。

午後2時23分休憩

午後2時39分再開

〇議長（水野幹郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

この際、県立総合塩浜病院跡地対策特別委員会における正副委員長の互

選の結果を報告いたします。

委員長川村幸善君。

副委員長田中武君。

以上のとおりでございます。

日程第5 常任委員会の閉会中の継続調査について

〇議長 (7悶抒幹郎君） 日程第5、常任委員会の閉会中の継続調査につい

てを議題といたします。
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各常任委員長から、お手元に配付しましたとおり、閉会中の継続調査に

ついて申し出があります。 地方自治法第 123条第2項の規定に基づき署名する。

お諮りいたします。本申し出を承認することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（水野幹郎君） ご異議なしと認めます。よって、本申し出は承認 四日市市議会議長 水野幹郎
することに決しました。

〇議長 (7悶抒幹郎君） 以上で今定例会の日程はすべて終了いたしました 四日市市議会副議長 堀 内 弘士
ので、会議を閉じ、平成4年6月四日市市議会定例会を閉会いたします。

連日にわたりご苦労さまでございました。

午後2時40分閉会 署 名 議 員 市川 悦 子

署名議員 宇野長好

＼
 ‘
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1
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会

午前10時開議

輝問

16日 (j()

17日（水）

18日（木）

19日（金）

20日(±)

21日（日）

22日 (Jj)

23日00

24日（水）

午前10時開議

一般質問

午前10時開議

—輝問

議案質疑委員会伯托

追加議案上程ー一説明——質疑——委員会付託

各常任委員会（午後1時から）

会

午後2時開議

委員長報告—ー質疑、討論、採決

追加議案上程—一説明、質疑、討論、採決
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議会運営委員会決定事項

(4. 6. 3) 

◎6月定例市議会について

1.会期日程 別紙のとおり

2.発言通告等の期限

(1) —繹問 6月10日（水） 午後2時まで

（通告内容が同一趣旨の場合は午後3時まで変更可）

(2)議案質疑 6月15日（月） 午後4時まで

(3)請 願 6月15日（月） 午後4時まで

(4)議員提案による

意見書発議案

(5) 討論•その他

3.発言JI厠茅

6月15日（月） 午後4時まで

6月20日(±) 正午まで

(1)鱈問

①清風会②緑水会③政友クラブ

④市民クラプ⑤公明党⑥新風クラプ

⑦新政クラプ⑧ 日本共産党

(2)疇質疑 通告時にくじにより決定

4.発言時間

(1)一般質問（答弁を含む）

政友クラプ 3時間20分 緑水会

公明党 1時間40分 新風クラブ

新政クラブ 1時間20分 日本共産党

市民クラプ 1時間 清風会

(2)関連質問 5分以内（答弁を含まない）

(3)疇質疑 15分以内（答弁を含む）

(4)討， 論 15分以内
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2時間20分

1時間40分

1時間20分

1時間

＊一般質問の要領

①一般質問は、一定例会議員1人当たり答弁を含め20分を基準とし、

所属議員数に応じ各会派に時間配分する。なお、一定例会における

議員1人当たりの発言時間は、答弁を含め1時間以内とする。

② 各質問者は、通告に際して自己の持ち時間（答弁を含む）を会派内

で調整の上、質問通告書に記載する。

③各質問者は、自己の持ち時間を超えて発言しない。

＊関連質問の要領

①一般質問に限る。

② 同一会派の議員で発言通告をしていない議員1人に限る。

③ 発言の時期は、各質問者の質問が終了した直後とする。

④発言時間は5分以内とする。ただし、答弁は含まない。

◎その他

5月6日開催の議案運営委員会において、今後、一般質問及び議案質疑

について、次のとおり申し合わせることが確認された。

〇—繹問においては、自己の所属する常任委員会の所管に係る事項

は1項目に限り質問を行うことができる。

0 疇質疑においては、個人の意見は差し控え、議案に関する疑問ま

たは不明の点を質すのみに止めるものとし、一般質問にわたる質問は

行わない。
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議決事件一覧表 I睾郷65号工事叩峡豹の鵬について
〔市長提出議案〕 （33件） ー下水管渠布設工事（北部第7工区）一 I原案可決

議案第66号工事請負契約の締結について

議 案 名 1議渕吉果 1 | ー白須賀ポンプ場築造工事 qご部土木）一 I原案可決
議案第67号工事請負契約の締結について

議案第53号議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又 ー川島汚水1号幹線管渠布設工事第1工区ー I原案可決
は処分に関する条例の一部改正について 原案可決 議案第68号工事請負契約の締結について

議案第54号四日市市国民健康保険条例の一部改正につい ー川島汚水1号幹線管渠蔀皮工事第2エ区ー I原案可決
て L -」 原案可決 議案第69号工事請負契約の締結について

議案第55号四日市市住宅新築資金等貸付けに関する条例 ー阿瀬知ポンプ場電気設備工事一 I原案可決
の一部改正について 原案可決 議案第70号工事請負契約の締結について

議案第56号四日市市消防団員等公務災害補償条例の一部 一雨池ポンプ場遠方監視制御設備工事一 I原案可決
改正について 原案可決 議案第71号工事請負契約の締結について

議案第57号四日市市非常勤消防団員に係る退職報償金の 一日永浄化センター汚泥焼却炉設備工事一 i原案可決
支給に関する条例の一部改正について 原案可決 議案第72号工事請負契約の締結について

議案第58号市道路線の廃止について 原案可決 ー長太1号幹線築造工事第1工区一 I原案可決
議案第59号市道路線の認定について 原案可決 議案第73号工事請負契約の締結について

議 60号工事請負契約の締結について ー富田汚水1号幹線管渠布設工事一 i原案可決
一身体障害者通所授産施設整備工事一 原案可決 議案第74号工事請負契約の締結について

議案第61号工事請負契約の締結について ー南消防署庁舎増築工事一 I原案可決
一霞ケ浦競輪場中央広場改築工事一 原案可決 議案第75号工事請負契約の締結について

議案第62号工事請負契約の締結について ー山手中哨斑譴瑚支術教室新築工事（建築

ー西伊倉町市営住宅建替工事償睾工事）一 原案可決 工事）一 I原案可決
議案第63号工事請負契約の締結について 議案第76号工事請負契約の締結について

ー北部雨水5号支線管渠布設工事一 原案可決 ー朝明中学校武道場新築工事償虞~事）

議案第64号工事請負契約の締結について 償堕蒻麟備）一 I原案可決
ー下水管渠布設工事（北部第6工区）一 原案可決 議案第77号工事請負契約の締結について
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ー港中学校大規模改造工事一
1原案可決

議案第78号工事請負契約の締結について

一橋北中学校大規模改造工事一
1原案可決

議案第79号委託契約の締結について

一新富洲原合同ポンプ場建設工事（ポンフ設：

備）一
1原案可決

議案第80号委託協定の締結について

一諏訪公園雨水調整池建設工事（機械・電気

設備）一
1原案可決

議案第81号委託協定の締結について

一日永浄化センター第3系統土木施設工事一 1原案可決

議 82号委託協定の変更について

一日永浄化センター第3系統機械・電気設備

工事一
1原案可決

議案第83号動産の取得について

ー水槽付消防ポンプ自動車一
1原案可決

議 84号工事請負契約の締結について

一雨池8号幹線7饂咎程造工事一
1原案可決

議 85号工事請負契約の締結について

ー富田汚水3号幹線管渠布設工事一
1原案可決

〔議員提出議案〕 （2件）

議 安フ 名 議決結果

発議第7号農業委員会委員の推薦について 原案可決

発議第8号四日市市議会特別委員会の設置について 原案可決

〔請願〕（1件）

件 名 請願者の住所・氏名

番号I―-------------------------------------I―-------------------------------l議麟果
紹介議員 付託委員会

4. 6. 15受理 四日市市西浦1-1-22

「労働行政機関の増員を図 四日市市労働基準監督

る旨の意見書採択を求める 署内

2 Iことについて 全労働三重支部四日市I継 続

韮準分会

分会長小林 寛

ほか1名

橋本茂水野和子 i産業公営企業委員会

〔報告〕（6件）

件← 名

報告第1号平成3年度四日市市繰越明許費について

報告第2号財団法人四日市市開発公社の経営状況について

報告第3号四日市市土地開発公社の経営状況について

報告第4号財団法人四日市市文化振興財団の経営状況について

報告第5号財団法人四日市市都市整備公社の経営状況について

報告第6号財団法人四日市国際交流協会の経営状況について
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一般質問通告一覧表

＾ 6
月

1
5
日

ヽ

JI岬 氏 名 要 旨 ペーソ‘‘ 

1 環境問題について

(1) 環境基本条例制定へのプ

ログラム

(2)大気汚染監視装置から出

清風会 たデータ

1 瀬川憲生 (3)地域社会の環境教育 20 

侮言時間60分） (4) 電気自動車の性能と普及

2 千歳地区CAT整備構想の

関連事項

3 広報行政について

4 学校週五日制の対応につい

て

1 内部地区新住宅団地建設に

緑水会 伴う将来展望について

2 藤井浩治 (1)住環境の整備 38 

偉言時間60分） (2)教育施設の充実

(3) 将来的な土地利用計画

2 生活保護法の適用について

1 公害裁判終結20年に当たり

環境先端都市宣言をそして

名実共に情報発進基地とし

ての飛躍を！

2 4. 4. 4の成功を5.5. 5に

そして市制 100周年、開港

緑水会 100周年に向けて

3 石川勝彦 3 博物館の運営上の問題点に 52 

浣言時間60分） ついて

(1) 開館記念事業

(2)学校教育との関係

(3)生涯教育との関係

(4)採算性

(5) 学芸員のバランス

(6) 資料公開システム

1 「全国市長会」学校災害賠

償補償保険について

政友クラブ 2 市立学校の児童生徒の学校

4 小川政人 管理下における災害補償制 72 

溌言時間40分） 度について

3 旧平田紡績の跡地について

4 県立総合塩浜病院の跡地に

ついて

政友クラブ 1 国際環境技術移転研究セン

5 日置記平 ターの経営方針について 81 

溌言時間50分） 2 工業系技術高等専門学校開

設について
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＾ 6
月

1
6
日

ヽ

政友クラブ 1 地元建設業にかかわる諸問

6 田中俊行 題について 100 

偉言時間50分）

1 業務の委託について（環境

、教育等）

政友クラプ 2 産業廃棄物処分について

7 伊藤正数 3 （仮称）産業展示館につい 107 

涜言時間60分） て

4 都市景観形成の推進につい

て

1 オープンバザール四日市に

関連して

市民クラプ 2 障害者福祉について

8 土井数馬 3 児童福祉について 127 

浣言時間60分） 4 三重県衛生研究所移転とP

3実験室設置のその後の経

過について

1 三重県環境保全事業団によ

る産廃処理場について

2 「拠点都市」の指定につい

公明党 て， 久保博正 3 ノーマライゼーションにつ 147 

偉言時間50分） いて

(1) スポーツの場を

/•―、

6

月

17

日

(2) 施設の充実

(3) 移動の確保

ヽ

1 健康づくりについて

(1) 予防対策

(2) 食生活対策

(3) 運動と施設

(4) 眼の保護対策

(5) 21世紀を迎えて健康都市

公明党 1 宣言を

10 I大島武雄 2 （仮称）四日市樹医制度に I162 

溌言時間50分） ついて

3 四日市商業活性化対策（青

年あきない塾）について

4 農業問題について

5 地元の諸問題について

(1) 近鉄塩浜駅西の整備

(2) 新たなFCC装置

新風クラブ

11 I中森惧二

僑言時間60分）

1 ゴミ処理に関する諸問題に

ついて

2 中・高校生の国際交流につ

いて

183 

新政クラブ

12 I佐藤晃久

（発言時間50分）

1 橋北地区のまちづくりにつ

いて 203 
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新政クラブ 1 エイズ対策と保健計画につ

13 伊藤正巳 いて

偉言時間30分）

日本共産党 1 畜産振興について

14 水野和子 一畜産農家育成と環境整備

僑言時間30分） を中心として一

1 環境問題について

(1) 公害対策の強化を

日本共産党 (2) 市内の緑化を一層進める

15 佐野光信 ために

浣言時間50分） (3) 県の衛生研究所問題につ

いて

2 公園整備について

議案質疑通告一覧表

JI厠茅 氏 名 件 名

日本共産党 1 議案第53号議会の議決に

1 佐野光信 付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例の

一部改正について

-282-

216 

226 

234 

ページ

251 

付託議案一覧表

〇 総務委員会

議案第53号議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例の一部改正について

議案第56号四日市市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について

議案第57号四日市市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する

条例の一部改正について

議案第60号工事請負契約の締結について

一身体障害者通所授産施設整備工事一

議案第61号工事請負契約の締結について

一霞ケ浦競輪場中央広場改築工事一

議 62号工事請負契約の締結について

ー西伊倉町市営住宅建替工事償睾~ ＿ 
議案第63号工事請負契約の締結について

ー北部雨水5号支線管渠布設工事一

議案第64号工事請負契約の締結について

ー下水管渠布設工事（北部第6エ区）一

議 65号工事請負契約の締結について

ー下水管渠布設工事（北部第7工区）一

議案第66号工事請負契約の締結について

ー白須賀ポンプ場築造工事（下部土木）一

議案第67号工事請負契約の締結について

ー川島汚水1号幹線管渠布設工事第1エ区一

議 68号工事請負契約の締結について

ー川島汚水1号幹線管渠布設工事第2エ区一

議案第69号工事請負契約の締結について

ー阿瀬知ポンプ場電気設備工事一
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議案第70号工事請負契約の締結について

一雨池ポンプ場遠方監視制御設備工事一

議案第71号工事請負契約の締結について

一日永浄化センター汚泥焼却炉設備工事一

議案第72号工事請負契約の締結について

ー長太1号幹線築造工事第1エ区一

議案第73号工事請負契約の締結について

ー富田汚水1号幹線管渠布設工事一

議案第74号工事請負契約の締結について

ー南消防署庁舎増築工事一

議案第75号工事請負契約の締結について

ー山手中学校武道場技術教室新築工事償塞口こ事）一

議案第76号工事請負契約の締結について

ー朝明中学校武道場新築工事償蛮口こ事） 償翌蒻姉縣皮備

) -

議案第77号工事請負契約の締結について

ー港中学校大規模改造工事一

議案第78号工事請負契約の締結について

一橋北中学校大規模改造工事一

議案第83号動産の取得について

ー水槽付消防ポンプ自動車一

議案第84号工事請負契約の締結について

一雨池8号幹線水路築造工事一

議案第85号工事請負契約の締結について

ー富田汚水3号幹線管渠布設工事一

0 教育民生委員会

-284-

議饂54号 四日市荊国民健康保険条例の一部改正について

〇 建設委員会

議案第55号 四日市市住宅新築資金等貸付けに関する条例の一部改正に

ついて

議案第58号市道路線の廃止について

議案第59号市道路線の認定について

議案第79号委託契約の締結について

一新富洲原合同ポンプ場建設工事（ポンプ設備）一

議案第80号委託協定の締結について

一諏訪公園雨水調整池建設工事（機械・電気設備）一

議 81号委託協定の締結について

一日永浄化センター第3系統土木施設工事一

議 82号委託協定の変更について

一日永浄化センター第3系統機械・電気設備工事一
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特別委員会委員一覧表

(4. 6. 24) 

県立総合塩浜病院跡地対策特別委員会 (13人）

設置目的 県立総合塩浜病院跡地利用に関する調査研究

◎川村幸善 〇田中 武 青山弘忠 伊藤正数

宇野長好 大島武雄 Ilヰk博次 佐野光信

谷口廣睦 野崎 洋 長谷川昭雄 毛利道哉

森真寿朗

（◎印委員長 0印副委員長）
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常任委員会の閉会中の継続調査項目

総務委員会

教育民生委員会

産業公営企業委員会

建設委員会

広報広聴活動について

図書館の充実について

バイオ技術による農業振興について

緑化推進事業について
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